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平 成 2 6 年 1 1 月 1 3 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時１分開会

出 席 議 員（37名）
3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）
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22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

公 安 委 員 長 佐 藤 勇 夫

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則
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議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議長挨拶

○福田作弥議長 開会前に一言申し上げます。

御案内のとおり、本県におきましては、平

成32年まで記紀編さん1300年記念事業に官民挙

げて取り組んでいるところであります。

県議会といたしましては、一昨年から、こ

の11月定例県議会におきまして、執行部、関係

団体の御協力をいただいて、古代衣装を着用し

て本会議に臨む日を設けているところでござい

ます。

この取り組みにより「神話のふるさとみやざ

き」をアピールし、記紀編さん1300年の機運を

盛り上げ、ひいては本県経済の活性化につなが

ることを祈念いたしております。

◎ 開 会

○福田作弥議長 これより平成26年11月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員37名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を

開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○福田作弥議長 会議録署名議員に、中野 明

議員、徳重忠夫議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○福田作弥議長 まず、会期の決定について議

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

中野一則委員長。

○中野一則議員〔登壇〕 おはようございま

す。御報告いたします。

閉会中の去る11月５日の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成26年11月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計33件、その内訳は、補正予算１件、条例７

件、予算・条例以外25件であります。このほか

２件の報告があります。また、さらに給与関係

の議案が追加提案される予定であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において審査をいたしました結果、会期につい

ては、本日から12月２日までの20日間とするこ

とに決定いたしました。

なお、会議日程は、お手元に配付されており

ます日程表のとおりであります。

今期定例会は、11月18日から５日間の日程で

一般質問を行います。質問人数は合計18名以内

とし、質問順序は、14日が締め切りとなってお

ります通告書の提出を待って決定いたします。

質問時間は、１人30分以内といたします。

一般質問終了の後、人事案件の採決を行った

上で、その他の議案・請願について所管常任委

員会への付託を行います。11月26日から２日間

の日程で各常任委員会を開催していただき、12

月２日の最終日に、付託された議案・請願の審

査結果報告及び採決を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますよう、お願いい

たします。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○福田作弥議長 議会運営委員長の報告は終わ

平成26年11月13日(木)
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りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○福田作弥議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より12月２日まで

の20日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第33号まで上程

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第33号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○福田作弥議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成26年11月定例県議会の開会に当た

りまして、まず冒頭に一言御礼を申し上げま

す。

記紀編さん1300年記念事業を盛り上げるため

に、県議会の御発案による取り組みといたしま

して、今年度もこのように古代衣装を身にま

とっての本会議となりました。ことしで３回目

となりますが、「神話の源流みやざき」を県内

外へ強く発信していく上で、またとない機会と

なっており、このような機会を設けていただき

ましたことに対しまして、福田議長を初め県議

会の皆様に厚く御礼を申し上げます。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、県政に関しまして４点ほど御

報告をさせていただきます。

１点目は、霧島山噴火警報についてでありま

す。

去る10月24日、気象庁から、霧島山に火口周

辺警報が発表されました。えびの高原の硫黄山

周辺では、火山活動が高まっており、今後状況

によっては、小規模な噴火が発生する可能性が

あるとのことであります。

県といたしましては、この発表を受け、即時

に防災ヘリによる下山の呼びかけを行うなど、

地元住民や登山者、観光客に注意を促すととも

に、霧島山火山対策連絡会議を開催し、関係機

関等において防災対策に万全を期すことを確認

の上、県及びえびの市により、県道の通行禁止

や火口周辺の立入規制等の措置を講じたところ

であります。

現在、秋の観光シーズンの最盛期を迎えてお

り、引き続き、地元住民や観光客等の安全確保

を最優先に、気象庁の情報に留意しながら、地

元市町や関係機関等と緊密に連携を図り、適切

に対処してまいりたいと考えております。

２点目は、国道218号北方延岡道路についてで

あります。

九州中央自動車道の一部となる北方延岡道路

につきましては、去る10月29日、国土交通省か

ら、蔵田―北方間、延長約4.6キロメートルが、

１年近く工期を短縮して、平成27年５月までに

開通できる見通しであるとの発表がありまし

た。

この開通により、北方延岡道路、延長13.1キ

ロメートルが全線開通することとなり、九州中
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央自動車道の全線開通に向け一歩前進したとこ

ろであります。これまで力強く応援をいただい

た県民の皆様を初め、県議会、市町村、関係団

体等の皆様に、心から御礼を申し上げます。

今後とも、九州中央自動車道、東九州自動車

道の県南区間の早期完成、事業化に向けて、引

き続き、国や関係機関に対して強く働きかけを

行うなど、全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

３点目は、フード・オープンラボの開所につ

いてであります。

フード・オープンラボにつきましては、フー

ドビジネスの振興を図る、新しい食品開発の拠

点として整備を進めてきたものであり、10月27

日に、福田議長を初め、関係議員や関係団体等

の皆様に御出席をいただき、開所式を行ったと

ころであります。

この施設は、３つの製造室を備え、食品営業

許可が取得できることから、テストマーケティ

ングや販売が可能な試作品等の開発・製造を行

うことができ、また、清潔度に応じたゾーニン

グや人と物が交差しない動線など、ＨＡＣＣＰ

（ハサップ）の概念に基づいた高いレベルの衛

生管理・品質管理を学ぶことができる施設とし

て整備しており、このような機能をあわせ持つ

施設は全国でも初めてとなります。

県といたしましては、このフード・オープン

ラボを本県の食品製造業振興の中核的施設とし

て位置づけ、その機能を最大限に生かしながら

県内企業等を支援していくこととしており、フ

ードビジネスが本県の経済や雇用を支える成長

産業として、さらに拡大・発展していくよう取

り組んでまいりたいと考えております。

４点目は、第69回国民体育大会長崎がんばら

んば国体についてであります。

10月12日から11日間にわたり行われました本

大会におきまして、本県は、天皇杯順位19位と

いう、昭和54年の宮崎国体を除けば過去最高と

なる、すばらしい成績をおさめることができま

した。

初日のウエイトリフティングでの優勝を皮切

りに、団体競技において、少年男子のゴルフ、

成年男子のサッカー及びソフトボールが相次い

で優勝するなど、まさに大躍進となりました。

この快挙は、日ごろから厳しい練習に取り組ん

でこられた選手の皆さんの御努力はもちろんの

こと、それを支えてこられた競技団体を初めと

する関係者の方々の団結の力がなし得たもので

あり、深く敬意を表するものであります。

また、県民に「元気」と「勇気」、そして大

きな「感動」を与えていただきましたことに、

心より感謝申し上げたいと思います。

今回の好成績は、今後の「スポーツランドみ

やざき」の推進や、「みやざき東京オリンピッ

ク・パラリンピックおもてなしプロジェクト」

の展開に当たっても、大きな弾みとなるもので

あります。今後とも、本県の競技力向上とスポ

ーツの振興に積極的に取り組んでまいりたいと

思います。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、議案第１号一般会計補正予算案につ

いてであります。

補正額は、17億4,055万8,000円であります。

歳入財源は、国庫支出金６億7,907万円、財産収

入29万6,000円、繰入金10億2,179万2,000円、県

債3,940万円であります。この結果、一般会計の

歳入歳出予算規模は、5,820億1,888万4,000円と

なります。

以下、補正予算案に計上いたしました主な事
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業の概要について御説明いたします。

まず、「地域医療介護総合確保基金積立金」

につきましては、消費税率等の引き上げによる

増収分を活用した社会保障の充実措置の一環と

して、地域における医療及び介護を総合的に確

保するため、国の交付金及び県費を、新たに設

置いたします地域医療介護総合確保基金に積み

立てるものであります。

この基金を活用した主な事業でありますが、

「県北における脳血管障害患者受入輪番体制支

援事業」につきましては、県北地域において、

脳血管障害患者受入輪番体制の中核を担ってお

ります延岡市医師会病院の医療機器の整備に対

し、支援を行うものであります。

また、「医療研修環境整備事業」につきまし

ては、医療技術の向上等を図るため、宮崎大学

医学部臨床技術トレーニングセンターの施設改

修等に対し、支援を行うものであります。

さらに、「県西地区周産期医療体制整備事

業」につきましては、県西地区の周産期医療体

制の強化を図るため、国立都城病院の周産期母

子医療センターの施設整備等に対し、支援を行

うものであります。

このほか、地域医療介護総合確保基金を活用

して、病床の機能分化・連携を促進するための

取り組みへの支援や、在宅医療と介護を包括的

に提供するための必要な調整等を行う「在宅医

療・介護推進協議会」等の設置、看護師等養成

所の教育環境整備への支援など、地域における

在宅医療提供体制の整備や医療従事者の確保等

に積極的に取り組むこととしております。

次に、「歯科保健活動促進事業」につきまし

ては、無歯科医地区の巡回診療を行うととも

に、歯科保健の普及啓発等の充実を図るため、

老朽化している歯科診療車の更新を行うもので

あります。

次に、「農業総合研修センター施設機能強化

事業」につきましては、県立農業大学校の農業

総合研修センターにおいて、新規就農希望者へ

の研修を実施しております「みやざき農業実践

塾」の研修環境の充実を図るため、研修用ハウ

スの増設等を行うものであります。

最後に公共事業でありますが、河川事業につ

きまして、国庫補助事業の採択を受け、６月の

梅雨前線豪雨で被災しました川南町の平田川に

おいて、改良復旧工事を行うものであります。

次に、予算以外の議案について御説明いたし

ます。

議案第２号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、県営えびの高原スポー

ツレクリエーション施設のスケート場の改修に

伴い、団体での専用使用に係る使用料を新設す

るものであります。

議案第３号「宮崎県地域医療介護総合確保基

金条例」は、地域における医療及び介護の総合

的な確保の推進を図るための基金を設置する条

例を制定するものであります。

議案第４号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」は、県営えびの高原スポーツレ

クリエーション施設のスケート場の利用料金の

上限額について、専用使用に対応した料金を新

設するものであります。

議案第５号「教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例」は、利用者へのサー

ビス向上を図るため、宮崎県体育館及び宮崎県

ライフル射撃競技場の利用料金について、指定

管理者に定めさせ、また、当該指定管理者の収

入として収受させることができるよう、関係規

定を整備するものであります。

議案第６号「宮崎県行政手続条例の一部を改
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正する条例」は、行政手続法の一部改正の趣旨

を踏まえ、本県の条例等による処分や行政指導

に関して、県民等の権利利益をより一層保護す

る観点から、行政指導の中止や違反行為の是正

のための処分等を求めることができるよう、関

係規定を整備するものであります。

議案第７号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、知事

の権限に属する事務のうち、特定非営利活動法

人の設立認証の事務などについて、取り扱いを

希望する市町村に権限を移譲するほか、母子及

び寡婦福祉法施行令の名称変更に伴い関係規定

の改正を行うものであります。

議案第８号「都市公園条例の一部を改正する

条例」は、利用者へのサービス向上を図るた

め、宮崎県総合運動公園内の有料施設の利用料

金について、指定管理者に定めさせ、また、当

該指定管理者の収入として収受させることがで

きるよう、関係規定を整備するものでありま

す。

議案第９号は、一般国道219号社会資本整備総

合交付金事業の十五番工区のトンネル工事につ

いて、公共工事設計労務単価の著しい上昇が生

じたことなどから、工事請負契約の変更につい

て、議会の議決に付すべき契約に関する条例第

２条の規定により、議会の議決に付するもので

あります。

議案第10号は、細島港白浜地区の土地を集成

材工場用地に供するため、財産に関する条例第

２条の規定により、当該土地の処分について、

議会の議決に付するものであります。

議案第11号は、県立宮崎病院で発生した医療

上の事故に係る損害賠償の額を定めることにつ

いて、宮崎県立病院事業の設置等に関する条例

第９条の規定により、議会の議決に付するもの

であります。

議案第12号から第27号までは、宮崎県男女共

同参画センターなど104の施設の管理を行わせる

指定管理者の指定について、地方自治法第244条

の２第６項の規定により、議会の議決に付する

ものであります。

議案第28号は、平成27年度の全国自治宝くじ

及び西日本宝くじの本県発売金額の上限額を定

めることについて、当せん金付証票法第４条第

１項の規定により、議会の議決に付するもので

あります。

議案第29号は、宮崎県人権教育・啓発推進方

針の変更について、宮崎県行政に係る基本的な

計画の議決等に関する条例第３条の規定によ

り、議会の議決に付するものであります。

議案第30号は、教育委員会委員齊藤和子氏が

平成26年12月23日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として宇田津真理子氏を任

命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により、議会の

同意を求めるものであります。

議案第31号は、収用委員会委員梅田菜保子氏

が平成26年12月27日をもって任期満了となりま

すので、その後任委員として同じく梅田菜保子

氏を、議案第32号は、収用委員会委員梅薗雄次

郎氏が平成26年12月27日をもって任期満了とな

りますので、その後任委員として沼田憲明氏

を、議案第33号は、収用委員会予備委員沼田憲

明氏が平成26年12月27日をもって任期満了とな

りますので、その後任予備委員として宮永博美

氏を、それぞれ任命いたしたく、土地収用法

第52条第３項の規定により、議会の同意を求め

るものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

平成26年11月13日(木)
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どお願いいたします。

最後に、本議会は、私の任期最後の定例県議

会でありますので、県政に対する私の所信の一

端を申し上げ、議員及び県民の皆様の御理解を

賜りたいと存じます。

私は、知事就任以来４年間、県議会を初め県

民の皆様の温かい御理解と御支援をいただきな

がら、国、市町村、関係機関等との連携を深

め、「一所懸命」の精神で、県勢発展に邁進し

てまいりました。

任期の前半は、口蹄疫を初め、鳥インフルエ

ンザの発生、新燃岳の噴火などにより疲弊した

県内経済・雇用の立て直しに全力を傾けたとこ

ろであり、宮崎牛の日本一連覇などを経て、

「口蹄疫からの再生・復興」に一定の道筋をつ

けることができたものと考えております。

また、任期の後半となる昨年度からは、「復

興から新たな成長へ」と県政の軸足を移し、フ

ードビジネスの推進や東アジア市場の開拓な

ど、本格的な景気回復と成長産業の育成加速化

に積極的に取り組んでいるところであり、この

ような取り組みを進める中で、県民待望の東九

州自動車道延岡―宮崎間が開通し、また、先ほ

ど御報告しましたフード・オープンラボの整備

や、宮崎と香港を結ぶ国際定期航空路線の新規

開設など、今後の発展に向けた礎を築くことが

できたものと考えております。

今、宮崎は、これらの取り組みを確実に本県

の発展に結びつけ、「みやざき新時代」を築

く、新たな飛躍のときを迎えようとしておりま

す。

人口減少問題を初め、東九州自動車道の県南

区間や九州中央自動車道などの社会資本の整

備、地域医療の確保や子育て環境の充実、さら

には、本県の未来を担う「人財」の育成など、

取り組むべき課題は山積しておりますが、これ

らの課題に的確に対応しながら、活力にあふ

れ、国内外に開かれた「みやざき新時代」を築

き、そしてその先に「くらしの豊かさ日本一の

宮崎」を実現することが、私に与えられた使命

であり、今後も引き続き、私の全精力を県勢発

展に傾注してまいる決意であります。

これまで県議会を初め県民の皆様からいただ

きました温かい御理解と御支援に心から感謝申

し上げますとともに、今後とも、なお一層の御

支援を賜りますようお願いを申し上げます。以

上であります。〔降壇〕

○福田作弥議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす14日から17日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、18日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時26分散会

平成26年11月13日(木)
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（37名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 有 岡 浩 一 （愛みやざき）

4番 図 師 博 規 （ 同 ）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

17番 田 口 雄 二 （県 民 連 合 宮 崎）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 太 田 清 海 （県 民 連 合 宮 崎）

30番 井 上 紀代子 （ 同 ）

31番 鳥 飼 謙 二 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 黒 木 正 一 （ 同 ）

34番 横 田 照 夫 （ 同 ）

35番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

36番 外 山 三 博 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 橋 本 憲次郎

総 務 部 長 成 合 修

危 機 管 理 統 括 監 金 丸 政 保

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 徳 永 三 夫

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 舟 田 美揮子

企 業 局 長 四 本 孝

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 亀 田 博 昭

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 亀 澤 保 彦

政 策 調 査 課 長 髙 林 宏 一

常任委員会担当主幹 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 議案第34号から第41号まで追加上程

○福田作弥議長 ただいまの出席議員37名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より、議案第34号から

第41号までの各号議案の送付を受けましたの

で、これらを日程に追加し、議題とすることに

御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議案第34号から第41号までの各号議案を一括

上程いたします。

◎ 知事提案理由説明

○福田作弥議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

今回、追加提案させていただきました議案

は、先般の県人事委員会の勧告等を踏まえ、一

般職及び特別職の給与改定を行うための補正予

算案及び関係条例の一部改正案であります。

まず、議案第34号から第38号までにつきまし

ては、一般会計及び４つの公営企業会計の補正

予算案であります。補正額は、一般会計14

億7,221万3,000円、公営企業会計１億4,307

万1,000円であります。このうち一般会計の歳入

財源は、地方交付税12億7,411万3,000円、国庫

支出金１億9,810万円であります。この結果、一

般会計の歳入歳出予算規模は、5,834億9,109

万7,000円となります。

次に、議案第39号及び第40号は、県職員及び

市町村立学校職員の給料及び勤勉手当等を改定

するため、関係条例の改正を行うものでありま

す。

最後に、議案第41号は、特別職の期末手当の

支給月数を改定するため、関係条例の改正を行

うものであります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○福田作弥議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまから一般質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。11月議会のトップバッターになり

ました、公明党宮崎県議団の重松幸次郎です。

知事を初め、関係部長の明快な御答弁をお願い

いたします。

昨日、11月17日は、我が党にとって記念すべ

き結党50年の日でございました。1964年（昭

和39年）11月17日、公明党結成大会が開催さ

れ、以来50星霜。不滅の原点である「大衆とと

もに」との立党精神を胸に、どこまでも一人の

人間に光を当て、現場第一主義で「調査なくし

て発言なし」をモットーに走り抜き、私たち地

方議員から国会議員まで3,000名を超えるネット

ワークで連携して、福祉と平和、そして教育、

環境の分野で実績と信頼を重ねてまいりまし

平成26年11月18日(火)
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た。50年の星霜を乗り越えることができました

のは、何よりも党員、支持者の皆様が真心から

の御支援をくださったたまものでございます。

この場からも心から感謝と御礼を申し上げる次

第です。次の50年に向け、そのネットワークの

力を最大限に生かし、市民、県民の声を聞き、

集約して政策に反映させていく。また、県民の

皆様の手足となって働き、奉仕させていただく

所存です。

それでは、通告に従い、順次質問に入らせて

いただきます。

公明党宮崎県議団は、平成27年度の当初予算

について、河野知事へ重点要望を10月８日に提

出させていただきました。人口減少・超高齢化

社会などの地域における大きな課題を克服し、

活気ある温かな宮崎のまちづくりを目指して、

１つ、支え合う地域づくり、２つ、魅力ある地

域づくり、３つ、安心な地域づくり、４つ、活

力ある地域づくりという４つの地域づくりを柱

に据えて、126項目の政策提言をさせていただき

ました。中でも、支え合う地域づくりでは、高

齢者が住みなれた地域で、医療、介護、生活支

援などのサービスを一体的に受けられる地域包

括ケアシステムの構築を推進するとともに、障

がい者等への支援をきめ細かく進める。そし

て、活力ある地域づくりでは、子ども・子育て

支援新制度を推進し、また、女性や若者の活躍

の場を広げ、支援に取り組むなどの提案でござ

います。このように、全ての世代が地域でお互

いに支え合いながら元気に安心して暮らせ、女

性や若者が大きく活躍できる宮崎のまちづくり

に反映していただきたいと、強く要望いたしま

した。

そこで、知事に来年度の予算編成についてお

伺いします。知事提案理由説明にもありました

とおり、「くらしの豊かさ日本一の宮崎」を実

現させるため、平成27年度当初予算の編成方針

についてどのようにお考えなのか、御所見をお

伺いします。

以上を壇上からの質問とし、以下の質問は質

問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

平成27年度の当初予算編成方針についてであ

ります。本県の財政は、県税など一般財源の大

きな伸びが期待できない中で、年々増加する社

会保障関係費に加えまして、今後、南海トラフ

巨大地震等の防災・減災対策や公共施設の老朽

化対策などにも多額の財政負担が見込まれます

ことから、さらに厳しさを増していくものと考

えております。しかしながら、このような中に

あっても、人口減少問題の克服や人財づくり、

フードビジネスを初めとする成長産業の育成、

地域医療の充実、公共インフラの整備など、本

県が抱える政策課題に的確に対応していく必要

がございます。

このため、平成27年度当初予算につきまして

は、骨格予算として編成することになります

が、財政改革の着実な実行により財源捻出に努

めながら、選択と集中の理念のもと、優先度の

高い施策を構築しますとともに、全ての施策に

ついて県の役割を検証しつつ、市町村や民間企

業等との連携・協働にも取り組むことを基本方

針としたところであります。以上であります。

〔降壇〕

○重松幸次郎議員 御答弁いただいたとおり、

財政改革と財源捻出に努めて優先度の高い施策

を行うこと、そして、市町村や民間企業・団体

などとの連携・協働、つまり、役割分担を踏ま

えた施策を進めることがポイントだと認識いた
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しました。景気は少しずつ上向き始めていると

はいえ、まだまだ厳しい財政状況の荒波は続く

ものというふうに考えております。行政と議

会、そして県民総力戦で乗り越えていかなくて

はならないということかと思います。

続いて、具体的に、平成27年度の事業を検討

するに当たっての視点に掲げられました、「将

来の発展と地域を支える人財づくり」にどう取

り組むのかを、再度、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 私は、これまでも、県

づくりは人づくり、人こそ財産という強い思い

で人財づくりに取り組んできたところでありま

す。このような観点から、本年度予算におきま

して、20億円の「みやざき人財づくり基金」を

創設したところであります。さらに、人財づく

りは長期的にしっかり取り組む必要があると考

えておりますので、平成27年度の事業を検討す

るに当たっての視点としまして、「将来の発展

と地域を支える人財づくり」を掲げますととも

に、先般、国に提案しました「真の地方創生を

実現するみやざきモデル」の中でも、農林水産

業への就業支援や後継者育成、女性が個性と能

力を発揮できる環境づくりを初めとする「地域

の産業を支える人材育成」を掲げたところでご

ざいます。今、さまざまな場面で県民の皆さん

と意見交換をすると、さまざまな分野での人材

不足、後継者不足、大変重要な課題であろうか

というふうに認識をしておるところでございま

す。私としましては、この「みやざき人財づく

り基金」を有効に活用しながら、次世代の育成

や産業・雇用の核となる人財の育成、女性や高

齢者の活躍などの支援に全力を尽くしてまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 わかりました。まさに未来

を担う人の宝、それは子供たちの健全な育成で

あり、また、潜在している女性の力を最大限に

発揮できる社会に変えられるかどうか、そし

て、高齢者の活躍の場を広げていくことが重要

な鍵というふうに言われております。

引き続き、我が会派の政策提言のうち、支え

合う・活力ある地域づくりについて議論させて

いただきます。

本年の６月議会でも、地域包括ケアシステム

について、少子高齢化が本県では全国より早く

進んでいる現状と、高齢者住宅などの介護施設

の普及状況をお伺いいたしました。今回も担当

課から説明をいただきましたが、高齢者住宅に

ついては、今のところ比較的充足しているとい

うことでございます。その上で、できるだけ我

が家で暮らしたいと在宅を望んでいる高齢者に

とっても、介護が必要になって、介護度が重度

化して、やがて認知症になったとしても、住み

なれた地域、自分の家で生活を送ることができ

て、24時間、365日体制で切れ目なく介護サービ

ス、通所、宿泊、訪問の提供がもらえる小規模

多機能ホームを、利用者の生活圏内、例えば中

学校区ごとに整備することが必要だと考えま

す。

福祉保健部長に、介護福祉施設について２点

お伺いいたします。通い、訪問、お泊まりサー

ビスが受けられる小規模多機能型居宅介護など

の地域密着型サービスを充実していくことが重

要だと考えますが、現在の状況と県の考え方に

ついてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成26年10月

１日現在で、デイサービスやショートステイ、

訪問介護の機能を組み合わせた小規模多機能型

居宅介護が54事業所、これに訪問介護の機能を

加えた複合型サービスが３事業所、定期巡回・
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随時対応型訪問介護看護が２事業所となってお

ります。介護が必要な状態になられた場合にお

いても、住みなれた地域や家庭で安心して生活

できるようにするためには、利用者のニーズに

きめ細かく対応できるこれらの地域密着型サー

ビスの充実が重要ですので、今後とも、市町村

や事業者と連携しながら普及促進に努めてまい

ります。

○重松幸次郎議員 利用者のニーズをしっかり

掌握していただいて、地域密着型、よろしくお

願いしたいと思います。

もう一点、年齢や障がいの有無に関係なく、

家庭的な雰囲気の中で過ごすことができる共生

型福祉施設の拡充を、我が党は提唱しておりま

す。そのモデルとなっているのが、富山県内に

広がっている民間主導の富山型デイサービスで

あります。少し新聞記事を抜粋いたします。

「平日の午前中、同市富岡町にある施設「こ

のゆびとーまれ」に入ると、明るい室内から楽

しげな話し声が聞こえてくる。車椅子の高齢者

と和やかに話す青年、知的障がいのある人は穏

やかに高齢者の世話をする。わいわい言いなが

ら切り絵づくりに精を出す老若男女。午後にな

れば、学校帰りの子供たちもやってきて一層に

ぎやかになる。（中略）開設から20年余りが経

過したが、在宅での支援を望むニーズを裏づけ

するように、年々利用者が増加し、また利用者

の変化が見てとれるようになる。つまり、認知

症の高齢者が子供と触れ合うことで症状の進行

が緩やかになる。知的障がいの青年が自分の意

思で高齢者や子供たちの世話を買って出る。高

齢者や障がい者と日常的に接する中で子供も他

人を思いやれるようになる」とありました。

「在宅を望む人を支えたい。誰も排除しな

い」という施設長の理念であります。これらの

共生効果（ノーマライゼーション）は、やがて

行政に伝わり、富山型デイサービスは、本年８

月末現在、111カ所に広がっていて、市町村共同

で県内200カ所を進めているようであります。そ

こで、この共生型福祉サービスについて、本県

の状況と今後の取り組みについてお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 共生型福祉サ

ービスは、同一の施設内で、高齢者や障がい

者、子供を対象として複数の福祉サービスを提

供するものであり、子供が他人を思いやれるよ

うになったり、高齢者の方々が笑顔になるな

ど、多くの効果が期待できるサービスであると

認識しております。県内の状況につきまして

は、平成25年１月現在、高齢者や障がい児のデ

イサービス及び子供の一時預かりなどを組み合

わせて実施する事業所を初め、共生型福祉サー

ビスを提供する事業所は13カ所となっておりま

す。県では、これまで、設立の手続などを紹介

したパンフレットの作成や、富山市で施設を運

営されているＮＰＯ法人の代表者を講師に招い

た講演会を開催するとともに、新たに開設を希

望する事業者への情報提供や助言を行っている

ところでありますが、今後も引き続き、共生型

福祉サービスの普及に努めてまいります。

○重松幸次郎議員 「このゆびとーまれ」の開

設当初は、縦割りの壁がありまして、どの法律

にも当てはまらないので補助金が出せないとい

うことで、やむなく自主事業でスタートさせ、

厳しい経営を乗り越えられたと記事に紹介され

ておりました。しかし、今では、全国で1,400カ

所以上整備されている富山型デイサービス、ぜ

ひとも、御紹介いただいたとおり、このような

共生型福祉施設の取り組みを支援していただき

たいと考えます。
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続いて、地方の公共交通網について総合政策

部長にお尋ねいたします。自家用車と公共交通

機関は、交通の空白地帯を埋め合う存在であり

ますが、自家用車の利用増加に対して、公共交

通機関の利用者は減少し続けています。バス路

線は、毎年、東京と沖縄・石垣島の直線距離に

匹敵する2,000キロが廃止されているということ

です。一方、自家用車に乗る高齢者は、身体の

衰えなどで運転をあきらめる方がふえているた

め、公共交通網の維持に一層取り組まなければ

なりません。ことしの通常国会で成立した改正

地域公共交通活性化再生法が今月から施行され

ますが、県民、特に高齢者の移動手段の確保と

して、この地域公共交通活性化再生法を受け、

今後の取り組み方針をお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 高齢者な

ど、いわゆる交通弱者の方の移動手段の確保

は、県としても大きな課題であると認識してい

るところでございます。これまでも、市町村が

コミュニティバスを運行する際の実証実験に要

する経費、また、複数市町村間をまたぐ広域的

な路線について運行費補助を行うなどの支援を

行ってきたところであります。今月中に施行さ

れる予定の、御指摘の改正地域公共交通活性化

再生法では、地方公共団体が主体となって、ま

ちづくり等、地域戦略と一体となった交通網の

形成を目指すこととされておりますことから、

県といたしましては、このような趣旨を踏まえ

まして、市町村や交通事業者と十分連携を図り

ながら、地域社会全体の活性化を見据え、いわ

ゆる交通弱者の方々の移動手段の維持・充実に

取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今、御答弁の中にありまし

た「地域戦略と一体となった交通網の形成」と

いうのは、国土交通省のホームページに、「人

口減少社会において、地域の活力を維持、強化

するためには、コンパクトなまちづくりと連携

して、「コンパクトシティ・プラス・ネットワ

ーク」の考え方のもと、地域公共交通ネットワ

ークを確保することが重要です。そのため、事

業者任せの公共交通サービスから脱却し、自治

体主体で乗り合いバスやデマンドタクシーな

ど、住民の移動手段の多様化と確保・維持を図

る新たな取り組みを、国が財政支援や規制緩和

で支援する」とありました。これまでも宮崎県

は、バス対策協議会を設置し、地域間幹線系統

補助や広域的バス路線運行費補助を行い、地域

住民の交通アクセスの確保を推進されていま

す。中でも、県内24市町村の乗り合いタクシー

を含むコミュニティバスの運行支援を行ってお

りますが、いずれの地域でも運行費用を料金収

入で賄えないのが現状とありました。いかにコ

ストを下げて安定運行させるかが鍵だと考えま

す。また、車両やドライバーの経費を安く抑え

る取り組みを、さらに検討していただくことが

必要です。

ここで紹介する兵庫県豊岡市での事例は、バ

スが廃止された地域や交通不便地域を念頭に、

市が事業主体、地元住民で構成する運営協議会

が運行主体となって、オンデマンドシステムを

活用した地区乗り合いタクシー業務を行ってい

ます。これまでのコミュニティバスの収支改善

が見られず、結果、廃止され、それにかわって

地区乗り合いタクシーを導入いたしました。具

体的には、利用者は電話で事前に予約をして、

タクシー感覚、ドア・ツー・ドアで使える上

に、最初の2.5キロは100円、それ以上は上限200

円と、割安な料金設定になっています。そのわ

けは、有償旅客輸送を認める道路運送法78条を

活用し、市町村名義の自家用自動車、セダンや
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ワンボックスカーを利用して、運転手は地区住

民が担っているからであります。つまり、この

運転手は、２種免許が有効な者、または１種免

許でも２年間停止のない者で、大臣認定講習の

受講者であれば可能ということであるからで

す。平均年齢62歳、手当は少額ですので、事実

上ボランティアに近いようですが、地域貢献の

やりがいを感じているということだと思いま

す。月・水・金の週３回、集落地区と町部のス

ーパー、病院、市役所支所などを結んで、ルー

ト上で乗りおりは自由。つまり、身近な人がド

ライバーという安心感もあり、利用者がふえて

いるということであります。

そこで、地区乗り合いタクシーの運行は移動

手段の確保に有効だと思いますが、本県の取り

組みを広げる考えはないか、再度、総合政策部

長にお願いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） ただいま御

紹介いただきました豊岡市は、「チクタク」と

いう名前で乗り合いタクシーを実施しておりま

すが、乗り合いタクシーは小型車両を使用しま

すことから、コストの削減や小回りがきくと

いった利点があり、県内でも11市町村で運行さ

れているところでございます。一方で、乗り合

いタクシーにつきましては、乗車人数が少ない

こと、また、利用に予約を必要とするケースで

は、急な利用ができない等の面も指摘されてい

るところでございます。したがいまして、県と

いたしましては、一般の乗り合いバスや福祉バ

スなどさまざまな選択肢がある中で、地域の実

情に合った交通手段を選択することが肝要では

ないかと考えているところでございます。今後

とも、国とも連携しながら、乗り合いタクシー

を含めた最適な地域公共交通ネットワークの構

築に向け、市町村の取り組みを支援してまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 市町村が事業主体でありま

すが、この地区乗り合いタクシー、略してチク

タクと言っています。交通空白地域における交

通手段として活用できないか。その取り組み

を、先ほどの事例も参考にしていただき、今後

とも支援をしていただきたいと要望いたしま

す。

次に、県営住宅の環境整備、高齢者対策と駐

車場について３点、県土整備部長にお伺いいた

します。

65歳以上の人は総人口の２割を超え、今後さ

らに急速にその割合が増加すると予測されてい

ます。そして、高齢化の進行に伴い、高齢者の

単身世帯、高齢者夫婦のみの世帯も増加すると

見込まれております。そうした中、公営住宅が

抱える課題として、孤独死の発生、高齢者のひ

きこもりの増加、自治会の加入率の低下とこれ

による地域コミュニティーの希薄化、また、清

掃や除草作業に参加する住民が少なくなるな

ど、団地内の活動にも支障が出ているといった

調査結果が出ております。

そこで、まず１点目に、本県の県営住宅にお

ける高齢者のいる世帯の比率はどのくらいか伺

いたい。また、単身高齢者の世帯の比率はどの

くらいかをお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 平成25年度

末の65歳以上の高齢者のいる世帯は、2,468世帯

で全体の30.3％となっておりまして、平成20年

度に比べ、５年間で約500世帯、6.2ポイント増

加しております。また、そのうち単身高齢者の

世帯は、1,171世帯で全体の14.3％となってお

り、５年間で約170世帯、2.2ポイント増加して

おります。

○重松幸次郎議員 わかりました。県全体
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で30.3％、５年前と比較しても着実に高齢化が

進んでいるということでございます。これから

も、ますますそのような傾向だと思います。こ

れまでも、県営住宅の老朽化対策やバリアフリ

ー化が検討されてきましたが、県営住宅におけ

るバリアフリー化率はどのくらいかを、再度、

県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県営住宅に

おきましては、高齢者世帯や障がい者世帯に安

全・安心な住宅を供給するため、改修工事や建

てかえによりまして、トイレ及び浴室への手す

りの設置や室内の段差解消、車椅子が通行可能

な廊下幅の確保等を行ってきておりまして、平

成25年度末時点でのバリアフリー化率は、36.1

％となっております。

○重松幸次郎議員 段差解消、また手すりの設

置については、できるだけ早く多くつけていた

だきたいと思います。高齢者の転倒防止、障が

い者への配慮、また、いざというときの防災・

減災の上で大変重要でありますので、よろしく

お願いいたします。

続いて、駐車場対策であります。以前から、

駐車スペースの拡充や迷惑駐車の対策を行って

ほしいとの要望を受けております。団地敷地内

共用部分や集会所入り口を駐車場がわりにして

いる人がいて、車椅子、ベビーカーが通れな

い、出入りが不自由になっているとか、外来者

用に一時的にとめているわけでもなく、いつも

同じ車なので、住人が駐車場がわりにとめてい

ると思われるなど、繰り返される悩ましい問題

があります。先日も、宮崎市内にある県営住

宅430世帯の自治会へお邪魔し、５名の役員の方

に駐車場管理の現状をお伺いし、懇談をさせて

いただきました。ここでも迷惑駐車の対策、自

治会の方々がカラーコーンを並べたり、警告書

類などをワイパーに挟むなど、苦慮されながら

も、新旧駐車場料金の格差を解消する整備計画

が進められる上で、将来を見据えた駐車区画に

おいては、１室１台は必須でありますが、２台

目の有料区画、また、障がい者、訪問介護やデ

イケア送迎車がとめられる福祉スペースを確保

し、そして、外来者が気兼ねなくとめられ、し

かも駐車ルールが守られる区画整備を要望した

い、このように話されておりました。

そこで、提案でございますが、外来者駐車場

にコインパーキング方式を採用してはどうか、

御検討を願いたいと思います。私もあちこちの

市住、県住へ団地調査に行きますと、外来者ス

ペースがなく、あっても１台程度で、とめたく

てもとめられないことがあります。まず、違法

駐車をできるだけ解消し、また、今後ふえてい

く高齢者への訪問介護に、ヘルパーさんがとめ

やすいスペースをつくっておくことが求められ

ます。もちろん、身内、家族の方も来訪するこ

とでしょう。そのために、コインパーキング方

式を採用し、例えば最初の20分は無料、それを

超えると１時間200円とか、設定はどうにでも変

えられると思いますので、自治会で決めていた

だく。これにより管理収入が少しでも入り、環

境整備に役立てればと考えています。これに

よって入居者の利便性も図られるのではないで

しょうか。既に福岡県東区の県営住宅で導入が

決定いたしました。そこで、県営住宅の外来者

駐車場をコインパーキング方式にできないか、

県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 現在、県内

にあります116の県営住宅団地のうち、44団地に

おきまして外来者用駐車場を設けております。

駐車できる区画数につきましては、例えば宮崎

市内の団地では、少ないところでは１区画、平
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均しますと４区画という状況であります。お尋

ねのコインパーキングの設置につきましては、

費用対効果を考えますと、一定の駐車区画数を

集約させる必要があり、また、入居者との合意

形成を図る必要もありますことから、今後、十

分検証してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 全ての団地にはまだ外来駐

車場がないという状況もあります。今後、更新

されたり建てかえがあったときに、この整備計

画を進めていただきたいと思います。いきなり

一斉には無理だと思います。モデルになる団地

へ、自治会の御理解をいただきながら一部試験

的にでも行っていただきたい。県営住宅駐車場

整備が今後、市営やＵＲ住宅にも参考にしてい

ただけるような整備計画を要望いたしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

次は、女性が活躍する社会を目指して、公明

党の政策提言では、１つ、子育て支援、２つ目

が、女性特有のがんの検診受診や受診勧奨コー

ル・リコール、３点目が、出産・子育てによっ

て離職した女性の再就職の支援、４点目が、指

導的地位向上への加速化プランなどの取り組み

を推進しております。その２つ目の項目である

女性特有のがん検診受診について、本県の子宮

頸がん及び乳がん検診受診率と受診促進のため

の県内の取り組み状況を、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子宮頸がん及

び乳がんの検診受診率は、徐々に向上しており

ますが、平成25年の国民生活基礎調査では、子

宮頸がんが、本県41.0％、全国42.1％、乳がん

が、本県45.3％、全国43.4％となっておりま

す。各市町村では、受診率向上のため、無料ク

ーポン券の配布、未受診者への電話やはがきな

どによる個別の受診勧奨、特定健診との同時実

施、あるいは休日検診などの取り組みを実施し

ております。県では、こうした市町村の取り組

みを支援するとともに、テレビＣＭなどを使っ

た普及啓発や、特に乳がんについては、「ピン

クリボン活動みやざき」の取り組みとして、各

種イベントにブースを出展するなど、検診の受

診促進に努めております。今後とも、市町村や

企業等と連携しながら、がん検診の受診率向上

に向けて積極的に取り組んでまいります。

○重松幸次郎議員 今の御答弁によれば、子宮

頸がんの受診率が41.0％、乳がんでは45.3％と

なっております。いずれも80％台の欧米諸国か

らするとまだまだ低いようです。国の目標受診

率50％を目指して推進していただきたいのと、

乳がん検診無料クーポンが全ての婦人科病院で

は使えないということを私の家内から聞きまし

た。諸事情があるようですので、何とか改善を

求めたいと思います。

一方、女性の社会進出を促し、管理職へ登用

するなど、働く女性を支援していくことが、企

業の競争力に大きく貢献することが調査でも明

らかです。しかしながら、子育てなどのライフ

イベントによる離職から戻れないのが実情であ

ります。そこで、女性の活躍を応援するために

は再就職の支援が重要だと考えますが、どのよ

うに認識しているのか、これは知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 女性の就業につきまし

ては、結婚・出産を契機に一旦離職し、その後

復職を希望する女性が多いことから、再就職へ

の支援が、女性の活躍を推進する上で極めて重

要であると認識しております。そのことが、先

ほども答弁しました、さまざまな分野における

人材不足を補うという面もございますし、女性

ならではの視点を生かした社会に対する貢献、
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大変重要なことだろうというふうに考えており

ます。

このため県では、女性の再チャレンジ支援の

ための相談を行いますとともに、企業によるワ

ーク・ライフ・バランスに関する自主的な取り

組みを宣言していただく「仕事と家庭の両立応

援宣言」を推進しているところであります。そ

の結果、結婚・出産で退職した社員の再雇用な

ど、女性の活躍に配慮した宣言を掲げる企業が

ふえてきているところであります。今後とも、

ハローワークのマザーズコーナー等におきまし

て、きめ細やかな再就職支援を行っております

宮崎労働局など関係機関とも連携しまして、女

性が出産・子育てをしながら安心して働ける環

境の整備について、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○重松幸次郎議員 まさにそのとおりだと思い

ます。京都大学大学院の伊藤公雄教授は、「男

性の意識も変える必要がある。男性主導で働く

社会では、女性の社会参加が抑制されるだけで

なく、長時間労働など男性側にも負担が重い。

男女共同参画で、男性が家庭や地域での生活を

取り戻し、人生を楽しめることができるかが課

題だ」と述べられています。女性の職場復帰や

活躍を支援する企業セミナーが重要だと思いま

すので、しっかり予算をつけて取り組んでいた

だきたいと、このように要望いたします。

がらりと話題が変わりますが、今議会の知事

提案理由説明でも話されました、第69回国民体

育大会・長崎がんばらんば国体において、総

合19位の大活躍をなし遂げました。改めて知事

に、国体での天皇杯19位という好成績につい

て、素直な感想を改めてお伺いしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 長崎がんばらんば国体

では、天皇杯順位が19位という、昭和54年の宮

崎国体を除けば過去最高となるすばらしい成績

をおさめていただいたところであります。本当

にこれはうれしかったところであります。これ

もひとえに、日ごろから厳しい練習に取り組ん

でこられた選手の皆様の御努力はもちろんのこ

と、それを支えてこられた競技団体を初めとす

る関係者の方々の団結の力がなし得たものであ

りまして、県民の皆様に元気と勇気、そして大

きな感動を与えていただきましたことに、心か

ら感謝を申し上げたいと考えております。ま

た、その後に行われました障害者スポーツ大会

におきましても、メダル獲得数39個、これも過

去最高ということでございまして、高校サッカ

ーの優勝や高校野球の準優勝などもありました

が、宮崎におけるスポーツが非常に活況を呈し

ていると、大変うれしく受けとめておるところ

でございます。今回の好成績は、今後のスポー

ツランドみやざきの推進や、「みやざき東京オ

リンピック・パラリンピックおもてなしプロ

ジェクト」の展開に当たりましても、大きな弾

みとなるものと考えております。今後とも、県

民の皆様と一緒になってのスポーツの振興に、

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 サッカー成年男子、ソフト

ボール成年男子、また、ゴルフ少年男子団体と

個人・関選手、そして、重量挙げ・中村選手が

見事優勝されました。準優勝以下も皆すばらし

い成績だったと思います。選手、関係者の皆さ

んに敬意を表します。

さて、これからも陸続と優秀なスポーツ選手

や指導者を育成していただきたいものです。そ

こで、今回の成績を踏まえ、本県の競技力向上

にどのように取り組んでいくのか、教育長にお
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伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 競技スポーツにおけ

る本県選手の活躍は、県民のスポーツに対する

関心を高めるとともに、地域におけるスポーツ

の推進に寄与するものでございます。現在、県

教育委員会では競技力向上推進本部を設置し、

中学や高校における競技力向上のための推進校

の指定や、優秀な選手を集めた合同合宿等に対

する支援など、総合的な取り組みを進めており

ます。今後、関係機関と十分連携を図りなが

ら、これまでの取り組みを一層推進するととも

に、今、課題である女子競技力の向上、指導者

の養成・確保、民間企業等の協力もいただきな

がらの有望社会人の受け入れ体制づくりなどに

取り組み、県民の皆様に元気、勇気、感動を与

えることができるように、競技力の向上に今後

ともしっかり取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 これから、プロの球団が宮

崎でキャンプに入ります。また、大学、企業の

スポーツ合宿で指導者懇談会や交流試合などを

進めていただいて、スポーツランドみやざきな

らではの企画をさらに進めていただきたいと思

います。先ほど知事からも御紹介がありました

第14回全国障害者スポーツ大会が行われまし

て、本県選手団35名が参加して、陸上競技、水

泳などで健闘が光りまして、金メダルが17個、

銀メダル16個、銅メダル６個、合計39個、過去

最多でありました。こちらも、選手と関係者の

皆様に心から敬意を表したいと思います。

福祉政策についてお伺いいたします。

前回の代表質問でも、東京都で進められてい

るヘルプカード、緊急時に周囲の人に自己の障

がいへの理解や支援を求めるためのカードを紹

介いたしましたが、このほかにも障がい者に関

するマークはいろいろございます。おもいやり

駐車場などで見かける車椅子に人がかけている

マーク、ちなみにこれは全ての障がい者を対象

としたもので、車椅子を利用する障がい者に限

定したものではないということを申し上げたい

と思います。また、人がつえを持っている視覚

障がい者のためのシンボルマークは理解できる

と思いますが、聴覚障がい者の標識やオストメ

イトのマーク、またハート・プラスマークなど

はなじみがなく、マークで意味を理解すること

もなかなか困難だと思います。

今回は、改めてハート・プラスマークを紹介

いたします。内部障がい者（肺呼吸、心臓、肝

臓機能低下など）、また、ＲＳＤ（慢性神経

痛）や線維筋痛症などの症状で、見た目にはわ

からないけれども、つらい、しんどいと声を出

せずに我慢している方がいらっしゃいます。そ

んな人の存在を視覚的に示し、理解を広げるた

めのマークであります。ハート・プラスマーク

など、障がい者に関するマークの周知を図るべ

きだと思いますが、福祉保健部長にお考えをお

伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 障がいのある

方の中には、心臓、腎臓などの内部障がいな

ど、外見からは障がいがあることがわかりにく

いため、バスの優先席や身障者用トイレ等を利

用される際に、マナー違反であると誤解を受け

たり、必要な支援や配慮について周囲の理解を

得られにくい方がおられるのも実情だと考えま

す。このため県では、本年３月、障がい者への

理解の促進を図るため、障がいの特徴や周囲の

方々にお願いしたい配慮のほか、ハート・プラ

スマークなども紹介したハンドブックを作成

し、小・中・高等学校や市町村、関係団体等に

配布したところであります。今後とも、さまざ
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まな機会を通じ、障がい者に関するマークの周

知を図るとともに、基本的なことではあります

が、県民一人一人が障がいに対する理解を深め

ていただくよう、さらにしっかりと取り組む必

要があると考えております。

○重松幸次郎議員 大変丁寧な御説明と前向き

な御答弁でありました。

では、今度は教育長に、障がい者に関するマ

ークについての周知を図るため、学校教育にお

いてどのように取り組んでおられるのかをお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 社会には、障がいの

ある方などさまざまな方がおいででございます

が、全ての人々がともに支え合う社会を実現す

るため、学校教育においては、多様な教育活動

を通して、障がいのある方との共生について考

え行動できる子供たちを育てていくことが大切

であると考えております。そのため、小中学校

におきましては、社会科や総合的な学習の時間

で、車椅子やアイマスク体験を行ったり、資料

を使って「ほじょ犬マーク」などを学んだりし

ながら、障がいのある方への理解を深める学習

を行っております。また、高等学校におきまし

ては、家庭科でノーマライゼーションの理念を

学ぶ中で、ハート・プラスマークやオストメイ

トマークなどについても学習をいたしておりま

す。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。実

は、線維筋痛症を持った子供の親御さんから相

談を受けておりました。高校生になって発症

し、体育の授業を休まなければならなくなった

ことで、自分だけ楽をしてと思われていたこ

と、そのときの子供さんの苦しみを切々と語っ

ておられました。このように内部疾患やさまざ

まな障がいを持っている方への理解と協力の輪

を広げていただきたいと思います。

同じく教育長へお尋ねいたします。全ての子

供にあらゆる体験機会と学びの場を提供するこ

とは重要ですが、さまざまな理由で子供が学校

に行けなくなる不登校、この不登校について

は、これまでも、市町村と教育機関や外部専門

家と連携して対策を講じておられるようであり

ます。本県の不登校の現状とその対策につい

て、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度の本県の

公立学校における不登校の児童生徒数は、1,403

人で、本県の大きな課題の一つであると認識を

いたしております。全国と比べますと、小学校

では低い割合、中学校、高等学校ではほぼ全国

と同じ割合でありますが、従前より若干ですが

増加しているという傾向にあります。そのた

め、各学校においては、不登校に関する委員会

を定期的に開催し、具体的な支援策を協議した

上で、家庭訪問や児童生徒、保護者との面談を

行い、保健室や相談室への登校を促すなど、学

校復帰に向けた組織的な取り組みを行っており

ます。また、スクールカウンセラー、スクール

ソーシャルワーカーなどの外部専門家と連携し

た取り組みや、市町村が学校外に設置している

適応指導教室で学習指導等の支援を行っており

ます。

○重松幸次郎議員 わかりました。若干増加傾

向にあるということでございます。子供の様

子、態度を冷静に見きわめ、少しでも原因を見

つけ、理解することができるなら、解決に結び

つくわけでございますが、そうした不登校の児

童生徒さんを受け入れるフリースクールが全

国400施設あるようです。しかし、学校教育法上

での学校ではないために、公的な支援制度が適

用されていません。文部科学省は、今年度、プ
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ロジェクトチームを設置し、施設や団体の指導

体制、フリースクールの位置づけなど、検討が

始まりました。本県では施設の調査中だという

ことですが、フリースクールとの連携について

どのように考えているのか、再度、教育長に伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 不登校の児童生徒の

状況は一人一人違っており、個々の状況や保護

者の思いを把握した上で、学校と教育委員会が

連携を図り、それぞれの児童生徒に応じた支援

をすることが大切であると考えております。そ

の支援に当たっては、それぞれの子供が、将

来、その子供なりに社会の中で居場所を見つ

け、社会参画ができるようにすること、そのた

めの支援をすることが何より大切であると考え

ております。国が検討しようとなされておりま

すフリースクールなど、民間施設との連携につ

きましても、意義があることだと考えておりま

すので、国の動向を注視しながら研究してまい

りたいと考えております。

○重松幸次郎議員 文部科学省もフリースクー

ルの支援の第一歩を踏み出されたということで

あります。不登校やひきこもり支援に関して、

学校への復帰が最も大事でありますので、今後

とも連携をよろしくお願いいたします。

次は、浄化槽の補修と管理について、環境森

林部長にお伺いします。

きれいな水、美しい川、そしてふるさとを守

るために、汚水、生活排水を浄化することは重

要であります。これまでも、単独から合併浄化

槽の移設や保守点検、清掃、そして法定検査な

どが義務づけられておりましたが、なかなか整

備促進が進んでいないことが議論されておりま

す。かねてより、浄化槽の管理台帳を整備して

一元管理し、情報を共有することが検討されて

いましたが、このたび、一般社団法人全国浄化

槽団体連合会がスマート浄化槽管理システムを

構築し、各事業者や行政機関とのネットワーク

化を進めております。そこで、浄化槽の一元的

な管理システムであるスマート浄化槽の概要と

そのメリットについて、お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） スマート浄化

槽は、浄化槽の施工・維持管理を行う事業者や

県・市町村及び法定検査機関、さらには浄化槽

使用者が情報を共有するシステムであり、現

在、御指摘がありましたように、全国浄化槽団

体連合会が宮城県仙台市におきまして、その構

築に向けてモデル事業を進めております。その

メリットといたしましては、事業者が保守点検

等の業務結果を速やかに入力することで、台帳

が常に最新の情報として更新され、浄化槽の適

正管理に寄与するとともに、浄化槽の設置状況

を地図上で確認できるＧＩＳ機能もあり、大規

模災害時における水洗トイレの設置場所の把握

にも活用できると聞いております。

○重松幸次郎議員 まさに今お聞きしますと、

すばらしい管理システムだと思います。そし

て、大規模災害時にも、応援部隊が速やかに駆

けつけて対処、掌握できるということでありま

す。本県においても、スマート浄化槽のメリッ

トを活用した新たな浄化槽台帳システムの構築

を図る必要があると思いますが、県の考えを再

度お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 浄化槽の適正

管理を推進していくためには、情報を一元的に

管理し、関係者間で情報を共有できるシステム

の構築がより効果的だと考えております。この

ようなシステムの構築に向けまして、現在、県

では、保守点検や清掃等の実施状況が速やかに

管理台帳に反映されるよう、来年４月からの稼
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働に向けて、システムの改良作業を進めている

ところであります。御提案のスマート浄化槽に

つきましては、現在、必要な情報等を収集いた

しまして、本県の浄化槽台帳システムへの活用

について、県浄化槽協会など関係機関と検討を

進めているところであります。

○重松幸次郎議員 ぜひとも環境を守り、「く

らしの豊かさ日本一のみやざき」を実現するた

めに、積極的に進めていただきたいと思いま

す。

では、最後の項目になりますが、フードビジ

ネスについてお伺いいたします。

まず、知事の提案理由説明にありました、10

月27日にオープンいたしましたフード・オープ

ンラボでありますが、改めて、フード・オープ

ンラボを整備した目的と今後どのように活用さ

れていくのか、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） フード・

オープンラボは、本県の成長産業であるフード

ビジネスの振興を図る新たな食品開発の中核施

設として整備したものであり、総菜・ソース

等、製菓・製パン、清涼飲料水の３つの製造室

を備えております。この施設の大きな特徴は２

つありまして、１つは、食品営業許可の取得が

可能であることから、試験的に製造した商品を

そのままテストマーケティングや商談に活用す

ることにより、ニーズに即応したものづくりが

できる点であります。もう１つは、ＨＡＣＣＰ

の概念に基づき、清潔度を追求した施設である

ことから、高レベルの衛生基準、品質管理を学

べる点であります。なお、これらの２つの特徴

をあわせ持つ設備は、全国でも初めてです。今

後、これらの機能を最大限に発揮させ、食品加

工企業や６次化を目指す農業者等のマーケット

インの視点に立った新商品へのチャレンジや、

農産物の高付加価値化を支援し、フードビジネ

スのさらなる進展を図ってまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 食品加工、製造開発が今後

の成長戦略で大変重要であります。よろしくお

願いいたします。

さて、私たちが農林水産業振興に関して提言

した中で、畜産、酪農の産業強化力をうたって

おりますが、畜産については、事業主の高齢化

や担い手不足を解消し、収益性を高めなくては

なりません。地域ぐるみの体制を構築するた

め、「畜産クラスター」というキーワードがご

ざいます。畜産クラスターについて、その現状

と今後の取り組みを農政水産部長にお伺いいた

します。

○農政水産部長（緒方文彦君） 畜産クラスタ

ーにつきましては、畜産農家や畜産支援組織を

これまでのように単独で支援するだけではな

く、行政やＪＡ、畜産支援組織や異業種を含め

た関係事業者等が有機的に連携・結集し、地域

ぐるみで収益力向上に向けた取り組みを進める

ための体制を呼称したもので、今年度から国が

進めているものでございます。本県では、今年

度、日向地域と児湯地域が国の承認を受けまし

て、日向地域がへベスの加工残渣を、児湯地域

が焼酎かすをそれぞれ飼料として利用すること

で、コスト削減や高付加価値化へ向けた取り組

みを行っているところでございます。また、国

は、来年度の概算要求において、畜産クラスタ

ー計画に基づき、ハード整備を含めた各種支援

を行うこととしておりますことから、県といた

しましては、各畜種ごとに計画策定を促進し、

国の事業が十分活用できるよう努めてまいりた

いと考えております。
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○重松幸次郎議員 地域ぐるみでの体制強化、

また、特徴ある飼料を生かしたブランド化を推

進していただきたいと思います。

ブランドといえば宮崎牛です。国内需要だけ

では今後、消費の拡大が見えてこない。そこ

で、宮崎牛の海外展開についてどのように考え

ていらっしゃるのか、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎牛を代表とします

県産牛肉の販路拡大を図っていくためには、国

内販売対策の強化に加えまして、海外への輸出

というものは大変重要な取り組みであると考え

ております。このため現在、香港などの東アジ

ア地域や米国を中心に、関係機関と一体となり

まして、宮崎牛の認知度向上や販路開拓に取り

組んでいるところでありまして、昨年度は122ト

ンと過去最高の輸出量になっているところであ

ります。ただ、宮崎牛の実力を考えると、もっ

ともっと伸び代があるものというふうに考え、

しっかり努力をしてまいりたいと考えておりま

す。

今後は、外国産「ＷＡＧＹＵ」との差別化を

図るため―「ＷＡＧＹＵ」というローマ字表

記で外国産のものが販売されておるわけでござ

いますが、しっかり差別化を図るために、国が

進めておりますジャパンブランドの輸出戦略と

も協調しながら、多くの富裕層を抱え、消費人

口も多いＥＵやハラール圏など、新たな輸出先

も視野に入れまして、トップセールスなどのプ

ロモーション活動を積極的に展開することによ

り輸出量の拡大を図り、宮崎牛のおいしさを世

界に向けて発信してまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 海外展開、大事だと思いま

す。今、知事のほうから、ＥＵ、ハラール圏と

おっしゃられましたけれども、ハラールという

のは、イスラム圏（イスラム教徒）のことで、

世界に16億人いらっしゃる。イスラム教の教え

に基づいて、合法的なもの、口に入れていいも

の、安全性をハラールと言いまして、食品、医

薬品、化粧品などから金融サービスまで、その

基準があるそうです。具体的には、豚肉とアル

コールは一切口にしない。また、スープやブイ

ヨンに豚エキスが入っていてもＮＧ。また、ワ

インや日本酒を使った料理も食べられない。そ

れをクリアした食材、料理でのハラール圏進出

によって、消費拡大が期待できるということで

あります。同時に、インバウンドでありました

ら、本県へ受け入れる準備も、そのハラールに

基づいて行っていかなくてはなりません。さま

ざまな戦略を練り上げて、フードビジネスをど

この県よりも早く着実に展開を図っていただき

たいことを強く要望して、質問の全てを終了い

たします。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。公明党宮崎県議団２番手、河野哲也

でございます。

先ほど重松議員からもありましたが、我々公

明党宮崎県議団は、10月８日、知事に対して、

平成27年度の予算要望をさせていただきまし

た。「活気ある温かな宮崎のまちづくり」とし

て、４つの柱、126項目の提言を行いました。地

方創生・地域づくりのかなめについて、我が党

山口那津男代表は、「人」の重要性を強調され

ました。このことを日本創成会議座長の増田寛

也氏は、公明党らしい着眼点であり、地方創生

の本質を言いあらわしたものと評価していただ

いております。また、増田氏は、行政サービス

の提供を初め、産業の振興や雇用の確保など、
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地方が抱えるさまざまな課題の解決には、「人

が安心して住み続けられる」という視点が欠か

せないとも語っています。まさにこの視点で宮

崎の現状に即した処方箋を議論していかなけれ

ばなりません。我々の政策提言もここから出発

しております。

そこでまず、国は地方創生関連法案で、５年

間の総合戦略と50年後の長期ビジョンをまとめ

るとしています。こうした動きに呼応した本県

の総合戦略・長期ビジョンに知事はどう取り組

むお考えか、お伺いします。

また、もう一つの地域再生法改正案は、これ

まで各省庁がばらばらで進めてきた地方活性化

施策をワンパッケージで支援する仕組みづくり

を目指し、各地域の実情や意見を最大限尊重す

るとしています。全国知事会は、より自由度の

高い交付金の創設を要請していますが、国の予

算獲得に向け、知事の認識をお伺いいたしま

す。

以上、壇上からの質問を終え、後は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

本県の人口ビジョン・総合戦略についてであ

ります。本県におきましては、現行の総合計画

におきまして、人口減少問題を重要課題の一つ

として捉え、出産・子育てしやすい環境づくり

や、移住の促進、雇用の場づくりを初めとする

人口減少対策に取り組んできたところでありま

す。その成果や課題を踏まえ、現在改定作業を

進めております県総合計画の長期ビジョンや今

後４年間の重点施策を示すアクションプランに

おいても、この人口減少問題に対して、より一

層積極的に対応していくこととしております。

国の地方創生の動きにつきましては、まさに本

県の方向性と歩を同じくするものでありまし

て、十分連携を図りながら取り組んでいく必要

があると考えております。今後策定されます国

の総合戦略や県総合計画とも連動しながら、本

県の現状と課題に的確に対応しつつ、その特性

を生かせるような宮崎版の人口ビジョン及び総

合戦略の策定に早急に取り組んでまいる考えで

おります。

次に、国の予算獲得に向けた認識についてで

あります。地方創生に関しましては、国と地方

が知恵と工夫を共有しながら、地方がその自主

性と独自性を最大限に発揮し、それぞれの地域

の抱える課題に対応した的確な対策を講じてい

く必要があるものと考えております。さらに、

人口減少対策の効果が発現するまでには一定の

時間を要しますことから、短期的な取り組みに

終始せず、中長期的な観点に立って、総合的な

取り組みを粘り強く継続していくための確固た

る基盤の確保が不可欠であります。このため、

先般、本県が国に提言をいたしました「真の地

方創生を実現するみやざきモデル」におきまし

ても、自由度の高い交付金制度の創設や、合計

特殊出生率の高い地方への地方交付税の加算を

提案したところであります。国におきまして

は、地方創生に関する交付金の創設を表明され

ておりますが、現在、その見通しが不透明な状

況にありますので、今後、情報収集に努めると

ともに、本県の取り組みに必要な予算をしっか

り確保するという強い意思を持って対応してま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○河野哲也議員 本県の人口減少の流れを食い

とめ、人口の増加・維持を目指すため、持続可

能な人口構造構築に向けた積極的な取り組み

と、人口減少に伴う雇用規模の縮小、社会保障
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負担の増大、生活サービスや行政サービスの維

持、インフラ整備のあり方など、方向性の違う

課題を同時並行で進めるという視点に立った対

策を行うために、予算の獲得をしっかりとお願

いしたいと思います。

知事の答弁にありました「みやざきモデル」

で２点お伺いいたします。人口減少対策につい

て、「みやざきモデル」として知事はどのよう

に提言しているのでしょうか、お伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、温暖な気候と

豊かな自然、そして、温厚な県民性、強いきず

なの残る地域社会など、安心して子供を生み育

てられる恵まれた子育て環境が整っておりまし

て、合計特殊出生率は、沖縄に次いで２位であ

りますが、人口減少県の中ではトップとなって

おります。こうした本県の優位性を十分生かす

ことによりまして、この取り組みを全国の先駆

けとしていくという強い意気込みを示すため

に、「みやざきモデル」と名づけたものであり

ます。

一方、多くの若者が進学や就職などを機に県

外へ流出し続けております。日本創成会議の推

計におきましても、若年女性の減少が著しい市

町村が多いことが指摘されているところであり

ます。このような本県の特性と課題を踏まえま

して、「みやざきモデル」では、恵まれた子育

て環境と高い合計特殊出生率を推進力としまし

て、若年層の流出に歯どめをかけることによる

社会増対策として、産業振興による雇用の創出

や移住等の促進、さらには、自然増対策とし

て、一層の子育て支援や女性の就労支援、ま

た、人口減少社会にあっても魅力のある地域づ

くりなどを柱とする提言を行ったところであり

ます。これらの取り組みを通じまして、本県人

口の社会増、自然増、さらには暮らしの維持・

充実等につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 答弁の中にありました若年層

の流出の歯どめによる社会増対策として、産業

振興による雇用の創出や移住等の促進について

は、後ほど議論させていただきたいと思いま

す。

年齢別人口構成、平成22年の国勢調査のデー

タによりますと、宮崎県は、0歳から17歳までは

全国平均を上回っている。ただ、18歳から48歳

までが下回る。そういう状況になっています。

つまり、生産年齢人口の前半での年齢構成が低

いことになる。増田氏は、「地方消滅」で、地

方において人口流出を食いとめるダム機能を構

築しなければならないとおっしゃっています。

同時に、一旦大都会に出た若者を地方に呼び戻

す、呼び込む機能の強化をとも言われ、若者に

魅力のある地方中核都市を軸とした新たな集積

構造の構築を目指すべきであると言われており

ます。社会増に向けた対策における「みやざき

モデル」の独自性についてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この「みやざきモデ

ル」は、国においてさまざまな戦略づくりが進

められている中で、スピード感を持って本県な

らではの提言をしていきたい、そのような思い

で取りまとめたものでありまして、社会増に向

けた対策で本県の独自性を生かして思い切った

提案をしておるところでございます。例を挙げ

ますと、まずは、フードビジネスの推進を初め

とします農林水産業の成長産業化ということ、

また、若者の学ぶ場、働く場を創出するための

首都圏からの大学・企業の移転というもの、ま

た、サーフィンや炭焼きなどに着目をした宮崎

ならではの特色ある移住の促進というものもあ
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ります。また、自然や食、スポーツなどの強み

を生かした観光産業の再生、大都市圏から遠い

本県の地理的課題を踏まえた、物流コストの縮

減といったソフト対策を含めたインフラ整備の

促進などを掲げたところであります。今後策定

することとなります地方創生の地方版人口ビ

ジョン・総合戦略につきましても、市町村と十

分連携をしながら、本県の独自性を生かした内

容となるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

○河野哲也議員 ありがとうございます。知事

の「政策提案 ともに築こう「みやざき新時

代！」」を拝見させていただきました。重松議

員への答弁にありましたので、重複を避けます

が、この中で大事にしている「人財づくり」、

これも、今の私の質問の若年人口の流出の歯ど

めとして重要な視点ではないかなと、そういう

ふうに考えたところでございます。人を中心に

据え、人が生きる宮崎の地域づくりが重要であ

ります。地域で意欲と能力のある人を見出し

て、そのアイデアを活用し、活動の場を提供し

ていくことがポイントの一つと考えておりま

す。

続きまして、公明党の政策提言について質問

をさせていただきます。まず、魅力ある地域づ

くりでございます。

魅力ある地域づくりのポイントは、先ほども

述べましたが、若者の多様な働き方の創出が重

要だと考えます。どのように認識し対応してい

くか、商工観光労働部長、お願いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県が若

者にとって魅力ある地域となるためには、安定

した雇用の場の確保が極めて重要であると認識

しております。このため、創業支援も含め、成

長産業の加速化など県内産業の振興と、企業立

地を車の両輪として、雇用の創出に取り組んで

おります。また、Ｕターン等により県外から人

を呼び込むことも極めて重要でありますことか

ら、従来より、宮崎での就職を希望される方を

対象とした東京、大阪、福岡での「ふるさと就

職説明会」の開催や、「ふるさと宮崎人材バン

ク」の運営等により、県内企業とのマッチング

を支援しているところであります。今後とも、

宮崎労働局等の関係機関との連携を図りなが

ら、若者が魅力を感じる雇用環境の整備に努め

てまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 申しわけありませんが、今の

答弁は、今まで県が対応してきたことだと思う

んです。その上で、宮崎において若者の多様な

働き方の創出はどう考えるかと申し上げたとこ

ろでございます。県内でも、それぞれの地域に

産業創出の行動を起こしている若手の方々がい

らっしゃいます。県は、結構情報収集している

と思っておりましたが、またこれは別な機会に

議論させていただきます。

宮崎県中山間地域振興計画に、中山間地域に

おける集落機能の維持を図るため、中山間盛り

上げ隊だけでなく、国の地域おこし協力隊、Ｎ

ＰＯの緑のふるさと協力隊等とも連携しつつ、

切れ目のない支援を実施するとし、移住政策も

含めて、市町村と連携して積極的に取り組んで

いくとあります。「みやざきモデル」の中で、

宮崎県への移住の動向が示されておりました

が、平成25年度、照会件数は1,000件を超えるも

のの、60人にとどまっております。

前回の総務政策常任委員会で議論となりまし

たが、高知県と比較した移住の目標設定につい

て、私も高知県を調査させていただきました。

高知県の地方再生の提言書は、真っ先に、「地

方創生のためには、中山間地域の創生が不可
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欠。」とし、対策の一つに地域おこし協力隊の

拡充を掲げておりました。

地域おこし協力隊は、他地域に暮らす人材を

活用した地域活性化策として、総務省が創設し

たものでございます。地方自治体が、地域おこ

し活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支

援など、地域協力活動に従事してもらい、あわ

せて、その定住・定着を図りながら、地域の活

性化に貢献するものだとしています。制度が開

始された平成21年度は全国で89人でしたが、平

成25年度現在、隊員数が318自治体（４府県314

市町村）で978名まで広がり、この６月には安倍

首相が、この制度の隊員数を今後３年間で3,000

名にふやす方針を打ち出しています。必要経費

として、受け入れ側の都道府県、市町村が負担

した場合、地域おこし協力隊員１人当たり400万

（報償費等200万、その他の経費200万）、募集

にかかる経費について、自治体１団体当たり200

万を上限とする措置（特別交付税）を行うとし

ております。

若者の定住促進策の有効な手だての一つとし

て、宮崎ももっと活用すべきではないでしょう

か。そこで、県内における地域おこし協力隊、

過去３年間の設定実績を総合政策部長にお伺い

いたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地域おこし

協力隊は、今、御紹介いただいたような内容の

制度でございますが、本県では、平成24年度で

はえびの市、西米良村に計６名、25年度では小

林市など５市町村に18名でございます。また、

平成26年度では、11月１日現在でございます

が、都城市など８市町村に24名が設置されてい

るところでございます。

○河野哲也議員 高知県は51名です。およそ２

倍です。この制度の最終目的は、任期後も地元

に残ってもらうことです。定住状況につきまし

ては、総務省が昨年公表したアンケート結果に

よると、昨年６月末までに任期を終えた隊員の

うち約６割が、活動していた市町村か近隣地域

に定住しています。そこで、本県の任期を終了

した地域おこし協力隊は、活動した市町村にど

の程度定住されているか、総合政策部長にお伺

いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県内では、

これまで７名の方が任期を終了しております

が、そのうち５名の方は、県外の学校への採用

や、御自身のスキルアップを図りたい等の理由

によりまして、県外に転出されております。現

在、２名の方が活動された市町村に定住されて

いるという状況でございます。

○河野哲也議員 厳しいことを言わせていただ

くと、これは、移住促進の政策として捉えてい

ないということになるのではないかと思いま

す。高知県は76％の定着率です。この制度だけ

で、宮崎移住者の半分以上になる可能性があ

る。隊員が無理なく地域に溶け込み、定住の流

れが加速するよう、受け入れ体制の強化を積極

的に考えていくべきではないかと考えますが、

県として、地域おこし協力隊の設置にどのよう

に取り組むのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地域外の人

材を積極的に誘致し、その定住・定着を図る地

域おこし協力隊は、地域の活性化や大都市圏へ

の人口集中の是正を図る上で、大変重要な仕組

みであると考えているところでございます。御

指摘がありましたように、今の時点では、人数

が必ずしも多くない中で十分な成果を上げてい

ないという点は、個々の事情をよく研究してま

いりたいと思いますけれども、いずれにして
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も、その観点から大変重要なものだと思ってお

ります。県といたしましては、これまでも機会

あるごとに、市町村に対しまして当該制度を周

知するとともに、地域おこし協力隊を受け入れ

ている市町村と、これから受け入れをしようと

検討している市町村等との意見交換会を実施す

るなど、その導入を働きかけてきたところでご

ざいます。これは、使われている市町村が一部

に偏っているというところもありまして、多く

の市町村に使っていただきたいという趣旨でご

ざいます。地域おこし協力隊は、今後、地方創

生に取り組む上で大いに活用すべき仕組みであ

ると考えておりますので、市町村と連携しなが

ら、一層の導入促進を図るとともに、課題につ

いても情報を共有してまいりたいというふうに

思っております。

○河野哲也議員 大事な視点でございますの

で、どうかよろしくお願いしたいと思います。

高知県の話ばかりで、おまえ、高知県に行け

ということになるかもしれませんが、高知県は

移住促進の課題を明確にしています。具体的な

提言として、地域おこし協力隊の拡充を挙げて

いるわけです。

もう一つ政策提言が並んでいました。その中

山間地域と都市部の共生を可能とする産業群の

育成が必要だということで、施策がありまし

た。産業群の育成のために産業人材が必要と

なって、例えば、有名な土佐まるごとアカデミ

ーで育てたり、また、外からの新しい人が必要

となって、都市から地方へ人を送り出す全国移

住促進センターの設置、これも施策の中に入っ

ておりました。そういう施策に流れというか、

ストーリーというんですか、高知県にはそれが

あると。ぜひ参考にしていただきたいと思いま

す。

政策提言の２つ目でございます。安心な地域

づくりを掲げました。

８月に広島北部で発生した豪雨による土砂災

害の教訓を踏まえ、土砂災害警戒区域の指定や

避難勧告の円滑な発令を促す改正土砂災害防止

法が、11月12日に成立いたしました。改正土砂

災害防止法は、土砂災害の危険性がある警戒区

域と、住民の生命や建物に著しい危害が生じる

おそれのある特別警戒区域を指定し、住民への

危険周知を進めるものでございます。改正案の

ポイントは、同法で定められた警戒区域、特別

警戒区域の指定手順を、１、地図上で危険箇所

を決める、２、危険箇所の基礎調査をする、

３、調査結果をもとにして警戒区域を定める、

４、警戒区域の中で特別警戒区域を指定すると

なっております。

県も、確かに、ホームページに９月14日付で

土砂災害危険箇所を掲載し、周知を図っておら

れました。また、土砂災害から身を守るため

に、台風や大雨、地震発生の際は、土砂災害に

注意してくださいというパンフレットの作成も

なされていました。そこで、地域防災について

何点かお伺いします。まず、想定外の異常気

象、異常災害の中で、地域の防災・減災対策に

どのように取り組むか、危機管理統括監にお伺

いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 東日本大震

災を初め、広島県の土砂災害あるいは御嶽山の

火山災害など、近年の災害の状況を見ますと、

想定とか経験とか、そういった枠にとらわれな

い心構え、対策が求められていると痛感してお

ります。このため、まずは県民一人一人が、災

害は必ず自分の身の回りにやってくると、そう

いった意識を持って、自分の命を自分で守るた

めの確かな知識を身につけておくことが必要で
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ありますので、さまざまな機会を通じまして、

今後さらに、そのような啓発に努めてまいりた

いと考えております。また、行政が行います災

害対応に当たりましては、大きな災害が発生し

た場合の緊迫した局面におきまして、状況に応

じた臨機応変な判断が迅速にできるよう、平素

から関係機関との連携を図ってまいりたいと考

えております。

○河野哲也議員 市町村が空振りを恐れず住民

に避難勧告を発令できるように、地盤の水の含

みぐあいや雨量の予測について時系列情報を与

えるなど、県がきめ細やかな情報提供や助言を

行うなど、十分な支援をお願いしたいと思いま

す。

陸前高田だったでしょうか、東北大震災の大

津波でパトカーの横転している写真を、私は思

い出してしまいます。情報がもしかしたら間

違っているかもしれませんが、23人の警官が殉

職したというふうに聞いております。いずれも

住民避難誘導中とお聞きしております。ただ、

残念なことに、津波の後、瓦れきの中で窃盗事

件等多発しているということもお聞きしていま

す。そこで、災害時の防犯対策について警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 大規模災害が発

生した場合には、発生直後は、人命救助、避難

誘導、被災地の実態把握などの警察活動を最優

先に実施いたします。その後、犯罪に関する情

報等を収集しながら、被災地等において、犯罪

抑止活動の推進、防犯情報の発信、検挙活動の

強化などの防犯対策を行います。具体的には、

部隊を編成しての警察官によるパトロールの実

施、避難所等への立ち寄り警戒、臨時交番の設

置、防犯チラシを初め、あらゆる広報媒体の活

用など、被災地の皆様に安心していただけるよ

うに、あらゆる対策を講ずることといたしてお

ります。

○河野哲也議員 細やかな対応、ありがとうご

ざいます。まさに安心な地域づくりのかなめで

ございます。

土砂災害危険箇所が全国に52万5,307あるにも

かかわらず、警戒区域は35万4,769しか指定され

ていない状況であります。宮崎県も同様、災害

危険箇所は１万3,000カ所あるようですが、土砂

災害危険箇所の調査から長年経過していますこ

とを踏まえ、現在の実態に即した、より正確な

危険箇所数を把握すべきだと考えます。そこ

で、土砂災害防止法の改正を踏まえ、本県では

土砂災害防止対策に今後どのように取り組んで

いくか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 今回の法改

正によりまして、土砂災害危険箇所の調査結果

の公表が義務づけられたことから、土砂災害警

戒区域等の指定が加速され、また、土砂災害警

戒情報の周知が義務づけられたことから、住民

の迅速・的確な避難が図られるものと考えてお

ります。県としましては、今後とも、地域住民

の理解を得ながら、市町村や国ともさらに連携

強化を図り、土砂災害警戒区域等の早期指定な

どに取り組んでまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 部長に要望というか、ぜひ、

土石流を食いとめる砂防ダム関係を、優先順位

を決めて整備を行うことも重要じゃないかとい

うふうに主張しておきます。

発災時には、自助、共助、公助、そして近助

がうまくかみ合うことが非常に重要と。自治体

単位でつくる地域防災計画だけでなく、町内会

や学校など、より細やかな地域コミュニティー

でつくる地区防災計画の普及促進の重要性を、

前回、重松議員が指摘したところでございま
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す。

11月９日に、高鍋町水除地区の第20回目の総

合防災訓練に参加いたしました。夜間津波避難

訓練で、夜間に津波、地震が起きた想定での訓

練でございました。私は、警報と同時に、稲用

副知事、宮崎大学の原田教授、危機管理課の横

山さんと避難させていただきました。原田教授

は、昼間の訓練にも参加されたことがあり、大

体のコースは掌握されていましたが、やはり途

中、目印を見失われることもございました。地

震、津波のおそれ、停電、夜間、安全に避難す

るには、昼間は何気ない道路でも、夜間は相当

なリスクがあることを実感いたしました。地域

の訓練参加者55名、協力機関参加者77名、その

うち、防災士ネットワーク西都児湯支部、地元

消防団、高鍋ライオンズクラブの協力があり、

安全に訓練を終えることができました。そこ

で、夜間避難訓練に参加された感想と、このよ

うな活動に対する今後の支援について、稲用副

知事にお伺いいたします。

○副知事（稲用博美君） 今回、私は、高鍋を

旅行中の旅人ということで参加させていただき

ました。そして、心がけましたのは、まず一番

最初に逃げる、避難するということで、率先避

難者になるということをやったわけです。御質

問にありましたように、いろんな方の御協力、

防災士ネットワーク、消防団、自治会等ありま

して、要所、要所に明かりがありましたもので

すから、高台に無事に行き着くことができまし

た。ただ、これが実際にそういう状況でなかっ

たらということを考えたときに、今それを含め

て思ったことは、まず、私は、今回の場合、懐

中電灯は用意しておったんですが、ふだんから

それを持っているのかということで、いわゆる

自助という意味において、小さなものでもいい

ので懐中電灯をかばんに入れておこうかなとい

うことが一つです。それと、地区の方はそれぞ

れ、小さな子供さんからお年寄りまで一緒に

なって声をかけ合い、リヤカーを引いて避難さ

れておりましたが、そういう共助―さっき近

助という言葉をおっしゃいましたが―恐怖感

あるいは不安感を払拭するためにも、それは非

常に大事だなということを感じたところであり

ます。

県では、こういう地域に密着しました先進的

な訓練に対して支援を行っておりますし、ま

た、避難路の整備等に対しても支援を行ってお

りますので、ぜひこういう制度も利用いただい

て、多くの地区で訓練を実施していただきたい

というふうに思っております。

○河野哲也議員 県の支援について、周知活動

をどうかよろしくお願いしたいと思います。

水除地区は、先ほど副知事が御指摘になった

ように、やはり避難路の整備が課題だなという

ふうに感じましたが、今回の訓練のゴールは40

メートルの高台への避難でした。高いところへ

避難できることがこれほど安心感を得るのかと

いうことも実感いたしました。改めて、避難特

別区域の避難について、津波避難施設の早期整

備の必要性を感じたところでございます。県北

の行政組合の要望にも挙がっていましたが、沿

岸市町が行う津波避難施設の早期整備のための

支援は考えていないか、危機管理統括監にお伺

いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 津波避難タ

ワーなどの施設整備につきましては、昨年成立

いたしました南海トラフ地震対策特別措置法に

よりまして、国の負担割合が３分の２に引き上

げられました。また、その後の国への要望活動

によりまして、複合施設の避難関連部分につき

平成26年11月18日(火)
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ましても３分の２の負担割合が認められるな

ど、整備に向けた環境が着実に前進しているも

のと感じております。市町村の避難対策につき

ましては、県では現在、避難のための道路の手

すり、あるいは照明等の整備に対して補助を

行っており、津波避難タワーなどの施設につい

ても、この支援制度を活用することは可能であ

りますが、建設費は高額でありますので、さら

なる市町村の負担軽減について、国に要望して

いるところでございます。

○河野哲也議員 よろしくお願いします。

県北の要望の２点目として、企業の津波避難

対策におけるハード面の整備について、支援制

度は考えていないか、危機管理統括監にお伺い

いたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 企業による

津波避難タワーの建設が延岡市、日向市で行わ

れるなど、近年、民間におきましても、大規模

災害に備えた対策の機運が高まっております。

従業員を災害から守るよう努めることは、事業

者の責務でありますが、事業者の整備する津波

避難施設が、その従業員だけではなくて地域住

民の避難場所としても活用できるものであり、

さらに、市町村がそれに支援を行うような場合

等には、県においても検討の対象になり得ると

考えております。

○河野哲也議員 県においても検討の対象にな

り得るということは、ぜひしっかりと周知して

いただきたいなというふうに思います。

延岡市の浜東地区の住民が、県営住宅を避難

ビルとして早期に整備することを要望し、世帯

の３倍に当たる署名を県に提出いたしました。

私の平成25年６月定例会の一般質問で、津波避

難ビルとしての県営住宅の施設整備の質問に対

して、利用、運営方法など検討するとの答弁が

ありましたが、その後の検討状況について県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 延岡市の県

営浜町団地の津波避難ビルにつきましては、地

区住民の方々から要望があり、これまでに延岡

市と協議を行い、空き室を避難場所として活用

することを検討しましたが、入居応募倍率が高

く、空き室が確保できないことから、実現は難

しいと判断したところです。県内の津波避難ビ

ルは、延岡地区を含め18団地88棟あり、県とし

ましては、入居者を含めた周辺住民の安全確保

を図ることは重要であると考えております。こ

れらの県営住宅につきましては、立地条件や建

物の構造などさまざまでありますので、どのよ

うな整備が可能であるのか、県と市町との役割

分担や財源確保等を含めて、他県の事例を参考

にして総合的に検討しているところでございま

す。

○河野哲也議員 浜東地区の県営、モデル的な

避難所施設として早急な設置ができるよう、ぜ

ひお願いしたいと思います。

知事は、防災対策実行会議で、「南海トラフ

巨大地震対策は、ハード・ソフトの多岐にわた

り、かつ長期的な取り組みとなることから、地

方の取り組みに柔軟に対応できる国の財政支援

措置を図っていただきたい」と、積極的な提言

をなさっているようです。現場を知る知事とし

て今後とも強く発言していただきたいと、その

ように思います。

また、これも要望にとどめますが、県の危機

管理体制として、危機管理局33名になっており

ます。また高知県と比べるんですが、高知県

は、危機管理部として47名配置されてありまし

た。特に、南海トラフ地震対策課として16名の

配置です。防災体制の強化を要望しておきたい
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と思います。

最後です。活力ある地域づくりでございま

す。

女性への支援については重松議員からありま

したが、子育て支援の面からただしてまいりま

す。平成24年９月議会の一般質問で、「子育

て、家庭教育支援の施策で、保育サービスの充

実が、親の仕事と家庭の両立支援に重点が置か

れることにより、量的な充実になってしまって

いる」と指摘させていただきました。「子育て

の不安解消等のため、親になるための学習、親

としての学習が必要である」と提案いたしまし

た。早速の対応で、25年、みやざき「親学び」

プログラム事業として、プログラムの開発、チ

ーフトレーナーの研修会、トレーナー養成講

座、親学び講座と、細やかな事業を展開してい

ただきました。平成26年は、みやざき家庭教育

サポートプログラムに継承されているようです

が、まず、「みやざき「親学び」プログラム」

から「みやざき家庭教育サポートプログラム」

に名称を変えた経緯と、現在のプログラムの進

捗状況について、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 「みやざき家庭教育

サポートプログラム」は、家庭教育の低下が懸

念される中、家庭教育のあり方を楽しみながら

学ぶことができる参加体験型の、本県ならでは

のプログラムでございます。当初は、親のみを

対象とするプログラムを考えておりましたが、

作成過程で出された、地域全体で家庭教育を支

援するプログラムとしたいという社会教育委員

の意見を踏まえ、親を中心のプログラムとしな

がらも、祖父母や地域住民、将来の親世代を含

めたプログラムを加えたことから、その名称を

変更いたしたものであります。本年度は、この

プログラムを家庭教育学級やＰＴＡ研修会、県

民総ぐるみ教育フェスティバルなど、さまざま

な場面で紹介し、本プログラムを活用していた

だいているところであります。

○河野哲也議員 確かに委員会の記録による

と、さまざまな委員から積極的な意見が出てき

たようでございます。前進と捉えさせていただ

きます。

先日、宮崎農業高校で行われた、このプログ

ラムの授業を参観させていただきました。たっ

た１こまの授業で、ここまで生徒の意識が変わ

るのかという感想を持ちました。授業後の感想

を書く活動で、短時間であるにもかかわらず、

Ａ４一枚の文章を全員書き上げていたことから

もわかります。感想を紹介したいところでござ

いますが、実はこのプログラムでの授業は、約

束に、「ここだけの話とする」という項目があ

りまして紹介できませんので、やめます。プロ

グラムの内容だけ紹介いたします。この授業

は、みやざき家庭教育サポートプログラムの③

に掲げてある、「将来の親世代向け」の、地域

の一員として「地域活動に参加しよう」という

授業でございました。大きく２問、「地域の方

々が行っている地域活動と、その理由について

考える」「地域活動をさらによりよいものにし

ていくために自分達にできそうなことを考え

る」。自由討論でございました。最初は、抽象

的なカードを張りつけながら討論していました

が、だんだん具体的に積み上がっていった印象

がありました。指導者の仕掛け方が非常にうま

いと思いました。プロだなと思いました。社会

教育主事の先生でございました。思わず課長

に、現場に戻してくれと言ってしまったんです

けど。課題として、このような指導者（チーフ

トレーナー）の育成と、より多くの方々に、い

かにしてこのプログラムに参加していただくか
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だと考えます。今後のみやざき家庭教育サポー

トプログラムの普及について、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（飛田 洋君） 見学ありがとうござ

いました。ここだけの話というのは、出た意見

の守秘義務を守るという意味で、そういうプロ

グラムになっております。私も感想を読みまし

たが、子供たちがいい受けとめをしてくれてい

ると感動いたしました。

みやざき家庭教育サポートプログラムを県民

の皆様に広く実践していただくためには、プロ

グラムを普及したり検証したりするトレーナー

の養成が不可欠であります。そこで、現在まで

に、教諭や保育士、社会教育関係団体の関係者

など、125名をトレーナーとして養成いたしたと

ころであり、市町村や学校等が行う親学び講座

にそれらのトレーナーを派遣し、プログラムの

実践を始めているところであります。今後は、

トレーナー向けの研修会を実施することによ

り、その資質の向上を図ってまいりたいと考え

ております。また、例えばホームページによる

情報発信など広報を行いながら、一層プログラ

ムの普及にも努めてまいりたいと考えておりま

すし、議員から御提言がありましたように、多

くの方々を対象にして実践できる、例えば就学

児健診とかいろんな場所でできないか、そうい

うことにも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○河野哲也議員 意識ある方というのは、学ぶ

チャンスは自分でつくって参加されるわけで

す。今、教育長がおっしゃったように、そうで

ない方々へのアプローチ、例えば就学児健診は

保護者が全員参加する方向ですので、そういう

ところとか、保育領域に入りますけど、1.5歳と

か３歳児健診のときとか、そういうときを捉え

て、ぜひこのプログラムを実行していただきた

いと思います。

教師の社会貢献についてお伺いいたします。

全国知事会の「地域に飛び出す公務員応援宣

言」を紹介いたします。

地域に飛び出す公務員応援宣言

職場や家庭での役割を果たすだけでなく、

プラス地域での役割を果たす。それによっ

て、役所の仕事が外から見えてきます。これ

が地域に飛び出すプラスワン活動。

地域に飛び出す公務員は、活動をしている

と、時としてなんとなく居づらい思いをした

りして、自分はおかしいことをしているん

じゃないだろうか、と思うことがあります。

そういうときに理解ある上司がいてくれれば

とても大きな支えになります。それが自分の

任命権者である知事であればなお力強いもの

があると思います。

飛び出す公務員は正しい！そしてその人た

ちを応援しようとする私たちはもっと正しい

と信じます。

よって、全国知事会は、公務や家庭とは別

にプラスワンで、一住民として役所を飛び出

して地域でのさまざまな活動を行う公務員を

応援することを宣言します。

公務員よ！飛び出せ！やり出せ！頭出せ！

平成26年７月15日

全国知事会

活力ある地域づくりを推進する上で、県職員

が地域に飛び出してさまざまな活動をしてい

る。それを応援すべきと考えますが、知事の認

識をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県職員が地域社会の一

員という自覚を持ちまして、各種の地域活動や

ボランティア活動に参加をすることは、地域に
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対する貢献というところはもちろんございます

し、地域の実情を実感することで、より地域の

視点、県民の視点に立った職務の遂行につなが

りまして、活力ある地域づくりを進める上で大

変意義深いものと考えております。また、職員

にとりましても、地域との結びつきを深め、地

域の中で活躍できる分野を持つことで、より充

実した生活につながるものと考えております。

私も毎年３月には退職する職員に申し上げるわ

けでありますが、県職員としての知識・経験と

いうものを生かしながら、地域、またさまざま

な活動に貢献をしていただく。そのことによ

り、もっともっと宮崎がよくなっていく。その

ように思っておるところでございます。私自身

も、スポーツ少年団の保護者会の会長を務めた

り、ＰＴＡのおやじの会に参加したり、自治会

の敬老会、神楽の会などに参加をすることによ

る、いろんな地域における広がり、また、地域

の実態を肌で感じる、そのような効果があると

いうことも実感をしておるところでございま

す。

県におきましては、平成20年３月に策定をし

ました「職員力地域貢献推進指針」に基づきま

して、県職員が地域活動に参加しやすいよう

に、意識啓発や環境づくりなどに取り組んでい

るところであります。今後とも、職員の地域活

動への参加意欲を高めるための取り組みを進め

ることによりまして、自主的な地域活動を応援

してまいりたいと考えております。

○河野哲也議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

先日、栃木県子ども観光大使事業を立ち上げ

た栃木の先生、山口浩彦氏のお話をお聞きしま

した。子ども観光大使とは、「住んでよし、訪

れてよしの栃木県のよさを知り、発信しよう」

と、子ども観光大使講座への参加、観光俳句、

観光はがき、観光動画での魅力発信をし、子ど

も観光大使検定に合格すれば認定されるという

ものでございます。認定された子供たちの今、

ＳＮＳでその活動が発信されております。

山口氏は、「教師はほとんど、まちづくりの

会議等には参加しない。だから、参加すると珍

しがられる。しかし、参加してみてわかったこ

とは、教師は地域の皆さんに信頼されている。

教師は地域と子供たちをつなぐポジションにい

る。活動を続けていくうちに、かかわった地域

の方が笑顔になり、元気になっていき、今、自

分の周りでさまざまな活動がダイナミックに展

開している」と語られていました。地域に貢献

している教師の活動をどのように認識し、ま

た、それらの活動について何らかの支援はでき

ないか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 多くの教職員が、土

曜日などの休日に活動していること、部活動等

はもとより、例えば、子供たちの学びを支援し

たり、スポーツ少年団等を指導したりするな

ど、さまざまな地域貢献を行っていることは承

知いたしております。また、そのような活動

が、子供たちの健全な育成に大きく貢献をして

いるものと考えております。現在、休日に活動

していただいている教職員の支援として、県教

育委員会では、部活動等については手当を出す

とともに、校長が出張と認める活動については

振替休日がとれるよう措置を行っております。

また、教育や文化の振興を目的としたサークル

等が行う行事等に対しましては、より多くの方

が参加いただけるように名義後援を行うなど、

地域で貢献する教職員や団体等の支援をさせて

いただいているところであります。

○河野哲也議員 今、先生方、学校の信頼がぐ
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らついていないかというところ、実は、私、さ

まざまな教職員とのおつき合いがあるんですけ

れども、宮崎にもこつこつと地域貢献をしてい

る教師はいます。何度か紹介させていただきま

したが、例えば「わくわく子ども塾」として、

百人一首大会等を自己負担で開催している先生

がいらっしゃいます。郵便局とタイアップして

郵便教育を行っている教師もいます。観光はが

きの実践から、子ども観光大使の企画を準備し

ている先生もいらっしゃいます。教師が地域で

貢献活動を繰り返すことによって、確実に学校

の再評価につながっていると思います。教育委

員会は、もっとアンテナを広げていただいて、

ぜひ支援の輪を広げていっていただきたいとい

うことを要望し、全ての質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざき

の西村賢です。元気に一般質問をさせていただ

きます。

知事任期最後の議会に当たり、河野県政４年

間の総括も踏まえ質問を行います。また、私も

今期最後の一般質問となりますので、執行部の

皆様方には明快な御答弁をよろしくお願いいた

します。

この４年間は、リーマンショックから続く全

国的な長引く不況、本県においては口蹄疫被害

や新燃岳噴火災害後の厳しい状況下にあり、県

民にとりまして期待が大きかったことは景気・

雇用対策であったと思います。特に若い世代を

中心に、働く場所の確保、雇用の創出が非常に

重要でありました。若い世代が県外や地元から

遠いところに就職しなくてもいいように、住み

なれたところの近くに働く場所をつくるという

ことは、人口減少対策でも最も有効であると考

えます。そのためには、地場企業の育成はもち

ろんのこと、企業誘致に頼る部分もあります。

知事は、１期４年で「企業立地100件、雇用創

出5,000人」を掲げて取り組んでおられました。

もう既に報道にあったとおり、目標を超え、さ

らなる雇用創出につなげていることは、県民に

とっても明るい話題でもあります。

私の地元である日向市やその周辺市町村にお

いては、細島港整備、またその周辺の臨海工業

地帯の整備が雇用創出にも大きな鍵であると、

繰り返し質問をさせていただきました。まだま

だ道半ばでありますが、しっかりと周辺地域と

の連携を固め、県全体を浮揚させることができ

るような工業地域になっていくものと期待をし

ております。また、私も、企業誘致に有効な道

路建設事業の完成年度を明確化する「公共事業

の見える化」の提案を、昨年の９月議会でさせ

ていただきました。その後、県当局の取り組み

において実現をしていただき、県のホームペー

ジからも、５年先までの道路港湾事業の完成予

定年度を閲覧することができるようになったこ

とには、深く感謝を申し上げます。

そこでまず、河野知事の取り組まれた企業誘

致の成果に対しての所感と今後の取り組みにつ

いて伺います。

質問者席より、これからの質問はさせていた

だきます。（拍手）〔降壇〕
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○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

私は、「みやざき新生」の実現に向けた産業

・雇用づくりのため、アクションプランに、４

年間で「立地企業100件、雇用創出5,000人」と

いう目標を掲げまして、本県の豊かな農林水産

資源を生かした食品関連産業や、多くの雇用が

期待される情報サービス産業などの重点分野を

中心に、市町村等とも連携しながら、積極的な

立地活動を展開してきたところであります。こ

の結果、中国木材といった大型案件を含めて、

本年10月にはこれらの目標を達成することがで

き、雇用の確保と地域経済の活性化が図られた

ものと考えておるところでございます。ただい

ま御指摘がありましたとおり、この目標を掲げ

た当時の厳しい経済情勢を考えると、大変あり

がたく、手応えも感じておるところであり、御

理解と御協力をいただいた関係の皆様に、深い

感謝の念を抱いておるところであります。

ただ、あくまでもこの目標達成は通過点であ

るというふうに考えておるところでございま

す。県民の雇用を守り、経済を活性化させるた

め、さらに取り組みを進めていくべきものと考

えておりまして、今後、東九州自動車道や港湾

の整備促進を追い風とし、フードビジネスの振

興など、宮崎ならではの特性を強くアピールす

るとともに、今年度から始めました道路や港湾

等のインフラ完成予定年度を公表する制度とい

うものもうまく活用しながら、私自身も積極的

にトップセールスを行い、なお一層の企業立地

に努めてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○西村 賢議員 企業誘致に関しての知事の取

り組み、また県当局の取り組みに関しては、目

標を超えて頑張っていただいていることに、深

く敬意を表します。また、市町村との連携であ

りますとか、来ていただく企業、また県内で新

たに拡大していく企業に対しては、これからも

深く連携を取り合い、企業に対しても、実際応

援していくということは難しいかもしれません

けど、やはりサポートできるところは続けてい

ただいて、県がまたさらに企業を呼び込めるよ

うに努力をしていただきたいと思います。

次に移りますが、先ほど、私の地元の日向市

周辺の雇用創出には、細島港整備、またその工

業地帯の整備が鍵であると申し上げました。こ

れまで県も、重点港湾選定後はガントリークレ

ーンや17号岸壁の整備に非常に力を注いでいた

だきました。おかげで、今お話にありましたと

おり、中国木材の進出も決まりまして、非常に

地元にとっては明るい話題もありますが、17号

岸壁の整備だけを見ましても、地元の港運業者

からは、「17号１カ所だけではだめなんだ。非

常に寄港が集中したときには足りなくなるぞ」

ということを今、既に言われております。今後

の整備のためにも、以前も要望いたしました港

湾整備の地元負担、日向市だけで１割という大

きな負担をするのは非常に厳しい状況にありま

す。前回も難しいとの答弁でありましたけれど

も、やはり細島港は日向市だけではなくて県全

体でサポートしていかなければならないと私は

考えますが、港湾整備負担金について、改めて

県の考えを知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 細島港は、県内で唯

一、重点港湾に選定され、着実に整備を進めて

おるところでありまして、荷物の取扱量も年々

ふえており、東九州の物流拠点として大変重要

な港であると考えております。港湾整備負担金

につきましては、港湾整備促進の観点から、港

湾整備事業を行う際に、法律等に基づき、その
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港湾が所在する市町村に対しまして、同意を得

た上で一定の負担をお願いしておるところであ

ります。東九州自動車道や九州中央自動車道の

整備進捗によりまして、本県経済の発展を牽引

する細島港の役割は、今後ますます重要となっ

てまいりますことから、細島港の利活用に一層

取り組んでまいりたいと考えておりますので、

この港湾整備負担金について御理解をいただき

たいと考えております。

○西村 賢議員 わかりました。難しいという

ことは前回も聞いたわけですけれども、ほかの

ソフト事業でありますとか支援事業は、また継

続して応援をしていただきたいと思います。

次に、本県の雇用の状況も徐々に回復をして

きております。全国的な人材不足による県外へ

の人材流出のせいもあって、県内で逆に人が足

りなくなっている状況もあるかと思いますが、

本県の人材不足は建設業を初め多業種に広がっ

ていると伺っております。また、少子高齢化に

よる生産年齢世代の減少の影響も否めません。

かつては60歳定年退職と言っておりました

が、65歳までの定年の延長や再雇用など、まだ

まだ元気な60代、70代には活躍していただかな

ければならない状況にあると思います。そこ

で、県は高齢者の再就職支援にどのように取り

組んでいるのかを、商工観光労働部長にお伺い

します。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 高年齢者

の再就職支援につきましては、本年度、新たに

実施しております「生涯現役！いきいきシルバ

ー人材活躍応援事業」において、就業開拓コー

ディネーター３名を配置し、就業分野の開拓を

行うとともに、企業と高年齢者との就職面談会

を県内３カ所で開催することとしております。

また、国におきましても、高年齢者に特化した

総合相談窓口をハローワーク宮崎に設置して、

雇用の促進に努めているところであります。少

子高齢化により生産年齢人口が減少する中、誰

もが生涯現役で活躍できる社会の構築は大変重

要であり、今後とも宮崎労働局等と連携しなが

ら、高年齢者の再就職の支援に努めてまいりた

いと存じます。

○西村 賢議員 ぜひよろしくお願いします。

次に、本県の来春卒業予定の高校生の内定率

が、10月末現在で69.2％と過去最高を記録して

いるとのことで、非常に喜ばしいことでありま

す。一方で、本県の高卒、大卒者の卒業後３年

以内の離職率が非常に高いことは、これまでも

問題視をされてきました。企業側にとりまして

は、経験や知識のない若者を雇用し、一人前に

育てる前に離職されてしまうことは大きな損失

であり、そのためにかけたコストも大きな負担

となっております。また、その学校の後輩たち

にも影響を与えかねないと思います。企業側の

責任や改善点もまだあるかと思いますが……。

この問題に対し、宮崎労働局、教育・行政機関

が連携し「宮崎新卒者等就職・採用応援本部」

を立ち上げ、対策に乗り出したとのことであり

ますが、県としてはどうかかわり、対策を講じ

ていくのかを部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） お尋ねの

新卒応援本部は、関係機関が緊密に連携をし、

地域の総力を挙げて新規学校卒業者等への就職

支援を行うために設置・運営されているもので

ありまして、今回、早期離職防止対策として、

就職準備期間、就職活動中、就職後の３段階に

分け、各機関が果たす役割を整理したところで

あります。県といたしましては、就職する若者

と企業側の双方への働きかけが重要であるとの

認識のもと、就職準備期間には、企業紹介冊子
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の配布や就業体験等を通じて、企業、仕事を知

る機会の提供を行うとともに、就職活動中は、

その人に合った仕事は何かといった個別相談

や、実践的なセミナーによる就職支援を行って

おります。また、就職後につきましては、若者

が職場で感じる不安や悩みについての相談支援

や、企業を対象として、若手社員向けのモチベ

ーションアップ研修、管理職向けの定着支援セ

ミナーなどに取り組んでいるところでありま

す。

○西村 賢議員 この応援本部の取り組みには

非常に注目をしております。やはり離職率を下

げていくということは重要なんですが、ここは

教育の分野も非常に大きなかかわりがあると

思っております。キャリア教育支援に関しまし

ては、これまでも質問で取り上げてきましたの

で、本日は質問いたしませんが、特に新しく教

育委員長になられた島原委員長は、これまでも

御自身がキャリア教育に取り組んでこられまし

たので、ぜひ今後は教育委員会のほうでもその

経験を生かしていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

次に、記紀編さん1300年記念事業について伺

います。

ことしは、御承知のとおり、高円宮の次女典

子様と出雲大社の千家国麿さんとの結婚式

が、10月５日、島根県の出雲大社で行われまし

た。その結婚式は非常におめでたい話題であふ

れました。御存じのとおり、島根県は出雲神話

の中心で、記紀編さん事業に取り組んでおりま

す。このことは大きな追い風になっているので

はないかなと思いますが、この結婚式の話は特

別にせよ、島根にしかり、奈良にしかり、記紀

編さん1300年事業に対しては10年も前から準備

に取り組んでいたことは、これまでも指摘をさ

れてきました。

今、小学校２年生の国語の教科書では、教科

書出版会社５社のうち４社が神話を取り入れま

した。そのうち１社が日向神話の海幸山幸の物

語を取り入れております。しかし、３社が出雲

神話を取り上げております。このことが、全国

的な神話のイメージづくりにも影響を及ぼして

いるのではないかなとも思います。宮崎の神話

をより多くの教科書に取り入れていただきたい

という要望自体が、行政からはできないという

ことを伺いましたので、これは質問にはできま

せんが……。本県の記紀編さん記念事業全体に

関しては、まだまだ観光客誘致等、関係業界か

らは厳しい声を上げる方もいらっしゃいます。

私は、今の事業に派手さは足りないものの、実

際、おくれながらも確実に浸透してきていると

思いますが、本県の伝統・文化の継承のために

も、次の100年を見据えて、じっくりと取り組ん

でいただきたいと思います。知事に、この記念

事業の取り組みについての所感を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 記紀編さん記念事業で

ありますが、古事記や日本書紀にまつわる本県

の歴史的・文化的な資源を掘り起こすというこ

と、また、県民の理解促進を図りながら、それ

を地域づくりに生かすとともに、観光誘客にも

結びつけていこうというものであります。御指

摘がありましたように、数年前までは神話とい

うものも学校では取り上げられなかった、その

ような時期がある中で、なかなか県民自身の理

解、それを積極的に活用していこうという取り

組みも、ようやく緒についたところではないか

という認識でございます。

その中で、「神話巡りバスツアー」や「神話

のふるさと県民大学」につきましては、大変好

評いただいておるところでありますし、市町村
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においても、例えば高原における「日本発祥地

まつり」など新たな地域イベントや、神話をテ

ーマとした県外向けキャンペーンが始まるな

ど、その取り組みは着実に広がっております。

神話ゆかりの地を訪れる観光客も、例えば青島

などは平成23年と比べると、昨年は約40％以上

の伸びであったり、鵜戸神宮でも10数％の伸び

ということで、着実な増加も見られるところで

ございます。その一方で、今後さらなる展開を

図るために、神楽や古墳の世界遺産の登録であ

りますとか、東京オリンピック・パラリンピッ

クにおける本県ならではの神楽の披露等、文化

プログラムでの貢献など、さまざま新たな取り

組みにも挑戦をしながら、「神話の源流 宮

崎」というブランドの確立に努めてまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 これは、先ほど申し上げたと

おり、しっかりとじっくりと広げていただきた

い文化事業だと思っておりますので、よろしく

お願いをいたします。

次に移ります。河野知事は、次期選挙の政策

提案「みやざき新時代」を発表されました。知

事の政策についてさまざまな角度で書かれてお

りますが、そこには余り記されていない知事の

思いの部分について伺いたいと思います。

まず、行財政改革についてでありますが、私

は、これまで知事の強い思いというものを余り

聞いたことがありませんでした。今回の政策提

案を見ますと、そこも余り深くは書かれており

ません。行財政改革は、コストカットのみなら

ず、事業の仕分けや事業の民間移譲など、いろ

いろと検討できることはたくさんあると思いま

すが、これまでの知事の任期中の行財政改革の

取り組みの成果、そして今後に向けての考え方

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行財政改革につきまし

ては、不断に取り組むべき行政課題であるとの

認識のもとに、これまでも、知事部局の職員数

を平成17年度と比べまして１割以上削減をする

一方で、危機管理統括監やフードビジネス推進

課の設置等の行政需要に対応した組織体制の見

直しを行うなど、効果的・効率的な行政基盤の

確立に努めてきたところであります。地方公務

員の給与が大変高いとか、地方公務員の定数削

減というものが全国的な問題となったり、不適

切な支出が課題となったり、そういった全国的

な注目を集める中で、行財政改革に注目が高ま

る時期があったわけでありますが、そういった

ものがない状況になった段階でも不断に行うべ

きということで、粛々と進めておるところでご

ざいます。

財政面につきましては、投資的経費の縮減・

重点化や事務事業の徹底した見直し、歳入確保

対策など、歳入歳出面からの取り組みによりま

して、収支不足額や実質的な県債残高を圧縮す

るなど、着実に成果を上げているものと考えて

おるところであります。今後、厳しい財政状況

の中で、より質の高い行政サービスを提供する

ために、効率的な行財政運営と専門性の向上を

含めた県職員の人材育成に努めるなど、今後と

も、行財政改革にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 今、非常に細かいところまで

踏み込んだ話をいただきました。限られた人や

物、お金でありますので、そのお金をしっかり

と県民へのサービスの向上につなげていくに

は、やはり事業の見直しも含めた柔軟な対応と

いうのが、そのときそのときで必要になってく

るのではないかなと思います。先ほど話があっ

た危機管理統括監やフードビジネス課の設置と
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いうものは、まさに今のニーズではないかなと

思いますが、逆に、ここまで県がやらなくても

いいんじゃないかというものも中にはあるかも

しれません。そういうものをしっかりと見直し

ていくことも重要ではないかなと思います。

次に移ります。国内における原発再稼働の必

要性には賛否があります。これについては議論

が分かれるところでしょうが、先日、鹿児島県

議会と伊藤祐一郎知事が、九州電力川内原子力

発電所の再稼働に同意したとの報道がありまし

た。川内原発は本県まで50キロの距離でありま

すが、偏西風によっては、川下に位置する本県

にとって、万が一の事態には、人命を含め風評

被害の危機にさらされることは明らかでありま

す。

先月、徳重議員、有岡議員とともに、福島県

いわき市を訪問いたしました。ちなみに、いわ

き市は延岡市との姉妹都市でもあります。そこ

から楢葉町へ移動し、福島第一原発の復興作業

の前線基地であるＪヴィレッジにて、東京電力

から復興の進捗状況などを伺いました。当日は

原発の視察も予定しておりましたが、急遽、海

外からの調査団が入るということで、かないま

せんでした。そのＪヴィレッジでは、毎日6,000

人もの作業員が復興作業に当たっております。

命をかけて取り組んでいる復興作業は、万が一

の事故も次は許されないという緊迫したものが

ありました。また、その後に原発近くの帰還困

難区域方面へ車で走ってみました。「車の窓は

あけずに、外気を取り込まないようにしてくだ

さい」との注意も受けたところでした。その道

中の景色は、車の往来は既に多いものの、町に

は当然歩く人の気配はなく、３分に一度ぐらい

の割合で巡回しているパトカーを見かけまし

た。３年半前の３・11の東日本大震災からまさ

に時がとまっておりまして、言葉では言い尽く

せない状況がありました。お勧めするのもどう

かと思いますが、ぜひこの議場の皆様にも一度

訪問していただきたいと思います。一度その状

況を目の当たりにすると、再稼働に対しての不

安を抱かざるを得ません。今、着々と川内原発

再稼働の手続が進んでおりますが、知事の所感

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今お話を伺っておりま

して、Ｊヴィレッジというのは、平成19年に私

が子供のサッカーの全国大会で行ったサッカー

の聖地であり、そこの場所がそういった前線拠

点になっていること、胸ふさがる思いで報道等

をいつも拝見しておるところでございます。

先ほど記紀編さん記念事業の中で、東京オリ

ンピック・パラリンピックの中での貢献という

こと、開会式で天の岩戸開きのモチーフをとい

うことを申し上げたところでありますが、我が

国は、さまざまなこういう厳しい災害に直面し

ながらも、何とか力を合わせて立ち上がってき

た。そういう姿を全世界に見せたいという思い

があるわけでございまして、こういう厳しい事

故の教訓をしっかり生かした国づくり、エネル

ギー対策というものを考えていく必要があるの

ではないかということを考えたところでござい

ます。

川内原発に関しましては、県として、県民の

安全・安心の確保という観点から重大な関心を

持って対応し、これまでも、万一に備えた情報

連絡体制の整備等に取り組んできたところであ

ります。また、県として九州電力に対し、安全

性等の考え方について説明を求めてきたところ

でありまして、九州電力から、原子力規制委員

会が定めました厳しい新規制基準に真摯に対応

してきたこと、さらに、今後も引き続き、安全
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性に係る努力を継続していくとの説明を受けた

ところであります。私は、福島原発事故の現状

を踏まえますと、将来的には、可能な限り原発

に頼らない社会を実現することが重要であると

考えておるところでありますが、一方で、安定

的な電力供給やＣＯ２排出等を考慮しますと、

今すぐ原発をゼロにすることは現実的ではない

と考えておるところであります。

なお、原子力規制委員会におきましては、工

事計画認可等の審査中であることから、引き続

き慎重な審査をお願いしますとともに、再稼働

に関しては、最終的には国が責任を持って判断

すべきものと認識をしておりますので、国は、

国民の不安の声というものを真摯に受けとめ、

しっかりとした説明責任を果たしていただきた

いと考えております。

○西村 賢議員 今、お話があったとおり、知

事はかつてＪヴィレッジを訪問されたというこ

とであります。東京電力の方も、2020年の東京

オリンピックのサッカー日本代表のために、こ

の場所を早く返したいという話をされておりま

した。その願いが早くかなうように、どうにか

したいと。日本全国で応援していかなければな

らない状況だと思います。知事も、知事選が終

わった後には再度出かけていって、Ｊヴィレッ

ジの周辺をぜひ見ていただきたいと思います。

次に移ります。来年の４月には統一地方選挙

があり、我々も県民からの審判を受けるのです

が、きょうの報道でも、いよいよ衆議院も解散

となるのではないかという雰囲気もあり、ま

た、12月の当初から予定されている知事選も含

めまして、非常に選挙管理委員会も慌ただしい

状況ではないかと思います。

その中で、政治にも非常に関心が高い時期で

もありますので、まず、選挙管理委員長に質問

させていただきます。安倍政権の内閣改造直後

から、松島、小渕両女性閣僚の、うちわ、観劇

会、ワイン贈与などの問題について大きく取り

上げられております。まだその結果等は出てお

りませんが、政治と金の問題は県民の関心も高

く、私もイベント等に行きますと、「君はうち

わを持ってこなかったのか」というような冗談

を言われることがたくさんありました。それは

悪い例えであると思いますが、実際には、私た

ちも選挙に携わっておりますと、昔の感覚を持

たれている方も少なくはありません。明らかに

選挙であったり後援会活動の見返りといったも

のを要求してくる方もいらっしゃいます。もち

ろん、我々は公職選挙法という非常に厳しい法

律のもとに選挙を戦うわけですから、この対策

については気を遣っているところではあります

が、私はまだまだ県の広報不足も感じるところ

であります。

また、前回の参議院選挙からインターネット

を使った選挙が解禁されました。インターネッ

トの利用状況は、総務省の調査でも、現在、１

億44万人、人口普及率は82.8％と、高齢者にも

格段に広がっております。有権者が候補者の身

近な支援者でなくとも、政治や選挙の情報を知

ることができることは、投票率の向上や政治へ

の関心を高めるためにも有効であると言えます

が、選挙においてのネット解禁といっても、そ

の利用については規制がわかりにくいところが

まだまだあります。パソコンからのメールがだ

めで、ＬＩＮＥやフェイスブックの使用は可能

など、その境界はわかりにくいものがありま

す。このことはまだ有権者にも知らしめられて

いるとは思えません。そこで、これから衆議

院、知事選、統一地方選挙と選挙が続く中で、

県選挙管理委員会として再度、広報して周知徹
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底を図ってはいかがかと思います。公職選挙法

における寄附等の禁止、インターネット選挙運

動に関する有権者への周知徹底について、委員

長に伺います。

○選挙管理委員長（後藤仁俊君） 公職選挙法

における寄附禁止につきましては、きれいでお

金のかからない政治の実現と、選挙の公正の確

保を目的としたものでありまして、「贈らな

い、求めない、受け取らない」を合い言葉に、

これまでもリーフレットの配布や、ホームペー

ジを活用した啓発等に努めてきたところであり

ます。このような中、先ほど御指摘がございま

した、昨今の国会におきまして寄附行為に関す

るさまざまな問題が取り上げられており、これ

を受けまして、先般、総務省から県選挙管理委

員会に対し、さらなる周知徹底を図るよう依頼

があったところです。このため県選挙管理委員

会といたしましては、各市町村選挙管理委員会

に対し、広報紙等への関連記事の掲載や、選挙

時における投票の呼びかけ等とあわせた周知を

お願いしたところであります。

また、インターネット選挙運動につきまして

は、県庁ホームページで制度の説明を行うとと

もに、わかりやすい啓発チラシを掲載して、ダ

ウンロードもできるようにするなど、周知を

図っているところであります。

今後とも、国や市町村、関係団体との連携を

図りながら、政治家の寄附はもとより、有権者

が寄附を求めることも禁止されていることや、

インターネットを使う選挙運動の方法などにつ

いて、周知に努めてまいりたいと存じます。

○西村 賢議員 そのことに関して県のホーム

ページの選挙の項をわざわざ見るのも、選挙に

関係する人たちだけではないかなと思います。

私も実際見てみましたけれども、チラシ自体、

非常にわかりにくいなと感じました。テレビと

か、最近ではインターネットの広告というのも

あります。もちろん新聞等もあります。ぜひ県

民が見やすい機会をふやしていただくようにお

願いをいたします。

次に、知事に伺います。知事の産廃業者から

の献金問題は、９月の議会で一通り説明をいた

だきまして、大体の全体像がつかめたところで

ありますが、確かに偽装ともとられかねない会

計処理であったことは否めないと思います。９

月議会の際、後に政治資金収支報告書の修正や

献金の返金等を行うとの答弁でありましたが、

問題発覚後の経過、その処理はどうなったのか

を伺います。

○知事（河野俊嗣君） まず、政治資金収支報

告書につきましては、平成23年及び平成24年の

２カ年で計上しておりましたものを、平成23年

で一括して計上する旨の修正を10月10日付で

行ったところであります。また、返還すべき301

万4,000円につきましては、既に相手方に返還の

申し入れを行っているところでもあります。ま

だ実現はしておりませんが、その後の事務につ

きましては全て弁護士にお願いをしているとこ

ろであります。

○西村 賢議員 その件に関しましても、知事

の選挙が始まる前に、ぜひともすっきりしてい

ただきたい問題ではないかなと思っておりま

す。やはり政治と金に関して、身近な問題には

非常に県民も厳しい目を持っているということ

を常々感じました。

次に移ります。農業の担い手対策について伺

いますが、先月、沖縄県で開催された日本学校

農業クラブ全国大会を訪問いたしました。日本

学校農業クラブ全国大会とは、全国の農業系高

校が参加し、各地区でプロジェクト発表や意見
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発表、測量や農業鑑定などの予選で選ばれた代

表が、専門的な知識や技術などを披露する場で

もあります。本県でも平成12年度、第51回大会

が開催されております。そこでは、部門ごとに

意見発表会が行われているのでありますが、高

校生たちの研究成果や話しぶりなど、発表して

いる姿はとてもすばらしいものがあり、次の時

代の農業を担う責任と夢があふれておりまし

た。高校生たちは、農業に夢を重ね、高い目標

を持って取り組んでいることが伝わってまいり

ました。その中で一つ御報告ですが、意見発表

「環境」の部において、九州代表、宮崎農業高

校３年、有岡友恵さんは、「奇跡のリンゴ」を

読み、いつか無農薬ミカンに挑戦したいとの思

いの意見発表を行い、見事、優秀賞を獲得いた

しました。友恵さんのお父さんは有岡浩一県議

であります。

農業高校の先生に聞きますと、最近では実家

が農家でない学生の割合がふえているとのこと

であります。現実的には、農地の取得など農家

出身のほうが農業を継ぐには有利なこともあり

ますが、しっかりと農業の基礎を学んだ学生た

ちに、将来、農業にかかわる分野に進んでいた

だきたいと思います。そこで、本県では青年就

農給付金事業を初めとする新たに農業を始める

人を支援する事業がありますが、その状況につ

いて農政水産部長に伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県における

新規就農者に対する支援は、新規就農相談セン

ターを総合窓口として、就農情報の発信から相

談、研修、就農定着までを一体的に行っている

ところでございます。具体的には、年間1,200件

の県内外での就農相談の対応、みやざき農業実

践塾を初めＪＡや先進農家での実践研修の実

施、御質問にありました青年就農給付金の交付

や施設・機械等の整備に対する無利子資金等の

貸し付けなどにより、新規就農者数は300名前後

と、近年、増加傾向にあり、また、農業外から

の新規参入や農業法人での雇用など、就農ルー

トも多様化しております。中でも、平成24年度

から始まった青年就農給付金事業の今年度の取

り組みは、研修中の準備型が79名、経営開始型

が389名を予定しており、受給者は年々増加し、

農業外からの就農も後押ししているものと考え

ております。

○西村 賢議員 本県においては農業を始めや

すいということが、こういう制度の受給者が年

々ふえている結果からも明らかではないかなと

思います。ぜひ、新規就農者が安定し、継続し

て農業に取り組めるように、定着に御尽力をい

ただきたいと思います。

次に、教育長にお伺いいたします。今年度は

文教警察企業常任委員会で、日南振徳高校、ま

た高鍋農業高校と２カ所の農業系の高校を視察

させていただきました。両校とも生徒たちが生

き生きと取り組んでおりまして、我々も非常に

気持ちがよかった学校訪問でありました。特に

高鍋農業高校では、今年度より新設されました

フードビジネス科の生徒たちと交流もさせてい

ただいたんですが、これは将来の宮崎県の農

業、６次産業化にとりましても大きな期待がか

かるところであります。特にフードビジネス科

については、県で言いますと、教育委員会だけ

ではなくて、農政水産部、また総合政策部との

連携というものを非常に密にしていかなくては

ならないと思います。先ほどの質問に関連しま

すが、農業高校におきまして、将来の農業の担

い手を育成するためにどのような進路指導を

行っているのかを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 県内の農業高校で
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は、直接就農を希望する生徒のほか、将来的に

就農―例えば農業大学校等に行って就農する

という生徒―あるいは農業関連産業や食品関

連産業への就職を考えている生徒など、さまざ

まな進路希望の生徒が学んでおります。このた

め進路指導に当たっては、本県における農業の

重要性、それから農業の将来性・可能性を十分

理解させた上で、高い専門性を磨くことのでき

る農業大学校等の紹介、農業生産法人や農業に

関連した企業の情報提供、就農・就職に関する

相談など、個々の生徒の夢や希望に応じたきめ

細やかな対応に努めているところであります。

今後とも、本県の基幹産業である農業の担い手

を育成するという農業高校の使命を大切にしな

がら、個々の生徒の進路希望が実現するよう取

り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。６次産業も非常に大事だと思うんですが、

やはり１次の部分をしっかりしていかなけれ

ば、農業生産というものはいずれは落ちてくる

ものではないかなと思っております。農家出身

の生徒の割合が減っているというのは、時代の

流れかもしれませんが、農業のすばらしさを教

えていくというのは、農業系の高校の取り組み

だけではなくて、小学校とか中学校から教えて

いけるものであると思います。ぜひ小さいころ

から、農業というものの大事さ、１次産業の大

事さを教えていただきたいと思います。

また農政水産部長に質問を戻します。宮崎県

は農業生産に適した地域であることは言うまで

もありませんが、多種多様な作物や畜産に適し

ていると思います。今、農家の中にも新たな農

畜産物に挑戦する方も少なくありません。県内

では、これまで考えられなかった作物をつくら

れているケースもあります。例えば、ダチョウ

の生産肥育、またオリーブなどの名産品を農家

みずからが挑戦しているケースもあります。日

向市でも、中山間地の休耕地を耕して、みずか

ら研究グループをつくってオリーブづくりを始

めている農家もあります。もちろんリスクもあ

りますが、このままでは農業生産に夢を持てな

い、希望を持てないということで、荒れた農地

をもう一度開拓して挑戦を始めているところが

あります。

先ほど紹介した農業高校生たちも、新しい挑

戦、いろんな挑戦をしてみたいという夢があり

ます。しかし現実は、ただでさえ農業にはリス

クが大きいものがあります。挑戦できる人は一

部の方かもしれません。そこで、例えば県がコ

ンペなどを行って、新たな農産物の生産にチャ

レンジする担い手への支援制度の創設が必要で

はないかと思いますが、農政水産部長に考えを

伺いたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業の成長産

業化を図っていきます上で、新しい品目にチャ

レンジできる環境を整備することは重要である

と考えております。このため、新品目の生産技

術や販路の確保等につきまして、まずは試験場

や農業改良普及センター等において指導・助言

を行いますとともに、圃場での栽培実証を行う

などの支援を行っているところでございます。

また、流通・加工技術の開発、マーケティング

等につきましても、国、県等の補助事業や低利

資金の活用を推進しております。県といたしま

しては、新たな農産物へチャレンジしようとす

る担い手の情熱は、本県農業の活性化を図る上

で大切な視点でありますことから、今後とも総

合的なサポートを行ってまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 今、農家も、ただ生活するだ
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けでも、生産していくだけでも厳しい状況があ

ります。その中でも少しでも夢を、少しでも新

しいことをと。数年前に宮崎が一躍マンゴーの

大産地になりましたが、それも、５年前、７年

前から始めた方々の挑戦というものが非常に大

きかったと思います。今、県を挙げてチョウザ

メでありますとか新しいブランドつくりに頑

張っていただいておりますが、行政がやらなく

ても、行政以外の農家の方がみずから勉強して

トライしていく、挑戦していくということを後

押ししてもいいんじゃないかなと思います。事

業になるかわかりませんけれども、ぜひ、いろ

んな農家からの新しいアイデアを受け入れる県

の体制というのもつくっていただきたいと思い

ます。

最後に、河野知事にもう一問質問をしたいと

思います。私も、河野県政に対しましては、時

には厳しい質問をしてまいりました。思い起こ

せば４年の間に、震災瓦れきの処理の問題であ

りましたり、中小企業ファンドの問題、また特

別職の退職金についての質疑、質問等厳しい指

摘をさせていただきました。退職金におきまし

ては、知事の行動で一歩前進したと思っており

ますが、我々議会も、県民の声をしっかりと県

政に届けたいと常々思っております。県民の不

平や不満を届けるためにも、緊張関係を持って

議会に臨んでおります。河野知事は、総務部

長、副知事と議会を経験してこられたと思いま

すが、実際に知事となっての４年間で、議会と

の緊張関係についてどのように感じているのか

を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県議会と知事というも

のは、二元代表制のもとで、ともに住民の負託

を受けて仕事に取り組んでいるわけでありまし

て、よく言われるように、まさに車の両輪とし

て、時に厳しく議論を闘わせつつも、本県の発

展のために力を合わせていくべきものであると

いうふうに考えておるところでございます。こ

の基本的な姿勢については、公務員であった副

知事までのときでも、今、知事となったときで

も、そこの基本的な考え方は変わらないもので

あります。今、御指摘がございましたような、

さまざまな懸案事項がありましたが、私は、真

摯にこの議場も含めた議会の議員の皆様との議

論に向かい合い、真摯に思いを伝え、いろんな

形で県政を前に進めてきた、そのような思いが

あるところでございます。今後とも、そういう

しっかりとした信頼関係、また意思疎通という

ものを大切にしながら、県政を、両輪のもとに

適切な緊張を持ちながら進めてまいりたい、そ

のように考えておるところでございます。

○西村 賢議員 答弁、ありがとうございまし

た。しっかりと緊張関係を持ちながら―なれ

合いということは余り好きではありませんが

―なれ合いにならないようにという意味では

なくて、県民の代表として、お互いがしっかり

と議論を交わすというこの場は非常に大事なこ

とだと思います。知事選に向けて多忙な日々が

続くと思いますが、体調にも留意されて頑張っ

ていただきたいと思います。

以上で質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。自民党の中村であります。きょう

で45回目ぐらいの質問だそうでございまして、

長いことやったなと、今思っているところです

が、きょうはまた「土木の日」だそうでありま

す。「十一月の十八日」と書いて「土木の日」

と読むんだそうです。「何の関係があるんだ」

とおっしゃるかもしれませんが、私は高校が工
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業の土木科ですから、きょうは私の日であるの

かなというふうに思っているところでありま

す。

異常な天気の影響もありまして、地殻にも変

動が起きております。今年の９月27日、いきな

り御嶽山が爆発をいたしました。そして57名の

死亡があり、６人が行方不明であります。まだ

いまだに雪をかぶって捜索ができない、そうい

う状況であろうと思います。また、本県の新燃

岳も今、入山禁止がなされておるようでありま

す。天災というのは、人間にとっては防ぎよう

がないわけでありますが、人災というのは、あ

る意味防ぎようがあるんですけれども、なかな

か防げない。世界中にまで広がってしまう、こ

ういうことがあります。何を言わんとするかと

いうと、朝日新聞の報道などは世界中に広がっ

ているんです。本当に腹立たしい思いです。国

会で朝日新聞のことが取り上げられました。だ

から、東京あたりでは朝日新聞をめちゃくちゃ

言ったわけですが、４月には地方議会の選挙が

あります。選挙が近づいてくると、県議会議員

の皆さんも、今回、誰ひとり朝日を批判したり

する人は出ないと思います。私は各地方でも出

ないと思います。そういうふうなことになる

と、何だ、東京とか都会では騒いでいるけど、

地方では何も朝日新聞の悪いことを言っていな

いじゃないか、こういうことになったら非常に

困る。地方も本当に怒っているんだということ

を示さないかんと思って、また今度出馬するか

わかりませんけど、あえてきょうは、こうして

朝日新聞のことをちゃんと言っておこうという

ことで、壇上に立っておるわけであります。

皆さん御存じでしょうが、従軍慰安婦、こん

な言葉はもともとなかったんです。従軍慰安婦

なんていう言葉も朝日がつくったのかどうかわ

かりませんが、従軍慰安婦と呼ばせていただき

ます。もともと朝日新聞の従軍慰安婦の件につ

いては、ある人が、「済州島で私たちは、何百

人かの女性を木剣でおどして、そしてトラック

に乗せて従軍慰安婦にしてしまった」、こうい

うことを言ったんです。ところが、次に言うと

きには、「何千人の人を乗せて従軍慰安婦とし

て連行していった」、こう言うわけですね。そ

んなばかなことがあるかということで、いろい

ろな人たちが積極的に済州島に行って調査をさ

れたんです。そういうことは全くあり得ないと

いうことを済州島の人たちもおっしゃるし、ま

た韓国もそういうことは知らなかったわけで

す。それを朝日新聞が、吉田なる人物の書いた

ことを報道したわけです。そこから始まったん

です。それで、私はいつも思うんですが、日本

の学者とか―有名な学者じゃないんですが、

左的な学者といいますか、そういった連中は、

本当に日本を自虐的に考えたり報道したり、そ

ういうことをやっていますね。これは許されな

いと私は思います。

しかし、我が政府も、やっぱり問題はあるん

です。我が政府も外務省も、従軍慰安婦の問題

について反論しないでずっと来たんです。だか

ら、私は政府にも問題ありと思っています。こ

こに都城出身の県議会議員の方もいらっしゃい

ますが、去年のことでしたか、政府のある方が

来られたんです。「質問はありませんか」と

おっしゃるから、手を挙げて、「先生、やっぱ

り韓国とか中国には日本のことをちゃんと伝え

ないといけないんじゃないでしょうか」、こう

いう話をしました。答えが、「いやいや、あそ

こに強く言ったらいけないんです」とおっ

しゃったんです。ああ、こういう人たちがいる

から、ずっと日本はなめられてきたんだなと、
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つくづく思いました。私が思ったのに、「そん

なことをおっしゃっても、アジアの中で、今、

日本に敵対しているところに、幾ら温情を持っ

てそういうことを言ったって無理ですよ。敵国

扱いしているわけだから、こちらが感情を込め

て優しく言っても、絶対受け入れられないんで

すから、そういうことではだめだ」と、喉まで

出たんですけど、偉い人ですから余り言ったら

いけないと思って、黙っておりました。そうい

うこともありました。

だから、日本の外交、政府というものは、

やっぱり韓国が言っている従軍慰安婦なるもの

については相当な責任があると思います。河野

洋平氏もそうですが、本当に韓国に行って謝罪

したわけですからね。そしてまた宮澤喜一総理

も、韓国に行って何回も謝っているわけです。

そういうことになると、韓国としては当然だろ

うと思うわけですね。いつでしたか、1982年、

昭和57年です。ここで一番最初に朝日新聞が、

吉田なる者の文言を捉えて報道したんです。そ

れから、これは間違いだよとわかってから、16

回、朝日新聞は新聞を出しているんです。それ

まで40年間、韓国政府は従軍慰安婦なるものを

知らなかったんです。そんなものがあるとも思

わなかったんです。ですから、日本の一流の朝

日新聞が16回も書くわけですから、これは本物

だと、日本をいじめようじゃないかということ

だったんでしょう。日本にわんわん言って、先

ほど申し上げたように、閣僚が行って謝り、ま

た総理が行って謝り、そういうことを繰り返し

てきたわけです。それから36年たちますが、そ

ういうことがあった後にも、朝日新聞は一切、

「我々に不備があった。これはうその報道で

あった」とか言わなかったんです。今回、初め

てそういうことを言ったわけですね。

いろんな人たちが朝日新聞のことを言いまし

たが、櫻井よしこさんを初めとするいろんな方

々が、雑誌のＷｉＬＬと産経新聞に徹底的に批

判をやっておりました。いろんな方々が朝日の

批判をされたわけですが、そのおかげで朝日は

今回、社長が12月５日に謝るということになっ

たと思います。これは原発の吉田さんなる所長

のことも、うその記事を書いたんですね。その

ことと、いわゆる従軍慰安婦の件について謝罪

をすることで、やめるということになりました

が、「やめて、おまえたちそれで終わりか」と

私は言いたい。これだけ日本を苦しめ、辱め、

そして日本人に莫大な影響を与えて、今、アメ

リカではこれが問題になって、従軍慰安婦の像

ができていますよ。その像に対して、今、日本

の人たちはどういう思いで暮らしているのかと

思うと、いたたまれない気持ちがするじゃない

ですか。朝日新聞などは、そんなに日本が嫌

だったら、やめるか、中国、韓国に行って、あ

そこに本社を置けばいいんです。その辺までし

ないと、この罪は大きいと私は思っています。

ですから、我々は何とか朝日新聞をちゃんと

していかないといけない。皆さん、きょうここ

にこうして座っていらっしゃいますが、俺も言

いたかったんだという人はいっぱいおると思い

ますよ。ただ、選挙が近いから言わんほうがい

いだろうということだと思います。私も選挙が

近いんです。しかし、あえて言います。本当に

こういうことは絶対、朝日は許されない、この

ように思います。刑法に外患誘致罪というのが

あります。この３章の刑法81条に、外国に対し

ていろいろやったやつは―日本に攻撃しかけ

るようなことがあるんですが―死刑にしなく

ちゃいけない。死刑にしないといけませんよ。

死刑ものですよ。
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ここで終わって、質問者席から言わなくちゃ

いけないんです。ところが、せっかく何人かお

見えになっておりますから、私の顔を見られな

いということが―後ろから見ると光ったりし

ていますから―まずいので、ここからもう一

問やらせていただきます。

ＮＨＫについて、今度は批判をしたいと思い

ます。

「ＮＨＫは公共放送なのか」と私は言いたい

んです。公共放送なのか。我が家でも預金通帳

で、ちゃんとＮＨＫの受信料を払っています。

今は２カ月に１回引かれているようです。です

から、１回の引き落としが、２月が6,980円、４

月が１万2,730円なんですね。計算してみると、

１年間に６万円ぐらい引かれるんです。６万円

引かれるということは、１カ月に5,000円です。

友達に聞いてみたら、「おまえ、高いじゃない

か。俺たちは2,620円ぐらい払ちょっど」、こう

いう話でしたから、私のところは余計取られて

いるのかもしれませんね。横着だから取ってや

ろうというのかもしれませんが、取られていま

す。5,000円ぐらい取られているんです。おかし

いんですが、後でまた調べたいと思っておりま

す。

腹立たしい例が幾らかあるんですが、皆さん

もぼうっと見ておったらわかりません、ＮＨＫ

は。ぼうっと見たらだめなんです。真剣に見て

おったら、会長もやめさせられたでしょう。ぼ

うっと見たらわかりませんよ。私は議長最後の

ときに、４月の27日から29日にかけて、当時の

原副議長とともに気仙沼に行ったんです。気

仙沼に行ったのは、宮崎県の漁業組合から頼ま

れて、カツオをあそこに入れなくちゃいけない

ので、そのカツオの件もありました。お見舞い

の件もありました。義援金の件もありました。

そういうことで、気仙沼の市長さん、それから

漁業組合長さんにお会いしてきました。いろい

ろお話ししたんですが、その当時は、御存じの

とおり、本当に惨たんたるものでありました。

宿泊所もないような状況でありました。

しかし、その中で自衛隊の皆さんが、隊列を

組んで膝ぐらいまでつかって―あの辺は４月

はまだ寒いんですよ―棒を持ってずっと捜索

されているんです。被害者の捜索をされている

んです。それを見て、「本当にお疲れさま、御

苦労さま」と言いました。ところが、ＮＨＫは

一度たりともそういう光景を映しましたか―

見ておられないと思います。一番先に映すのは

消防、警察。自衛隊は一番最後なんです。今度

の御嶽山の災害でも、やむを得なかったんで映

したんです。というのは、ヘリコプターで飛ん

でいくわけですから、ヘリコプターで行くと映

さざるを得なかったから映しただけのことなん

です。そういう状況で、ＮＨＫというのは左寄

りで、自衛隊も余りお好きじゃないみたいであ

ります。

知事は、歌手で島倉千代子さんて知っていま

すか。「東京だよおっ母さん」というのを歌っ

たことがあるんです。この中に、故郷のお母さ

んを東京に呼んで、ここが―橘じゃありませ

んよ―九段坂とか、ここがどこだとか説明す

るんですが、なぜＮＨＫが―35回、島倉千代

子さんは紅白歌合戦に出ているんです。この

ヒット曲は150万枚売れているんです。それなの

に歌わせなかったんです。何が問題か。あの桜

の下でお兄さんが故郷の話を聞こうと待ってい

るんだというくだりがある。九段坂のところに

行きましょうというのがあるんです。これは何

を言っているかというと、靖国神社に行きま

しょうと言っているんです。この靖国神社を言
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わせたくないがために、ＮＨＫは歌わせなかっ

たんです。35回出場の島倉千代子さんを歌わせ

なかったんです。そういうのがＮＨＫなんで

す。そういうことに、私は非常に憤りを感じて

いるんです。じっくり皆さん聞いてください。

ところどころで言いますよ。

例えば秘密保護法案なんかも、秘密保護法案

の賛否をインタビューするでしょう。反対者の

意見はどんどん聞くんです。賛成者の意見は

ちょろっとしか聞かない。明らかにわかりま

す。だから、そういったことを見て、我々は、

マスコミも批判すべきところは批判しないと、

この日本はいけないと私は思っているので、そ

ういうことを皆さんの前で言ったところです。

時間が過ぎました。そういうことで、質問席

からやらせていただきます。

今のことを知事が質問として受け取って、ど

う思っていらっしゃるかをお聞きしたい。〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、朝日新聞の一連の報道についてであり

ます。報道機関による報道は、社会全体に対し

て大きな影響力を持っておりますこと、また、

国民の知る権利という観点からも、真実を正確

に伝えていただくことが大変重要であると認識

をしております。新聞社自身が記事を取り消

し、第三者機関から公正性・正確性への配慮を

欠いたという指摘を受けるような記事が報道さ

れたことについては、大変残念であると感じて

おるところであります。

また、日本放送協会についてでありますが、

改めて申し上げるまでもなく、国民の受信料で

支えられている重要な公共放送機関であるわけ

でございまして、極めて公平公正な報道が求め

られているものと認識をしております。今後と

も国民のためにしっかりとした報道がそれぞれ

なされることを期待しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○中村幸一議員 安倍総理は、この発言につい

て質問されたら怒ってましたよ、もっと。余り

知事は怒られませんね。いかがなんでしょう

か。少しは、「このやろう、何だそんな報道し

やがって」というのはありませんか。

○知事（河野俊嗣君） 最初に答弁しましたと

おり、そういう報道がされたことについては、

大変残念なことであるというふうに受けとめて

おるところでございます。

○中村幸一議員 次に、企業局についてお尋ね

します。電力システム改革については、去年

の11月に１回お尋ねしましたが、本年６月に第

２段階の法改正がなされました。今後、電力市

場における電気料金の引き下げがあると思う

が、今回の改革で、企業局は安定した運営がで

きるかどうか、企業局長にお尋ねをいたしま

す。

○企業局長（四本 孝君） 現在、企業局で発

電をいたしました電気は、九州電力に全て売電

をする卸供給契約というのを締結しておりま

す。この契約は平成37年度まで続きますことか

ら、すぐには企業局の経営に大きな影響はない

と考えております。しかしながら、今回の法改

正では、電気の小売事業者と自由に売電料金を

決定できるようになるなど、さまざまな状況の

変化が生じることも考えられます。これらのこ

とから、今後の動向を的確に捉えるとともに、

より一層の経費節減に努めるなど、引き続き、

安定経営が維持できるよう努力してまいりま

す。

○中村幸一議員 電力会社における再生可能エ
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ネルギー、発電設備に対する接続申し込みの回

答についてお尋ねをいたします。小林市の太陽

光発電の計画では、送電線に接続する費用は２

億円を超えるということで、採算が合わずに断

念することになったようであります。また、今

年３月だけで約７万件の接続申し込みがあり、

９月末には申し込みを保留するということがあ

りました。取り組みを計画していた人たちから

非常に不満と不安の声が上がっているわけであ

りますが、企業局が事業を進めるのに影響はな

いのか、企業局長にお伺いいたします。

○企業局長（四本 孝君） 企業局では、本県

の地域特性を生かした環境に優しい新エネルギ

ーの有効活用を図るため、小水力発電の導入に

取り組んでいるところであります。現在、平

成27年度末の完成に向けまして日南ダム発電所

の建設工事を進めておりますが、これにつきま

しては、既に配電線への接続のための工事費負

担金を支払っておりますので、影響はないとこ

ろであります。しかしながら、今後の新規の開

発につきましては、九州電力の検討の結果によ

りましては厳しい条件がつけられることなども

想定をされますので、今後の動向を注視してい

きたいと考えております。

○中村幸一議員 私は、宮崎再発見ということ

もありまして、どこか宮崎県で再発見するとこ

ろはないのかなということで―たまたま都城

第43普通科連隊の案内状が来たんです―それ

では陸上自衛隊を、都城の自衛隊とえびのの自

衛隊に行って調査研究しようと思って行きまし

た。中野一則議員にもお願いして一緒に連れて

回ってもらったんですが、私は、えびの市の副

市長、それからえびの駐屯地第24普通科連隊の

連隊長殿ともお会いしまして、いろいろ聞きま

した。どれだけ役に立っているか、どれだけ給

料を払っているか、あるいはどれだけのことを

やっているか、どれだけの地域でいろんな防衛

をやっているのかということを、いろいろ聞き

ました。都城の自衛隊も一緒なんですが―時

間がありませんので早く言いますけど―いろ

んな話を聞いて、本当にいい参考になりまし

た。それから今度は、都城の自衛隊、都城市長

にもお会いして、また同じようなことをお伺い

しました。いろんなことをお聞きしたんです

が、都城駐屯地の司令は、1,200人ぐらい自衛隊

員が都城におるんですが、１年間に70億円ぐら

いの給料を払っている。えびのが600名ぐらい、

都城が1, 2 0 0名ぐらい、航空自衛隊のほう

が1,600名ぐらいおるというふうに聞いておりま

すが、それを合わせると相当な金になってい

る。恐らく旭化成に負けず劣らないような、企

業として考えるとそういうものになってまいり

ます。ですから、どれだけ都城あるいはえび

の、あるいは宮崎県、新富に役に立っているか

はかり知れないものがあります。宮崎県にも多

大な影響を与えると思いますが、知事はどのよ

うに自衛隊を捉えていらっしゃるか、お聞きし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県ではこれまで、自

衛隊の皆さんには、台風災害でありますとか、

４年前の口蹄疫、そして３年前の鳥インフルエ

ンザの発生のとき、さまざまな場面で大規模か

つ長期間の災害派遣をいただいておりまして、

心から感謝の思いを抱いておるところでござい

ます。そういう中で、私としましても、昨年よ

り防衛協会の会長を引き受ける中で、さまざま

な経済界、市町村とも一緒になりながら支援に

取り組んでいこう、そのような姿勢でおるとこ

ろでございます。

また、今御指摘がありましたように、本県に
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自衛隊の基地や駐屯地があり、その地域に多く

の自衛隊の方々や御家族の皆様がおられること

による地元経済の活性化というところも、大変

大きいものがあろうかと考えております。本県

にとって重要な課題である雇用の場の確保が図

られているという側面、県内の自衛隊約3,800

人、そのうちの約半分が本県出身ということを

伺っておるところでございます。また、若い自

衛隊員の存在が地域の活力を生み出していると

いう側面など、自衛隊の果たしている役割とい

うものは極めて大きいものがあると考えており

ます。

○中村幸一議員 教育長にお伺いいたします

が、我が宮崎県の国体は昭和54年に１回目があ

りました。それで１位になったわけであります

が、それ以来ずっと成績が悪くて低迷しており

ました。ここ２～３年いい成績をおさめている

なと思ったやさきでしたが、19位という成績を

おさめました。このことに関して教育長はどの

ように評価されているか、お伺いいたしたいと

思います。

○教育長（飛田 洋君） 19位というすばらし

い成績の国体の総括を一言で言うなら、本当に

ありがたいと思っております。今回、すばらし

い結果を出していただいた選手、監督、役員の

皆さん、そして御支援をいただいた競技団体関

係者、企業の方、トレーナーの方、県民の方

々、それぞれの方に心から感謝を申し上げたい

と思いますし、多くの皆さんの努力でこの結果

を出すことができたと感謝をいたしておりま

す。その中で、何より私にとって忘れられない

のは、実は宮崎県が２年連続天皇杯順位で最下

位ということがありました。平成10年、11年く

らいだったでしょうか。その時代から、本県の

競技力向上のために歯を食いしばり、地道にひ

たむきに取り組んでいただいた先人の御努力が

あって、ここ数年の結果、そしてことしの結果

に結びついていると、その先輩方に心から敬意

を表したいと思っております。今後とも、県民

の皆さんと力を合わせて、宮崎県の皆さんに元

気を与えられるように、しっかり競技力向上に

取り組んでまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 天皇杯は19位だったんです

が、皇后杯が41位ということで、今から女性の

躍進を図っていかなくちゃいけないと思いま

す。それについて教育長はどうお考えか、お聞

かせください。

○教育長（飛田 洋君） 皇后杯につきまして

は、今回、少年女子ソフトボールやハンドボー

ルなど好成績をおさめた競技もございました

が、ここ数年40位前後で推移しており、本県の

総合成績の底上げには、女子競技力の向上が必

要だと考えております。そのポイントは２つあ

ると思っております。１つは競技力の向上、そ

れからもう１つは、活動を支える環境づくりを

どうするかということであります。競技力の向

上で言えば、女性アスリートの発掘だとか、あ

るいは男性の選手と一緒に強化を図るとか、そ

んなことが考えられると思います。それから、

環境づくりについては、女性アスリートの声、

悩みに耳を傾けながら、例えば、女性の特性に

応じた医科学的なサポートや、大会のときに子

供さんを一緒に連れていかれる選手の方もい

らっしゃるんですが、そういう方々への保育の

支援など、女性アスリートへのきめ細やかな配

慮が行き届くような支援をしてまいりたいと考

えております。

○中村幸一議員 いよいよ２巡目の国体も視野

に入ってきた状況でありますが、今回の飛躍し

てきた成績をどのように今後につないでいくお
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つもりなのか、お聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 国体は何のためにあ

るかと考えたときに、私は、何より県民の皆様

に元気、勇気、感動を与えるためにあると思っ

ております。今回の好成績は、これまで各競技

団体が着実に競技力の強化を進めてこられたそ

の成果でありまして、今後とも、ぜひ粘り強く

競技力の向上に取り組んでいただきたいと考え

ております。

また、天皇杯19位という結果は、入賞された

競技がなし得たものという考え方もあります

が、それだけではなくて、全力を尽くされなが

らも惜しくも入賞できなかった競技、その競技

の方々も含めた全ての競技が頑張った成果であ

ると思いますので、入賞されなかった方々にも

心からお礼を言い、今後とも、何より「チーム

みやざき」「オールみやざき」として、県民の

皆さんの御支援もいただきながら、競技力の向

上のために心を一つにして頑張ってまいりたい

と考えております。

○中村幸一議員 先日、私たちは、スポーツ振

興対策特別委員会で福井県に、オリンピックが

来る、それをどう後支えしようか、国体の件と

調査に行ったわけですが、福井県では、我が県

が当初に国体をやったように、いろんなところ

から優秀な選手を集めてやるんだ、そしてでき

るだけ優勝に近いところまで持っていくんだと

いう話でした。我が県が第１回の国体のとき、

まだ私も若かったわけですが、その当時、やっ

ぱり教育委員会だったそうですが、いっぱい国

体の選手を集めたんですね。市町村も集めまし

た。ところが、次の年から教育委員会は、採用

するのに、いっぱい採っているから、なかなか

採用ができないということがずっと続いたんで

す。やっと終わったのは12～13年前で、退職さ

れたというような状況です。19位という成績を

伸ばしていって国体につなげる。そして、国体

の主催県は得点もいいので、私は、ベスト10ま

でに入ればいいんじゃないか、無理して優勝と

か狙わんでもいいんじゃないかという感覚でお

るんですが、それでどうしても優勝に導いてい

かなくちゃいけないものか、精いっぱいやるの

か、どちらを選ばれるかお聞きしたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 私は国体にはずっと

応援に行っておりますが、最も感動したことの

一つが―２巡目の国体でことしが一番成績が

よかったんですが、その次に成績がよかったの

が山口国体、28位です。山口国体のときに幾つ

か宿舎を、選手の激励に訪れました。ある選手

がこんなことを言われました。「口蹄疫、鳥イ

ンフルエンザ、新燃岳の噴火など、宮崎県民は

つらい思いをした。その被害を受けた方から

も、私たちは、頑張れといってせんべつをも

らってきた。この山口にそうしてやってきた。

ぜひ山口国体で頑張って、宮崎に元気を持って

帰りたい」ということを言われました。そうい

う思いというのが28位につながったと思ってお

ります。国体は、県民の皆さんに勇気と元気と

希望を届けることがその意義だと思います。高

きを目指して、感動を届けるために頑張りたい

と思っております。

○中村幸一議員 県議会議員の報酬が安過ぎる

じゃないか、新人が育つのかということを書い

ておりましたが、これは質問するにしても答え

る人がいないということで、答えられないんで

すね。だからどうかなと思ったんですが、安い

のには間違いないんだから、やめることにしま

した。

ただしかし、この前タクシーに乗っておりま
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したら、運転手さんが、「議員をやめたら、退

職金もあるし、年金もありますよね」、こう

おっしゃる。「年金なんか３年ぐらい前からな

くなったよ」、実はこうこうでなくなったんだ

という話をしました。「ああ、そうなんです

か。退職金はあるんでしょう」「退職金は知事

だけよ」という話をして終わったんですが、我

々県議会議員がもらう報酬というのは、みんな

誤解しているんですね。物すごくもらってい

る、年金も退職金もあるだろうと思っているわ

けです。ないんですね。これはもう答弁は要り

ませんよ、答えようがないでしょうから。何と

か県議会議員の皆さん方も、いろんな方に、年

金とか退職金というのはありませんというのを

ちゃんと言わないと、誤解されています。だか

ら、気をつけてもらいたいと思います。

あと５分ありますが、私が急いだのは、土地

家屋調査士会の人たちからいろいろお頼みが

あったんです。やらなくちゃいけない。私も何

回もこの席で言いますが、土地家屋調査士、行

政書士の会員であります。長年やりました。し

かし、今、人口減少で本当に大変なことになっ

ています。人口減少というのは、例えば調査士

会から頼まれて境界を調査に行くんですが、境

界を調査に行って、その相手方の境界に携わる

人がいない。行方不明、あるいは遠くに行って

わからない、そういったことなんです。今後ま

た今から長年たつと、もっともっと人口減少に

なります。立ち会いがわからなくなる、こうい

う状況なんです。外国人が山や畑やいろいろ買

うときは届け出を必要とすることになりました

けれども、しかし、外国人がこれを購入して、

例えば物すごく広げて、500平米しかないところ

を１町歩ぐらい、１万平米ぐらい広げて植林し

てしまったら、手の施しようがなくなると思う

んです。もう最後かもしれません。人口も、ま

だまだ減りますよ。だから、今のうちに地籍調

査をちゃんとやらなくちゃいけないと思うが、

その点について担当部長にお答えをいただきた

い。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の地籍調

査は、昭和33年度から着手しておりまして、平

成25年度末での進捗率は、全国平均50.5％を上

回る63.7％となっております。市町村ごとの進

捗につきましては、既に８町村で調査を完了し

ております。一方、着手年度や調査体制の違い

などから、調査がおくれている市町村もござい

ます。地籍調査は、土地に関する最も基本的な

調査でありますことから、県としましては、予

算の確保などに努めるとともに、特に進捗のお

くれている市町村に対しまして、事業推進を直

接要請し、理解を求めているところでございま

す。

○中村幸一議員 昭和33年でしょう。物すごい

年月がたちましたがね。それにかかわらず地籍

調査が進んでいないということは、非常におか

しい。国民の財産ですから、これはちゃんとし

ておかなくちゃいけないと思います。この前お

話ししていたら、それに携わる人が少ないんだ

という話がありました。土地家屋調査士会があ

るじゃないですか。あそこに頼んだら、境界調

査から全部やりますよ。それも検討してみてく

ださい。

そして、余りにも立ち会いが少ないものだか

ら、土地家屋調査士会から市町村の税務担当者

に、「固定資産税を、所有者か所有者を知って

いる人、所有者に近い人が払っているわけだか

ら、それを教えてくれ」と言ったらしいです。

「秘密保護法のために教えられない」と言った

そうです。宮崎県の中で１町だけ、「教えま
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しょう。一緒にやりましょう」と言ってくれた

そうです。「秘密保護法だ」と。財産がわから

なくなるのに何が秘密保護法かと私は思うんで

す。県も市もですが、何かといえば、秘密保護

法がどうたらこうたら言うわけです。秘密保護

法も大事だけど、秘密保護法を本当にどうして

生かすのか、土地家屋調査士なんか、ちゃんと

秘密を厳守する責務がありますから、大丈夫な

んです。市や町と一緒になって境界を全部確定

すればいいわけなんです。それができないのは

おかしい。だから、県が本当に県民の財産を守

ろうとするならば、真剣になって各市町村に

も、「調査士会に協力してやって、ちゃんとし

た国土の面積をつくっていこうじゃないか」と

言うのは当然だと思うんです。そうは思われま

せんか。私はそう思っておるんですが、誰かお

答えになる人がおったらお答えください。これ

もお答えになれないというお話も聞きましたけ

ど―お答えになりますか。お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 先ほど御質問

にありました条例は、個人情報保護条例だと思

います。その関係で市町村等は協力できないと

いうお話があったんだろうと思います。

私ども、予算と人員等いろいろ制約はござい

ますけれども、今後とも市町村と連携しなが

ら、一生懸命、着実な事業推進に努めてまいり

たいと思っております。

○中村幸一議員 きょうは土地家屋調査士会も

お見えになるということであります。農政水産

部長は、はっきりと努力したいとおっしゃった

んだから、みんな聞いていますよ。ただその場

しのぎだけで言ったんじゃないということで、

ちゃんとやっていただきたいと思います。

議長、続けていいですか。

この４月、選挙になりますが、皆さんは本当

に選挙違反のないように、県議会議員の人は全

員当選していただきたいと思います。私は１回

警察に捕まりましたが、やっていないことでや

るんです。誰を捕まえようかな、中村だ。１円

も使っていない、金も持っていない私を追いま

くりましたからね。そんなことのないように、

皆さんは確実に、選挙違反しないように選挙に

取り組んで、全員当選を果たしていただきたい

と思います。終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時28分散会



11月19日（水）
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午前 10時０分開議
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10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）
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13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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17番 田 口 雄 二 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、山

下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。けさ早くから、都城からおいでいた

だきました。ありがとうございます。

それでは、通告に従い順次お伺いしてまいり

ます。

10月31日、日本銀行は、足元の物価上昇が鈍

化していることから、国内の資金供給量を拡大

するとともに、長期国債の買い入れ量も拡大す

るという異次元の金融政策第２弾を突然公表

し、デフレ脱却への強い意志を示しました。そ

の結果、日本の株価は、平成19年以来７年ぶり

に１万7,000円台を記録し、為替市場においても

円売りドル買いが進み、ニューヨーク市場の円

相場は、発表から数時間後には、平成17年以来

９年ぶりとなる112円台まで進んだということで

あります。短時間でこのように物価や為替が大

きく変動することはかつて経験したことがな

く、極めて異常な事態であると認識されており

ます。

このような中、知事は先日の定例記者会見の

中で、異常な株高、円安の感想を求められ、円

安の影響として、飼料価格や燃油高騰等への影

響を懸念されていたということであります。デ

フレ脱却を目指して、３本の矢を次々と放って

きた安倍内閣でありますが、大都市、大企業な

どにおいては、アベノミクス効果もあらわれて

きているようでありますが、我々地方の宮崎な

どには、まだその恩恵が十分におりてきていな

いのではと感じております。労働者の給与引き

上げもままならず、逆に消費税の引き上げや円

安による食料品や材料等の値上がり、輸入飼

料、燃油のさらなる値上がりなど、商工業関係

や農業の担い手の皆さんと毎日のように膝を突

き合わせて語っておりますが、なかなか元気の

ある話が聞こえてこないですし、また元気づけ

る話ができないのが現実であります。

そのような中で、知事は２期目に向けて、

「ともに築こう「みやざき新時代！」「くらし

の豊かさ日本一の宮崎」＝「いいね！宮崎」を

目指して」という政策提案を先日公表されまし

た。これまでの４年間の取り組みを総括された

上で、今後取り組んでいこうと考えておられる

ことを、３つの分野の重点政策と分野横断の４

つの政策にまとめておられました。そのいずれ

も、将来に向かって宮崎県を伸ばす、新たな時

代に飛躍させるために必要な取り組みである

と、私も同感いたしたところであります。知事

選に向けたマニフェストとして大変わかりやす

いものである一方、具体的に訴えているものが

少ないのではという声も耳にいたします。すな

わち、知事のカリスマ性に期待されるものであ

ります。知事は、産業・雇用づくりの分野で、

農林漁業や中小企業、観光の分野を挙げておら

れますが、具体的にはどのように所得を向上さ

せていこうとしておられるのか、お伺いいたし

ます。

以上、壇上からの質問を終わり、自席にて続

行いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

県民所得を向上させるためには、まずは何よ

平成26年11月19日(水)
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りも、本県産業の振興を通じて、地域経済、雇

用の底上げを図り、所得や給与の向上・安定に

努めていくことが大変重要であると考えており

ます。このため、本県の産業振興、経済の活性

化につきまして、大きく２つの柱で取り組んで

まいりたいと考えております。１つは、本県の

強みであります農業やフードビジネスなどの成

長産業の育成を図りますとともに、県内の経済

を牽引するような中核企業を育成したいと考え

ておるところであります。そのためには、これ

らの産業や中核企業が国内外で展開することに

より、しっかりといわば外貨を稼げるようにな

るための育成策や事業展開のサポートを積極的

に行ってまいりたいと考えております。もう１

つは、ただいま申し上げました、成長産業や中

核企業が獲得した外貨を地域で循環させ活用し

ます地域経済循環システムの取り組みを推進す

ることによりまして、一部の地域や企業にとど

まることなく、県内経済全体の活性化を図って

まいりたい、そのように考えております。以上

であります。〔降壇〕

○山下博三議員 次に、地方創生について、同

じく知事にお伺いしてまいります。６月議会で

も質問をいたしましたが、日本創成会議では、

我が国の人口減少に伴い、最大で全国1,800の自

治体の半数に当たる896の自治体が消滅する可能

性があるという、衝撃的な試算を公表されまし

た。この公表を受け、国においてはその後、地

方を創生することで経済の好循環の波を全国に

広げ、若者が働き、子供を育て、次世代へと豊

かな暮らしをつないでいくことを目的に、「ま

ち・ひと・しごと創生法」を９月の臨時閣議で

決定し、地方の人口減少に歯どめをかけ、地方

の活性化に取り組むことといたしました。

地域の創意工夫に取り組む手法は、1988年の

竹下内閣における「ふるさと創生１億円事業」

が特に有名であります。当時１億円を交付され

た市町村では、温泉を掘ったり、名古屋市のよ

うに金のしゃちほこをつくって展示したり、緊

急性の低い箱物をつくったりと、どのような使

い方をすればよいのかわからない市町村も多

かったように記憶いたしております。今回の地

方創生がうまくいくか否かは、各地域が主体的

な取り組みをどこまで伸ばせるかにかかってお

ります。まさに、各地域、地方の知恵と取り組

み、行動力が試されるときを迎えたと思ってお

ります。

このような中、県では、先月の21日に県地方

創生本部会議を開催され、国の「まち・ひと・

しごと創生本部」が取りまとめる長期ビジョン

や総合戦略に本県の実情を反映させるための提

言を取りまとめることとされ、先月29日には

「真の地方創生を実現するみやざきモデルの提

言」を国の本部に対して提出されたということ

であります。そこで、これから地方創生を進め

る中で、どのようなものを真の地方創生と認識

しておられるのか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘がありまし

たように、これまでも、それぞれの地域におい

ては、地域の活性化、活力の向上に向けて、い

ろんな取り組みがなされてきたわけであります

が、私が考える真の地方創生というものは、長

年続いております東京一極集中の流れを大きく

転換し、地方が自立的に成長する活力を取り戻

し、そのことによって日本全体の人口減少を克

服していこうというものであります。そのため

には、何よりもそれぞれの地方の実情を十分踏

まえた上で、地方に魅力ある雇用の場をつくっ

ていくこと、そして、そこで人々が安心して暮

らし、希望どおり結婚し、子育てできるように
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することが大事であろうと考えております。

今回の地方創生に当たりましては、「過去の

延長線上に未来はない」と、そのような信念の

もとに、新しい豊かさの価値観を創造するとい

う気概を持って、地方の実情をしっかりと踏ま

えた上での長期的・持続的、そして何よりも大

事な自主的な施策展開をすることによりまし

て、この宮崎において真の地方創生を実現して

まいりたいと考えております。また、そのため

に必要な予算措置などにつきましても、しっか

りと国に訴えてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 真の地方創生を実現するため

に「みやざきモデル」を提言されております

が、「みやざきモデル」とは何を目指しておら

れるのか、同じく知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 「みやざきモデル」で

ありますが、本県の「真の地方創生を実現する

みやざきモデル」につきましては、全国第２位

の高い合計特殊出生率という強みを生かしつ

つ、雇用の創出や移住などによる若年人口の増

加と一層の子育て支援策を組み合わせること

で、人口増加を図ろうとするものであります。

この「みやざきモデル」を推進するために、

次の５つの観点を示しているところでありま

す。第１「興す」という観点では、県外からの

外貨獲得と地域内循環により経済を拡大し、雇

用の創出を目指します。第２の「呼込む」とい

う観点からは、地域の魅力を向上・発信し、都

市から地方へ新たな人の流れの創出を目指して

まいりたいと考えております。第３の「叶え

る」という観点では、子供を生み育てる希望を

実現する魅力にあふれる環境の創出を目指して

まいりたいと考えております。第４の「磨く」

という観点からは、将来にわたって地域の個性

を発揮できる「まち」や「むら」の創出を目指

してまいりたいと考えております。第５の「繋

ぐ」という観点では、都市と地方の連携・交流

により、相互が理解・協力する関係の創出を目

指してまいりたいと考えております。これは先

日、川崎市との包括連携協定なども結んだとこ

ろでございます。これらの取り組みを通じまし

て、本県人口の社会増、自然増、さらには暮ら

しの維持・充実等につなげてまいりたいと考え

ております。

○山下博三議員 同じく創生についてお伺いし

てまいりますが、人口減少克服・地方創生に向

けた具体的な目的や理念を示した「まち・ひと

・しごと創生法案」など地方創生関連２法案

が、衆院本会議で与党など賛成多数で可決され

ました。その後、参院に送付され、今国会での

成立が確実となっております。創生法案は、１

つに、人口減少に歯どめをかける、２つに、東

京圏への人口集中の是正、３つ目に、地域で住

みやすい環境の確保を目的に、司令塔とする

「まち・ひと・しごと創生本部」や都道府県、

市町村の役割の明確化、具体的な施策や達成目

標を示す総合戦略の策定なども促進するという

ことであります。ただいま御答弁いただきまし

た「みやざきモデル」、地域の魅力発信、子育

て環境の整備や都市と地方の交流など、どの都

道府県にも言えることではないかと思います。

本県の目指す特徴ある方向性について、御所見

を同じく知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生に当たりまし

ては、国が一律の制度なり補助金をつくって、

それを全国同様にやっていくというようなもの

ではないと考えておるところでございまして、

それぞれの地方の実情を踏まえた上で、地域の

優位性と独自性を発揮していくことが大変重要

であろうかと考えております。本県におきまし
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ては、これまで培ってきました高い生産性やブ

ランドを保有する農林水産業、さらには、本県

が他地域に対して優位性と独自性を持つ成長産

業として取り組んでおりますフードビジネスと

いったものは、本県が生かすべき特徴の大きな

柱の一つと考えておるところであります。

今回の「みやざきモデル」におきましても、

農林水産業の生産性向上や高付加価値化、販売

・流通の強化、また、消費地から遠い本県の地

理的課題に対応します物流コストの縮減を含め

たインフラ整備の促進といった提案を行ってい

るところであります。今後、国の策定する長期

ビジョン・総合戦略を踏まえまして、本県版の

人口ビジョン・総合戦略を検討してまいります

が、本県らしさを十分に発揮し、全国の中でも

存在感を示せるような個性豊かで魅力ある地域

づくり、そうした「みやざきモデル」を示して

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 私は、地方創生の中で、宮崎

ならではの特徴というのは、モデルとすべきは

農業であると考えておるところです。このこと

は、全ての県民ひとしく御理解いただいている

ものと思っております。総合政策部を中心に、

議会に対してさまざまな資料が提示されます

が、そのいずれにも、６次産業化、農商工連

携、フードビジネスといった単語が躍っており

ます。これらの単語が躍るにつれ、現場での生

産力が減少していっているのはなぜでありま

しょうか。

和牛繁殖農家では、小規模の高齢農家を中心

にリタイアが進み、全共２連覇を果たした宮崎

県といえども、子牛の高値取引にもかかわら

ず、繁殖基盤は極めて弱体化いたしておりま

す。酪農経営も、乳価は安定しているものの、

これまでの国産原料乳の生産調整などにより経

営体力が弱まり、なかなか増頭できる状況にな

く、初期投資が大きいことから、新規参入も大

変困難な状況となっております。かつてピーマ

ン、キュウリ生産日本一だったハウス農家にお

いても、高齢化や燃油高騰、ハウス設備が高額

であることなど、なかなか生産力の維持も難し

い現状であります。

このような中で、農業分野における地方創生

を進めるに当たっては、大規模な農業生産法人

などに期待することも大変重要であると思われ

ますが、小規模、高齢、兼業、小農への対応も

重要であると思います。地方創生は農業・農村

の再生が原点であると思いますが、今日の現状

を踏まえ、どのように推進していかれるのか、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 担い手や農村

集落人口の減少によりまして、本県農業を牽引

してきた畜産や施設園芸産地の生産基盤が、御

指摘のとおり弱体化しておりまして、地域経済

の原動力である農業生産力を維持していくため

には、産地の核となる経営体が規模拡大や施設

整備などの新たな投資に踏み出せる経営環境を

創出する必要がございます。このため県では、

契約取引を基本としたマーケットイン型の産地

経営への転換を加速させるとともに、繁殖セン

ターやコントラクター等の整備による畜産生産

基盤の再構築、次世代施設園芸団地の整備や農

地の集約化、機械化による加工業務用野菜等の

低コスト化など、産地単位での生産基盤の構造

改革に取り組むことにより、農業所得の向上と

雇用創出を図り、農業を核とした地方創生を推

進してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 例えば、100ヘクタールを有す

る地域が２つあったといたします。１つの地域

では、その農地を20ヘクタールの経営を行う５
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戸の農業生産法人が担っております。もう１つ

の地域では、１ヘクタールの経営を行う農家

や10ヘクタールを耕す農業法人、合わせて50戸

の農家で担っているといたします。どちらが集

落地域に活力があると思われますか。集落機能

や農地の保全機能を考えるとき、大規模農業生

産法人５戸では成り立たないと思います。多様

な経営体が集まって初めて活性化するのが集落

であります。今日、ＪＡ組織も改革が求められ

る時代となってまいりました。これから農村部

の地方創生を求められるときに、さらにＪＡの

合理化が加速していけば、農村の衰退に拍車が

かかるような気がしてなりません。今後、さら

に地元に密着が求められるＪＡとの連携をどの

ように期待されるのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業を基幹産

業とする本県において、農業協同組合は、地域

農業の生産基盤を維持する役割はもとより、地

域の生活を支える社会基盤として、大変重要な

役割を担っていると認識しております。特に、

人口減少が顕著な中山間地域では、働く場や住

民生活を支えるサービス産業等が減少してお

り、経済事業や信用・共済事業等を展開するＪ

Ａの役割は、ますます重要になっております。

このような中、本県農業の振興を図っていくた

めには、産地を形成するＪＡの品目部会の営業

力強化や担い手の規模拡大等を支援するサポー

ト組織等の整備、新規就農者の研修受け入れな

ど、ＪＡのさらなる機能強化が求められており

ます。このため、県といたしましては、今後と

もＪＡとの連携を一層密にし、それぞれの役割

分担のもと、新たな改革を進め、本県農業・農

村の活性化に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 若い担い手づくりについて、

教育長に２問お伺いしてまいります。先日、文

教警察企業常任委員会で、高鍋農業高校フード

ビジネス科農場の敷地内にオープンした販売実

習棟を調査いたしました。農業高校が販売や流

通の実践的な手法を学ぶための施設を開設する

のは全国でも珍しく、宮崎県内初ということで

ありまして、就農や商品開発などに役立つ知識

や実践力を身につけることを目的とした施設で

あります。フードビジネス科は、農業科を希望

する生徒が少なくなり、名称を変えたところ、

定員40名になったそうであります。畜産学科で

は、３学年定員120名であるにもかかわらず、86

名しか在籍していないとのことで、大幅な定員

割れであります。これは他の学科についても同

様で、３学年で定員480名に対して在籍者は395

名ということであります。さらにショックだっ

たのは、その在籍者の中で農業大学校を希望す

る生徒が少なくなってきているということであ

ります。私は、農業に対しての魅力の発信の仕

方や、先生方の農業に対する情熱に大変期待を

したいと思うのでありますが、教育長の御見解

をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 農業に夢を託す生徒

をふやす、あるいは農業高校に進学したいとい

う生徒をふやすためには、その裾野を広げるこ

とが大事だと思っています。まず何より、あら

ゆることに興味を持っている小さい子供たち、

小学生ぐらいから情報をきちっと発信していく

ことが大切だと考えております。現在、農業高

校では、小学生を対象として、野菜の種まきか

ら収穫までを体験してもらったり、大豆の栽培

や豆腐づくりに挑戦してもらったりするなど、

学校の施設を活用し農業の魅力を発信する、そ

ういう取り組みをいたしております。また、具
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体的に進路を考える段階になった中学生に対し

ましては、出前授業やオープンスクールを行う

とともに、中学校を訪問して、高等学校、農業

高校での学びを中学生に直接説明することによ

り、農業高校への進学意欲と農業への興味・関

心を高めていく努力を重ねているところでござ

います。

○山下博三議員 農業高校の生徒が農業を志さ

ない、農業大学校を志望しなくなってきた理由

の一つとして考えられるのは、農業はもうから

ないと考えているからではないでしょうか。私

も、担い手の会議や学校関係の行事など、さま

ざまな会議やシンポジウムなどに出席する機会

がありますが、学校関係者や県幹部の方が述べ

られる祝辞や挨拶の中で、「農業をめぐる情勢

は高齢化や担い手の減少」や「大変厳しい」と

いったフレーズが必ずと言っていいほど使われ

ております。

確かに農業を取り巻く情勢は厳しいと思いま

すが、私は、先日15日に熊本県で開催された酪

農家の祭典、九州連合ホルスタイン共進会に

行ってまいりました。九州・沖縄から予選を勝

ち抜いた159頭が集結し、１部から12部に分類さ

れた中で、多くの人たちが見守る中、審査が行

われました。本県からも、酪農家の若い青年部

の皆さんや、高鍋、都城の両農業高校の生徒さ

んが、県の予選を勝ち抜いた24頭の牛とともに

参加してくれておりました。両農業高校から出

場した８頭のうち、２頭が優等の首席、１頭が

優等３席に入るなど、農業高校生のすばらしい

活躍に、将来酪農を目指す姿に大変期待をした

ところであります。

今日、県内において、農業法人を立ち上げ

て50名以上の雇用をされている経営者や、ＴＰ

Ｐに不安を感じながらも、必ず生き残ることを

念じながら、日々力強く、明るく楽しい農業経

営に取り組んでおられる方もたくさんいらっ

しゃいます。再度、教育長にお伺いいたしま

す。心豊かな、自然といそしむ農業を教育され

る先生方にも、機会あるごとに農業のすばらし

さを話していただきたいと考えますが、教育委

員会の取り組みをお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 生徒に農業の魅力を

実感させるためには、何よりも生徒が農業の営

みの奥深さ、すばらしさに直接触れて、触れな

がら実感する、そういうことが大切だと考えて

おります。このため、各農業高校では、魅力的

な農業経営者と連携して、農家の息遣いの伝わ

るインターンシップを実施したり、そういうす

ばらしい農家の方に直接学校に来ていただいて

農業のだいご味を語っていただく、そういうこ

とをして、生徒の農業への志を高める取り組み

を進めているところであります。また、指導者

である教師自身が、農業を深く理解し、農業に

夢を持つことが大切でありますので、県教育委

員会では、研究機関への派遣、長期にわたる実

践的な研修、知事部局のフードビジネス推進課

等との人事交流を行うなど、教員の専門性を高

める取り組みを行っております。

おっしゃっていただきました九州連合ホルス

タイン共進会には、本当に応援いただいてあり

がたかったんですが、首席をとりました指導者

からすぐ連絡をいただきました。こう私に言っ

てくれました。「来年の北海道全共を目指し、

生徒と精進したい」。こういう職員をふやして

いきたいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございます。本

年10月に、農林水産省より、日本食・食文化の

魅力発信と輸出の促進について方針が示されま

した。それによりますと、現在340兆円の食の市
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場規模は、2020年東京オリンピックまでの間

に680兆円に倍増すると示されました。世界一安

全・安心な農産物を生産できるシステムが、我

が日本ではでき上がっております。世界の食料

事情が大きく変化していく中で、農業は大きな

ビジネスチャンスだと思っております。中学生

の進路を決める指導の中でも、このことをしっ

かりと話ができる体制を整えていただくようお

願いをしておきます。

次に入ります。６月議会でも質問いたしまし

たが、農業大学校のあり方やカリキュラムにつ

いては、事、農業大学校の問題だけでなく、卒

業後の受け皿となるＪＡや農業法人の農業研修

体系やニーズと密接に関係してくるのではない

かと思います。６次産業、フードビジネスを支

える１次産業の活力なくして、本県の新たなビ

ジネスチャンスはありません。そこで、農政水

産部長にお伺いいたしますが、農業県宮崎県と

して、農業大学校の役割は非常に期待されるも

のがあります。新たな方向性が議論されている

とはお聞きいたしておりますが、現状について

お伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業大学校

は、本県農業の中核機関として、「たくましい

実践力を備えた農業者の育成」を目標に掲げ、

先駆的な農業経営者による特別講義や、ホテル

・量販店と連携した農大ブランド農産物の販売

など、現場を重視したカリキュラムの充実強化

に努めているところでございます。さらに、今

後の農大校の役割としましては、法人経営や労

務管理などの経営管理能力と、高度な栽培・加

工技術の実践力、そして農業機械等の操作や整

備に係る機械管理力を備えた経営マネジメント

ができる人材育成が極めて重要であると考えて

おります。このため農大校では、第三者による

外部評価委員会を設置し、教育の質的向上につ

いて検討するとともに、農業法人との連携協定

締結により、学生が現場で栽培・管理方法や経

営姿勢・理念を学ぶプロジェクト学習の体系化

を図るなど、戦略的で魅力ある農業経営者育成

に全力で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 次に、物流対策についてお伺

いいたします。

さきの提言書の「地域の経済活動を支えるイ

ンフラ整備」の項目に、都市、地方を結ぶ交通

ネットワークを整備するために、海上航路の維

持・拡大が必要であると記載されております。

本県においては、昭和46年に当時の日本カー

フェリーが細島―川崎間に6,000トン級のカー

フェリーを就航させて以来、ピーク時には、宮

崎―大阪航路、宮崎―川崎航路など、４つの航

路で運航されておりました。これまで、平成16

年に当時のマリンエキスプレス社から経営を引

き継いだ宮崎カーフェリー株式会社が、宮崎―

大阪間に１万2,000トン級のフェリーを毎日運航

させておりました。ところが、本年９月30日に

は、航路を大阪南港から神戸港に変更したとい

うことであります。そこで、航路変更の理由

と、就航して１カ月過ぎましたが、この１カ月

間を振り返って、期待した効果が得られたと考

えておられるのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県と関西

圏を結ぶ長距離フェリー航路は、農業や工業、

観光等、本県の産業を支える重要な役割を担っ

ていると認識しております。宮崎カーフェリー

におかれましては、大阪南港から神戸港への航

路変更を10月に行われたわけですけれども、運

航会社といたしましては、航海時間の短縮が可
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能であること、また、繁華街に近く、公共交通

機関や高速道路等とのアクセスが向上し、旅客

と物流両面の利用促進及びコスト削減が期待さ

れることから、航路変更を決断されたというふ

うに伺っているところでございます。

足元、航路変更後の10月の状況につきまして

は、速報値でございますけれども、昨年同月と

の比較で、貨物につきましては、従来から非常

に多くの荷動きがあったということで、引き続

き満船に近い状態を維持しているという状況で

ございます。また、旅客につきましては、大口

の観光客とかがいらしたという効果もありまし

て、１便当たり164％と大きな伸びを見せている

ということで、足元においては期待された効果

が得られているものと認識しております。

○山下博三議員 現在就航しているフェリー

は、平成８年から９年にかけて新たに就航した

船でありますが、いずれも既に17年から18年の

船齢を迎えており、関係者によると、リプレー

ス、船の更新が必要な時期を迎えているという

ことであります。以前、宮崎カーフェリーの黒

木社長と意見交換した際にも、現在就航してい

る船は、バブル時期に建造した船で、燃費効率

もよくないため、近年の燃油価格高騰は非常に

厳しいという話をしておられました。本県の物

流の輸送のほとんどをトラック業界に依存して

おり、近年、労務管理の厳格化、若者ドライバ

ーの不足という問題を抱えている中で、長距離

輸送はフェリーに頼らずにはおられません。最

近はフェリーに乗れないトラックが増加してい

るとも聞いております。４～５年もすると本県

のトラック業界も大変な時期を迎えると、大変

心配されております。

県は、物流改革や海上航路の維持拡大につい

て、先ほどの地方創生に向けた提言の中でも位

置づけておられます。県内唯一の長距離フェリ

ーの輸送力を強化するために、大型船の導入を

早急に図る必要があると思います。導入に当

たっての課題も多々あると思いますが、総合政

策部長の見解をお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 長距離フェ

リーの船舶を更新するに当たりましては、デー

リーということになると２隻体制になります

が、２隻で120億円以上という多額の費用が見込

まれるところでございます。このような中で、

船舶の更新を行うためには、運航会社の経営の

安定化がまずは重要ということになりますの

で、県といたしましては、長距離フェリー航路

活性化緊急対策支援事業や物流効率化支援事業

などによりまして、航路の利用促進を行ってい

るところでございます。今後、御指摘がありま

した、大型化も含めた長距離フェリーの輸送力

強化に向けましては、モーダルシフトの観点も

含め、航路を守る意義、またそのあり方につき

まして、関係団体の意見を幅広く伺いながら、

よりよい方法を探り、国などに積極的に働きか

けを行ってまいりたいと考えております。

○山下博三議員 新造船の導入については、設

計で１年、発注して２年かかるということであ

ります。宮崎カーフェリーとしては検討に入っ

たということでありますので、より積極的な取

り組みを早急にお願いしておきたいと思いま

す。

次に、米政策について６問、農政水産部長に

お伺いしてまいります。

まず、ことしの米価についてであります。こ

としの米の作況は、全国的には作況指数が101と

いうことで、言葉の上では平年並みでありま

す。しかしながら、農水省の発表した予想収穫

量では全国で788万トンということでありまし
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て、これは国民の米離れがとまらない中で、本

年産の米の生産目標を20万トン以上も上回って

おります。その結果、14年産米の９月の相対取

引価格は、06年産以降初めて60キロ当たり１

万3,000円を割り込む水準でスタートしておりま

す。前年同月比で60キロ当たり2,390円も安く、

前年同月に取引のあった66銘柄全てで前年を下

回り、20銘柄は20％以上、下回っているそうで

あります。

本県の作況はと申しますと、私の地元都城で

は、ＪＡの概算金額が60キロ当たり１万200円と

いうことで、昨年よりも3,000円の減額となって

おります。ことしは夏場、雨が多かったこと、

病気や害虫の発生が例年より多く、10アール当

たりの収穫量も450キロほどしかないそうであり

ます。30キロ当たり5,100円で計算すると、10ア

ール当たり収入７万6,500円にしかなりません。

全く赤字であると思われますが、米販売農家の

現状と所得がどの程度になっているのか、お伺

いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 2010年農林業

センサスによりますと、県内で水稲を販売目的

で作付する農家は約２万1,000戸で、作付面積の

平均は約66アールとなっております。所得の状

況につきましては、過去５カ年間の平均で見ま

すと、10アール当たりの粗収入が12万4,000円程

度、このうち家族労働費等を除く直接経費は10

万1 , 0 0 0円程度となっており、差し引き２

万3,000円程度が米に係る所得となっておりま

す。このような中、本年度につきましては、御

指摘のとおり、近年、米の需要が減少傾向にあ

る中で、過去最大と言われる在庫を産地や流通

段階に抱えているため、全国的に米の販売価格

が下落しており、これに加えまして、普通期水

稲地帯を中心に収量が減少していることから、

米販売農家の経営は大変厳しい状況にあると認

識いたしております。

○山下博三議員 県内の水田面積３万6,000ヘク

タールの利用状況についてお伺いいたします。

本県ではこれまで、主食用の米と稲発酵粗飼

料、いわゆるＷＣＳを水田で主につくってきま

したが、本年から焼酎用原料の加工用米と畜産

向け飼料用米が新たに加わりました。特に加工

用米については、本年２月に、全国トップの霧

島酒造と県、経済連と生産・利用に関する協定

を結ばれ、私も当時、環境農林水産常任委員長

として立ち会いをした経緯もあり、その後の取

り組みを常々注視しているところであります。

今年度新たに加工用米に取り組み始めたため、

農家への周知も十分でなかったかと思います

が、加工用米の今年度の生産目標と現段階の生

産見込みはどうなっているのか、また、今年度

の取り組みを進める上で課題はなかったか、お

伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 加工用米につ

きましては、取り組みの初年度である今年度、

「取組の目安」として、680ヘクタールで3,200

トンを各市町村に提示しまして、関係機関・団

体と一体となって農業者への周知徹底を図りな

がら推進してきたところであります。その結

果、現在のところ、作付面積1,144ヘクタールで

生産量5,600トン程度と、「取組の目安」を大き

く上回ることが見込まれております。このよう

な中で、加工用米の生育に合った用水の確保の

ほか、安定多収のための栽培技術や適切な乾燥

調製体制の確立、さらには酒造メーカーからの

要望が強い専用品種の導入や、県産加工用米を

利用するメーカーのさらなる開拓などの課題が

明らかになったところでございます。

○山下博三議員 新たな取り組みを進めるとい
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うことで、さまざまな課題があるとは思ってお

りましたが、将来的にこの取り組みを定着させ

ることは大変重要であると思っております。改

めて、加工用米の取り組みを定着させていくた

めには、県では今後どのような取り組みを進め

ていこうと考えておられるのか、お伺いいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 加工用米の取

り組みを定着させるためには、酒造メーカー等

の求める品質の米を安定的に供給するととも

に、生産コストの低減を図ることが重要である

と考えております。このため、県といたしまし

ては、水利用や栽培管理の効率化を図るため、

作付の団地化や担い手への作業の集約化を進め

ますとともに、需要に応じた専用品種の導入に

向け、有望品種の選定と栽培マニュアルの整

備、さらには県内酒造メーカー等との新たな協

定の締結など、定着に向けた取り組みを、関係

機関・団体と十分連携しながら進めてまいりた

いと考えております。

○山下博三議員 本県の焼酎の業界は、出荷額

で1,000億円、その80％以上を県外に出荷して外

貨を稼いでいただいております。まさにフード

ビジネスの象徴的な取り組みを進めている業界

であります。業界38社が会員となっておられる

県酒造組合からも、原料の安定供給が要望され

ております。加工用米については、今後、定着

に向けた取り組みが大いに期待されるところで

ありますが、地元の生産者の皆さんが気になっ

ているのは、飼料用米に取り組むかどうか悩ん

でいるということであります。国は昨年末に、

飼料用の利用可能量として全国で最大450万トン

が見込まれると公表し、生産調整の助成金を10

アール当たり最大10万5,000円も交付して、その

拡大を図ろうとしています。６月議会の質問で

も取り上げましたが、飼料用米の一番大きな課

題は、販売価格が極めて低いということであり

ます。本県では、飼料用米について現在どのよ

うな取り組みを進めておられるのか、また、今

後どのように進めていかれるのか、お伺いいた

します。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米につ

きましては、近年、県内で200ヘクタール程度栽

培され、800トン程度が生産されておりますが、

条件の悪い圃場への作付や必要な管理がなされ

ていないなどにより、収量が低い状況にござい

ます。しかしながら、今般の米政策の見直しに

よりまして、収量に応じて支援が充実される仕

組みとなったことから、制度を有効に活用し、

取り組み農家の所得を確保するため、県内８カ

所に実証展示圃を設置いたしまして、多収性品

種の選定を進めますとともに、その特性を最大

限に生かすための生産技術の確立に取り組んで

おります。また、飼料用米の利用につきまして

は、各畜種での給与実証試験や畜産農家への需

要量調査等を行っているところであります。県

といたしましては、飼料メーカーや畜産農家の

需要を踏まえながら、多収性品種の選定や安定

生産技術の確立に努めまして、飼料用米の生産

拡大の取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 過剰在庫や主食用米の消費減

退傾向から、11月末に決める15年度産米の生産

数量目標の大きな引き下げも避けられない状況

のようであります。供給改善のため、ＪＡ全農

は、15年度の飼料用米生産を14年度の約３倍に

当たる60万トンに引き上げる目標を掲げまし

た。生産者から直接買い取りを導入し、保管、

流通販売する全農スキームを創設される方針を

打ち出されております。鳥、豚、牛の畜種に給
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与可能と思いますが、県内でどれほどの飼料用

米の利用が可能なのか、お伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県は全国で

も有数の畜産県でありまして、肉用牛の飼養頭

数が約25万頭、豚が約84万頭、ブロイラーが

約2,800万羽となっており、年間約180万トンの

配合飼料が消費されております。このような

中、本県の飼料用米の利用可能量につきまして

は、農林水産省試算による配合飼料への飼料用

米の配合可能割合に基づき試算しますと、約49

万トンとなっております。なお、先月、県が実

施いたしました飼料用米の需要量調査によりま

すと、約２万トンの利用希望が上がってきたと

ころでございます。

○山下博三議員 最後の６番目になりますが、

畜種ごとの給与可能割合で一律に算定すると、

結構大量の飼料用米の確保が必要になるようで

あります。県内で生産した飼料用米を県内で活

用するということになりますと、収穫した米を

加工して、畜産飼料と混合して、各畜産農家へ

配送する仕組みが必要となってきますが、畜産

飼料として利用するための仕組みづくりについ

て、今後どのように進めていかれるのか、お伺

いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 飼料用米の利

用促進に当たりましては、運搬や保管等を誰が

担うのかなどの課題がありますことから、現

在、配合飼料会社の全国団体である飼料工業会

等と意見交換を行っておりまして、今後、これ

らの課題解決に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。また、飼料用米の収量向上や

給与技術の確立に努めますとともに、地域内で

の利用促進も図るため、稲作農家と畜産農家と

のマッチングを行いながら、農家が安心して生

産・利用できる体制づくりを進めてまいりたい

と考えております。

○山下博三議員 地域にある水田を有効に活用

して、確実に需要ある農産物を生産供給するこ

とは大変重要でありますし、ぜひとも飼料用に

ついても取り組みを進めていただきたいと思い

ます。農村集落の多くは稲作文化で成り立って

きました。今日、水田営農を基本に成り立って

おります。対応を誤れば、地域社会、経済のさ

らなる疲弊は避けられません。将来を展望でき

る水田農業政策を確立され、生産現場に示すこ

とが急務だと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

次に、人手不足と外国人労働者問題について

お伺いいたします。

政府は、2020年の東京オリンピック開催に伴

い、労働者の不足が懸念される建設業や福祉介

護分野など、外国人技能実習生の受け入れ拡大

について検討を開始されました。本年１月には

関係閣僚会議を開き、来年春をめどに時限的な

受け入れ拡大措置を実施することが確認された

ということであります。建設業に従事する労働

者の数は、現在約510万人となっており、ピーク

時の1997年と比較すると、約25％、数にして170

万人ほど減少していると言われておりまして、

震災復興特需や公共事業の積極的な実施によ

り、建設労働者の不足が深刻になっておりま

す。この状態でオリンピック特需が加わるわけ

ですから、人手不足はより深刻になっており、

政府は、技能労働者を中心に、外国人の受け入

れ拡大を進めようとしているところでありま

す。

一方、労働者が不足しているのは、建設業分

野だけの問題ではなく、例えば、福祉介護の分

野や農業分野、そして食品加工分野など多岐に

わたっております。このように、全国的に労働
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人口が不足している分野がふえている一方、技

能実習などを含め、いわゆる外国人労働者は多

くの分野で増加しているものと思われます。そ

こでお伺いいたします。外国人技能実習生は、

どこの国から、どれくらい居住しておられるの

か、全国と本県の状況について、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 外国人技

能実習制度につきましては、開発途上国の人づ

くりに協力するため、技能移転の仕組みとして

創設されたもので、最長で３年間日本に滞在

し、技能習得を行うものであります。法務省の

在留外国人統計によりますと、技能実習生全体

の数につきましては、平成26年６月末現在で、

全国で16万2,154人、本県で1,360人となってお

ります。技能実習生の国別の内訳は、この統計

では公表されておりませんので、技能実習生の

受け入れを支援している国際研修協力機構によ

りますと、平成25年度に新たに受け入れた実習

生は、全国では、中国が70.6％、ベトナム15.2

％、フィリピン4.3％となっており、本県では、

中国が74.2％、インドネシア17.6％、ベトナ

ム4.5％となっております。実習生全体の内訳に

つきましても、全国、本県ともに、中国からの

受け入れが最多となっております。

○山下博三議員 本県においても、結構な人数

が研修も含め従事しているということでありま

すが、農業分野においては、法人を中心に、

もっと外国人技能実習生を確保したいという声

を多く聞いております。現在、本県の企業が外

国人技能実習生を確保しようとしたときに、ど

こが窓口になっているのか、また、どのような

手続が必要なのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 外国人技

能実習生につきましては、日本の企業が窓口と

なり、海外の現地法人等の職員を受け入れる

「企業単独型」と、中小企業団体や農協、漁協

等の営利を目的としない団体が窓口となり、実

習生を受け入れる「団体監理型」の２つのタイ

プがあります。本県での実習生の受け入れは、

全て団体監理型で実施されているところであり

ます。受け入れを希望する企業や農家等の手続

といたしましては、まず、企業等が監理団体を

構成する会員となることが必要であります。そ

の後、監理団体に対して受け入れの希望を出

し、監理団体は、その希望をもとに相手国の実

習生送り出し機関との調整を行った上で、実習

生を受け入れることとなります。日本で受け入

れを行った後、監理団体で２カ月の日本語や労

働慣習の基礎等の座学を経て、受け入れ希望の

企業等で技能習得を行うこととされておりま

す。

○山下博三議員 11月10日の朝のＮＨＫニュー

スの中で、茨城県の事例が出ておりました。報

道によりますと、茨城県においても労働者の確

保が厳しい状況となっており、13年前から中国

人の技能実習生を受け入れていたレタス農家に

おいて、これまで技能実習とは言いつつも労働

力として見ていた側面もある中で、派遣元で賃

金が上がってきたことにより、派遣期間満了前

でも帰国する事例が多く出てきたとのことであ

りました。このような事態を踏まえ、茨城県中

央会においては、受け入れの窓口となり、まさ

に人材の争奪戦と化している実習生募集に乗り

出したということであります。

このようなＪＡ中央会の取り組みを受けて、

茨城県の橋本知事は、ベトナム国を訪問し、チ

ュオン・タン・サン国家主席と会談をし、研修

を終了しベトナムに帰国した後に農業発展に貢
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献できる農業研修プログラムの提供を約束し、

実習生派遣への協力を要請したということであ

ります。農業団体と県行政が、地域農業の最大

の課題である労働者不足の解決策として、外国

人技能実習生の確保に向けた取り組みの事例で

あります。本県での取り組みは考えられないの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 日本国内の現場で働き

ながら技術を習得する外国人技能実習生につき

ましては、農業法人やＪＡなど本県の農業現場

においても、年々増加の傾向にあるところであ

りまして、現在600人程度を受け入れているもの

と承知しておるところでございます。このよう

な中、今、茨城におけるベトナムとのという御

指摘がございましたが、本県におきましても、

７月にベトナム・ナムディン省の幹部が来県し

ております。これは南九州大学との交流の御縁

によるものでございますが、この幹部が本県農

業を視察するとともに、本県で習得した技術を

帰国後も生かすことのできる充実した研修カリ

キュラムの展開などの協力要請を受けたところ

でございます。

県としましては、今後、関係機関などととも

に、農業人材育成に係る協力や亜熱帯性作物の

共同研究などといった人的・経済的な交流の可

能性を検討することによりまして、単に労働力

として受け入れるということではなしに、しっ

かりとした技術研修等の機会を提供するという

ことで、技能実習生の安定した受け入れができ

る基盤を築いてまいりたい、そのように考えて

おります。

○山下博三議員 現在、交渉が進められており

ますＴＰＰ協定が、もし締結された場合、農産

物の輸入が自由化されるだけなく、製造業の分

野でも諸外国との競争がさらに激化すると考え

られております。そうなった場合、例えば、食

肉加工工場で伺った話でありますが、安い食肉

が国内に流通してきた場合、今までどおりでは

価格的に太刀打ちできないため、これまで年

間320日稼働だったところを、365日フル稼働に

しなければ採算がとれないということでありま

す。そこを補うためには、日本人労働者だけで

なく、外国人技能実習生で補うようにする必要

があると考えております。ＴＰＰ協定が締結さ

れた場合に備え、企業の競争力を維持するため

には、外国人技能実習制度の拡充を国に求めて

いくべきと考えますが、商工観光労働部長に見

解をお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 外国人技

能実習制度につきましては、先ほど申し上げま

したとおり、最長で３年間とされておりますけ

れども、本年６月に政府が改訂した「日本再興

戦略」において、技能実習制度の抜本的見直し

を行うこととされたところであります。具体的

には、対象職種の拡大や実習期間の３年から５

年への延長、実習生の受け入れ枠の拡大等の措

置が盛り込まれたところであります。県といた

しましても、少子高齢化の進展による生産年齢

人口が減少する中、労働力の確保は、産業振興

の上で大変重要な課題であると認識しておりま

すので、まずは今後の制度の具体的見直しの状

況を注視してまいりたいと考えております。

○山下博三議員 以上で今回の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。県民連合宮崎の田口雄二で

す。それでなくても慌ただしい年の瀬、自分自

身の統一地方選の後援会活動、知事選挙、そこ

に激震の解散総選挙の話が突然降って湧いてき
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ました。そんな中、今年度３回目、そして３回

連続の質問となります。知事を初め当局の皆

様、アベノミクスのような見せかけだけではな

い確実な答弁をよろしくお願いいたします。

さて、９月議会の代表質問の最後に、大相撲

の延岡市出身の琴恵光関のことを紹介させてい

ただきました。当時、幕下３枚目、「９月秋場

所で頑張れば、本県から本当に久しぶりに関取

が誕生するかもしれない。県民を挙げて応援を

しましょう」と、この議場で申し上げました。

小兵ながら抜群の勝負勘で見事勝ち越し、つい

に念願の関取の座を獲得しました。横綱でさえ

一番うれしかったときは十両になったときと言

うほど、完全なる格差社会の角界では、十両と

幕下の待遇は天と地ほど違います。つまり本当

のプロの力士になったということです。知事

は、琴恵光後援会の名誉顧問に御就任いただき

ました。本当にありがとうございます。

端正なイケメン力士としても話題となった琴

恵光関の十両昇進祝賀会が延岡市内のホテルで

開催され、会場に入り切れないほど訪れた市民

に盛大に祝福されました。余りに多い市民の激

励に若干の戸惑いがあったかもしれませんが、

喜びと希望にあふれたいい顔をしていました。

現在行われている九州場所は、初めての15日間

連続の戦いで苦戦していますが、残る５日間、

恵まれ過ぎた体格にもかかわらず、こそくな引

きわざばかりをしている逸ノ城のようではな

く、目先の勝敗にこだわらず、将来につながる

取組で戦ってほしいものです。引き続き、知事

を初め県民の皆様の応援をよろしくお願いいた

します。

それでは質問に入ります。まず、知事の政治

姿勢についてお伺いします。

安倍総理は、デフレを脱却し、日本の経済は

確実に前進していると国内外で大きく発信して

いました。しかし、２日前の17日に公表された

７月から９月期までの国内総生産（ＧＤＰ）の

結果が、年率マイナス1.6％、２四半期連続マイ

ナス成長となり、アベノミクスがまやかしで

あったことが証明されました。アベノミクスの

行き詰まりを国民の目からそらすため、また、

沖縄県知事選の敗北、相次ぐ閣僚等の政治資金

に関連するスキャンダル等々を国民の目から一

時的にそらすため、まさに党利党略の解散総選

挙、国民の声を無視して強行するにほかなりま

せん。

安倍総理は政権に復帰して２年、衆参のねじ

れもなくなり、圧倒的な数の力で国民への十分

な説明もなく、右寄り路線を一気に進めてまい

りました。衆議院、参議院の両選挙の公約にも

一切触れていなかった特定秘密保護法の強行採

決、自民党の歴代総理が、日本国憲法のもとで

は集団的自衛権の行使は認められないとの見解

を示してきたにもかかわらず、憲法を変えるこ

ともなく、解釈の変更のみで集団的自衛権の行

使を認める閣議決定を行っています。

また、野田前総理時代に、日米安保問題に次

ぐ長時間にわたる審議時間をとり、税と社会保

障の一体改革を、民主党、自民党、公明党の３

党合意で消費税を上げることにしました。高齢

化などで膨らみ続ける社会保障を安定させるた

め、その負担をみんなで分かち合い、消費税の

増税分を全て社会保障に充て、税率を上げてい

くことで合意しました。消費税アップによって

得た税収は、社会保障の維持のためだけに使う

ことを国民と約束したにもかかわらず、実態

は、アベノミクス実現のため巨額を投入し、ま

た国土強靭化と称して公共事業をばらまいただ

けでした。その結果、年金受給額は引き下げら
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れ、高齢者の医療費は本人負担割合が上げられ

ています。また、円安が急速に進み、輸入品が

大幅に値上がりし、中小企業の経営を大きく狂

わせ、食料品や日用雑貨も値上がりし、各家庭

の家計を苦しめています。

また、国民に負担増となる消費税を上げる前

に、身を削る努力、議員定数の削減と選挙制度

の改正を、野田前首相との党首討論で、国民が

見る前で約束して解散しました。散々野田前総

理をうそつき呼ばわりしていたにもかかわら

ず、次の通常国会で必ず定数削減を実現すると

の約束が完全にほごにされ、一向に取り組みは

進んでいません。身内の自民党岐阜県連は、衆

院解散・総選挙の年内実施に反対する決議を採

択しています。景気回復に向けて全てを傾注し

なければならないときで、政治的空白をつくる

べきではなく、解散する大義はないと指摘して

います。そこで、今回の解散総選挙について、

知事は率直にどのようにお考えになっているの

かお伺いいたします。

次に、今回の総選挙、知事の選挙期間と大き

く重なりますが、予定では、総選挙投票の１週

間後が知事選の投票日です。気の抜けたビール

のようなもので、選挙疲れとさらなる政治不信

で、投票率も低下するのではないかと心配で

す。県内各自治体の職員も、年の瀬に２週続け

ての投開票作業で大変です。しかし、今回の知

事選は、口蹄疫からの復興はもちろんのこと、

多くの課題が山積している中、東九州自動車道

が今年度中に大分、福岡までつながる予定で、

本県は大きな転換期を迎えております。この

チャンスをしっかりと物にしていかなければな

りません。しっかりと果実をつかまなければな

りません。今回は我が党も河野知事を推薦させ

ていただき、各党の推薦が出そろいました。大

きな台風の目と見られていた方は本当に出馬し

ないのか定かではありませんが、知事選を間近

に控えての意気込みを知事にお伺いします。

以上で壇上からの質問は終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、総選挙についてであります。衆議院の

解散は、内閣総理大臣の専権事項でありますの

で、安倍総理が熟慮の上、決断されたものと考

えておるところでございます。総選挙に当たり

ましては、今回、消費増税の先送り、その信を

問うということを申されておるところでござい

ますが、我が国は、外交、防衛、社会保障、さ

まざまな課題があるわけでございます。こうし

た課題というものを、各政党がどのような公約

を示されるのか、どのような論戦が展開される

のか、その中身をしっかりと有権者の皆様には

見きわめていただき、自分自身の問題として捉

え、そして大事なことは、それぞれの思いを国

政に届けるために、ぜひとも投票所に足を運ん

でいただきたい、そのように考えているところ

でございます。

次に、知事選挙についてであります。私は４

年前、県民の皆様に、口蹄疫からの再生・復興

に全力で当たること、そして、あすの宮崎の礎

を築くことを約束して、第53代宮崎県知事に就

任させていただきました。口蹄疫からの再生・

復興については、まだまだ課題はありますもの

の、本県畜産の新生に向けて一定の道筋をつけ

ることができますとともに、復興から新たな成

長へと、いわばギアを入れかえて、フードビジ

ネスなどの成長産業の育成など、あすの礎づく

りに全力を挙げて取り組んでまいったところで

あります。
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次期知事選挙は、これまでの私の取り組みに

対する県民の皆様からの審判をいただき、次の

県政への御負託をいただけるかどうかを問われ

る大変重要な機会であると認識しておるところ

でございます。気の抜けたビールどころか、宮

崎の将来を占う大変重要な選挙であろうと考え

ておるところでございます。次期選挙に向けま

しては、日数が限られている中ではございます

が、私の宮崎に対する熱い思いというものを皆

様になるべく御理解いただき、引き続き、御協

力、御支援をいただけるよう、そして多くの皆

様に投票所に足を向けていただけますよう、全

身全霊を傾けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。た

だ、今回の解散総選挙は全く腑に落ちません。

自民党岐阜県連の言うとおりです。野党の選挙

準備が整っていない今なら勝てるという思いで

しか見えません。その結果で国民の審判を得た

と、また失敗した政策を続けるつもりなのかと

思うと、ちょっとうんざりいたします。

一方、知事選は、沖縄の知事選同様、先ほど

気の抜けたビールと言いましたが、影が若干薄

くなったのは否めないと思います。しかし、111

万県民のリーダーを決める決戦です。政策を県

民に丁寧に訴えて選挙に臨まれますことを望み

ます。

知事にもう１点伺います。17日に内閣府の公

表したＧＤＰのマイナス成長の結果を受け、安

倍総理が自信満々に声高に咆哮していたアベノ

ミクスは一体何だったんだという思いでありま

すが、知事はアベノミクスをどう評価している

のか、答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） アベノミクスでありま

すが、大胆な金融政策、それから機動的な財政

政策、民間投資を喚起する成長戦略、この３本

の矢によりまして、デフレからの早期脱却と日

本経済の再生を目指すということで取り組まれ

ておるところであります。その結果、株価の上

昇、労働市場の活性化、円安による輸出産業の

収益増加など、我が国の経済の活性化に一定の

成果をもたらしたものと考えておりまして、本

県におきましても、有効求人倍率等の雇用情勢

に改善が見られたところであります。しかしな

がら、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の

反動減や、夏場の天候不順によります個人消費

の不振、企業在庫の調整などを要因としまし

て、７月から９月の四半期別ＧＤＰ速報値で

は、２期連続のマイナス成長との発表がされた

ところであります。

また、地方におきましては、景気回復の実感

が得られにくい状況にありまして、特に円安に

よる原料価格や燃油価格の上昇から、農林水産

業や中小企業での収益悪化が懸念されていると

ころでございます。私としましては、国が経済

の好循環を全国津々浦々にまで届けるとしてお

ります地方創生にしっかりと取り組むととも

に、地方の実情を踏まえた各種施策の展開によ

りまして、本県を含む地方の経済が浮揚するこ

とを求めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 いいところもあったかもしれ

ませんが、私は悪いところのほうが多かったん

じゃないかと。地方には全くアベノミクスの効

果は出ておりません。また、労働者に対して

も、非常に厳しい環境を押しつけようとしてお

りましたし、安倍さんの政策というか自民党の

政策は、強いもの、あるいは大きいものには非

常に手を差し伸べますが、逆に弱いものには、

それなりといいますか、放り出されているよう

な気がしてなりません。この政策がまだ続けら
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れると、私たちは非常に心配をしておるところ

であります。ただ、知事は、これ以上踏み込ん

だ話はなかなかできないと思いますので、これ

はここで終わらせていただきます。

次に、ふるさと納税についてお伺いいたしま

す。

ふるさと納税は、都道府県や市町村等に納税

することにより、国に納める所得税と住んでい

る地方自治体に支払う住民税が減額になる制度

です。構造改革により慢性的な財政赤字に悩む

地方は歓迎、多くの税収がある大都市部からは

反対や慎重な意見が出されましたが、2008年に

スタートしました。実際には、ふるさとに納税

するのではなく、自分の希望する自治体に納税

し、地方の活性化を進めることを目的としてい

ます。ちなみに、東日本大震災後、被災地を支

援するため一気に増大し、74万人が約650億円を

納税しています。

また、本県においても、口蹄疫発生後、多く

の皆さんより多額の納税をいただいておりま

す。納税を促すために地元の特産品をプレゼン

トするところもあり、その豪華な特産品がマス

コミで報道されることもよくあります。まるで

株主優待でいろいろなプレゼントをいただくの

と似ている状況もありますが、地元の特産品を

送るので、地域の活性化にもつながっていると

思います。そこで、本県のふるさと納税の現状

と、県と市町村のここ数年の実績を、総務部長

にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） ふるさと納税制度

は、議員の御質問にもありましたように、県や

市町村に対しまして寄附（ふるさと納税）をい

たしますと、寄附金のうち2,000円を超える部分

について、一定の上限額まで所得税と個人住民

税から全額が控除されるものであります。な

お、控除を受けるためには、寄附をした翌年に

確定申告を行う必要がございます。お尋ねの本

県の過去３カ年の受け入れ件数及び金額でござ

いますが、平成23年度62件の約999万円、24年

度35件の約1,127万円、25年度は46件の約343万

円となっております。また、県内の市町村分の

受け入れ件数及び金額でございますが、平成23

年度1,147件の約5,171万円、24年度2,044件の

約6,139万円、25年度は１万7,964件の約３

億2,293万円となっております。

○田口雄二議員 先ほど、もらったお返しに特

産品を上げるというふうな話をしましたが、何

か話を聞いていましたら、都城は還元率が80％

だそうでございまして、多分ことしは飛躍的に

伸びるのではないかと思っております。

政府は、このふるさと納税がさらなる地方の

活性化につながると、制度の拡充が国において

検討されているようです。納税者の利便性を上

げるなどが予定されるようですが、県としてこ

の制度について今後どのように取り組んでいく

のか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） ふるさと応援寄附

金は、本来、自分を育んだふるさとや応援した

い自治体に対する思いを寄附という形であらわ

すものでありまして、寄附される方の自発的な

意思に基づくものでございますが、一方では、

自治体の歳入確保や寄附文化の醸成の面からも

意義深い制度であると考えております。このた

め県では、ホームページや県人会等を通じまし

て寄附の呼びかけを行うとともに、クレジット

カード等の活用などによりまして、寄附しやす

い環境づくりに努めているところでございま

す。現在、国において、お話にありました地方

創生の一環といたしまして、制度の拡充につい

て検討がなされているようでございますので、
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今後はその状況を注視しながら、他の自治体の

取り組みも参考にして、積極的な制度の活用に

ついて検討してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、医療福祉行政について質問しますが、

質問の前に、念願のドクターヘリが就航して２

年半が経過いたしました。県北地区に多大な貢

献をいただいております。県北地区への緊急出

動が一番多いのではないかと思いますが、最近

は本当に身近な人がドクターヘリにお世話にな

り、一命を取りとめた事例が相次いでおりま

す。ドクターヘリ就航のおかげで、大切な方の

助かった命を大変実感いたしております。本当

に、就航に御尽力いただいた関係各位にお礼を

申し上げたいと思っております。

それでは、医療福祉行政の質問に入らせてい

ただきます。

平成16年度より新医師研修制度がスタートし

ました。先月、平成27年度から臨床研修を開始

する医学生が研修病院を選択する「医師臨床研

修マッチング」の結果が発表されております

が、その結果をどのように分析しているのか、

福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 10月23日に発

表された平成27年度の医師臨床研修マッチング

数は55人で、昨年の45人と比較すると10人増加

し、平成16年度に新臨床研修制度が創設されて

以降、２番目に多い数字となりました。この要

因としては、宮崎大学医学部の卒業見込み学生

が例年100人程度であるのに対し、今年度は

約120人となることも一因ですが、何よりも大き

な要因は、県医師会、大学病院を初めとする研

修病院及び県で構成する臨床研修運営協議会の

総意のもと、近年、合同で東京や福岡で開催さ

れる病院説明会に参加するなど、県内の医療関

係者が一体となって研修医確保の取り組みを強

化していることに加え、受け入れた研修医を各

研修病院が熱心に指導してきたこと、さらに

は、関心を持った学生に対し、先輩の研修医が

それぞれの研修環境についてＰＲするなど、プ

レゼンテーションの工夫を行ってきたことなど

の取り組みが成果につながったのではないかと

考えております。もとより、これで油断するこ

となく、今後とも、関係者一体となった創意工

夫により、取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 今回、県立日南病院が、定数

いっぱいの５名がマッチングし、３年連続の

マッチングが実現しています。この県立日南病

院の大きな実績について、どのように分析して

いるのか、同じく福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県立日南病院

のことしのマッチングは、募集定員５人に対し

５人がマッチングするという、これ以上ない結

果となりました。これは、初期研修を担う県立

日南病院と、平成25年４月に同病院に設置され

後期研修を担う宮崎大学医学部の地域総合医育

成サテライトセンターの十分な連携により、初

期と後期の研修医を一体的に育成する体制が整

備され、充実した卒後教育が受けられるとの期

待が高まったことなどが大きな要因と考えてお

ります。

○田口雄二議員 県立延岡病院同様に医学生た

ちの研修病院の対象とならなかった県立日南病

院が、平成25年度よりマッチングが継続してお

り、来年度の定員を満たしているのは、県内で

唯一、日南病院だけです。この要因は、地域総

合医育成サテライトセンターが開設され、研修

医への指導育成体制が充実したことにほかなり
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ません。臨床研修医は研修先病院等にそのまま

継続して残り、定着していく傾向があります。

県北は、医師不足の上、医師の高齢化が進んで

おり、休日や夜間救急医療など何とかやりくり

しながら体制を維持している状況です。県北で

唯一の臨床研修病院であり、中核病院である県

立延岡病院において、マッチングが平成16年度

以来たった１人というのは深刻な状況です。県

立延岡病院において地域総合医育成サテライト

センターの開設はできないか、再度、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） サテライトセ

ンターの運営には、何よりも指導医の確保がポ

イントと考えております。御質問の趣旨は十分

理解できますが、まずは、県立日南病院のサテ

ライトセンターにおいて、しっかりとした実績

を上げていくことが重要であると考えておりま

す。その上で、中長期的な観点から、宮崎大学

等と相談していくことになるのではないかと考

えております。

○田口雄二議員 日南ではしっかりと実績が出

ているかと思いますので、ぜひ御検討をよろし

くお願いいたします。

次の産科医に関しましては、割愛させていた

だきます。

次に、県消防長会の平成26年度救急実務研修

会が先日、延岡市で行われました。県内10消防

本部や消防局の隊員の意見交換が行われ、救急

現場での深刻な現状が報告されています。特に

宮崎市などの都市部では、患者や家族からのク

レームや暴言・暴力が増加傾向にある。また、

暴言や暴力を受けたことにより、モラルが低下

したり救急隊をやめたいと思った隊員も少なく

ないようです。暴言や暴力は全国的にも増加傾

向のようです。教育現場を初め、多くのモンス

ターの存在が社会問題になっていますが、救急

現場での暴言・暴力に関して、県としての見解

を危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 救急隊員に

対する暴力・暴言がある、そういう実態につき

まして、残念なことだと感じております。暴力

行為の内容を確認いたしましたところ、一つに

は、傷病者の父親が酩酊状態にありまして、そ

の人から暴行を受けたというもの、もう一つ

は、病気が原因で興奮状態となった傷病者から

暴行を受けた、そういった事案でございまし

た。このような事案の対策といたしまして、例

えば、救急隊員に対する暴力行為が予見された

場合に、警察などとの連携を図るといった取り

扱いも必要じゃないかと考えております。ま

た、救急隊員は、住民の生命を守るため、必死

の思いで救急・救命活動をしており、このこと

を多くの方々に正しく理解していただくこと

が、このような事案の防止にもつながると考え

られますので、県民への啓発につきまして、各

消防本部に助言してまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 人命救助に高い意識を持ち、

また専門的な教育を受けた救急隊員が24時間体

制で身を粉にして頑張っていただいているの

に、モラルが下がらないように対策をしっかり

よろしくお願いいたします。まず自分の身に危

険が及ぶようでは、人助けなどできません。県

としても、救急隊の現状をしっかりと把握し、

先ほど言われましたように、県民への啓発活動

をよろしくお願いいたします。また、このモン

スターたちは、救急隊員が病院に搬送しますの

で、今度は医療現場でのトラブルも十分考えら

れます。この研修会で延岡病院の医師も、クレ

ームや暴力的な言動が増加していると報告して
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います。県立病院での医療スタッフの安心・安

全対策もよろしくお願いいたします。

次に、県産材の活用についてお伺いします。

これまでに２度ほどこの件で質問させていた

だいております。本県の杉を活用した木造園芸

ハウスについて、その後の進捗状況について伺

います。ある建設業の方が、本県の林業の厳し

い状況を何とか打開できないものかと、全国有

数の園芸ハウスに県産材の活用を考えていただ

き、試行錯誤の上、建設されています。被覆材

であるビニールシート以外は木材で、１反当た

りの使用量が約36立米ほどの使用量になりま

す。県産業支援財団の農商工連携ファンド助成

金の交付を受け、清武町にモデルハウスが平

成23年につくられました。木造住宅建築の技術

を使っており、台風に対しても強い構造で耐用

年数もあり、被覆材の洗浄が行えるので、被覆

材の張りかえ頻度が減り、生産コストが下がる

などの利点もあります。反面、温室内は高温多

湿のため、腐食が早くなるのではないか、コン

クリートの基礎工事が必要で、撤去の際、コス

トがかかる、パイプハウスと比較して部材断面

が大きくなり、日射量に若干の影響がある等々

のマイナス面もあります。

まだまだ課題は残されていますが、本県の２

～３割のハウスに使われるだけでも、県産材の

大きな活用になります。この県産材活用の質問

に対し、当時の担当部長からは、「農業が盛ん

な本県において、園芸ハウスの木造化が実用化

すれば、県産材需要拡大にとって非常に魅力的

である。今後、関係部局や関係団体と協議しな

がら、木造園芸ハウスの活用を検討してまいり

たい」との答弁をいただいております。園芸ハ

ウスの県産材利用に向けた取り組みの現状とそ

の後の取り組みについて、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 木造園芸ハウ

スにつきましては、これまでの取り組みにより

まして、御指摘のとおり、木材の影による作物

への影響など、幾つかの課題が明らかになった

ところであります。このため県では、平成25年

度に、森林整備加速化基金を活用いたしまし

て、改良型のハウスを実証事業として支援して

おり、先月、宮崎市内において完成し、キュウ

リの苗の作付が終了したところでございます。

今後は、宮崎大学農学部と共同で、作物の生育

調査や、ハウス内の温度、湿度、照度等の環境

調査を実施することとしております。県といた

しましては、この結果を踏まえまして、木造園

芸ハウスの実用化について検討を進めてまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 ２度ほど質問したんですが、

御報告がなかったものですから、このような実

証事業をやっていただいていることは今回初め

て知りました。答弁にありましたように、課題

がまだまだあることは理解しています。しか

し、県産材の活用にいい結果が出ることを期待

しています。前向きな取り組みに感謝しなが

ら、次の質問に移らせていただきます。

次に、東九州メディカルバレー構想の質問に

移ります。

県が進める東九州メディカルバレー構想は既

に４年目、また同様に渦中の延岡市が進めるメ

ディカルタウン構想は３年目を迎えておりま

す。地域活性化総合特区の指定も受け、医療産

業の研究開発が順調に進んでおり、国の総合特

区の評価も「著しく優れている」との最高のＡ

ランクに評価されています。このように高い評

価を受け、一定の成果を上げていますが、まさ

にこれからが正念場です。知事の政策提案「み
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やざき新時代！」にも、産業・雇用づくりのテ

ーマの中で力強く推進しますとうたっています

が、まずは、これまでの東九州メディカルバレ

ー構想の知事の評価についてお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 東九州メディカルバレ

ー構想でございますが、これまで順調に推進で

きているものと考えているところでございま

す。まず、具体的には、構想の策定後、医療機

器産業研究会の会員企業が、設立当初の32社か

ら65社に大幅に増加しております。そして、新

たに医療機器製造業許可を取得した企業も５社

に達するなど、医療機器産業への新規参入も進

んでいるところであります。また、特区調整費

を活用しました大型の研究開発資金が獲得でき

たことによりまして、現在、世界初となる自動

痰除去システムといった画期的な医療機器の開

発が進行中であります。また、宮崎大学に設置

した寄附講座を中心に、産学官での医療機器の

研究開発が活発化する中で、医療機器関連企業

の４社が新規立地するなど、産業集積も着実に

進みつつあるところであります。

さらに、ＪＩＣＡやＣＬＡＩＲなど国の関係

機関の支援を受けまして、海外からの医療技術

者研修を実施するなど、日本のすぐれた医療技

術を東九州からアジアに向けて展開させていく

という取り組みも具体的に進行中であります。

このようなもろもろ狙ったところにつきまし

て、動きが出ておるところでありまして、順調

に推進しているものと考えております。

○田口雄二議員 ありがとうございます。高い

評価を確認することができました。しかし、先

ほども申し上げましたが、これまでは種まきで

すね。これに水や肥料を提供し、いかに果実を

とっていくかが大事でありまして、まさにこれ

からが勝負だと思っております。県北の浮揚に

大きく寄与できる政策です。引き続き力強い御

支援をよろしくお願いいたします。

次に、東九州メディカルバレー構想の中で、

県と延岡市の共同寄附で実現した宮崎大学医学

部寄附講座について質問します。平成23年に開

設され、教授、助教授、事務補助の３名体制

で、助教授は県立延岡病院に常駐し、診療にも

当たっています。本講座は、東九州メディカル

バレー構想における医療機器の研究開発の拠点

として大きく位置づけられており、同構想を推

進する上で、産学官の連携によって、さらなる

充実を図っていく必要があると考えます。現

在、宮崎大学の動物実験施設を活用した産学連

携の取り組みも検討しているとお聞きしていま

す。そこで、これまでの宮崎大学寄附講座に対

する評価と今後の取り組みについて、商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 寄附講座

につきましては、これまで、企業との共同によ

る医療機器の研究開発や、アジアからの医療関

係者を対象とした研修事業などに取り組みます

とともに、県立延岡病院内に開設した県北拠点

におきましては、企業が気軽に相談できる談話

サロンの設置や痛みを軽減する注射針の開発へ

の協力など、活発に取り組まれております。さ

らに、医療機器開発において、今年度宮崎大学

に設置された産業動物教育センターの活用と

いった新たな動きも出てきておりまして、本寄

附講座は、構想推進の中核的存在として大きく

貢献していると認識いたしております。今後と

も、これらの取り組みをより加速させることに

よって、医療機器の研究開発、地場企業の医療

機器産業への参入支援、さらには、県民の健康

・福祉の向上などに寄与してまいりたいと考え
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ております。

○田口雄二議員 本講座は、医療機器の研究開

発の拠点です。九州保健福祉大学とともに、こ

の構想推進にはなくてはならないものです。寄

附講座の継続を含め、支援をよろしくお願いい

たします。

延岡市は、東九州メディカルバレー構想のメ

ーンステージとなることを目指して、延岡市メ

ディカルタウン構想を策定しています。また、

アジアの医療従事者を九州保健福祉大学が中心

となって受け入れるなど、同構想を延岡市は強

力に推進してきました。構想推進の主要なメン

バーである企業の集積もあり、高いポテンシャ

ルを有しています。構想の着実な推進を図るた

めに、県と延岡市のさらなる連携強化が必要と

思いますが、商工観光労働部長の見解をお伺い

いたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 延岡市に

おかれましては、県との共同による宮崎大学寄

附講座の設置を初め、日向市、門川町とともに

「宮崎県北部医療関連産業振興等協議会」を組

織され、その中心的な役割を果たしていただい

ているところであります。これまでに、関東圏

の医療関連機器展示会への出展を初め、病院見

学会、ものづくりセミナー等を共同で実施した

ほか、今月26日には、国、県、延岡市の共催に

よりまして、新規参入の機運を醸成するための

「医療機器・ヘルスケアサービス産業創出セミ

ナー」を開催することとしているなど、延岡市

との連携は年々強化され、効果を上げていると

ころであります。今後とも、延岡市との連携を

より一層強化し、ともに医療関連産業の集積な

ど、東九州メディカルバレー構想の取り組みを

加速させてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 「より」という言葉も追加さ

れたようでございまして、ありがとうございま

した。同構想に関しましては、知事、部長、と

もに非常に高い評価と力強い取り組みをお聞き

いたしました。医療産業は、国も成長産業とし

て大きな期待を寄せており、総合特区の指定も

受けています。大切に成長に結びつけたいもの

です。今後とも、よろしくお願いいたします。

次に、東九州自動車道の活用について質問し

ます。

３月16日、東九州道の宮崎―延岡間が開通

し、時間的に本県の南北間の距離が大きく短縮

されました。また、今年度中に大分―宮崎間の

未開通部分も開通予定で、大分県、そして福岡

県まで高速道路でつながります。アクセスの格

段の向上により、これまでスポーツキャンプ地

として対象外であったところも、候補地として

十分考えられるようになってきました。他チー

ムとの練習試合もやりやすい環境となり、2020

年の東京オリンピックのことも頭に入れなが

ら、キャンプ誘致を考えていかなければなりま

せん。そこで、東九州自動車道の開通により、

アクセスの向上で本県のスポーツキャンプの魅

力は一層高まってきましたが、県として誘致に

どのように取り組んでいるのか、商工観光労働

部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 東九州自

動車道の開通は、特に、県北地域においてスポ

ーツキャンプを実施するチーム等のアクセス環

境が向上するものであり、スポーツキャンプの

全県化、多種目化、通年化を目指しております

スポーツランドみやざきの推進に弾みがつくも

のと期待しております。このため、本年度初め

て、四国地方において、フェリー会社、旅行会

社、大学等に誘致活動を行ったところであり、

また、高速道路やフェリーの活用がより期待さ
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れる福岡や大阪地区で、大学生を対象にしたス

ポーツキャンプの誘致セミナーも開催いたしま

した。今後とも、東九州自動車道の開通を契機

とした本県へのアクセス向上はもとより、これ

までの合宿実績やスポーツ環境の充実ぶりを、

市町村や関係団体と連携してＰＲし、さらなる

誘致促進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 本県はもともとスポーツキャ

ンプの多い県ですので、練習相手には困らない

と思います。しっかりとＰＲをお願いいたしま

す。

次に、川南パーキングエリアについて質問し

ます。東九州道の開通は本当にありがたく、私

の自宅から県議会まで101キロありますが、所要

時間がいつも大きく狂うことはありません。こ

れまでの大きな時間の余裕を持っての出発時間

がうそのようです。そんな中、開通したら開通

したで御不満も届いています。これは６月議会

でも質問しましたが、私自身もここに立ち寄る

たびになぜと思いますので、再度質問します。

宮崎―延岡間に１カ所しかないのに、しかも上

下線併用であるにもかかわらず、川南パーキン

グエリアはどうしてあんなにトイレが少ないの

か、女子トイレどころか、男子トイレまで並ん

でしまいます。

先日の地元紙に、カーフェリーでの来県者の

高千穂観光の記事が掲載されていました。高速

道路の開通で行動半径が大きく広がりました

が、川南パーキングエリアは混雑するので立ち

寄らず、延岡市北方町の道の駅「よっちみろ

屋」まで行き、トイレ休憩をするというもので

した。この間は恐らく30分以上かかるのではな

いでしょうか。延岡市民としては、延岡の道の

駅を御利用いただくのはありがたいのですが、

観光客や団体客、また一般の方々にしても、少

しでも快適なドライブをしていただきたいもの

です。来春の大分、福岡までの開通後は、今ま

で以上に利用客がふえるのは明白です。東九州

自動車道の川南パーキングエリアにあるトイレ

の増設について、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 川南パーキ

ングエリアのトイレにつきましては、男性用６

基、女性用６基、多目的２基の計14基で、特に

男性用小便器は３基しかなく、私も少ないので

はないかと思っているところです。こうした

中、これまでにも県では、トイレの増設を含

め、川南パーキングエリアの施設充実について

お願いしてまいりました。今回改めて、現在の

状況を西日本高速道路株式会社に問い合わせま

したところ、トイレ増設については、「ゴール

デンウイーク、お盆、年末年始などに設置して

いる臨時トイレの利用状況などを踏まえ、今後

検討していきたい」との回答をいただいており

ます。県としましては、早期のトイレ増設を引

き続き要望してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 川南パーキングエリアは、宮

崎杉を使い、オストメイト対応の広々とした個

室のようなトイレもあり、小さいながらも結構

ぜいたくなつくりなのですが、なぜ設置トイレ

がこんなに少ないのか、理解に苦しみます。部

長は「少ないのではないかと思う」とお答えに

なりましたが、宮崎西インターチェンジと清武

インターチェンジ間の宮崎パーキングエリア

は、トイレと自販機だけがある、駐車台数も川

南よりもはるかに小さなパーキングエリアです

が、上下線それぞれにパーキングエリアがあ

り、ともに11基ずつ、合計22基もあります。ち

なみに川南は合計14基です。ＮＥＸＣＯの設置
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基準がよくわかりませんが、トイレを我慢しな

がら安全運転はできません。観光客の皆さんに

快適に宮崎の旅を楽しんでいただくためにも、

トイレの増設を強く要望します。引き続き、よ

ろしくお願いいたします。

これまで大分県と宮崎県は、隣同士でありな

がら、道路事情やＪＲともに非常に利便性が低

く、行き来に難儀していました。それでも、東

九州メディカルバレー構想や伊勢えび海道な

ど、両県をまたいでの交流が増大しています。

来年３月までに高速道路でつながります上に、

延岡市と佐伯間は無料の高速道路です。大分―

宮崎間の人や物の流れが一気に増大するものと

思われます。そこで、東九州自動車道の大分、

福岡までの全線開通を見据えて、新たな観光開

発や既存の観光地の磨き上げ等が大変重要に

なってきますが、県北地区の取り組みと県の支

援について、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県にお

きましても、特に県北地区は、スピリチュアル

ひむか観光協議会や日向・東臼杵広域観光推進

協議会など、市町村が広域に連携し、地域資源

を生かした観光への取り組みが活発に行われて

おります。その中でも、高速道路の北の入り口

となる延岡市では、大分県佐伯市と連携した

「東九州伊勢えび海道」の県境を越えた取り組

みに加えまして、さまざまなメニューを用意し

た「えんぱく」やマリンスポーツ等の体験型観

光の推進、また、花をテーマにした新たな周遊

イベントであります「延岡花物語」を展開され

ております。さらに、北浦・南浦・島野浦エリ

アを「ひむか遊パークうみウララ」と称し、食

や自然体験、民泊等を生かした滞在型の観光地

づくりにも新たに取り組まれていると伺ってお

ります。県といたしましても、高速道開通を絶

好の機会と考えておりまして、これを契機に、

県内外からの誘客に向けた魅力ある観光地づく

りに取り組む市町村を積極的に支援してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 無料の高速道路を活用して、

どんどん観光客が本県に流れてくれればありが

たいんですが、本県から大分方面に向けても無

料ですので、行きやすくなります。延岡を初め

県北一丸となって誘客に努めてまいりますの

で、県の後押し、支援をよろしくお願いいたし

ます。

次に、道路行政の質問を用意しております

が、ちょっと時間が足りないので、これは割愛

させていただきます。

次に、教育行政について伺います。

島原教育委員長、このたびの教育委員長への

御就任、まことにおめでとうございます。初め

ての議会ですが、質問初日は誰からも質問がな

されませんでした。少し拍子抜けされたのでは

ないでしょうか。経営者でありながら、さまざ

まな要職についており、お忙しいかとは存じま

すが、この宮崎県や日本を背負って立つ子供た

ちの教育・育成は大きなテーマです。しっかり

と取り組みをよろしくお願いいたします。そこ

で、次世代を担う子供たちの教育について、教

育委員長はどのようにお考えか、教育に対する

思いについてお伺いいたします。

○教育委員長（島原俊英君） 発言の機会を与

えていただきまして、ありがとうございます。

私はこれまで、ものづくり人材育成塾や企業説

明会、出前授業など、企業の立場から産業教育

にかかわってまいりました。２年間、教育委員

を務める中で、次代を担う子供たちには、夢や

志を持って、いかなる環境下にあってもそれを
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乗り切る力を身につけて、自己肯定感や誇りと

自信を持たせる教育が必要であるというふうに

感じています。そのためには、人づくりや教育

を学校の中だけで考えるのではなく、地域の大

人、全ての人々が、人材育成を担う学校の役割

を考えて、社会全体で教育にかかわるべきだと

いうふうに思っています。本県には、豊かな自

然や風土など、いい子が育つすばらしい誇れる

環境があります。教育は、社会の根幹をなすも

のであり、地方創生のための優先すべき最重要

課題だというふうに思っています。県民総ぐる

みの教育を推進して、宮崎の教育的風土のよさ

の磨き上げに力を尽くしていきたいというふう

に考えております。

○田口雄二議員 教育への熱い思いの一端を御

披露いただきまして、ありがとうございまし

た。前任の齊藤教育委員長にも私が最初の質問

をさせていただき、同様の教育に対する思いを

聞かせていただいております。子供たちは国や

地域の宝です。子供たちへ少しでもいい教育環

境を提供できるように、御尽力をよろしくお願

いいたします。

次に、国際的な調査で、日本の教育に関して

余りよろしくない報告がなされています。ＧＤ

Ｐに占める教育機関への公的支出の割合を調べ

たＯＥＣＤのことしの調査で、2010年より高校

授業料の無償化が進められたにもかかわらず、

加盟国の中で日本が５年連続で最下位であるこ

とが報告されました。全教育機関に対する公的

支出の割合は、日本が3.6％、加盟国31カ国の平

均は5.3％です。最も高いのはデンマークの7.5

％、次いでノルウェーの5.3％で、国が責任を

持って子供を育てるというあらわれでもありま

す。日本は、親の大きな負担で教育レベルの高

さが保たれているのが実態です。

また、６月に公表された国際教員指標環境調

査で、日本の中学校の教員の多忙ぶりが突出し

ており、「世界一忙しい日本の教員」の実態が

浮き彫りになりました。日本の教員の勤務時間

が最長の週53.9時間で、ＯＥＣＤ平均の1.4倍、

事務作業が平均の２倍の5.5時間、課外活動指導

は３倍の7.7時間でした。「生徒に勉強ができる

と自信を持たせることができるか」の問いに、

「非常に」と「かなり」を合わせて「できてい

る」としたのはわずか18％で、ＯＥＣＤ平均80

％の４分の１以下となり、日本の教員の自信の

なさが際立っていました。国や県からのいじめ

等の実態調査への回答等の事務作業も以前に比

べると多くなり、子供たちと接する時間やスキ

ルアップの時間等がなくなっていることが自信

喪失につながっているのかもしれません。

しかし、根本的な問題は、学校の先生が少な

過ぎることが一番の要因と言っても過言ではあ

りません。先ほどの教育機関への公的支出の比

率がＯＥＣＤ内で最下位という調査にもあらわ

れています。国の教育への予算増というのは、

安倍総理の頭には全くないでしょうから、すぐ

にはかないませんが、「日本の教員は世界一忙

しい」との報告がなされている中で、本県の現

状をどのように考えているのか、教員でもあり

ました教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県においても、教

職員は時間的に非常に厳しい状況にあると考え

ております。保護者や地域からの多様なニー

ズ、それから現場でのいじめとか不登校への対

応、いろんな課題がありますが、教育の情報

化、特別支援教育の充実等、複雑で多様な教育

課題への対応が求められておりまして、そうい

うことに真面目な先生は、真摯に対応すれば対

応するほど、時間的には非常に忙しい状況にあ
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ると認識いたしております。そういう認識のも

とに、やれることはやりたいというような気持

ちから、平成24年７月に「教職員の働きやすい

環境づくりプログラム」を策定し、多忙感を軽

減し、やりがいや充実感を実感できる職場環境

とするために、無駄を省き、仕事に打ち込める

ように、調査・照会などの文書や会議の縮減な

どに取り組んでおります。私も校長会等で、機

会あるごとに、働きやすい職場づくり、そして

文書・会議はできるだけ縮小しようということ

を指導し続けております。今後も、県教委と市

町村教育委員会が連携を深めながら、働きやす

い環境づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 つい先日、財務省が35人学級

から40人学級に戻そうとしており、文科大臣が

反発しているとの報道がありました。財政が厳

しいから教育費を削るというのは愚の骨頂で、

国を滅ぼします。本県の教員の破廉恥な不祥事

が一向に減らないのは、忙し過ぎるのが原因で

はないとは思いますが、心の病に陥る教員が多

いのは、忙し過ぎることも要因の一つだと思い

ます。少しでも教育現場での教育以外の先生方

の負担を軽減していただき、本来の子供と先生

の向き合う時間を少しでも多くとれるよう、環

境改善をよろしくお願いいたします。

次に、警察行政についてお伺いいたします。

犯罪等の被害者支援の現状について質問しま

す。昨年度、私は、文教警察企業常任委員会の

委員長として、さまざまな警察関連の行事に参

加させていただきました。警察学校の卒業式や

警察署対抗の柔道大会、県警視閲式、防災訓練

等にも参加させていただきました。その中でも

印象的であったのが、岩手県で40年前に何の罪

もない両親を殺害された佐藤咲子さんの犯罪被

害者孤児として暮らした半生を語った講演をお

聞きしたことです。高校１年生のときに見舞わ

れた事件で、２歳上の兄とともに孤児となって

しまいました。精神的なショックは大き過ぎ、

成人後も事件の影響ですぐに涙を流すことか

ら、周りから奇異な目で見られ、自分自身を責

めたそうです。しかし、被害者遺族のフォーラ

ムで、遺族の一人として初めてマイクを持ち、

講演することが唯一の親孝行と考えるように

なったようです。

しかし、事件発生から40年以上経過していな

がら、今でも完全には癒えておりません。今で

も兄とは事件のことは話すことができない等

々、心の傷の大きさを改めて思い知らされまし

た。講演の途中からは、佐藤さん本人は涙声

で、聴講していた参加者の皆さんももらい泣き

をしていました。改めて、犯罪被害者の支援が

必要と考えさせられる講演でした。そこで、警

察における被害者支援の現状について、警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 警察では、殺人

や性犯罪、交通事故などの被害に遭われた方や

その御家族、御遺族に対し、精神的負担や経済

的負担の軽減を図るための支援を行っておりま

す。主な支援としましては、まず、指定被害者

支援要員制度として、支援を担当する警察職員

が被害者等に対し、捜査の状況や裁判に関する

情報の提供、病院への付き添いや心配事への相

談対応等を行っております。この制度は、本年

は10月末現在で193事件に対応しております。ま

た、病院の初診料や診断書料などの医療費や、

緊急に避難する必要がある場合の宿泊先の宿泊

費を公費で負担する等の支援を行っておりま

す。さらに、被害者支援団体であります「公益

社団法人 みやざき被害者支援センター」に、
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臨床心理士等によるカウンセリング事業を委託

し、心のケアを必要とする被害者等に対する支

援を行うなど、関係機関・団体との緊密な連携

のもと、被害者等のニーズに応じた支援を推進

しているところであります。

○田口雄二議員 ありがとうございます。40年

以上も前の事件の被害者であるにもかかわら

ず、いつまでも心の傷を引きずるのは本当に気

の毒です。完全に癒えることは難しいでしょう

が、新たなスタートができるよう手厚い被害者

の支援をよろしくお願いいたします。

以上で用意した質問は終了いたします。どう

もありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時50分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、丸山裕次郎議員。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問を行います。

まず初めに、ブラジルとの交流についてお伺

いいたします。

昨年夏、谷ブラジル宮崎県人会前会長が来県

した際、ことし行われるブラジル県人会創立65

周年・移住100周年の記念式典を行うので、ぜひ

ブラジルに来てほしいという招待状をいただき

ました。招待状をいただいたとき、「来年は移

住が始まり100周年の大きな節目ですので、先人

の労をねぎらい、今後の宮崎とブラジルのきず

なを深めるためにも、宮崎の伝統芸能である神

楽を持ってきてほしい」という強い思いを聞く

ことができました。残念ながら、谷前会長はブ

ラジルに帰ってから不幸にも交通事故に遭い、

亡くなってしまいました。その知らせを受けた

ときは大変大きなショックを受けましたが、谷

前会長の思いを実現するために、宮崎・ブラジ

ル文化交流実行委員会を立ち上げることができ

ました。多くの方々に御協力いただき、高千穂

の夜神楽をブラジルに派遣することができまし

た。神楽が中南米で公演されるのは初めてとい

うことで、どのような反応があるのか心配でし

たが、大変好評で公演を終えることができ、ま

た、谷前会長の思いを実現したことは感慨深い

ものがあります。そこで、今回、ブラジル宮崎

県人会創立65周年・移住100周年の式典等に参加

された稲用副知事に、ブラジルを訪問された感

想をお伺いいたします。

また、同じくブラジルを訪問された総合政策

部長には、県人会からも継続要望のありました

県費留学生のことについて、これまでの成果と

今後の展開についてお伺いいたします。

また、同じくブラジルを訪問されました農政

水産部長には、農業青年ブラジル国派遣研修事

業の成果と今後の展開についてお伺いいたしま

す。

地方創生についてお伺いいたします。

人口減少が深刻になるのは10年以上前からわ

かっていたのに、日本創成会議・人口減少問題

検討分科会が発表した、全国約1,800市町村のう

ち523の自治体が消滅するおそれがあるという増

田レポートが、最近大きく取り上げられており

ます。また、第２次安倍内閣の目玉としても、

地方創生として人口減少・地域活性化策が大き

く取り上げられております。しかし、国のこれ

までの政策を見てみますと、地方拠点都市とか

中心市街地活性化などを推し進めると言ってお
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きながら、４～５年後にはいつの間にか薄ら

ぎ、最近は言葉すら聞かなくなっております。

安倍総理、石破地方創生担当大臣を信頼してお

りましたが、今週末の21日には衆議院が解散・

総選挙になるということで、地方創生は大丈夫

なのかと思ってしまいます。「地方創生」とい

う言葉のように、４～５年後に名実ともに地方

が創生できるためには、国が何をやってくれる

のかではなく、地方がしっかりと考え、政策を

とることが重要だと考えております。地方創生

に取り組む宮崎の本気度と明確なビジョンが重

要だと考えておりますけれども、知事の地方創

生に取り組む姿勢についてお伺いいたします。

また、先ほど質問しました地方創生に財源的

に大きな影響を与える社会保障制度について、

お伺いいたします。

国においては、「持続可能な社会保障制度の

確立を図るための改革の推進に関する法律」に

基づき、少子化対策、医療制度、介護保険制

度、公的年金制度の社会保障制度に関する改革

法律が続々成立しております。しかし、政令、

財政措置などの具体的な中身が示されておら

ず、来年度から新たな子育て支援制度に移る現

場などから心配する声を聞いております。社会

保障・税一体改革による社会保障の充実を目指

しているということですけれども、国の動きは

遅く感じております。そこで知事に、どのよう

な要望を行い、どのような議論を行ってきたの

かお伺いいたします。

また、福祉保健部長には、ことし６月18日に

成立した「地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律」に基づき、今議会に提案されている

地域医療介護総合確保基金について、目的と実

施する事業についてお伺いいたします。

次に、火山噴火対応についてお伺いいたしま

す。

火山噴火ですぐ頭に浮かぶのが、戦後最悪の

惨事となった御嶽山、次に、私の地元に大きな

影響を与えた新燃岳でした。10月24日に、えび

の高原の硫黄山で小規模な噴火が発生する可能

性があるということで、気象庁が硫黄山周辺お

おむね１キロの範囲で噴火に警戒してください

という火口周辺警報を出したことで、急に注目

されるようになりました。県とえびの市は、気

象庁などの関係機関と協議の結果、硫黄山周辺

おおむね１キロを入山規制することとし、登山

客、観光客の安全性を考慮し、県道１号や登山

道の一部を通行どめにしました。危険性を考え

ればある程度は理解できますけれども、地元か

らは、「紅葉シーズンに入り絶好の観光シーズ

ンを迎えたのに、観光産業に大きな影響が出る

のではないか」といった声を聞きます。また、

「約20年前までは県道沿いまでがんがん蒸気が

噴き出していたので、昔のえびの高原に戻るだ

けではないか」といった意見も聞きます。そこ

で、気象庁は噴火の可能性があると言っており

ますけれども、約20年前に水蒸気が出ていたと

きと比べ、どの程度危険度が高いと言っている

のか、危機管理統括監にお伺いいたします。

また、えびの高原を含め、霧島全体の観光に

大きな影響が出るのではないかと心配しており

ますけれども、現状と今後の対応について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

次に、土地行政についてお伺いいたします。

私の地元の国道221号並びに県道霧島公園小林

線沿いに、これまで通学路等の整備を行ってき

ましたけれども、共同墓地や不在地主所有の土

地ということで登記ができないため、数十メー

ターどうしても歩道が設置できない区間があり
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ました。「地元では誰も反対する人はいないの

に、なぜ県はつくってくれないのか」「死亡事

故が起きないとだめなのか」といった悲鳴のよ

うな声があり、地元は土木事務所に10年近く早

期整備を要望しておりました。その要望に応え

るため、産業開発青年隊のＯＢである青友会小

林支部の皆様と地域の皆様が協力し合い、仮歩

道を設置することができました。小学生、高齢

者等が安心して通行できるようになり、地域か

ら大変喜んでいただいております。そこで、道

路工事を行う際、用地買収で、相続登記がされ

ておらず、行政手続が難航している事例はどの

ようなものがあるのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

壇上からの最後の質問として、包括外部監査

についてお伺いいたします。

包括外部監査制度は、外部の専門的な知識を

有する者との契約に基づき監査を導入すること

により、地方公共団体の監査機能の専門性・独

立性を強化し、地方公共団体の監査機能に対す

る住民の信頼を高める趣旨として、平成９年の

地方自治法改正により制定された制度でありま

す。外部監査の導入の目的は、「住民福祉の増

進に努め、最小の経費で最大の効果を上げる」

ことであり、また、「組織及び運営の合理化に

努めるとともに、規模の適正化を図る」ものと

地方自治法に規定されております。本県でも平

成11年度から導入されており、毎年、公認会計

士と契約し実施されております。そこで、どの

ような監査が行われ、どのような効果が出たの

か、具体的にお伺いいたします。答弁者は本

来、契約している知事が適切だと思いますけれ

ども、事務等に携わっています監査事務局の代

表である代表監査委員にお伺いし、壇上からの

質問を終わります。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、地方創生に取り組む姿勢についてであ

ります。地方創生につきましては、長年続きま

す東京一極集中の流れを大きく転換し、地方が

自律的に成長する活力を取り戻すことにより、

日本全体の人口減少を克服していこうとするも

のと認識をしております。既に本県では、４年

前に策定した県の総合計画におきまして、いち

早く人口減少を県政の最重要課題と捉え、これ

までも子育てなどの自然増対策、また雇用対策

などの社会増対策、そうした取り組みを進めて

きたところであります。これらの知見を生かし

て、先月、私を本部長とする宮崎県地方創生本

部を発足させまして、広く民間の意見等も取り

入れながら、「真の地方創生を実現するみやざ

きモデルの提言」を取りまとめまして、国の総

合戦略に反映してもらうべく、早速、国へ要望

を行ってきたところでございます。議員御指摘

のとおり、国が何をしてくれるかということで

はなく、地方が自主的に提言・提案をし、また

実践をしていく、そのような姿勢というものが

大変重要であろうかと考えておるところでござ

います。私としましては、今回の地方創生実現

への流れをまたとない好機、チャンスであると

捉え、本県の優位性と実情を国にしっかりアピ

ールするとともに、市町村とも一体となって地

方創生に取り組むことで、県勢の発展につなげ

てまいりたいと考えております。

次に、社会保障制度改革についてでありま

す。今回の社会保障制度改革は、急速に少子高

齢化が進む中、確かな社会保障制度を将来の世

代にしっかりと伝えていくため、取り組むべき
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喫緊の課題であると認識をしております。県の

財政におきましても、年々、社会保障関係費と

いうものが財政状況を圧迫している厳しい状況

にございまして、医療・介護・少子化対策など

について、必要な財源の確保や施策の充実等を

図るよう、これまでも、国に提案や要望を行う

とともに、全国知事会や九州地方知事会を通じ

まして、社会保障制度改革の具体化に当たって

は、地方との協議と、その意見の反映及び財源

の確保を図るよう、国との議論を進めてきたと

ころであります。今後とも、市町村等と連携を

図りながら、国に対し、地方の実情をしんしゃ

くした社会保障制度改革が進むよう、強く求め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○副知事（稲用博美君）〔登壇〕 お答えいた

します。

ブラジル訪問についてであります。今回のブ

ラジル訪問が、福田議長を初め、市町村長、関

係者の皆様の多数の御参加をいただき、成功裏

に終了したことにつきまして、厚くお礼を申し

上げます。

私自身、初めてブラジルを訪問させていただ

きましたが、ふるさと宮崎を遠く離れた移住者

の皆様の、これまでの大変な御苦労やブラジル

社会への大きな貢献に思いをはせる機会となり

ました。そして、今回の記念式典を通して、県

人会の皆様の結束力の強さと、ふるさと宮崎へ

の熱い思いを改めて実感したところでありま

す。また、谷前県人会会長の強い希望がきっか

けとなり実現した、中南米初となる高千穂の夜

神楽公演につきましても、移住者の皆様が感激

した面持ちで鑑賞されていた様子が、非常に印

象的でありました。さらに、モジ・ダス・クル

ーゼス市で開催された一般公演でも、多くの観

客が荘厳で迫力のある舞に見入り、惜しみない

拍手喝采を送られたと伺っており、神楽の持ち

ます普遍性・世界観というものを改めて確信し

たところであります。今後とも、県人会の皆様

とのきずなを大切にしながら、県内ブラジル関

係団体とともに友好親善に努めていきたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○総合政策部長（橋本憲次郎君）〔登壇〕 お

答えいたします。

県費留学生についてであります。この事業に

つきましては、本県出身ブラジル移住者の子弟

に県内で就学の機会を提供することを目的とし

て、昭和41年度から毎年１～２名、累計で85名

を県内大学等に受け入れているところでありま

す。帰国後は、多くの留学生が日系企業や留学

中に学んだ分野で就職し、留学経験がその後の

仕事につながっていると伺っているところでご

ざいます。県人会活動においても中心となって

活躍しており、また、宮崎海外特派員として本

県とブラジルとの交流・親善に貢献していただ

いているところであります。県費留学生受入事

業につきましては、県人会の要望を踏まえなが

ら、今後とも、宮崎・ブラジル間の交流親善の

中核事業として、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○危機管理統括監（金丸政保君）〔登壇〕 お

答えいたします。

えびの高原の硫黄山についてでございます。

硫黄山周辺では、昨年12月以降、火山性地震が

発生しており、本年８月20日には、硫黄山付近

を震源とする約７分間の火山性微動が発生し、

また硫黄山の北西部が隆起したと考えられる地

殻変動が観測されるなど、火山活動が高まって

おります。気象庁では、これらのことから、今
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後の状況によっては小規模な噴火が発生する可

能性があると判断して、10月24日に火口周辺警

報を発表したところであります。宮崎地方気象

台によりますと、このような火山性地震、火山

性微動、地殻変動を観測するための機器が導入

されたのは約10年前でありまして、お尋ねの

あった約20年前の状況と比較するのは難しいと

のことでございました。以上でございます。

〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えします。

地域医療介護総合確保基金についてでありま

す。この基金は、後期高齢者の増加が見込まれ

る2025年に向けて、効率的かつ質の高い医療提

供体制の整備や地域包括ケアシステムの構築な

ど、地域における医療及び介護を総合的に確保

することを目的としております。本年度の具体

的な事業としましては、医師会、看護協会、市

町村等に属する多くの職種が協働して取り組

む、在宅医療・介護推進協議会の設置・運営、

地域周産期母子医療センターが２カ所から１カ

所に減少した県西地区の周産期医療体制の整備

に対する支援など、地域の事情を踏まえなが

ら、病床の機能分化・連携、在宅医療の充実、

医療従事者等の確保・養成に係る事業を実施す

ることとしておりまして、平成27年度からは、

これらに加え、介護に関する事業にも取り組む

こととなっております。以上であります。〔降

壇〕

○商工観光労働部長（茂 雄二君）〔登壇〕

お答えいたします。

硫黄山付近の火口周辺警報に伴う観光への影

響と今後の対応についてであります。先月の警

報発表後、えびの高原荘では、年末年始までの

宿泊予約のうち約３分の１がキャンセルとなっ

たほか、足湯の駅を含めたえびの高原エリアへ

の日帰り客も激減するなど、大きな影響が出て

おります。また、白鳥温泉や生駒高原など周辺

地域におきましても、利用者が１割から３割程

度減っていると伺っております。えびの高原は

本県観光の重要な拠点の一つでありますので、

地元自治体や関係機関と連携し、規制の状況に

も十分留意しながら、今後とも、通行可能なル

ートや、アイススケート場のオープンなど観光

情報につきましても、正しい情報を広く積極的

に発信していきたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○農政水産部長（緒方文彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

農業青年ブラジル国派遣研修事業についてで

あります。本県では昭和57年度から、移住先と

しても交流の深いブラジル国に、県人会の協力

を得ながら、これまで55名の農業青年を派遣し

ております。これらの皆さんは、研修後、先進

的な経営を展開されるとともに、この中から集

落営農組織や普及指導協力委員会あるいはＳＡ

Ｐ等のリーダーを輩出するなど、本県農業の中

心的なメンバーとして御活躍いただいておりま

す。

先般、ブラジルで開催されました記念式典に

は、私も出席し、研修派遣先である県人会の方

が経営する６カ所の農場にも伺いましたが、大

規模な農業経営を展開されており、学び生かす

べきものが数多くあると実感したところでござ

います。今後とも、本県農業を担うリーダーを

育成するために、ブラジル宮崎県人会や派遣Ｏ

Ｂと連携を図りながら、国際感覚を持った人材

を育成するこの派遣研修を積極的に進めていき

たいと考えております。〔降壇〕

○県土整備部長（大田原宣治君）〔登壇〕 お
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答えいたします。

土地行政についてであります。道路事業を初

め公共事業に必要な用地を取得する際には、土

地所有者と売買契約を締結した上で所有権の移

転登記を行う必要がありますが、相続人多数の

土地につきましては、関係者の死亡や行方不明

などにより、その手続に多大な労力と時間を要

しているところであります。現在、道路事業に

おきまして、相続登記の未実施により用地取得

の手続が難航しているのは７件となっておりま

す。また、解決した案件としましては、登記名

義人約10名の共有地について、相続登記の未実

施により、延べ５カ年、約200回の交渉を経

て、100名近い相続人から関係書類を収集し、よ

うやく取得に至った事例がございます。以上で

あります。〔降壇〕

○代表監査委員（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、近年の包括外部監査の状況についてで

ありますが、平成23年度は「県税の賦課及び徴

収事務について」、24年度は「基金の管理及び

運用について」、25年度は「県出資団体の財務

状況について」というテーマで監査を行い、３

年間で29件の指摘と103件の意見が提出されてお

ります。監査の効果といたしましては、指摘等

に基づきまして、例えば、個人事業税の課税資

料収集のための統一的なマニュアルを作成した

事例、基金を運用益を含めて有効かつ効果的に

活用した事例、会計基準に沿ったより適正な財

務諸表へ改善された事例などがあり、公益法人

改革等、時宜を得たテーマ選定により県民の福

祉の増進につながったものと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○丸山裕次郎議員 ブラジルとの交流について

再質問を行います。壇上からも言いましたとお

り、ことしはブラジル移住100周年・県人会65周

年という節目の年でした。置県100年のときに

は、大きな節目ということで、県庁前の庭園に

おきましてブラジルマツ等の記念植樹が実施さ

れ、もう30年以上たって大きく育っておりま

す。また、日南では、ブラジルから贈られた

ジャカランダが観光につながるぐらい大きく

育っております。今回、伝統芸能である神楽を

ブラジルに派遣できたわけですけれども、一過

性のものにするのではなく、他の伝統文化も含

め、ブラジルとの交流を図るべきだと考えてお

ります。特にブラジル・リオデジャネイロでは

オリンピックが２年後に開催され、６年後には

東京オリンピックが開催されますので、宮崎の

文化について世界へ情報発信をすべきと考えて

おりますけれども、総合政策部長の所見をお伺

いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 私もこの８

月、御一緒にブラジルを訪問させていただきま

したが、高千穂神楽を披露した記念式典や、サ

ンパウロ州郊外のモジ・ダス・クルーゼス市で

開催されました一般公演は大盛況であったとい

うことで、国内外における生の情報発信が大変

重要であると、改めて感じたところでございま

す。また、去る10月には、在京の駐日各国大使

を宮崎県に招待しまして、夜神楽を初めとする

本県のすぐれた観光資源や歴史・文化など、宮

崎の魅力を国際的にアピールしたところでござ

います。今後とも、こうした広報活動や「東京

オリンピック・パラリンピックおもてなしプロ

ジェクト」による国内外へのプロモーション活

動等によりまして、本県のすぐれた文化資源を

幅広く発信してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ効果的な情報発信をお

願いしたいと思っております。
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今回、ブラジルに神楽を派遣するために立ち

上げた、宮崎・ブラジル文化交流実行委員会の

委員長を務めていただきました米良商工会議所

会頭から、先日、「今度はブラジルのサンバを

宮崎に呼べば、本当の文化交流になるのではな

いか」という大変おもしろい発案をいただきま

した。そこで、ブラジルの現地でサンバを体験

された稲用副知事に、宮崎とブラジルの文化交

流について、今後の所見をお伺いいたします。

○副知事（稲用博美君） サンバ、十分に堪能

いたしました。文化というのは不思議な力を

持っているなというふうに感じました。一方

で、荘厳で神秘性を持っています神楽に引き込

まれる人がいる、他方では、情熱的なサンバの

リズムに酔いしれる人がいる、その両方を含め

て、何かしらの一体感というか感動を与えると

いうことであります。このような魅力のある宮

崎とブラジルの文化交流につきましては、今回

の高千穂の夜神楽の公演が成功をおさめたこと

も参考にしながら、多様な主体によります幅広

い交流が推進されることを期待しているところ

であります。

○丸山裕次郎議員 先ほども言いましたけれど

も、今回のブラジルとの文化交流を一過性のも

のに終わらせず、さらなるきずなを深めていた

だくことを要望しておきます。

次に、地方創生について再質問を行わせてい

ただきます。11月６日に、衆議院本会議におい

て地方創生２法案が通過いたしました。創生法

案は、人口減少の抑制や東京一極集中の是正な

どに向け、国が今後５年間の総合戦略を策定す

ると規定され、都道府県や市町村にも地方版総

合戦略を制定する努力義務も明記されておりま

す。そこで、法案のいう地方版総合戦略はどの

ようになるのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

また、その予算措置をどう考えているのかも

含めてお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 地方版総合

戦略につきましては、国の定める総合戦略を勘

案し、地方公共団体が地域の実情に応じて定め

るものとされておりまして、「まち・ひと・し

ごと創生」に関する施策についての基本的な計

画になるものでございます。その内容は、地方

公共団体の人口動向を分析し、将来展望を示す

「地方人口ビジョン」と、それをもとに当該地

方公共団体における今後５カ年の目標、施策の

基本的方向性や施策を提示する「地方版総合戦

略」で構成されることになります。県が勘案す

べきとされる国の総合戦略は、12月中に策定予

定とされているため、現時点では具体的な内容

が不明確ではありますが、現在、改定作業を

行っております県の総合計画等とも整合性を図

りながら、本県が取り組むべき課題、またその

克服に向けた施策を踏まえまして、本県の人口

ビジョン及び総合戦略を策定してまいりたいと

考えております。また、総合戦略等を実行し、

その目的を果たすには、自由度の高い交付金等

の財政措置が必要でございますので、これを国

に強く求め、必要な予算の適切な確保に努めて

まいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 宮崎県の人口動態を見てみ

ますと、平成８年の118万人をピークに減少に

入っており、国立社会保障・人口問題研究所の

推計では、平成52年には90万人まで減少すると

いったデータもあります。人口ビジョン、総合

戦略が絵に描いた餅にならないように、最大限

の努力をお願いしておきます。

また、全国より少子高齢化が進んでいる本県

では、日本創成会議の推計によりますと、県
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内26市町村のうち15市町村が消滅可能性都市と

言われ、各市町村、危機感を感じております。

国においては、５万人未満の市町村に国の若手

職員を派遣する制度を考えているようでありま

すけれども、わずかな人数になりそうです。全

ての市町村を支援する観点からも、県に地方創

生を担当する部長級の職員を派遣してもらう考

えはないか、知事にお伺いいたします。

また、フードビジネス課を創設したように、

地方創生課といった課を新設する考えはない

か、あわせてお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生を進めるに当

たっては、待ちの姿勢ではなく、自主的・主体

的な姿勢で取り組むことが地方公共団体にも求

められるわけでございまして、全部局を挙げ

て、全職員、全組織が目的を共有しつつ取り組

んでいくことが、何よりも肝要であろうかとい

うふうに思います。御提案のありました外部人

材の活用や推進体制の整備につきましては、地

方創生の施策の進展などさまざまな状況、要素

を勘案しながら、必要に応じて適切に対応して

まいりたいと考えておるところでございます。

既に今、この列にも内田副知事、橋本部長がお

るわけでございますが、もともと地方創生と言

われる前から、そのような問題意識をもとに、

国とのパイプを踏まえながら、さまざまな地方

創生にも資するような取り組みをしていただい

ているものというふうに考えておるところでご

ざいます。いずれにしても、私を本部長とする

宮崎県地方創生本部のもとで、職員一丸となっ

て今後とも取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○丸山裕次郎議員 知事からも今、宮崎県のほ

うに地方創生本部があるということでしたけれ

ども、それが本当に機能するような組織、形を

つくっていただくことを、まず要望しておきた

いというふうに思っております。

地方創生の国のやり方を見ると、先ほど言い

ましたけれども、５年間の国の総合戦略を策定

していくとのことであります。壇上からも言い

ましたけれども、これまでの地方拠点都市や中

心市街地活性化といったやり方と似ていて、行

政マンの得意な計画策定だけがあって、計画倒

れになってしまうのではと非常に心配しており

ます。計画倒れにならないためには、やはり人

が重要だと思っております。特に、さまざまな

情報をいち早くつかむ県職員一人一人のスキル

アップとやる気が、地方創生の鍵を握ると思っ

ております。そこで、地方創生実現のための県

職員の人材づくりをどのように考えているの

か、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 人の力、大変重要であ

ろうというふうに思っておりますし、地方の自

主的・主体的な取り組みを求められる状況に

あっては、なおさらのことであろうかと考えて

おります。議員から先ほど、フードビジネス推

進課というようなことを挙げていただきました

が、フードビジネスという、本県にとって重要

な課題について、特別な組織を設け、組織横断

的なコントロールタワーとして設けたわけであ

ります。現在、庁内の状況を見ますと、ある意

味、うまく物事が回ってきている、そのような

仕組みであり、そのような人員の配置ができた

のかなというふうに考えておるところでござい

ます。この成功事例を一つのモデルとしながら

幅広く広げていって、地方創生という取り組み

につきましても、県職員の人材、スキルアップ

というものも―宮崎県人材育成基本方針とい

うものを昨年２月に改定して、さまざまな取り

組み、チャレンジ精神に富んだプロ意識の高い



- 96 -

平成26年11月19日(水)

職員を育成していこうということで取り組んで

おるわけでございまして、これからも地方創生

の実現に向けて、こういう職員の育成に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 今、知事のほうから、チャ

レンジ精神に富んだプロ意識の高い職員の育成

に努めるということでありましたけれども、公

務員はどうしても、チャレンジ精神というの

は、年齢がかさむにつれ前例踏襲につながって

しまっているのが現状じゃないかと思います。

チャレンジ精神を保つためには、リーダーであ

る知事の、俺が責任をとるからやってくれとい

うようなリーダーシップが重要だと思っており

ます。何回も言いますけれども、地方創生は、

国が何をしているかではなく、地方がみずから

考え行動して、それを支えていくのが国だとい

うことで、これまでにない発想が必要だと思っ

ております。政治は結果責任であります。地方

創生が名実ともに、長年続く東京一極集中の流

れを大きく転換し、地方が自立できるような施

策を期待しております。

次に、社会保障制度改革について再質問を行

います。

国においては、持続可能な社会保障制度の確

保の一環として、これまで市町村が運営してい

た国民健康保険を県に移管するための関連法案

を、来年の通常国会に提案することとなってお

りますけれども、現在の国民健康保険は高齢者

が多く加入しており、１人当たりの医療費が高

く、赤字体質の市町村が多いのが現状です。県

に移管しても赤字状態は変わらないと考えてお

りますけれども、国保の移管による課題をどの

ように想定しているのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

また、現在、市町村が一般会計から国保に繰

り入れている総額はどれほどになるのか、あわ

せてお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

が御指摘いただきましたとおり、県が国保の財

政運営を担うに当たりましては、財政上の構造

的な問題の解決が不可欠であると考えており、

追加国費を投入するなど抜本的な財政基盤強化

策を講じるよう、全国知事会を通じ、国に強く

求めているところであります。また、平成24年

度の一般会計から国保特別会計への繰り入れは

―法律で認められた繰り入れも含めた総額で

ありますが―119億8,000万円余、このうち決

算補塡等を目的とした法定外繰り入れは11市町

村で行われ、その総額は９億6,000万円余となっ

ております。

○丸山裕次郎議員 国保が本当に持続可能な制

度なのか心配でありますので、国としっかりと

議論を深めていただきたいというふうに思って

おります。

国においては、団塊の世代が75歳を超えると

言われる2025年にかけ、2012年と比較して、後

期高齢者医療給付費13.1兆円が２倍近くの25.7

兆円に、介護給付費の8.4兆円が２倍以上の19.8

兆円になる推計をしております。この２つの社

会保障費だけで、自然増が年平均5.9％になると

分析しております。これまでの本県の社会保障

費の県負担額の増加を見てみますと、毎年数十

億円増加しており、10年間で390億円から659億

円と２倍近くまで増加しております。また、平

成25年と26年の当初予算を比較しても、２％以

上伸びております。本県は高齢化が進んでおり

ますので、国が分析した以上に本県財政に大き

な影響を与えるのではと非常に心配しておりま

す。そこで、2025年にかけての本県の後期高齢

者医療・介護給付費の自然増加率をどのように
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推計しているのか、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県の75歳以

上の高齢者人口は、平成24年の16万4,000人が、

平成37年には20万7,000人と約26％増加するもの

と推計されております。この人口の推計値と、

近年の１人当たり医療費及び介護給付費の伸び

をもとに、後期高齢者医療給付費及び介護給付

費について県独自で推計しますと、平成24年度

の2,246億円が年率４％程度で増加し、13年後

の37年度には約3,700億円と、６割以上増加する

ものと推計しております。

○丸山裕次郎議員 今、県独自の試算として、

後期高齢者医療・介護給付費が今後、年率４％

伸びるという極めて厳しい推計を出していただ

きました。国においても、医療費適正化計画の

前倒しや、先ほど質問しました国民健康保険運

営を県に移管するなどを考えているようであり

ます。全国より高齢化が進んでいる本県とし

て、2025年の問題に対し、今後どのように取り

組んでいくのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この推計の上で、数の

上で高齢者がふえていく、これはいたし方ない

部分があるわけでございますが、要はいかに元

気な高齢者をふやしていくか、そこが重要では

ないかというふうに考えておるところでござい

ます。県ではこれまで、県民の皆さんが心身と

もに健康な生活を送ることができるよう、健康

づくりや疾病予防、介護予防などに取り組んで

きたところでありますが、今後、高齢者が可能

な限り住みなれた地域で生活を営むことができ

るよう、医療、介護、予防、住まい、生活支

援、この５つのサービスを一体的に提供する地

域包括ケアシステムにつきまして、市町村や関

係者と連携を図りながら、その構築を図ってま

いりたいと考えております。

そして何よりも、県民一人一人がみずからの

健康について関心を持ち、生活習慣の改善や定

期的な健診受診に努めることが、大変重要であ

ると考えております。「健康寿命」という指標

がございます。日常生活に制限のない期間の平

均の数字でございますが、これは本県が男性で

全国11位、女性が８位となっているところでご

ざいます。これをもう少し頑張ることによっ

て、何とか健康寿命日本一を目指せないかとい

うようなことも考えておるところでございまし

て、こうした健康づくりの取り組みというのも

しっかり進めてまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 これまで質問しましたよう

に、今後、社会保障費は急速に伸びていくこと

が容易に推測されます。今でさえ２％の影響

で、やっと予算編成ができていると考えれ

ば、2025年前後には４％の伸びが推計されてお

り、予算編成ができなくなり、本県は行き詰

まってしまうのではないかと心配しておりま

す。今後とも宮崎県が発展していくためには、

具体的な社会保障費の伸びの抑制策が必要であ

ります。県民一人一人の生活習慣の改善や定期

的な健診を行い、健康寿命を延ばしていくこと

が、知事の言われたとおり大変重要だというふ

うに思っております。ぜひ知事には、健康立県

みやざき、健康寿命日本一に向けた積極的な施

策を強く要望しておきます。

ちなみに、私のことでありますけれども、私

の健康管理としては、毎朝10分間のテレビ体操

を行ったりスクワットをしたり、腕立て伏せを

しております。また、先月の定期検査でコレス

テロールが高いということを言われたものです

から、今は乾シイタケのだし汁を飲むようにし

ております。知事にもお伺いしたいんですが、
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知事自身の健康管理を披露していただいて、ぜ

ひ県民の皆様に健康管理へのメッセージをいた

だきたいと思っておりますので、お願いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 議員の健康法、大変参

考になったところであります。乾シイタケの消

費拡大にも通じるかなと、思いを受けとめたと

ころでございますが、健康管理、体の面も心の

面も非常に重要だというふうに考えて取り組ん

でおるところであります。私にとっては、体の

面で言うと、まずは動かすということで、朝１

時間程度のウオーキングをすることと、仕事が

終わった後、30分でも時間がとれた場合はプー

ルに行って泳ぐというのが、今体を動かすとい

うことで取り組んでおることでありますし、毎

朝、体重計に乗ってその成果をチェックするよ

うにしております。そういう面で体の面。心の

面では、気づかないままにいろんな負荷がかか

り、心が凝り固まるというようなところがあり

ますので、家族との時間、また自分の好きな音

楽等を聞くこと、そういったトータルでの心身

の健康づくりに取り組んでおるところでござい

ます。県民の皆さんお一人お一人の生活の充実

というところもございます。また、大局的な目

で見ての介護、医療等の財政負担の軽減という

ような大きな効果等もございますので、ぜひ、

健康寿命日本一を目指して、健康づくりにそれ

ぞれ取り組んでいただきたい、そのように考え

ております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ、健康寿命日本一を目

指すように、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次に、火山噴火対応について再質問を行いま

す。

壇上から述べましたように、御嶽山での水蒸

気爆発による戦後最悪の被害が出てしまいまし

た。改めて、亡くなられた方々の御冥福と、ま

た被害に遭われた方々に対しましてお見舞い申

し上げたいというふうに思っております。

なぜ戦後最悪の被害を防げなかったのかとい

う調査が進むにつれ、気象庁が観測していた火

山性地震や傾斜計などの情報を、登山客に伝達

できる手段がなかったのが一因と言われており

ます。また、避難場所の整備が不十分だという

ことも挙げられております。観光地である阿蘇

山では、硫化水素濃度感知情報を観光客などに

伝える電光表示板も設置されております。そこ

で、えびの高原や霧島全体の情報伝達手段はど

のような状態にあるのか、お伺いいたします。

また、避難場所の設置はどの程度なのか、あ

わせて危機管理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 霧島山周辺

の情報伝達状況につきまして、居住地域と登山

道に分けて申し上げますと、まず居住地域につ

いては、防災行政無線、サイレン、緊急速報メ

ール等による情報伝達が可能であります。一

方、登山道につきましては、情報伝達の困難な

場所がありまして、例えば緊急速報メールにつ

いては、硫黄山周辺では受信ができますが、高

千穂峰の一部では受信ができない状況にありま

す。

また、えびの高原付近の一時的な避難場所に

つきましては、この周辺には噴石等から身を守

る専用の避難シェルターはありませんが、「え

びの高原荘」や「足湯の駅えびの高原」などの

建物がありますので、噴火という事態が生じた

場合には、これらの施設が避難場所になるもの

と考えております。

○丸山裕次郎議員 率直に言って、現在の情報

伝達や避難場所は不十分だと思っております。



- 99 -

平成26年11月19日(水)

そこで、えびの高原の火口周辺警報がいつ解除

になるかわかりませんけれども、登山客や観光

客への情報発信・伝達できる緊急警報システム

を早急に構築すべきと考えておりますが、危機

管理統括監にお伺いいたします。

また、避難場所の整備を促進すべきと考えて

おりますが、あわせてお伺いいたします。

○危機管理統括監（金丸政保君） 先ほどお答

えいたしましたように、登山道の一部には情報

伝達の困難な場所がありますので、県では国に

対しまして、効果的に情報伝達のできる対策を

講じるよう要望しているところでございます。

対策の例といたしましては、防災行政無線の拡

声器の設置や、緊急速報メールの受信エリアの

拡大などが考えられます。

また、一時的な避難場所の設置につきまして

は、今回の硫黄山での警報発表を受け、えびの

市では緊急避難計画を策定することとしてお

り、この中で、一時的な避難場所としての指定

や、避難シェルターの整備の必要性についても

検討されると聞いておりますので、県といたし

ましても、必要な協力を行ってまいりたいと考

えております。

○丸山裕次郎議員 ぜひ整備促進をお願いしま

す。また、答弁にありました、特に、効果的に

情報伝達のできる対策に関しましては、えびの

高原への光ケーブルの設置を含め、国のほうに

強く要望していただきたいと思っております。

壇上からも述べましたように、えびの高原の

観光資源の一つである、県が管理しております

自然遊歩道の池めぐりコースというのがあるん

ですが、今回の火口周辺警報により通行どめに

なってしまいました。理由は、気象庁が示し

た、おおむね１キロ範囲内に入り口があり危険

だということでしたけれども、実際は入り口は

１キロ以上離れているということで、地元から

は「通行どめを解除してほしい」という声があ

ります。観光客などの安全性の確保を重視する

ことはある程度理解できますけれども、火山と

共生してきた地元としては、「通行どめが続け

ば、えびの高原の観光は死んでしまう」などと

いう不安な声を聞きます。そこで、火口周辺警

報の１キロ範囲以上離れている区間の通行規制

のあり方をどう考えているのか、環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 福岡管区気象

台の発表によりますと、おおむね１キロメート

ルの範囲では、飛散する大きな噴石に警戒する

とともに、風下側では、降灰及び風の影響を受

ける小さな噴石に注意をすることとされており

ますことから、１キロ以上離れている―これ

は１キロから約80メーターほど離れておるんで

すが―自然遊歩道についても、利用者の安全

を第一に考え、立ち入りを規制しているところ

でございます。現在、避難誘導、情報伝達など

の安全対策につきまして、えびの市と協議を進

めているところでありますので、今後の規制の

あり方については、安全対策を確認した上で、

関係部局も含めて検討してまいりたいと考えて

おります。

○丸山裕次郎議員 今回のえびの高原の硫黄山

の火口周辺警報が出されたのは、御嶽山の大災

害の影響が大きいと感じております。硫黄山が

危険な状態だったのは、８月20日の火山性地震

が７分間続いたときではなかったのでしょう

か。なぜ10月24日になって火口周辺警報は出さ

れたのか、今でも疑問に思っております。警報

が出された以上は、行政として対応しなければ

いけませんけれども、国、県、関係市町村と連

携し万全の態勢をとりつつも、火山との共生に
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配慮した観光産業の地域振興にも全力で取り組

んでいただくことを強く要望しておきます。

次に、土地行政について再質問を行います。

県土整備部長から答弁がありましたとおり、土

地の未登記により、本来であれば１人の印鑑で

済むところを、何十もの同意の印鑑が必要とな

り、１人でも同意の印鑑がなければ登記ができ

ない状況であります。かなりの行政コストがか

かってしまっております。また、同意に必要な

方が見つからず、やむを得ず公共工事がストッ

プしてしまう事例もあるようであります。今

後、人口減少が進めば、土地登記の未登記がふ

え、いざ行政が何か起こそうとしても、ストッ

プしてしまう要因になるのではないかと懸念し

ております。ことしから始まりました、農地を

集約して担い手に貸し出す中間管理機構では、

相続未登記の農地でも、知事特認で担い手に貸

し出すことが可能になるようですけれども、具

体的にはどのような手続が必要なのか、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

事業における相続未登記の農地の取り扱いにつ

きましては、共有持ち分の２分の１を超える相

続人が同意すれば、農地中間管理機構が利用権

を取得できることとなっております。ただし、

遊休農地の場合には、共有持ち分の２分の１を

超える相続人が判明しない場合でも、市町村農

業委員会が所有者等を確認できない旨の公示を

行い、相続人が名乗り出なければ、知事の裁定

によって機構が利用権を取得できることとなっ

ております。いずれにいたしましても、相続人

が多岐にわたる場合や県外在住の場合等には大

変な労力を伴いますことから、市町村等の協力

を得ながら進めているところでございます。

○丸山裕次郎議員 県土整備部長、農政水産部

長からありましたとおり、相続未登記によりか

なりの行政コストがかかっております。そこ

で、現在の土地登記手続の法的な取り扱いはど

うなっているのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） 不動産登記法によ

りますと、土地建物の相続があった場合には、

相続人はその登記を申請することができるとさ

れているところであります。したがいまして、

法的には相続人に登記申請の義務を課すものと

はなっていないところでございます。

○丸山裕次郎議員 総務部長の答弁にありまし

たとおり、相続登記は義務ではないため、今後

人口減少が進む地方において、土地の価値が下

がり、さらに登記に対する意識がなくなり、い

ざ何かを起こそうというときに行政コストがか

かってしまうのではないかと心配しておりま

す。地方創生でも、東京の一極集中是正という

ことで、移住促進として空き家の利用策とかを

進めようとしております。これまでの所有とい

う視点でなく、利用という視点で活性化を図る

べきだという考えが地方創生にあるようであり

ます。また、東日本大震災からの復興がおくれ

ている要因として、土地取引のおくれがあると

聞いております。そこで、土地行政に関する課

題について、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 土地行政ということで

あります。今、保有から利用という話がござい

ました。私は平成７年、８年に国土庁の土地政

策課で仕事をしまして、当時、地価バブル対策

というものが非常に問題になったときに、余り

にも私有権というもの、土地所有権というもの

を重視する―その資産価値に着目してという

ことから、もっともっと利用していこうという

取り組みを進める土地政策推進要綱などをまと
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めたところでありますが、まだまだ課題が残っ

ているということを実感しておるところでござ

います。

今議論がございました相続未登記の問題につ

きましては、今後、人口の減少や高齢化が進む

ことによって、土地利用施策上、ますます顕在

化してくるものと考えられます。また、この問

題は、御指摘のとおり、東日本大震災の復興事

業における用地買収においても顕在化するな

ど、幅広い分野に及ぶ全国的な問題であり、本

県としても、その実情、問題点について国に伝

えていく必要があると考えておるところでござ

います。憲法における私有財産の保障の取り扱

いにも留意する必要がありますことから、これ

については、まず国レベルでの十分な議論が必

要であると考えておるところであります。

○丸山裕次郎議員 知事のほうから言われまし

たとおり、土地には所有権という大きな壁があ

るということは、私も十二分にわかっておりま

すので、先ほど言いましたように、所有という

視点ではなく、利用という視点を重視した土地

行政としての法制度ができないかを含め、国と

議論を深めていただきたいということを要望し

ておきます。

最後に、包括外部監査について再質問を行い

ます。先ほど代表監査委員から答弁がありまし

たとおり、毎年、包括外部監査人から指摘・要

望事項等があります。決算のときに、これまで

通常監査で指摘事項があったものについて、県

当局では、対応状況について議会に報告してい

ただいておりますけれども、包括外部監査人か

らの指摘・要望については、県当局ではどのよ

うに対応してきたのか、総務部長にお伺いいた

します。

また、議会への報告についてもあわせてお伺

いいたします。

○総務部長（成合 修君） 包括外部監査人か

らの指摘・意見につきましても、監査委員から

の指摘・注意と同様に、再度指摘を受けること

のないように、速やかに改善を図っているとこ

ろであります。また、基本的な事務に関する指

摘も数多く見られることから、職員一人一人の

自覚を促すとともに、事務処理に当たって、入

念かつ複層的な確認に努めております。

次に、議会への報告についてであります。平

成25年度分につきましては、包括外部監査事項

に選定された県出資団体の財務状況に関して、

毎年度議会に報告しております県出資法人の経

営状況の中で、その指摘内容と対応状況を記載

したところでありますが、今後とも、監査事項

や指摘内容等に応じて、その報告のあり方につ

いて検討してまいりたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 包括外部監査の監査範囲

は、規定により財務に関する事務の執行が主に

なっております。本来の目的は、住民の福祉の

向上に努め、最小の経費で最大の効果を上げる

ことであり、また、組織及び運営の合理化に努

めるとともに、規模の適正化を図ることである

のに、監査できる範囲が余りにも限定的であり

ますので、本来の目的が達成できないのではな

いかと考えております。そこで、包括外部監査

ができる範囲の拡大ができないのか、代表監査

委員にお伺いいたします。

○代表監査委員（宮本 尊君） 包括外部監査

の範囲についてでありますが、現在、国におい

て、地方公共団体の監査制度全般について見直

しの議論が行われており、その中で、外部監査

制度については、監査委員と外部監査人との役

割分担や協力関係などが論点となっておりま

す。私どもといたしましては、引き続き国の動
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向を注視するとともに、さまざまな機会を捉

え、監査委員としての意見を国に対して述べて

いきたいと考えております。

○丸山裕次郎議員 包括外部監査人と契約して

いる知事に要望しておきます。包括外部監査が

始まって15年余りになっておりますけれども、

一度も制度改正を行っておりません。ぜひ、監

査の目的が十分果たせるように、監査の範囲が

拡大できるよう、地方自治法改正の議論が進む

ように要望しておきます。

以上をもって私の一般質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕（拍手） 初めに、知

事の政治姿勢に関し伺います。

県政の次期かじ取り役を選ぶ選挙まで残すと

ころもいよいよ１カ月となりました。口蹄疫か

らの再生、そして復興を初め、幾つもの大きな

課題を抱えた中での知事職への就任でありまし

た。自来４年間、東九州道を初めとするインフ

ラの整備や東アジア経済戦略等、幾つもの課題

へ、その努力を多としてまいられたところであ

ります。

ところで、知事は選挙に際してのマニフェス

トとも言える政策提案「ともに築こう 「みや

ざき新時代！」」を先般公表されましたが、そ

の中で御自分の政治姿勢について、知事に必要

とされる大きな役割は、ビジョンを明確に提示

できる「構想力」と、それを力強く推進する

「実行力」であるとし、「新たなテーマへの果

敢な挑戦」と「迅速な決断」を軸に県政を進め

るとしておられます。

さて、私ども自民党は、次期知事選挙におい

てはあなたを推薦することを決定し、既に投票

日に向けての動きの中にあります。ところが、

そのような動きの中で時折、周囲より大変気が

かりな声が寄せられます。それは、知事、あな

たのリーダーシップに対する懸念であります。

この懸念に対し、今、知事がとるべき行動はた

だ一つ、それは今回の提言にある力強い実行

力、そして果敢な挑戦、この実践にこそあると

考えますが、この４年間の実績を振り返られる

とき、このような声を含め、何を評価され、何

を積み残した課題として整理されるか、その総

括をお伺いいたします。

次に、地方創生についてであります。

地方の活性化政策としては、過去にも、田中

内閣時の日本列島改造計画や竹下内閣時におけ

るふるさと創生事業、さらに広義的には全国総

合開発計画や国土形成計画など、さまざまな取

り組みがなされてきております。そのような

中、今般、安倍内閣は、地方における人口減少

問題が深刻化する中、国民がこの問題への認識

を共有し、そしてこの困難な課題を克服してい

くべく、地方の人口減少問題に当たる長期ビ

ジョンと2020年までの総合戦略を策定するため

の組織として、地方創生本部を設置しました。

ところで、今回の地方振興政策の大きな特徴

は、経済財政諮問会議が、50年後に人口１億人

台と、我が国が維持すべき人口を、政治レベル

では初めて数値目標として明示したことであり

ます。そして、もう一点、人口問題は東京一極

集中問題と関連していると断言し、これを同時

に解決できる共通の答えを地方再生として、そ

の総合戦略を地方みずからの考えで策定させる

としたところにあると考えます。なお、本構想

に関しては、自民党としても次の総選挙におけ

る最優先の公約として掲げることになると思わ

れます。

ところで、これに関し地方が求めていた自由



- 103 -

平成26年11月19日(水)

度の高い交付金制度については、地方が策定す

る総合戦略のできばえに応じて交付する制度を

導入するとの意向を、石破地方創生担当大臣が

去る12日に示しました。つまり、地方が策定す

る戦略等については、その質の高さが極めて重

要な意味を持つこととなります。また、これを

策定するのに残された時間についても、余裕豊

かなものではありません。市町村の総合戦略策

定への関与のあり方とあわせ、県の人口ビジョ

ン及び総合戦略についてはどのようになってい

るのか、知事にお尋ねいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は自席か

らいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、４年間の総括についてであります。知

事就任直後から任期の前半におきまして最も力

を入れてきましたのは、口蹄疫、鳥インフルエ

ンザ、新燃岳の噴火という未曽有の大災害から

の再生・復興であります。また、我が国全体と

しては東日本大震災もあったわけであります。

特に口蹄疫の発生は、畜産業への直接的な影響

にとどまらず、商工業や観光業など本県の経済

全体に深刻な影響を及ぼしたところであり、二

度とこのような事態を引き起こさないよう、日

本一の防疫体制づくりや、耕畜バランスのとれ

た産業構造への転換など、さまざまな課題を真

正面から受けとめ、復興へのシナリオを明示し

ながら、疲弊した本県経済、雇用の立て直しに

全力を傾けてまいりました。まだ道半ばであ

り、課題は残されておりますものの、こうした

取り組みにより、宮崎牛の日本一連覇を経て、

口蹄疫からの再生・復興に一定の道筋をつける

ことができたものと考えております。

また、任期後半となる昨年度からは、「復興

から新たな成長へ」と軸足を移し、フードビジ

ネスや東アジア市場開拓などの成長産業の育成

加速化に取り組んできたところであります。今

後の発展に向けた礎を築くことができたものと

考えているところであります。その一方で、本

県の将来を担い、地域や産業を支える人材の育

成や、郷土への理解を深め、その魅力を再発見

することで、誇りや愛着といった県民共有の価

値観を醸成し、発信していくような取り組み

に、もっと力を注ぎたかったという思いもあり

ます。

これらにつきましては、県民の皆様に次期県

政への御負託をいただけますならば、今後とも

全身全霊を傾けて、本格的な人口減少社会の到

来の中にあっても、本県が将来に向けて発展し

続けていけるよう、私が先頭に立って、県民の

皆様とともに「くらしの豊かさ日本一の宮崎」

の実現を目指して邁進してまいりたいと考えて

おります。

次に、県版人口ビジョンと総合戦略について

であります。今回、国が人口減少や東京一極集

中の問題に正面から取り組むことは、大きな転

換点であると評価しており、県や市町村としま

しても、この機を捉え、地方創生に向けた取り

組みを自主的、積極的に進める必要があると考

えております。

本県では、現行の県総合計画において、人口

減少を県政の最重要課題として取り組んできた

ところでありまして、現在行っている総合計画

の改定作業におきましても、その成果や知見を

生かし、市町村と連携しながら作業を進めてい

るところであります。今後策定をします本県版

の人口ビジョン・総合戦略につきましても、国

の総合戦略や改定中の県総合計画と整合性をと

りながら、市町村の意見を反映し、本県の特性
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や課題を十分に踏まえたものとしてまいりたい

と考えております。

また、市町村におきましても、国及び県の総

合戦略等を勘案した人口ビジョン・総合戦略の

策定を進めていくこととなりますが、県内市町

村には、それぞれ置かれた状況や特性に違いが

ありますことから、県としても国と連携をしな

がら、実効性のある戦略となるよう、きめ細か

な情報提供や積極的な支援を行ってまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

○坂口博美議員 口蹄疫からの復興に関してで

すけれども、県では復興方策の一つとしてファ

ンド事業に取り組んでこられたわけですが、こ

の事業については大変対象範囲が広いというこ

ととか小回りがきくということで、県民からも

大変人気のある、期待の大きい事業でありまし

た。しかし、これが来年度をもって終了、満期

となるわけであります。ただ、今の答弁で知事

は、口蹄疫からの再生・復興に一定の道筋をつ

けたと言われましたけれども、それは畜産のあ

したに明かりが見え始めたということで、もろ

もろの産業の立ち上げというのは、まだまだこ

れからだと思うんです。ですから、ぜひこの事

業については、引き続いてまた運用していくこ

とができるように、国に強く申し入れをやるべ

きと思うんですけれども、知事の考え方をお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、口蹄

疫からの再生・復興、宮崎牛の全共２連覇を初

め、一定の成果を上げてきたと考えております

が、再生・復興を確実なものとし、本県経済の

さらなる発展に結びつけていくためには、まだ

まだ多くの課題を抱えていると認識しておりま

す。現在、フードビジネスの推進や畜産新生な

ど、復興から新たな成長に向けた取り組みを、

関係団体と一体となって積極的に進めていると

ころであります。そのような中で、この口蹄疫

復興ファンドにつきましては、農業だけではな

く、商工・観光など、さまざまな分野の事業に

対して幅広い支援を行っておりまして、大きな

役割を果たしていると考えております。御指摘

のとおり、27年度で終了することとなっている

ところでありますが、28年度以降の対応につい

て、現在、同様のファンド等を持っております

他県の状況調査を行っておるところであり、延

長の可能性も含め、今後のファンドのあり方に

つきまして、しっかりと検討し、国とも協議を

してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひ、お願いしたいと思うん

です。中には10年という長いスパンのファンド

もありますし、また高い金利のときは1.2％ぐら

いの金利で運用しているところもあるんです。

本県は0.6％ぐらいだったんですかね。ぜひこれ

は力を入れていただきたいと思います。

地方創生についてお尋ねします。県の地方創

生本部は、全国トップクラスの本県の合計特殊

出生率、これをまずエンジンとして、人口の社

会増あるいは自然増対策を実現させるとして、

地方創生の「みやざきモデル」というのを策定

されました。その中で自然増対策として、今、

1.72、この出生率を５年後には0.1ポイント上げ

る、そして2030年にはこれを2.07に持っていく

という目標であります。何としてもこれは実現

させなければいけないんですけれども、それを

実現させるためには、今の1.72、これを支えて

いる背景をしっかり分析していくことが必要だ

と思うんです。それがないと、見通しというも

のがなかなか確定的なものにならないと思うん

ですけれども、どのように考えておられるの

か、福祉保健部にお伺いいたします。
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○福祉保健部長（佐藤健司君） 県におきまし

ては、これまで、家庭・地域・企業と行政が一

体となった「未来みやざき子育て県民運動」の

展開や、幼稚園や保育所の改築・耐震化等によ

る子育て環境の整備、さらには仕事と家庭の両

立支援などに取り組んでまいりました。このよ

うな取り組みによる保護者の子育てに対する不

安感、負担感の緩和や、待機児童ゼロの継続な

どが、合計特殊出生率の高い要因として挙げら

れるのではないかと考えております。今後、こ

れまでの取り組みの一層の充実はもとより、県

民の結婚、出産、子育てに関する意識や、温か

い県民性、地域のきずなが残る風土といった本

県の子育て環境の優位性についても、しっかり

と現状分析を行った上で、合計特殊出生率2.07

の達成に向けて、施策を推進してまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 まさしく今、県民性とかきず

なと言われたんですけれども、そこがやっぱり

ポイントになるんじゃないかと思っているんで

す。今回の人口ビジョンというのは、全ての自

治体が数値目標、出生率というのをそこにはめ

込んで策定するわけです。それを全国で競って

いく、そして宮崎の提案に軍配を上げさせると

いう作業なわけですから、そこのところの説得

力というのがすごく問われることになると思い

ます。

例えば全国で一番出生率の高い2.81、鹿児島

県の伊仙町、ここに自民党の地方創生本部の河

村建夫本部長一行が視察に行ったんですね。そ

の折、徳之島の若いお母さん、東京から移住し

てきているお母さんですけれども、その方が、

なぜここは高いんだろうという問いに率直な感

想を述べているんですけれども、ここは子は宝

という、そういった雰囲気というんですか、そ

ういうものが浸透している、だから安心して産

めて安心して育てることができる、それがやっ

ぱり出生率につながっているんじゃないかとい

うことを言っております。ほかにたくさん言っ

ているんですけれども、自民党の本部というの

は、これはまさしくそうだ、全国のモデルにす

べきことだということで、それを政府に提言す

る中に盛り込むということを伝えて、党本部へ

持ち帰ったんです。

ですから、宮崎県ですけれども、そこだと思

うんです。例えばお隣を見てみますと、九州で

一番高いのが宮崎県、次に高いのが熊本

県、1.65です。長崎県1.64、鹿児島県1.63、か

なりの差があります。同じ九州で、むしろ子育

て支援策は充実しているかもわからない。何が

違うのかというと、私はやはり宮崎の県民性だ

と思うんです。ちょっと表現は当たらないかも

わからないけれども、じゃがじゃが、てげて

げ、そっでいいがというようなところで、やは

り安心するんだと思うんです。宮崎の人は、例

えばよそから入り込めば、自分から標準語で話

そうとしますよ。よそはそれぞれの方言で、何

かそこに壁をつくる。そういったものは鳥の巣

をかけるのと一緒だと思うんです。そこのクス

ノキにも、見えないところにかけますよ。だか

ら、そういった県民性を徹底して解析してい

く。

例えば宮崎という一つのコミュニティーエリ

アを考えれば、熊本、鹿児島あたりと比べて、

宮崎県同士で結婚した夫婦の出生率、宮崎県と

他県からの夫婦の出生率、他県で結婚して宮崎

に来た人の出生率、それを各県で比べていった

ら、そこのところに一つ見えるものがあるかも

しれないわけであります。ぜひ、さまざまな方

向から今のきずなを分析していただきたいと思
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います。これは要望です。

移住促進策についてですけれども、同じく

「みやざきモデル」では、高齢者の移住受け入

れについても促進するとされておりますが、こ

れについては、介護保険費用の問題という一つ

の障壁が、市町村受け入れに際してあるんじゃ

ないかと心配しています。このことについての

考え方を福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現行の介護保

険制度では、住民が市町村の区域を越えて転居

された場合、自治体間で財政上の不均衡が生じ

ないように、転居後に直接、介護保険施設等へ

入所する場合には、前の所在地を保険者とする

住所地特例制度が設定されています。しかし、

この制度ですと、都市部から本県に転居され、

通常の生活を送られた後、介護保険施設等に入

所された場合は、県内自治体の負担となりま

す。このため、今回の提言では、現行の住所地

特例制度を拡充し、全国一律での保険料の支払

い期間である40歳から64歳までの間に最も長く

居住した自治体が介護費用を負担する仕組みと

したところであります。

○坂口博美議員 その考え方だと不公平が出る

と思うんですね。例えば、今、適用になる住所

地特例、これは、いろんなところに住んでい

て、宮崎に今回誘導する、そうすると、同じサ

ービスを同じところで受けながら、その方がそ

れまでに納めてきた保険料はすごく違うと思う

んです。県内でも宮崎市は月額5,450円です。一

番安い五ヶ瀬町3,650円です。1,800円差があ

る。それを１年にすると２万1,600円、10年にす

ると21万6,000円、その負担が違ってきて、なぜ

一緒なんだという疑問。それから、県を越しま

すと、一番高いのが沖縄県5,880円、一番安いの

が栃木県4,409円なんです。こういった、納めて

きたお金の長いスパンの中での不公平があっ

て、サービスが一緒という……。それからもう

一つ、宮崎県からの提言で新たに拡大させるん

だと、それにかからない人にもと言われるけれ

ども、今度はいろんな町を、さまざまな移動を

促進させるわけだから、生涯の中でいろんなと

ころを転々とする。その中で一番長く保険料を

納めたところが全てを払いなさいということで

す。そこが払ったら、ほかのところで収納した

ところは、その収納したものを出す機会を免除

されるわけですね。こんな不公平なのを―今

までなら例外的な措置として特例をやるならい

いと思うんです。今回はそれを政策として誘導

するから、やはり本則の中でそういうものに対

応できる―特例じゃだめだと思うんです。提

言ももう一回練り直して、本当にこれから制度

を変えるときにふさわしい提言かどうかという

のを検証していくことが必要だと思うんですけ

れども、これは政策的なことですから、考え方

を知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の提言は、今後、

急速に都市部で高齢化が進み、そこでは介護等

も含めて対応し切れない状況がある、それを国

全体でどう考えていくかという問題意識のもと

に、都市部から地方への移住を促進する上での

大きな課題の一つであります、地方側の財政負

担の増大をどう解決するかという観点から、介

護保険制度の見直しを国に求めたものでありま

す。議員御指摘のように、負担と給付の不公平

感などが生じる懸念もありますので、国全体と

してどのような制度設計を図るか、今後、国民

的な議論を深めていく必要があろうかと考えて

おります。

○坂口博美議員 そしてまた、大学の誘致とい

うのも盛り込んでおられますけれども、大学４
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年間通過していくだけじゃ、看護大と一緒と思

うんです。それ以前にやっぱり雇用の場の確保

と思うんですけれども、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県内に若

者などの働く場を確保し、都市部への人口流出

を食いとめるためには、地場企業の振興と企業

立地を車の両輪として、各種施策に取り組んで

いく必要があると考えております。このため、

地場企業の新技術や新商品の開発、販路拡大等

の取り組みや新規創業を支援するとともに、本

県ならではの資源やポテンシャルを生かすとい

う観点から、食品関連や医療機器関連産業の集

積促進、さらには東九州自動車道の全線開通を

見据えた自動車関連産業の振興により、新たな

成長産業の育成を図ってまいりたいと考えてお

ります。また、企業立地につきましては、企業

の地方移転を促進する税制措置を国へ働きかけ

るとともに、豊富な農林水産資源を生かした食

品関連産業や、多くの雇用が期待される情報サ

ービス産業などの分野について、積極的な立地

活動を展開してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 次は、農政問題について伺い

ます。

宮崎県は、以前は台風銀座と呼ばれるような

時期があったんです。本県の自然というのはそ

れぐらい厳しい。それを相手にやる宮崎の農業

というのは大変なわけですけれども、防災営農

計画に基づいて頑張ってきた。そして、たくさ

んのブランドというのを作出してきたわけです

けれども、こういったものをやり遂げたという

のは、一つには、宮崎の農家というのが、どん

な作目、品目にも即座にそれを自分らで栽培し

ていくことができるという高い技術を持ってい

たということ、もう一つには、例えばマンゴー

でありますとか地頭鶏というような、非常に付

加価値の高い品種の開発をやれる技術でありま

すとか、特に日本一と言っている残留農薬の判

定機、こういったものを開発するだけの試験研

究のレベルが高かったということ、これらが相

まっての今の産地づくりだと思うんです。た

だ、これからは、今、議論しておりますように

人口減少期という時期に入っていきます。結

局、消費パイというのが縮んでくる。その中で

宮崎の農業振興となると、今までどおりにはい

かないと思うんです。

申し上げましたように、宮崎の農業というの

は大変高い技術がある。マーケットが求めるも

のに即座に応え切れるだけの力を持っていると

思うんです。やっぱりここを売っていかなけれ

ばいけないと思うんです。相手が求める条件を

満たすものをまず提供して、そのかわり、宮崎

の生産者というのは、値段はこちらで決めるん

ですよと、こういった商談が成り立つような農

業というものを今後は成立させていかないとい

けないと考えるんですけれども、こういった時

代にあっての新たな農業振興方策を示すべきと

考えるのですが、知事の考え方をお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今、議員の御指摘があ

りましたように、本県の農業は、これまでもさ

まざまな困難、また厳しい課題に直面しながら

も、先人のたゆまぬ努力により、日本のモデル

となるような、ここまでの生産体制を築いてま

いったというふうに考えておるところでござい

ます。昨今、国際競争の激化や生産コストの上

昇、担い手の不足など、多くの課題に直面して

いる状況でありますが、先人の努力に学び、

しっかりと、農業というものをさらなる成長へ

結びつけていく努力が必要であろうと考えてお
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ります。

そして、このような課題を克服し、国の農業

政策の見直しにも対応しながら、本県農業が生

産者の所得をしっかり確保して日本をリードす

る成長産業になるためには、まずは１つとし

て、マーケットニーズに対応した競争力の高い

産地を形成していくこと、そしてＪＡや県内市

場、農業法人が連携した新たな販売システムを

構築していくこと、また大消費地から遠いとい

うハンディを克服する物流の改革、こういった

３つの柱を立てながら、新しい本県の農業の形

を築くのが極めて重要であろうかと考えており

ます。新しい総合計画や農業農村振興長期計画

などに反映させますとともに、地方創生に係る

「みやざきモデル」の柱として推進することに

よりまして、農業を核とした地域経済の活性化

に取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 やはり技術力というものに報

いる農政をやってほしいと思うんです。ただ、

そのときに問題なのが、営業力、販売力だと思

うんです。県内の農産物の営業となると、辛う

じてＪＡ経済連が中央市場を通しての営業活動

を行っている程度で、県内にある市場でありま

すとか、企業あるいは法人となると、マーケッ

トニーズを捉えるだけのアンテナすら持ってい

ないのが現状だと思います。そういった中で、

農産物の商流あるいは物流というのは、まず大

型量販店でありますとか、あるいは加工メーカ

ー、こういったところにだんだん収れんされて

いって、しかもロットもだんだん大きくなって

きていると思うんです。ですから、まず販売戦

略と思うんです。販売力強化あるいは産地構造

の改革は待ったなしだと思うんですけれども、

これに係る農政水産部長の御所見を伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農産物の流通

が多様化する中で、本県農業の生産力、競争力

を維持し、農業所得を向上させていくために

は、実需者と産地との契約取引により、生産・

流通・販売の各段階において、利益配分をしっ

かりと交渉できるマーケットイン型の産地経営

への転換を図る必要があると考えております。

このため県では、ＪＡや県内市場、農業法人等

と連携いたしまして、これらの組織が有するマ

ーケット情報を共有できる体制の構築、多様な

契約取引先に対応できる組織の育成や産地間の

連携促進、産地分析等に基づく経営ビジョンの

策定等の産地構造の改革に集中的に取り組むこ

とで、変革の時代に対応できる産地の育成を推

進してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 本県の販売農家戸数は３万958

戸ですけれども、その中の99.5％、３万813戸と

いうのは、家族労働力を主とする、いわゆる小

規模経営体なんですね。そこの年間出荷額とい

うのは、県全体の71.5％を占めている。ですか

ら、これは無視できない。まさに宮崎の農業振

興上ここが鍵を握っていると言ってもいいんで

す。この人らがいる地域、ここらの産地の組織

力をしっかり固めて、そして経営力をいかに強

化するか、これが大きいと思うんです。

県は、平成４年ですか、僕らの地元の児湯郡

地域を中心とするところをアグリトピア構想に

指定しました。ここをまず日本の農業のモデル

地帯にするんだということだったんですけれど

も、やったことは、まず農業大学校をつくった

こと、そして今、これは大きなお荷物と言わざ

るを得ないんですけれども、農業科学館をつ

くったこと、それで終わりなんですね。こう

いった政策性のなさ、それを批判されても仕方

がないような状況なんですけれども、今こそ、

この尻切れとんぼになった構想をいま一度復活
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して、特に人材づくり、今後の地域農業の推進

役となるこういった人材を育てていくことが不

可欠だと思うんです。部長の考え方をお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） これからの農

業人材育成におきましては、マーケット情報や

多様な技術革新情報等に高いアンテナを持ち、

戦略的な産地経営に取り組む農業経営者を育成

することが重要な課題となっております。この

ため、農業大学校や、来年度から指定管理の導

入を予定しております農業総合研修センターを

次世代農業の総合研修拠点と位置づけ、民間企

業や先駆的な農業経営者等と連携を図りなが

ら、先端技術や経営ノウハウを学び、実践でき

る場を提供することにより、次世代の本県農業

を担う人材の育成に取り組んでまいりたいと考

えております。

○坂口博美議員 次は、松くい虫について環境

森林部長に伺います。

県の推測なんですけれども、平成25年度の宮

崎県の国有林を除く森林の松の立木数は1,694万

本とされております。その中の松の被害木は２

万286本、全体の0.120％です。この推移を見て

みますと、平成14年度から平成23年度までは大

体、立木数が1,800万本前後で推移しておりま

す。平成14年度は１万8,368本、全体の0.102％

で、年々減ってきているんです。平成20年度、

１万2,719本で、全体の0.069％まで来ているん

ですね。効をなしてきているなと思ったら、こ

れを機にまた上がり始めて、平成23年度から24

年度に、立木数が100万本余り減って、1,800万

本から、さっき言いましたように、同じ

く24、25年度は1,694万本になっているんですけ

れども、その中の１万7,774本、0.105％が24年

度で、25年度についてはさっき申し上げました

とおりなんですけれども、２万286本。こういっ

た状態なんですけれども、県にはそれなりの考

え方があると思うんですが、例えば、僕らの町

に新富町富田浜公園という公園があります。そ

れから一ツ葉有料道路、この周りも相当目立つ

んですね。こういったことでいいのかと心配し

ているんですけれども、松くい虫の被害につい

てのこれまでの推移と現状について、そしてま

た松くい虫対策については、まず基本的にどん

な考え方を持ってどういう取り組み方をしてい

るのか、具体的な手法でありますとか、規模で

ありますとか、あるいは時期や効果などについ

てお伺いをいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君）まず、被害の推

移と現状でありますが、松くい虫による被害

は、被害の推定本数で見ますと、御指摘にあり

ましたとおり、平成14年度から減少しておりま

したが、21年度以降、増加傾向にあり、特に24

年度、25年度につきましては、前年に比べまし

てそれぞれ14％ずつ増加しているという状況に

ございます。特に昨年度は、夏の記録的な猛暑

・少雨によりまして、海岸沿いの松林を中心

に、まとまった被害が発生しておりまして、今

年度も継続的に被害が発生をしております。御

指摘の新富町富田浜公園周辺や宮崎市の一ツ葉

海岸周辺の松林につきましては、本年も被害が

激しく、その拡大が懸念されますことから、国

庫補助事業等を活用してできるだけ早く、来年

の５月までには全木伐倒駆除を重点的に実施し

てまいりたいというふうに考えております。

次に、対策の方針、取り組み等についてであ

りますが、松くい虫の被害対策の方針といたし

ましては、海岸松林を中心に、約1,200ヘクター

ルを保全すべき松林として位置づけをいたしま

して、薬剤散布による予防対策と、被害木につ
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いては伐倒した上で焼却、薬剤散布を行って、

予防と駆除という２つの対策をとっておりま

す。

まず、予防でございますが、薬剤散布は、い

わゆる松枯れの原因と言われるマツノザイセン

チュウの運び屋でありますマツノマダラカミキ

リが羽化する５月から６月にかけて、空中散布

を約520ヘクタール行っており、薬剤の効果が２

～３週間であることから、同じ場所を繰り返し

２回散布しております。また、畑の近くなど空

中散布では薬害があるところにつきましては、

薬効が８週間の薬剤を用いた地上からの散布を

６月に１回、約180ヘクタールを実施しておりま

す。さらに、薬剤散布が不可能な道路沿いの重

要な松につきましては、樹幹注入、これは薬効

が７カ月と聞いております。以上が予防対策と
※

して実施していることでございます。また、薬

剤散布を実施した後に被害が発生した場合に

は、秋口以降に被害木を伐採し、現場での焼却

処分や薬剤の散布を行っております。

このような一連の取り組みによりまして、

「日本の白砂青松100選」の一つであります本県

の海岸の維持保全に一定の効果があったものと

考えております。しかしながら、伐倒後の薬剤

処理につきましては、薬剤を均等に散布するこ

とが非常に難しく、翌年度の被害につながるこ

ともありますことから、今年度はバイオマス発

電施設等も稼働いたしますので、その施設と連

携しながら、伐倒後の全ての被害木を燃料とし

て有効活用していこうということで検討を進め

ているところでございます。以上でございま

す。

○坂口博美議員 これには力を入れてほしいと

思うんです。空中散布ですけれども、３週間効

果を見ましても、２回では６週間ですね。そう

なると、今、温暖化現象で、マツノマダラカミ

キリの羽化期間というのが５月から７月いっぱ

い、３カ月間ぐらいあるんです。そうなると、

やっぱり４回から５回散布しないと、その時

期、駆除することができない。１回飛び立ちま

すと―大体１万匹ぐらいセンチュウを持って

いると言われますね。センチュウが植えつくと

今度は爆発的にふえてくる。カミキリは15匹ぐ

らいしかふえない、卵でそれぐらいというんで

すけれども、飛び立つときは徹底してやるとい

うこと。その間にやられなかった焼却処分のも

のですけれども、マツノマダラカミキリが卵を

産みつける、それが７月ぐらいとしまして、枯

れ始めて、それから羽化が終わるのが、年越し

て脱出までがまた６月ぐらいだから、11カ月間

ぐらいは有効なんです。これはぜひ総力を挙げ

ていただきたい、これは要望にとめておきま

す。

それから、お礼も言うんですけれども、きょ

う、松くい虫の被害を本数で出していただきま

した。全て国の資料も立米数なんです。口蹄疫

だってそうですよ。どこで何匹発生した、発生

源がどれぐらいふえているか、実際は見当がつ

かないですよ。これを解析してみたらふえてき

ているということになったわけですね。だか

ら、ぜひ本数で明示するということも検討して

いただきたい、これも要望しておきます。

知事に、水産問題ですけれども、漁業センサ

スを見てみました。25年11月１日現在の本県の

漁業経営体数は1,153経営体であります。これは

前の調査、20年と比べると17.8％減で、昭和24

年に始まって以来、最大の減少なんですね。最

悪の事態だと思っています。売り上げを見てみ

たら、まず全体の28.3％が年間100万以下で

す。29.3％が100万から300万、こんな状況で

※ 115ページに訂正発言あり

平成27年11月19日(水)



- 111 -

平成26年11月19日(水)

す。後継者を見てみたら、個人経営で―会社

経営は除くんですけれども―985経営体の中

の148経営体、15％が後継者がいる。残りは、な

しです。こういったセンサスの結果を見て、知

事はここから一体何を感じられるか、お聞かせ

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 漁業センサスの結果に

つきましては、御指摘のとおり、漁業経営体や

就業者が大幅に減少しており、大変重く受けと

めておるところでございます。中身を見てみま

すと、階層別でいいますと、10トン未満の沿岸

漁業層における減少が顕著となっているという

ことでありまして、資源の減少、魚価の低迷、

また近年の燃油高騰などが要因と考えておると

ころであります。いずれにしましても、後継者

や新規就業者の確保が困難な状況が続いており

ますことから、本県水産業の将来にとって、切

迫した極めて厳しい状況であると認識をしてい

るところでございます。

一方で、県内におきましては、漁業経営がう

まくいき、若い後継者がふえ、子供がふえ、そ

ういう地域もございますし、養殖も含めて輸出

等に取り組もうと意欲的な経営者もいらっしゃ

るところでございます。漁業というものは、県

民の食を支えるとともに、地域経済にとって重

要な産業であるという認識のもとに、私としま

しては、今後とも、水産業のポテンシャルを生

かし、フードビジネスの展開を図りながら、漁

業の再生に向けて全力で取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 よく油代の高騰で片づけるん

ですけれども、沿岸の小型船というのは、揚

がっても金額にしたらそんな大層なものじゃな

い。だから、やっぱり基本のところです。魚を

ふやす、高く売らせるということ、これは政策

的に進めなきゃだめだと思うんです。

今、水産物のポテンシャルと言われたんです

が、魚を食べてもらえる余力がまだまだあるよ

ということだろうけれども、そこに宮崎の魚を

載せ切れるかというと、今、センサスのような

状況でしょう。県外あるいは国外の魚が並ぶん

じゃないかなということで随分心配をしており

ます。これに今後どうやって取り組んでいかれ

るおつもりか、農政水産部長の見解をお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県の水産振

興につきましては、漁港や漁場の整備を初め、

つくり育てる漁業や資源管理の推進など、漁業

生産の維持増大や漁業経営の安定に、これまで

努めてきたところであります。しかしながら、

御指摘のとおり、資源や藻場の減少、魚価の低

迷などにより、収入の減少に歯どめがかから

ず、近年の燃油高騰も相まって、収益性がより

一層低下している状況であります。このような

状況を克服するため、的確な資源評価と、これ

に基づく効果的な放流の実施による資源の維持

増大、地元での直販や県域的な系統組織による

販売力の強化、収益性の高い漁業モデルの構築

と漁業情報の充実による沿岸漁業の効率化など

を進め、これまで以上に、漁業者はもとより漁

協及び系統団体と一体となって、着実に漁業経

営の改善が図られるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

○坂口博美議員 10年前と一緒なんですね。目

標を設定してでも―僕が議員になってから経

営体は半分どころか３分の１に減りましたよ。

何らかの工夫をしなきゃ、このままでは先が大

変思いやられるというか、心配になります。ぜ

ひ、総力を挙げていただきたい。

引き続いて、今度は川南なんですけれども、
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平田川淡水漁協の共同漁業権に関して、部長に

お伺いをします。ここの漁業権については、平

成25年９月の切りかえだったんですけれども、

当該漁協から組合員が減少したということ、そ

れから魚資源がなくなったということで、次の

権利は取らずに、免許は取らずに漁協を解散す

るという報告が、漁協長から県に上がったとい

うことですね。そしてまた、町長からもそうい

う旨の、それはやむなしという回答が上がって

きたということで、この免許の切りかえの前提

条件となる県の計画の中の漁場計画原案へ県が

盛り込まれなかったということです。

しかし、その後、ここは積極的に放流事業を

やって子供と触れ合ったり、ごみ片づけをやっ

たり、あるいは年末あたりの密漁の取り締まり

までやったりするしっかりした組合なんですけ

れども、そこがそのことを知って騒ぎ始めた。

組合員が足りないんだということで、今、80人

ぐらい集めています。それで、免許が欲しいと

いうことを県に申し入れたけれども、県として

は、トーン的には一旦喪失した免許というのは

まず与えない、国の技術的指導だよというよう

なことで、現地の理解というのは、これはもら

えないということになっているんです。そこの

ところについて詳しく教えていただきたいんで

すけれども、このてんまつについて、まず部長

にお伺いをいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 共同漁業権に

つきましては、漁業者や遊漁者による採捕の実

態が継続している河川等に限って、県が、水産

資源とその採捕状況を確認した上で、地元の意

向も踏まえ、原則として10年ごとに免許してい

るところでございます。

平田川につきましては、免許の申請予定者で

ある地元漁協から、漁協を解散し、免許の申請

を行わないとの意向が示されたことを受けまし

て、免許申請の前提となる県の漁場計画から平

田川を除いて公示したところでございます。そ

の後、漁協事務局より意向撤回の申し入れがあ

りましたが、漁場計画公示後であるため、今回

は免許できないこと、また期間途中の免許は現

時点では非常に困難であるが、今後の漁協の状

況等により総合的に判断する必要があることを

回答したところであります。県といたしまして

は、現在も漁協が存続し、水産資源の増殖の意

思があることを踏まえまして、今後、地元との

意見交換を行うなど、平田川の漁業のあり方に

ついて適切に指導してまいりたいと考えており

ます。

○坂口博美議員 どういう説明をしたかわから

ないけれども、現地は、それはだめなんだとい

う受けとめ方なんです。

それから、漁業権をなぜ何の目的で与えるか

というと、魚をその人にとってもらうためだけ

じゃないんですね。それを与えることによっ

て、県の河川管理推進方策とか、そういう方向

に沿って自己完結で、入漁権を取ったりさまざ

まなことをやって運営しながら、しっかり河川

を守ろうという、大きな多面的な機能を守ると

いう役割が漁業免許権者には与えられているん

です。

そこで、本当にだめなら、では、今までやっ

ていた役割は、誰がどういう形で河川を守って

いくのか。県の河川管理の推進方策というの

が、県土整備部も含めてあると思うんです。そ

こらの裏もとらずに、上がってきたものを、こ

れだけの大切な免許なら本当にいいのかという

再度確認もやらずに、後は与えないぞというよ

うなトーンで物を言っているということは、大

きい問題と思うんですね。知事は免許権者なん
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ですけれども、不可になるんなら後をどうやろ

うということを考えておられるのか。そしてま

た、これは一般論としてでもいいんですけれど

も、内水面漁協の共同漁業権に対しては基本的

にどう考えておられるのかを知事に伺います。

○知事（河野俊嗣君） 内水面の共同漁業権で

あります。御指摘のとおり、免許を受けた漁業

協同組合に採捕及び遊漁料徴収の権利が与えら

れる一方、放流等によります水産資源の増殖が

義務づけられておりまして、このような資源の

利用と保護の均衡を図るという重要な役割があ

るわけであります。そもそも内水面というもの

が、水産物の供給や自然に親しむ機会の提供な

ど、豊かな県民生活にとって重要な役割を果た

しているものでありまして、こうした内水面の

機能がしっかり維持できるように、この免許に

つきましては、期間の途中ということも含め、

適切に判断をしてまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 やはり総合的な判断で、県民

のためになる免許だったら積極的に考えるべき

だと思うんです。ぜひ、詳しく調べていただい

て善処をお願いしておきたいと思います。

次に、内田副知事に、いわゆる改正品確法に

関連してお伺いしたいんですけれども。公共事

業の競争が行き過ぎてしまった感があるとか、

あるいは担い手が不足してきたといったような

受注者側が抱えている問題、それから定数が

減ったことなどによる、そんな中で事務量が増

大したこと、こういった発注者側のマンパワー

の不足、担当職員の現場経験不足などから、受

注者からさまざまな質疑が上がってくる、これ

に対しての回答がおくれてしまう。あるいは、

不合理な説明をしてしまったり対応してしまっ

たり、こんなことに対しての不信や不満、こう

いったもの、さらには維持管理業務の様態とか

ニーズが随分変わってきた、これにも的確に応

えていけない。こういった背後の事情をもっ

て、５月だったですか、「公共工事の品質確保

の促進に関する法律」の一部改正がなされまし

た。

今回の改正のポイントですけれども、一つ

は、公共資本の品質の確保については、完成時

点だけではなく、将来の使用に係る長い期間に

ついて品質を保証していくことが求められるん

ですよということ。もう一つには、施工実態に

しっかり合ったように、先ほどの過当競争をや

らせるなとか、ダンピングをやらせるなという

こと、そして品質を確保しろということで、施

工実態に率直に従った予定価格、工期をしっか

り確保しなさいという、こういった内容。ある

いは入札制度にしても、随分時代が変わった、

多様な入札の中から適切な入札方法を選びなさ

いというような、大きい改革だと思います。

基本法ですから、この理念等を尊重しながら

運用指針、方針というのが今後策定されていく

ということになるんですけれども、地方がたく

さんの悩みを持っていました。まずは指針等の

策定に対して、問題点をしっかり抱えながら、

この際、これを解決するためにも、この作業に

関しての県の積極的な関与というのが求められ

ていると思うんです。この改正法に対しての評

価、これをどう思っておられるのかということ

を、まず内田副知事にお伺いいたしたいと思い

ます。

○副知事（内田欽也君） 今回、品確法、それ

から入契法、建設業法という３つの法律が改正

されたわけでございますが、今、議員から詳し

く御紹介いただきましたように、今回の法改正

というのは、インフラの品質確保あるいは品質
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を確保するための担い手の確保、こういう観点

からも大変画期的な改正が行われたのではない

かと考えているところでございます。

一方、主に理念を定める法律でありますの

で、やはり今後、この運用を具体的にどうして

いくのかということが大変大事になってくるわ

けであります。これについては、県といたしま

しても、例えばこれまで、私自身も含めて、実

態を把握すべく、建設業協会あるいは市町村か

らの意見も踏まえたりしまして、そういう意見

をきちんと国に伝えるという取り組みはしてき

ているところでございますが、この運用指針の

中で、地域の実情というのがきちんと反映され

ることが大事だと思っておりますので、きちん

と反映されますように、引き続き努力をしてま

いりたいと考えているところでございます。

○坂口博美議員 この基本理念の中に、一番の

本県の悩みとして、施工実態に即した予定価格

を設定するということを求めているんですけれ

ども、申すまでもないんですが、工事現場とい

うのは、施工性を含めてですけれども、一つと

して同じ条件の現場というのはないわけです

ね。この法律の求めに応えるためには、そう

いった状況を思うときに、設計の際にいかに正

確に施工現場の条件というものを設計書に盛り

込むことができるか、これにかかっていると思

うんです。

具体的には、工事の進捗というものの効率に

対して示される標準的な歩掛かり、その歩掛か

りを施工制約条件等を見ながらどれだけ補正し

ていくことができるか、これがなければ、幾ら

法律が変わっても、誰が積算しても、今のダン

ピング、過当競争のもとになる予定価格しか設

定できないですね。単価とかそういったもの

は、入って出ていくものですから、要は、施工

性を勘案したこの歩掛かり、そこだと思うんで

すけれども、国がまず標準歩掛かり、平均的な

歩掛かりをつくります。まず、これを補正しな

きゃならんのですけれども、これは勝手に県が

やったら、会計検査院への説明がつかないと思

うんですね。その参考というか、手引になるも

のが必要だと思うんです。そのためには、こう

いうときにはこういう補正をやるんだよという

条件と補正率をどこかの時点で明示させるこ

と、まずはその精神を運用指針に盛り込ませる

ということが絶対不可欠だと思うんですけれど

も、部長はこれにどう対応していかれるおつも

りか、お聞かせください。

○県土整備部長（大田原宣治君） 現在、工事

の発注に当たりましては、現場の諸条件を踏ま

えた積算を行い、必要に応じて設計変更も行っ

ているところですが、現場の状況によっては、

議員おっしゃいましたとおり、採算が厳しい工

事があるということも承知しているところでご

ざいます。

運用指針の骨子案では、「最新の施工実態や

地域特性等を踏まえて積算基準を見直す」とさ

れておりますが、予定価格の積算につきまして

は、国の標準歩掛かりを用いているところであ

りまして、工事規模や地形・地質などの現場条

件に応じた適用基準が、運用指針において明確

化されることが重要であると考えております。

このため、県や市町村が適用しやすい運用指針

等となりますよう、国に強く要望してまいりた

いと考えております。

○坂口博美議員 そうだと思います。例えばの

り面なんかは、高さで40メートルを超したら、

下がったら、歩掛かりが変わる。あるいは、率

直に参考にできるかどうかですけれども、コン

クリート打設とか、面積によって効率を考えた
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歩掛かりが変えられる。こういうものが示され

ないと、標準歩掛かりだけでは、それをばらし

て組むということは、地方自治体の裁量の限界

―標準歩掛かりにうたってあることなんかを

見ると裁量はあるんでしょうけれども。でも、

それをやり切れるということが難しいかなと思

うから、これは今回の改正の、県としては一番

重く受けとめて、何としても達成させるべき部

分だと思うんです。ぜひ、よろしくお願いしま

す。

それから、もう一つなんですけれども、県で

は、いよいよ来年度の４月から地域維持型の契

約を導入するということを公表されておりま

す。一般的に道路巡回業務のような維持管理業

務を受注すれば、一般的には業者の人は赤字よ

なということを(２回目ブザー)、全てのそう

いった受注に際して赤字だということが言われ

ます。その原因でありますが、県の維持管理型

業務については単価契約、だから単価と出来高

とを掛けて支払い精算していくという方式での

契約になっているんですけれども、問題は、そ

の単価の積算体系の中に、直接工事費、それか

ら共通仮設費、そしていきなり一般管理費と

なっているんです。現場管理費というのが抜け

ているんですね。だから、ここのところがおか

しいと思うんですけれども、そもそもこの現場

管理費というのは、その２つの共通仮設費と一

般管理費にはめ込まれていないけれども、工事

を進める上では必要なもの―例えば、そこで

使うトラックの税金でありますとか、保険であ

りますとか、それから県は総合評価なんかでも

厳しく言う夏の日射病、熱射病の防止のための

衛生管理、あるいは福利厚生、娯楽といったよ

うなもの、そういったもののもろもろの経費は

現場管理費でしか見るところがないんですね。

これが抜けている。だから赤字が出るはずです

よ。そこのところを今回見直されるときに―

そしてこのことは、やはり今回の改正品確法も

かぶるんですね―適切な、しっかり裏づけの

ある予定価格を構築しなさいということは、こ

こにも当然かぶってくるんですけれども。こう

いったことを踏まえた上で、今回の地域維持型

契約について、どういった視点から制度設計を

なされることになるのか、県土整備部長にお伺

いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 地域維持型

契約につきましては、地域に根差す中小の建設

業者が雇用の受け皿となり、ひいては地域の災

害対応力の強化につながるよう、品確法の改正

後としましては、来年度から全国に先駆けて取

り組むこととしております。

具体的な制度設計につきましては、道路や河

川などの維持管理を包括して行うこととし、現

場等で必要となる諸経費を計上するなどの見直

しを行うほか、地域の建設業者で構成します事

業協同組合や共同企業体による共同受注が可能

なものとしております。また、年間を通じた維

持管理体制を評価する入札方式としまして、サ

ポート体制や過去の実績、建設機械の保有状況

などを評価項目とした総合評価落札方式を採用

することとしております。

○坂口博美議員 ぜひ、お願いします。これは

今回のチャンスを逃したら、ないと思うんです

ね。ここのところをしっかりお願いをしまし

て、時間でありますので、質問を終わります。

○環境森林部長（徳永三夫君） 坂口議員の松

くい虫の質問の中で、樹幹注入に使用する薬剤

の薬効が７年間のところを７カ月というふうに

答弁いたしましたので、訂正しておわびさせて

いただきます。
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○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会

平成26年11月19日(水)



11月20日（木）
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◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、前

屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。日本共産党の前屋敷恵美でござい

ます。通告に従いまして一般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢から伺ってまいりま

す。

まず最初は、川内原発再稼働問題における知

事の責任について伺いたいと思います。鹿児島

県の伊藤知事が、九州電力川内原発再稼働につ

いて同意されました。しかし、これで地元の同

意が得られたなどと到底言えるものではありま

せん。福島第一原発の現状と、原発事故からい

まだに12万5,000人もの方々が避難生活を余儀な

くされているこの苦しみを直視すれば、原発を

動かすなど到底考えられないものです。一旦事

故が起これば、その被害は必ず宮崎県民にも及

ぶことは明らかです。再稼働容認に係る地元の

判断、意見表明が原発立地自治体のみに委ねら

れていることについて、知事はどうお考えです

か。

安全な原発など存在せず、人類と共存できな

いという教訓をしっかり学んで、住民の苦しみ

や犠牲を無駄にすることなく、河野知事は、県

民の命と暮らしに責任を負う知事の責務とし

て、川内原発再稼働中止の立場を明確にし、原

発から直ちに撤退することを求めるべきではな

いでしょうか。知事の明確な見解を求めたいと

思います。

次に、日米共同訓練について伺います。秘密

保護法の強行、集団的自衛権行使容認閣議決

定、そして日米軍事協力指針、いわゆる日米ガ

イドラインの改定へと、戦争する国づくりが加

速する中、新田原基地で先月10月18日から31日

にかけて、日米共同軍事演習が実施されまし

た。今回のタイプⅡによる訓練は、米軍200名、

Ｆ15戦闘機12機と、航空自衛隊による過去最大

規模の訓練でした。地元住民がこうむる騒音と

危険性は甚大で、沖縄県民同様、負担軽減を求

める住民の声が寄せられました。知事は、この

日米共同訓練、軍事演習をどのように受けとめ

ておられるか、お伺いいたしたいと思います。

以上で壇上を終わりまして、後は質問者席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

原発再稼働に関する地元の判断についてであ

ります。川内原発につきましては、鹿児島県と

薩摩川内市の両方の立地自治体において、経済

産業大臣からの「川内原発の再稼働へ向けた政

府方針」の説明を受けて、「状況を総合的に勘

案し、再稼働はやむを得ない」と表明されます

とともに、九州電力との安全協定に基づく原子

炉設置変更許可申請に係る事前協議を了承され

たところであります。原発の再稼働に際して、

同意を必要とする自治体の範囲については、明

示されているものはありませんが、鹿児島県知

事の判断は、国の説明を受け、熟慮された上で

のものであり、非常に重たいものであると考え

ているところであります。

次に、原発再稼働に対する私の立場について

であります。川内原発に関しましては、県とし

て、県民の安全・安心の確保という観点から重

平成26年11月20日(木)
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大な関心を持って対応し、これまでも、万一に

備えた情報連絡体制の整備等に取り組んできた

ところであります。また、県として、九州電力

に対し、安全性等の考え方について説明を求め

てきたところでありまして、九州電力からは、

原子力規制委員会が定めた厳しい新規制基準に

真摯に対応してきたこと、さらに、今後も引き

続き、安全性に係る努力を継続していくとの説

明を受けたところであります。私は、福島原発

事故の現状を踏まえますと、将来的には可能な

限り原発に頼らない社会の実現が重要と考えて

おりますが、一方で、安定的な電力供給やＣＯ２

排出等を考慮しますと、今すぐ原発をゼロにす

ることは現実的ではないと考えております。

なお、原子力規制委員会におきましては、工

事計画認可等の審査中でありますことから、引

き続き慎重な審査をお願いするとともに、再稼

働に関しては、最終的には国が責任を持って判

断するべきものと認識しておりますので、国

は、国民の不安の声を真摯に受けとめ、しっか

りとした説明責任を果たしていただきたいと考

えております。

最後に、今回実施された日米共同訓練につい

てであります。日米共同訓練につきましては、

日米両政府で合意された在日米軍再編計画に基

づき、沖縄県嘉手納基地等で実施していた訓練

の一部を、地元市町の了解を得て、平成19年か

ら新田原基地でも受け入れているところであり

ます。今回の日米共同訓練につきましては、国

と地元市町で締結した協定の範囲内で実施され

ておりますが、県としましては、事故防止や騒

音の軽減などについて万全を期すよう、九州防

衛局に対し、文書及び口頭で要請したところで

あります。外交・防衛の問題は、国の専管事項

であり、国の責任において処理されるものであ

りますが、私としましては、県民の安全・安心

を確保する観点から、今後とも、必要に応じ

て、しっかりと対処してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 では、先に原発の問題から

再質問させていただきたいと思います。今、知

事は、最終的には国の責任のものだというお話

でしたけれども、それ以前に県民に被害が及ぶ

ようでは、知事としての責任は全うされないと

いうふうに私は思います。安全な原発が存在し

ないという点では、国がどこまで責任を持てる

のかということも、今、全く不明であります。

国が示す放射能の影響基準30キロメートルです

が、これで宮崎県民の安全が守られると考えて

おられるのか。

そしてまた、県が県民の不安をもとに原子力

災害対策編に位置づけた、県の避難計画、住民

避難の具体的なものを示していただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 原子力災害に関する県

民の安全確保でありますが、原子力災害に関す

る国民の安全確保につきましては、原子力規制

委員会が、科学的・技術的知見に基づき、原子

力災害対策指針を定めているところでありま

す。この指針は、地方公共団体等による対策を

円滑に実施するために定められているものであ

りまして、原子力発電所からおおむね30キロ以

内の区域について、具体的な対策が規定されて

おります。本県は30キロメートル圏内に位置し

ておりませんが、万が一の場合に備えて、再稼

働の有無にかかわらず、本年３月に、宮崎県地

域防災計画の中に原子力災害対策編を新設した

ところであります。現在、原子力規制委員会で

は、30キロメートルを超える区域について検討

が行われているところでありますので、今後、
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この検討状況を見きわめながら、地域防災計画

のさらなる改正について検討してまいりたいと

考えております。

次に、住民の避難についてでありますが、国

が避難に関する計画を策定することを求めてい

るのは、原子力発電所から30キロメートル以内

の地方公共団体であります。現在、原子力規制

委員会では、30キロメートルを超える区域につ

いて、その具体的範囲、防護措置の考え方の検

討が行われているところでありますので、この

検討状況を見きわめながら、今後、県民の安全

・安心を確保する観点から、必要に応じた対応

を図ってまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 では、県が原子力災害対策

編に位置づけた県民の安全というものは、全く

具体化されていないと。県民の多くは、何らか

の形で、そういう避難計画、県民の安全を守る

ためのものができ上がっていくんだろうと認識

していると思っているところです。また、影響

基準の30キロですけれども、これは全く科学的

な根拠を持たないと言わなければなりません。

安全性の確立していない原発の事故を想定する

ことは、知事としては当然のことだと思いま

す。そうでなければ、知事としての責任は果た

せないというふうに思うんです。繰り返します

が、県民の安全を守る知事の責任として、やは

り再稼働は認められない、こういう立場を今、

明確にすることが、知事としての責務を果たす

ことになると思います。再度、御答弁いただき

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電に関しまし

ては、現在、科学的・技術的な知見に基づい

て、原子力規制委員会等において、さまざまな

チェックがなされているものと考えておるとこ

ろでございます。繰り返しになりますが、将来

的には、可能な限り原発に頼らない社会の実現

というものが重要であると考えておりますが、

たちまちゼロにするということは現実的ではな

いという認識のもとに、こうした我が国におけ

る最先端の科学的・技術的な知見に基づいて、

しっかりとした安全性をチェックしていただい

た上で、国においてしかるべき判断をしていた

だきたい、そのように考えておるところでござ

います。

○前屋敷恵美議員 極めて残念な御答弁だった

と思います。私は、将来に本当に禍根を残さな

いためにも―今、川内原発が突破口になろう

としているんです―川内原発の再稼働の中止

を求めることが、やはり知事としての責任だと

思いますので、このことを強く申し述べておき

たいと思います。

次に移ります。日米共同訓練についてです。

御存じかと思いますが、今、新田原基地は強化

が図られております。滑走路のかさ上げ、米軍

宿舎の建設―200名規模の―宿舎を使って、

今回も米軍の方々が訓練されました。米軍が常

駐できるという体制が今つくられてきている、

整えられてきているんです。新田原基地の米軍

基地化の方向が見えているというふうに私は思

いますけれども、知事はそのことをどう思われ

ますか。また、軍備の強化で、さまざまな紛争

や問題の解決が図られると思っておられるの

か、あわせて御答弁いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 日米共同訓練でありま

すが、国と地元２市３町で締結した協定の範囲

内で実施されているものであります。新田原基

地につきましては、米軍再編に伴う日米共同訓

練に対応するため、これまでに滑走路の補強工

事や、米軍が使用する宿舎の整備が行われてお

るところでありますが、国からは、米軍の常駐
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化はないという説明を受けておるところでござ

います。また、この共同訓練は、日米両政府で

合意された在日米軍再編計画に基づきまして、

沖縄の負担軽減等の観点も踏まえた、訓練の一

部の受け入れということで取り組んでおるとこ

ろでございまして、地元市町の理解を受けての

取り組みでございます。大局的な観点から、国

の外交・防衛の方針のもとに、地元の理解を得

て行われているものというふうに認識しておる

ものでございます。

○前屋敷恵美議員 普天間基地の負担軽減とい

うことが言われておりますけれども、実際のと

ころ、普天間での演習が全国各地に移転して、

負担軽減のように見えますけれども、そこにま

た新たにほかの基地から訓練機が来て、そこで

演習するという状況になっているというのが今

の実態で、全くそれは、負担軽減どころか、全

国にこういう訓練をまき散らす、そういうこと

になっているところは非常に問題だと思いま

す。今回の日米共同訓練も含めてですが、ます

ますふえる騒音と事故の危険性が、基地周辺、

地元住民を苦しめることになります。半世紀以

上にわたって被害をこうむってきた、この住民

の負担、苦しみを、知事はどのように受けとめ

ておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 新田原基地周辺の皆様

の騒音等に関する負担は、大変大きなものがあ

ると認識しております。私も、訓練が行われて

いるときに近くを通ると、大変大きな音である

ということを実感し、住民の皆さんの負担に思

いをはせておるところでございます。県としま

しては、安全対策や騒音の軽減等について、国

に対して申し入れを行っているところでありま

すが、今後とも、地元の要望に適切に対応して

いただけますよう、地元市町と連携しながら取

り組んでまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 半世紀以上にわたって騒音

と一緒に暮らさなければならない、この地元の

皆さん方の苦しみは、本当に大変なものだと思

うところです。ぜひそういう思いをしっかり受

けとめて、その軽減に努めていただきたい、こ

のように思うところです。知事は、軍事演習は

国の専権事項だ、どうしようもないんだという

ような立場での先ほどの御発言だったかと思い

ます。しかし、軍事演習は国の専決事項であっ

ても、その被害で苦しむ県民の負担は、国の専

決事項でも何でもないわけです。この苦難は取

り除いてこそ知事の役割だというふうに思いま

す。安全な暮らしを保障することは知事の責務

ですので、この認識をしっかり持って、知事の

任をこれからも全うしていただきたい、県民の

苦しみに心を寄せて、その解決のために尽力し

ていただきたいと強く申し上げておきたいと思

います。

次に移ります。次に、医療・介護総合確保推

進法の問題について伺います。

６月に成立しました医療・介護総合確保推進

法における県の対応について伺っていきたいと

思います。医療・介護総合確保推進法は、団塊

の世代が75歳以上になる2025年に向けて、入院

ベッドの削減や介護抑制を本格化させる内容を

含んでおります。今まで受けておられたサービ

スが受けられなくなる一方、保険料や利用料の

負担が増すことや、病院から施設へ、施設から

在宅へと流れをつくり、高齢者に在宅での自立

を求める内容になっているところです。現在、

さまざまな策定作業の途上にありますが、利用

者や事業者、市町村に先の見えない負担を強い

ています。

まず、介護保険の変更について伺います。要
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支援１・２の方の訪問介護、通所介護を、全国

一律の保険給付から外し、市町村の単独事業

（地域支援事業）に移すとしています。現在、

要支援１・２の方は約１万5,000人おられます

が、その受け皿はどうなるのか、市町村の受け

とめと準備について伺います。また、このこと

は、市町村でも違いが出てくることは歴然とし

ています。今、市町村がどういうふうに受けと

めて準備をしておられるのか、お伺いしたいと

思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県におきまし

ては、地域支援事業への移行に向けて、これま

で市町村に対し、制度改正の内容や先進事例等

についての情報提供、ヒアリング等を通じての

助言など、支援に努めてまいりました。これを

受けて、市町村においては、現在、関係機関を

交えた検討会やニーズ調査、既存のサービスの

担い手等の把握を行うとともに、国の示すガイ

ドラインを参考に、サービス量の目標や実施時

期等について検討するなど、移行に向けての準

備作業が進められているところであります。

○前屋敷恵美議員 事業所や施設から要支援１

・２の方が外されるということになりますと、

実質、事業所や施設での利用が減るということ

になって、事業所は経営的にも苦しい状況にな

り、県の指定する事業所の縮小、また閉鎖が出

る心配はないのか。また、要介護者の方で施設

を利用しておられる方に影響は出ないのか。さ

らには、予防給付のうち、訪問介護、通所介護

の費用は26億7,600万円ですが、市町村の単独事

業になると、財源の確保はどうなるのでしょう

か。市町村が多様なサービスに応えられなけれ

ば、地域での安全な、また安心な暮らしが保障

されないということになります。それでは全く

介護保険の意味はなくなってくるわけですか

ら、そういう心配の声にどう応えるというので

しょうか。その辺のところをお聞かせいただき

たいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今回のいわゆ

る地域支援事業への移行によりまして、現行の

全国一律のサービスではなく、市町村の判断

で、ＮＰＯやボランティアなどの多様な主体に

よる地域の実情に応じたサービスの提供が可能

となるものでございます。これによりまして、

サービスの利用者にとりましては、従来に増し

て選択の幅が広がることになります。また、既

存の介護事業者につきましては、現在と同様の

サービスの提供に加え、例えば、市町村の指定

を受けることで、調理や洗濯等の生活援助のみ

の提供も可能でありますが、何よりも、これま

で培っていただいた専門性や経験を生かして、

今後増加が見込まれる要介護の高齢者に対応す

ることが期待されるところであります。また、

財源につきましては、これまでの予防給付と同

じく、国、県、市町村による公費負担と保険料

となっております。

○前屋敷恵美議員 一律の介護保険の中から外

されるということで、今、部長は選択の幅が広

がるというお話だったんですけれども、私は、

決してそういうことにはならないと思うんで

す。ＮＰＯや地域包括支援センターなどといっ

たところに、これまで公的な支援でサービスが

受けられていた、そういうところが移行される

わけですから、不十分な形でのサービスになら

ざるを得ないと私は思うところです。ですか

ら、そうした実際受けられていたサービスが減

るということにならないように、そこのところ

はしっかり担保できる形での、まず市町村への

援助も含めて、進めていかなければならないと

思います。
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また、障がい福祉サービスを受けておられる

方が65歳になると、介護保険の利用が優先す

る、こういうことになって、サービスも制限さ

れ、また新たに１割の利用料負担が生じてくる

ようになります。まさにそういう負担がふえる

ということで、これまで十分なサービスを受け

て暮らしておられた、そこのところが崩される

ことになると思うんですが、こういう状況につ

いて、部長はどのように考えておられるかお伺

いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 障害者総合支

援法におきましては、障がいのある方が65歳以

上となられた場合、原則として、介護保険の適

用を優先的に受けることになります。しかしな

がら、介護保険で必要なサービス量が確保でき

ない場合や、介護保険に必要とするサービスが

ない場合など、市町村は、個々の利用者の状況

を踏まえて、適切に障がい福祉サービスの支給

決定を行うことになっております。県としまし

ては、市町村への実地指導等を通じて、制度の

適正な運用に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 障害者総合支援法そのもの

にもやはり問題があると思うんですが、さら

に、今回の法改定で、仮に要支援となって、サ

ービスが市町村事業に移されるということにな

れば、本当に必要なサービスが受けられずに、

これまでの安定した暮らしが保障されないとい

う現実が出てくると私は思うんです。本来、障

がいと高齢化による介護と福祉の両方が受けら

れてこそ、高齢の障がい者の方は生活の安定が

図られると思います。ですから、ここには県と

しての新たな改善策が求められていると、私は

思うんです。今度の障害者総合支援法、そして

また、今回の法改定の中で、十分なサービスが

受けられなくなるというところをなくしていく

ためにも、県の独自の新たな施策、そういった

改善策が必要だと思いますが、どのように考え

ておられるかお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 今回の障害者

総合支援法あるいは介護保険法の改正、これは

国全体での大きな課題にいかに対処するかとい

うことで、いろんな改善がなされております。

県独自でというのは、なかなか財源的な確保も

難しゅうございますので、制度の利用者サイド

に立った適切な運用に、県としても取り組んで

まいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 そこのところは、十分注意

を払うといいますか、全体をしっかり見据えた

方向が必要だと思います。

次に、特別養護老人ホームについて伺います

が、今回の法改定では、特養ホームの入所を原

則要介護３以上にするとしました。現在、要介

護１・２で入所待機をされておられる方は、入

所資格そのものを失うということになります

が、これにどう対応するというのでしょうか。

現在の待機者の中で、要介護１・２の方は1,610

人おられます。また、特養ホームの入所待機者

全体では4,088人おられるという状況ですが、本

来ならば、こうした方々にしっかりと担保しな

ければならないことでもあります。

今回の法改定の中で、特養ホームの入所につ

いては、特例入所という位置づけがあると伺っ

たところなんですけれども、入所申請者、入所

を待っておられる方は、どなたも在宅では生活

が困難な特別な方なんです。ですから、市町村

とも協議を重ねて、県としての独自の支援を

行って、特例入所という考え方そのものを強く

打ち出して図っていく、施策に持っていく、そ

ういうことが必要だと思いますが、今後の介護
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施設の整備計画について伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 御参考までに

申し上げますが、今回の入所要件の改正に関し

ましては、国の入所指針案では、要介護１ある

いは２の方でも、認知症あるいは虐待が疑われ

るケースなど、やむを得ない事情がある場合に

は、市町村が関与することで特例的に入所でき

ることと示されておりますので、県としては、

この指針に沿って、事業所や市町村に周知徹底

を図るなど、適切に指導していくことが重要と

考えております。

また、特別養護老人ホームの整備につきまし

ては、現在、市町村と連携しながら、第７次の

高齢者保健福祉計画を策定しているところであ

りますので、その中で地域の実情を踏まえなが

ら、必要な整備を検討してまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 第７次計画の中で、本当に

必要な方が入所できるという方向で進めていた

だきたい。強く要望しておきたいと思います。

次に、地域医療について伺います。国民総医

療費削減のために、都道府県に病床機能報告制

度と地域医療構想が今回の法改定で義務づけら

れました。初めて医療機関に義務づけられた病

床機能報告制度とはどのような内容で、どのよ

うに地域医療構想に生かされていくのか、お聞

かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 病床機能報告

制度は、医療機関が、その有する病床において

担っている医療機能の現状と今後の方向性を、

高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４つの

機能に区分して、病棟単位で都道府県に報告す

る制度であります。その活用につきましては、

今後、国から示されますガイドラインの中で明

らかになると考えておりますが、地域の実情を

踏まえた医療機能の分化と連携を推進するた

め、平成27年度以降に策定する地域医療構想に

この報告を生かしていくことになると考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 政府は、看護師の配置が厚

い７対１看護の病床について、２年間で９万床

の入院病床の削減を打ち出しております。今回

の総合法で、都道府県に病床再編計画によっ

て、ベッド削減を推し進める仕組みが盛り込ま

れました。私は、国が言うこの方向で、県が病

床削減を行わないことを強く求めておきたいと

いうふうに思います。

また、今回の医療・介護総合確保推進法で、

介護保険料は２割負担の導入も盛り込まれまし

た。医療の窓口負担が増すこと、また年金の削

減、消費税増税などで、今、本当に高齢者の皆

さんの置かれている暮らしは大変な状況です。

こういうことで、必要なサービスの抑制を引き

起こすことにつながっていくのではないかと、

私は懸念するところです。2025年の高齢化のピ

ークに備えるというのであれば、公的保険によ

る介護・医療は、抑制ではなく充実こそ求めら

れているのではないかと思います。今後、介護

難民、また医療難民の問題は、一層深刻化が懸

念されるところです。こうした高齢者の生活実

態を見ない制度に対して、本来の介護保険、医

療制度に戻すべきだ、公的保険制度の精神を生

かすべきだと思いますし、このことを国にも、

しっかりと県民の暮らしを踏まえた上で意見を

言う、要求していくことが大事だと私は思いま

すが、知事の御見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな制度が見直

しをされる、変更されるときには、いろんな不

安も広がるわけでありますが、情勢変化に対応

して、機敏に、機動的に制度の見直しをしてい
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くことは、大変重要な取り組みであろうかと考

えております。医療・介護を取り巻く環境とい

うものが、急速な高齢化による医療・介護費用

の増加や、高齢者のみの世帯等の増加に伴う家

庭の介護機能の低下などによりまして、今後、

大きく変化することが予測されているわけであ

ります。今回の改正というものが、こうした状

況の変化に備えまして、地域医療介護総合確保

基金の創設、地域における効率的かつ効果的な

医療提供体制の確保、及び地域包括ケアシステ

ムの構築と費用負担の公平化等に取り組むもの

でありまして、団塊の世代が75歳以上とな

る2025年に向け、持続可能な社会保障制度を確

立するために必要な改革であると考えておると

ころであります。

○前屋敷恵美議員 高齢者の老後を安心できる

ものにすることは、国の責務でもありますし、

また、県の責務でもあると思うところです。高

齢化社会の中で、こういう状態はとうから予想

されたわけですから、予算の位置づけをはっき

りされることが大事だと私は思います。そう

いった中で、国民の支援も得て、介護保険制度

など公的な保険ができたわけですから、その精

神がしっかりと生かされる、そういう方向が望

ましい―望ましいというより、そうしなけれ

ばならないと思います。知事も、高齢者の皆さ

んの老後の暮らしをしっかり守るという立場で

の自治体の役割をしっかり果たしていくこと

を、強く求めておきたいと思います。

次に、県内における雇用の状況、雇用の問題

に移りたいと思います。

労働者の平均賃金が今、1997年のピーク時か

ら年間約70万円も減っております。労働者の３

人に１人、若者や女性では２人に１人が非正規

労働者です。そのほとんどが年収200万円以下の

ワーキングプア（働く貧困層）です。国民の所

得が長期にわたり減り続けていることが、日本

経済がデフレ不況に陥った最大の要因です。賃

上げと安定した雇用を実現して、労働者、国民

の所得をふやし、暮らしと経済の再建を図るこ

とが求められております。このことは、まさに

この宮崎県で実現していかなければならない課

題でもあります。そこでまず、県内の雇用の実

態、正規や非正規の状況について伺いたいと思

います。まず、県の職員の中での状況、県の誘

致企業、指定管理事業所、また民間企業におけ

る正規・非正規雇用の実態をお伺いしたいと思

います。総務部長、そして商工観光労働部長に

御答弁いただきます。

○総務部長（成合 修君） まず、知事部局に

おける職員の状況についてでありますが、職員

数につきましては、平成26年４月１日現在

で3,772人となっております。また、臨時・非常

勤職員につきましては、例えば、職員の育児休

業時の代替や事務補助などの業務に従事いただ

いておりますが、平成25年度の任用実績で見る

と、勤務日数や時間数が極めて少ない県営林監

視人や統計調査員を含め、非常勤職員は1,548

人、臨時的任用職員は、月によって変動がござ

いますが、平均すると211人となっております。

次に、指定管理者における雇用者数は、平

成26年４月１日現在、23の指定管理者におい

て585人が雇用されており、そのうち、正規雇用

が400人、非正規雇用が185人となっておりま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 県内の正

規・非正規雇用の実態につきましては、国の

「平成24年就業構造基本調査」によりますと、

役員などを除く雇用者44万1,100人のうち、「正

規の職員・従業員」が26万9,200人で61％、パー
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ト、アルバイトや契約社員などの「非正規労働

者」が17万1,900人で39％となっております。な

お、立地企業につきましては、平成21年度か

ら25年度の過去５年間に立地認定した149の会社

を対象に聞き取りした本年４月１日現在の状況

では、約5,600人が雇用されており、そのうち正

規雇用の割合は、推計値で申し上げますと、約

６割となっております。

○前屋敷恵美議員 県内においても、非正規雇

用、そういう状況が明らかに示されておりま

す。今、就業構造基本調査の結果を御答弁いた

だきましたが、これは５年ごとの調査ですけれ

ども、その数字から見ても、５年前と比べて、

非正規の割合が5.９％増加している。前の５年

間を見ても、それはより顕著にあらわれている

という数字が示されているところです。非正規

雇用は、いわゆるパートやアルバイト、派遣社

員、契約社員といった、まさに不安定雇用その

ものです。低賃金で社会保障も十分ではなく、

経済的な困難を抱え、暮らしは安定しません。

こうした非正規労働者の増加についての見解と

対策について、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 就業構造

基本調査によりますと、県内の非正規労働者

は、平成19年の14万3,700人から平成24年には17

万1,900人と、２万8,200人の増加となっており

ます。非正規労働者につきましては、雇用が不

安定で賃金が低く、能力開発の機会が乏しいな

どの課題があると認識しております。このため

県では、若者が最初の職を離職すると、非正規

労働者に転じることが多いと考えられますこと

から、まずは若者の離職防止対策に取り組む必

要があると考えておりまして、新卒者のマッチ

ング支援を行うほか、若年労働者や使用者に対

する広報・啓発に取り組んでおります。また、

国におきましては、非正規労働者から正規労働

者へ転換を促す助成金などの支援を行っている

ところであります。今後とも、労働局と連携し

ながら、対策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○前屋敷恵美議員 いろいろ対策も講じておら

れるというお話でしたけれども、非正規雇用が

ふえる一方で、確実に正規雇用の割合も減って

いるということですので、ぜひ、そこのところ

はしっかりと安心できる雇用体系が図られるよ

うに、これは国の課題でもありますが、県とし

ても、そういう指導も含めて図っていかなけれ

ばならないと思っています。

また、国会でも問題となりましたブラック企

業の問題ですけれども、全国で調査も行われま

した。本県でも調査がなされたということです

ので、その結果、どういう状況だったのかお聞

かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 宮崎労働

局によりますと、昨年度実施した過重労働重点

監督で、苦情や通報等をきっかけに、若者の使

い捨てが疑われる県内67事業所を対象に重点的

に監督指導を実施し、このうち53事業所で何ら

かの労働基準法違反があり、是正を指導したと

のことでありました。違反の内訳としまして

は、労働時間に関するものが36事業所、賃金不

払いの残業に関するものが18事業所であり、重

大・悪質な違反は確認されなかったと聞いてお

ります。

○前屋敷恵美議員 政府は今、地方創生という

ことで、地方に仕事をつくり、地方への人の流

れをつくるとして、地方、各県に再生・創生の

ためのプランを求めております。しかし、なぜ

都市部・首都圏への一極集中が起きて地方が衰

退してきたのか、その反省が根底になければな
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らないというふうに思います。そして何より、

地元で働き、暮らすためには、安定した所得が

不可欠です。非正規や生涯派遣労働を認めるよ

うな政府の姿勢を改めない限り、暮らしは守れ

ません。県もその認識をしっかりと持って、仕

事起こしや若い世代の暮らしや子育ての希望が

かなえられる地元・宮崎にするために力を尽く

していただきたい、このように思うところで

す。よろしくお願いいたします。

次に、放課後児童クラブ待機児の解消につい

て伺います。

共働き家庭やひとり親家庭などの子供たちの

放課後や夏休みなどの生活の場である放課後児

童クラブ、いわゆる学童保育ですが、この県内

の待機児童は現在327名。これはことし５月１日

現在の数字ですが、この数は東京や大阪などに

次ぐ全国10番目の多さとなっています。子供た

ちの安全のためにも、待機児童の解消を図るこ

とは不可欠ですが、現状と対策について伺いた

いと思います。福祉保健部長、お願いいたしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 放課後児童ク

ラブの利用希望は増加傾向にあるため、各市町

村は受け入れ体制の充実に努めてきたところで

ありまして、利用児童数は、平成21年度の6,342

人から平成26年度には8,152人となりましたが、

利用を希望する全ての児童の受け入れには至っ

ていないところであります。こうした中で、平

成27年度からスタートする予定の「子ども・子

育て支援新制度」の円滑な運用に向け、各市町

村では、現在、住民のニーズを踏まえながら、

「子ども・子育て支援事業計画」を策定中であ

りまして、その中で、放課後児童クラブの受け

入れ体制の充実策についても盛り込むこととさ

れております。県としましては、事業実施主体

である市町村と協議しながら、必要な支援に努

めてまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 市町村が主体で計画をつ

くって、県も援助していくというお話でしたけ

れども、国は来年度から、受け入れ対象を６年

生まで、全学年に広げるという方向を示してお

ります。こういうことで対応ができるのか、伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 先ほども申し

上げましたとおり、現在、市町村でニーズの調

査をしていただいております。今後、27年度か

ら５カ年間の計画の中で、そのニーズにいかに

対応するかということで、今、市町村で知恵を

絞っていただいておりますので、その結果を踏

まえながら、県としても適切な支援に努めてま

いりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、必要な児童が、希望

する児童が、放課後児童クラブで安全・安心な

毎日の生活が送れるように、しっかり対応して

いただきたいと思います。

また今回、待機児童の解消とあわせて、子供

たちに、安全な施設で安全な生活を保障してい

く、そういう意味では、運営費の助成だとか、

また施設整備の助成だとか、こういう経費を、

多くの運営しておられる方々が求めておられ

る、こういうお話を私は伺っているところなん

です。ですから、県もそういったところを把握

していると思いますけれども、ぜひこういった

声にも応えていただきたいということで、お話

をさせていただきたいと思います。

運営費補助金を増額してほしい、こういう要

望が寄せられておりますが、これは、県が予算

を組んで国に申請すれば、放課後児童健全育成

事業というので、国の助成もあわせて受けられ

る仕組みになっています。しかし今、県は国の
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基準額を運営費約３割程度減額して支給してい

るということを聞いていますが、せめて国の基

準額どおり支給すべきではないかと思うところ

です。本県同様に子育て同盟に加盟する佐賀県

や広島県は、国の基準額どおりの補助にとどま

らずに、国の補助対象外の小規模クラブにも県

単独での補助をしている、こういう状況を伺っ

ているところです。

また、施設整備の補助金についてですが、

今、県内でも、施設の老朽化や安全面から移転

建設をしたいと要望も出されております。築47

年、床の傷みによる子供たちのけがや、いまだ

にくみ取りトイレが残っているという衛生面で

の問題、それから、施設が狭くなって、利用し

ている子供たちが１日平均で何と53名もいて、

室内は子供たちであふれ返る、こういう状況の

中で子供たちが放課後を過ごす、こういう状況

が報告されております。さっきも申しました

が、県がこうした要望をしっかりと認めて補助

予算を組まないと、国の補助は出ないというこ

とになっておりますので、ぜひそういった点も

認識していただいて、期待に応えられるように

していただきたいと思います。

厚労省によりますと、過去３年間で施設整備

費の補助金を活用していない県は、宮崎県と神

奈川県だということも聞いておりますけれど

も、ぜひ、子供たちに寄り添った施策を遂行し

ていただきたい、県の努力を惜しまないように

していただきたいと思います。何より子供たち

のことを考えて、早急に待機児童の解消を図る

と同時に、こうした設備も十分に整えていく、

その役割を県が果たすことが大事だと思ってい

るところです。宮崎県が「子育て日本一」を掲

げておられるならば、その目的達成に値する取

り組みだと思いますが、知事の御見解を賜りた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県民を挙げて子育てに

取り組んでいこうと、「未来みやざき子育て県

民運動」に取り組んでおるところでございま

す。財政的な制約、厳しい状況がある中で、今

後とも、可能な限りの工夫を、国のいろんな制

度も活用しながら取り組んでまいりたい、その

ように考えております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ努力していただきた

い、そういうふうに思います。

最後になりますが、特別支援教育の充実につ

いて伺いたいと思います。

現在、市町村で行っている特別支援教育事業

は、特別支援講師派遣事業や特別支援学級ティ

ーチングスタッフ派遣事業など、さまざま取り

組まれているところです。障がいを抱える本当

に援助が必要な子供たちをしっかりと育ててい

こう、教育していこうという立場で、市町村は

頑張っておられるわけです。特別支援学級の在

籍児が増加している傾向にありますし、また、

障がいの多様化に見合った条件整備はどうして

も今求められているところです。こうした状況

に今、県の支援が強く要望されているんですけ

れども、この点について、なかなか県からいい

回答は返ってこないということも聞いておりま

すが、教育長は、その辺をどのように受けとめ

ておられるか、お伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援教育支援員

についてということですが、市町村立小中学校

において、障がいのある児童生徒に対し、学校

生活上の介助や学習活動上の支援などを行う特

別支援教育支援員につきましては、平成19年度

から、国において所要の地方財政措置が講じら

れているところであります。この支援員の方々

につきましては、県内の市町村でも年々増加し
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ているという状況にございます。県教育委員会

といたしましても、市町村立小中学校に在籍す

る障がいのある児童生徒の支援というのは、非

常に大切なことだと考えておりまして、実は国

に対しまして、この支援員に係る予算の拡充は

もとより、特別な支援を要する児童生徒のため

の予算確保について、繰り返し繰り返し要望さ

せていただいているところであります。

○前屋敷恵美議員 県にも、また市町村にも、

地方交付税措置がされているという中身ではあ

りますけれども、いわゆるひもつきという形で

はないので、そこは各市町村の裁量に委ねられ

るという状況があろうかと思います。そういっ

た意味では、特別支援教育に専門性のある教員

の方、支援員の方の配置や研修を保障するとい

うことも必要で、まさに財政負担を伴うわけで

すね。そういった点では、県の支援というのは

本当に不可欠だと私は思うんです。各市町村が

独自に取り組む事業だということではあります

けれども、そこに、県民、県の子供たち全体に

責任を負うという県の役割をここで果たしてい

ただきたいと私は思うんです。全ての子供の教

育を受ける権利を保障する上で、障がいのある

子供たちの成長を丁寧に支える体制づくりや教

育条件を改善するためにも、今言ったように、

国の支援はもちろんのことですけれども、県の

支援を求めたいというふうに思います。もう一

度、教育長に、前向きな方向で御回答いただき

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 特別な支援を要する

子供たちの状況というのは、さまざまでありま

して、本当に一人一人の子供たちを大切にした

いという思いです。財政的な措置は、簡単にで

きるかというと、なかなかできる状況ではあり

ませんが、県としても、例えば、国の事業を

使ってエリアコーディネーターを設けるとか、

いろんな努力に今取り組んでいるところであり

ます。それから、こういう支援を要するような

子供たちについては、高等学校でも事業化でき

たのは、まだ数年しかたっておりません。ま

た、大学についても、こういう思いを持ってい

る子供がおるということを、機会があるごとに

私もお伝えしているところですが、いろんな発

信をしながら、やれることをやっていきたいと

考えております。

○前屋敷恵美議員 全ての子供たちに寄り添っ

た形で、教育が十分に受けられるように配慮し

ていくことは大事だと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

今回の質問も、全て県民の皆さんの暮らしに

直接かかわる問題を取り上げさせていただきま

した。原発の問題もそうですし、医療・介護の

問題もそうですし、子供たちの教育の問題もそ

うです。県政運営のかなめというのは、いかに

県民の皆さんの暮らしに寄り添った形で、施策

を、行財政運営をしていくかということだと思

うところです。いよいよ総選挙、知事選挙、そ

して来年、我々も一斉選挙と、県民の皆さん、

国民の皆さんから審判されるという選挙がやっ

てまいりますけれども、本当に国民誰もが、県

民誰もが安心して暮らせる、そういう社会を、

県政をつくっていく上では、重要な役割を担わ

せていただくものというふうに思います。あく

までも県民の立場に立った県政運営、しっかり

と位置づけていただきますよう、重ねて強く要

求して質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。（拍手）

○福田作弥議長 次は、内村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党県議団の内村仁子でござ
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います。寒い中、本日は、私の地元から、そし

て友達、たくさんの方が傍聴においでいただき

ました。ありがとうございます。皆様の力をい

ただきながら、通告に従い質問をしてまいりま

す。

東日本大震災から３年８カ月がたちました。

私は、８月４日から県議会自民党部会で、気仙

沼での宮崎県漁業関係水揚げの状況や東日本大

震災の復興の様子、一関市の木造建築物の様子

など、調査に行きました。なかなか復興の見え

ない中、気仙沼漁港では、日南漁港所属の船か

ら生きのいいカツオの水揚げがされ、４キロ近

くする大きなカツオもあり、活気を感じました

が、燃油の高騰で経営は厳しいとの話も伺いま

した。また、被災地では、今までに経験したこ

とのない区画整理、高台への集団移転、これか

らのまちづくりについて、工事が始まった箇所

も見受けられましたが、津波で流された住居跡

地の基礎部分だけが残されている悲惨な状態が

続いております。

自然災害を含む大きな災害も発生し、広島で

の土砂災害、御嶽山での噴火等による災害等、

被災された方々に心からのお見舞いを申し上げ

ますとともに、救助に当たられた自衛隊、警

察、消防、ボランティア等、従事された皆様に

感謝申し上げます。

しかし、暗いニュースが続く中、県内では、

国民体育大会の天皇杯19位、全日本剣道大会で

は高岡町出身の方が優勝され、また国内では、

ノーベル賞の物理学賞を３人の日本人研究者が

受賞されるなど、温かいニュースにも浴するこ

とができました。そこで、今議会でも、私の定

番である「女性の立場から、小さな声も届け

る」ために質問してまいります。

いよいよあす衆議院が解散されると報道され

ております。安倍総理は、日本の未来のため

に、デフレ脱却に向けた経済政策、アベノミク

スの信任を問う考えも出されました。今議会で

は、８人から地方創生事業についての質問が出

されております。私は、やっと地方の時代が来

るのかなと期待しました。今後の地方創生に向

け、さらなる地方の声を届けたいと思っており

ます。

知事は、この４年間、口蹄疫等多くの困難を

克服、県民の幸福を願い、生活向上に懸命に努

力してこられました。今月９日にアズムホール

で開催されました食育・地産地消フェスタで

は、出店の若い高校生に「知事、知事」と囲ま

れ、知事へのフィーバーぶりを感じました。そ

こで、今期締めの議会として、「平成27年度事

業を検討するに当たっての視点」の４つの項目

について、知事の見解を伺います。

次に、教育長にお尋ねします。真の地方創生

を実現する「みやざきモデル」の提言では、東

京一極集中の解消とあります。しかし、私たち

は、県のスポーツ施設が宮崎一極集中と感じて

います。今、都城市では、大型アリーナ建設の

要望が出ておりますが、この大型アリーナを都

城市に建設できないか伺います。

次に、県内には、難病で苦しんでおられる患

者さんがたくさんおられます。私は以前、難病

の方を支援するボランティアグループで支援を

し、その苦労を肌で感じてきました。現在の難

病医療助成の受給者数と、来年１月には難病医

療法の施行に伴う新制度となりますが、その新

制度について、県の対応状況を福祉保健部長に

伺います。

以上で壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から質問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま
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す。

「平成27年度事業を検討するに当たっての視

点」についてであります。厳しい財政状況の中

で、特に優先すべき取り組みとして４つの項目

を掲げております。１点目は、「人口減少問題

の克服」、２点目として、「将来の発展と地域

を支える人財づくり」、３点目、「本県の更な

る発展に向けた長期的・継続的取組」、４点

目、「「宮崎のおもてなし」の磨き上げと魅力

の発信」、この４つの項目を掲げたところであ

ります。

まず、最重要課題である「人口減少問題」で

ありますが、国の地方創生の取り組みも活用し

ながら、本県ならではの提案、また独自の取り

組みを進めることにより、その克服に真正面か

ら取り組んでまいりたいと考えております。

次に、「人財づくり」につきましては、人口

減少社会にありまして、人こそが何よりも重要

であり、本県の将来を左右するものと考えてお

ります。そして、地域の持つ特性や可能性が

しっかりと発揮されますよう、「人財づくり」

に加えまして、地域に根差した成長産業づくり

や安全・安心で魅力ある地域づくりなど、「長

期的・継続的に取り組むべき課題」を柱とした

ところでございます。

先ほど、食育のイベントでの高校生の話を御

紹介いただいたところでございますし、大震災

の被災地の訪問の話がございました。先日、産

業教育フェアにおきまして、宮崎海洋高校の生

徒が気仙沼を訪れたその様子の発表を聞いたと

ころでございますが、子供たちがしっかりと被

災地にさまざまな激励を届けるとともに、海洋

高校の子供たちもいろんなことを学んでいる

と、大変心強い思いがいたしたところでござい

ます。このような「人財づくり」、また「長期

的・継続的に取り組むべき課題」ということで

の産業振興なども、しっかりと図ってまいりた

いと考えております。

さらに、４点目の関係では、オリンピック・

パラリンピック東京大会の開催等2020年を見据

え、スポーツ人財の育成や、訪日外国人などに

対する取り組みにつきましては、「宮崎のおも

てなし」で、時機を失することなく取り組みを

進めてまいりたいと考えております。これらの

点は、いずれも本県が将来にわたり発展してい

くために欠かせない視点でありまして、今後と

も「豊かさを実感できる宮崎」の実現に向け

て、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

難病医療法についてであります。県内におい

て、難病医療費助成を受けている患者数は、平

成26年３月末で9,248人となっておりますが、難

病医療法の施行により、対象疾患が56から約300

に拡大することから、平成27年度末には約１

万5,000人程度になると見込んでおります。県の

対応状況ですが、法施行により、診断書に当た

る個人調査票の作成は、都道府県が指定する難

病指定医のみができることになりますので、患

者の方々が、より身近な医療機関で受診できる

よう、現在、難病指定医の指定作業を進めてい

るところであります。また、医療費の患者負担

額等も変更になりますので、新制度の概要につ

いて、新しい受給者証の交付にあわせて、年内

には全ての受給者に文書で案内を行うこととし

ております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

大型アリーナの整備についてであります。県
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有スポーツ施設のほとんどは、昭和54年の宮崎

国体前に、県体育館や県総合運動公園など、宮

崎市に整備いたしております。また、県大会や

全国あるいは国際レベルの大会におきまして

は、交通の利便性がより高いことや、施設が集

中して運営しやすいことが求められております

ので、その後も県総合運動公園を中心に整備し

てきているところであります。スポーツに関す

る多くの施設が30年以上を経過いたしておりま

すが、厳しい財政状況の中、新たな施設の整備

は難しく、定期的な改修等により維持管理に努

めてきているところであります。

一方、各市町村におきましては、国体後に多

くのスポーツ施設が整備されており、新たな整

備予定についても伺っているところでありま

す。今後の本県スポーツ施設の整備のあり方の

検討に当たっては、既存施設の状況や市町村の

整備計画など、十分に調査していく必要がある

と考えております。以上でございます。〔降

壇〕

○内村仁子議員 福祉保健部長に再度お尋ねい

たします。難病医療費助成の対象が、現在の56

疾患から約300疾患にふえる見込みということで

今、答弁いただきました。患者の方々は、医師

も減少しており、適切な医療を受けられるか、

心配しておられます。このことへの対応につい

て、再度お尋ねいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 患者の方々が

適切な医療を受けられるようにするためには、

法施行に伴う制度改正と対象疾患の拡大にしっ

かりと対応していくことが大切であると考えて

おります。このため現在、難病指定医の指定と

あわせて、難病指定医療機関の申請受け付けを

行っているところであり、現行制度の56疾患に

つきましては、患者の方々がこれまで受診され

ていた医師及び医療機関を、制度改正後も指定

できるめどがついたところであります。県とい

たしましては、今後、新たに対象となる疾患に

対応するために、指定医や指定医療機関の一層

の拡充に努めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 難病に対しては、これからも

どうぞよろしくお願いしたいと思います。

次に、感染症対策について福祉保健部長にお

尋ねいたします。３月にギニアで集団発生し、

世界中で恐怖を感じたエボラ出血熱について、

お尋ねします。欧米にも飛び火、日本でも水際

対策が重要度を増しておりますが、宮崎県で

も、海外からの観光客や帰国者など国際化して

おります。県内でもしエボラ出血熱患者が発生

した場合の対応はどのようになっているのか、

伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国内あるいは

県内でエボラ出血熱患者が発生した場合の対応

についてでありますが、事前の対策として、患

者等との接触に備え、保健所や医療機関におけ

る防護服の着脱訓練を行うとともに、搬送等の

実地訓練を計画しているところであります。ま

た、エボラ出血熱の発生地域からの入国者・帰

国者で、発熱等の症状がある疑い患者が発生し

た場合は、国と協議し、県外の第一種感染症指

定医療機関に搬送することになりますので、現

在、熊本県や佐賀県、大分県と調整を行ってい

るところです。さらに、疑い患者が発生した際

は、接触者調査を行い、感染が拡大しないよ

う、接触後21日間、健康観察を行うこととして

おります。また、県民への適切な情報提供を行

うとともに、発生国から入国し、１カ月以内に

発熱等の症状が出た場合は、まずは保健所に連

絡するよう周知徹底を図っているところであり

ます。
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○内村仁子議員 エボラ出血熱について再度伺

います。先日の報道では、全国にこのエボラ出

血熱患者を受け入れる第一種感染症指定医療機

関が設置されていない県が８県あると報道され

ました。その中に宮崎県も入っていると、赤い

地図で示されました。この未設置となってい

る、今後に向けた取り組みについてお尋ねしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 第一種感染症

指定医療機関につきましては、厚生労働省から

未指定の都道府県に対して、早急な指定を強く

求められているところであります。このため、

本県といたしましても、万一の患者発生に備

え、早期に当該施設の整備及び指定を行う方法

がないか、検討を進めているところでありま

す。

○内村仁子議員 国内では、流行国から帰国後

に発熱症状を訴えた患者が、渡航歴を伏せて一

般の医療機関を受診した例が報告されておりま

す。いかに検疫を強化しても―「すり抜け」

という言葉が使われておりますが―すり抜け

に懸念が広がっております。21日間の潜伏期間

に、風邪の症状として一般の医療機関に行か

ず、保健所に必ず届けることを徹底して、これ

はいろんなメディアを通じて報道していただき

たいと思っております。最初は風邪の症状と間

違った例が多いということですから、１カ月以

内にということを今答弁いただきましたけれど

も、その間に広がるおそれもあるということを

一応頭に入れておいていただけたら、ありがた

いと思います。

続きまして、今、県では、妊娠・出産啓発事

業として、約325万円の事業について協議してお

られます。この事業の内容はどのようなものか

伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまお尋

ねの妊娠・出産啓発事業でありますが、思春期

や若い世代を対象に、命の大切さや妊娠・出産

に関する正しい知識を啓発することを目的に実

施するものであります。具体的には、啓発パン

フレットを作成し、助産師等が講師となって、

中学生や高校生、大学生、さらに企業等に勤め

る若い世代を対象にした出前講座において活用

することにしております。また、ことし12月

に、若者の性に造詣の深い県外の産婦人科医を

お呼びして講演会を開催し、若い世代に、自分

の体を知ることや命の大切さを踏まえながら、

妊娠・出産について、わかりやすくお話をいた

だく予定であります。

○内村仁子議員 啓発パンフレットについてで

すが、私はその案を見せていただきました。確

かに、今、部長は命の大切さとおっしゃいまし

たが、この内容を見ますと、命の大切さが欠如

していると感じております。避妊についての内

容が過激で、疑問視する声も聞いております。

これまで出版されている「ハッピーファミリー

プラン」が、昨年12月改訂で出版されておりま

す。これは19年に発行されてから、７年間に５

回改訂されております。それと全く同じ内容で

はないかと。内容の記事を見てみますと、こち

らからこちらに移った、縦書きの書類が横書き

に移った、それぐらいとしか考えられないよう

な内容に感じております。今回のパンフレット

の内容はどのようになっているのか、避妊のた

めだけのパンフレットとしか受けとめられませ

ん。

また、避妊用ピルについては、死亡者等も出

ており、削除してほしいと話をしましたが、掲

載の方針は変わりそうにありません。このピル

をどのように認識しておられるのかも、あわせ
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てお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 啓発パンフ

レットの内容でありますが、命の大切さや妊娠

・出産に適した年齢、避妊方法、女性専門相談

窓口等について紹介する予定としておりまし

て、この作成に当たっては、これまで２回開催

し、今月末にもまた開催いたしますが、若者に

も十分伝わるように、産婦人科医や養護教諭等

の専門家あるいは関係者に加え、高校生や大学

生にも参画いただき、皆様からの意見を集約

し、より効果的でわかりやすいパンフレットを

作成することとしております。

次に、ピルについてのお尋ねですが、現在使

用されている低用量ピルは、医師の処方、指導

を受けた上で使用するものであり、避妊や治療

に用いられているものであります。いずれにし

ましても、本人の正しい理解のもと、その判断

により使用していただくことが重要であると考

えております。

○内村仁子議員 命の大切さを若い人にとにか

く伝えてほしい。このパンフレットは２万部つ

くって、中学生などの若い方に配るという予定

になっております。そして、11月末には、３回

目の協議でこれが決定しようとしております。

公的なものを出す機関が、このような過激なも

のをつくられていいものか、私は疑問に感じて

おります。授かる喜び、産む喜び、そして育て

る喜び、これが女性としての、男性にはない喜

びを感じるものだとも思っております。

私は、市役所勤務時代、「広報都城」の発行

に携わっていました。公共での出版物として、

このパンフレットがふさわしいのか、どうして

こんな過激な記載をしなければならないのか、

疑問を感じ、今回、県内の高校に行きました。

保健室を見せてもらいました。ある高校では、

目を覆いたくなるような過激なポスターが、保

健室の真ん中にどーんと２枚張ってありまし

た。内容は口では申し上げられません。そし

て、また別な高校では、全然そういうのは見当

たりませんでした。学校にばらつきがある、そ

して指導者に、保健の先生によって違いがある

んじゃないかなと思いました。以前、国会の場

でも、山谷えり子先生が、人形を使った過激

な、過度な性教育がされていると述べられてお

りました。保健室のあり方と、学校における性

に関する指導はどうあるべきか、教育長の見解

を伺います。

○教育長（飛田 洋君） 学校の保健室は、子

供たちの健康づくりの中心的な役割でありまし

て、学校の保健指導で、言うならば、子供たち

にとってはオアシスみたいなところだと思って

おります。そのため、子供たちが気軽に相談に

来られるよう、温かい雰囲気づくりや、子供た

ちそれぞれの発達の段階に応じた指導・啓発資

料を掲示するなどの配慮が必要であると考えて

おります。また、学校における性に関する指導

は、このような保健室の取り組みを初め、学校

のあらゆる教育活動の中で、生命のとうとさを

基盤として行っていくことが大切であると考え

ております。今後とも、子供たちが、自分や周

りのかけがえのない命を大切にすることができ

るよう、心に響く保健指導の充実に努めてまい

りたいと考えております。

保健室の掲示物とか、学校にはいろんな掲示

物がありますが、掲示物をどこに掲示するのが

ふさわしいのか、事前にどういう指導をするの

がふさわしいのか。同じ資料を授業の中で使う

のか、保健室で使うのか。例えば授業の中だっ

たら、事前に十分指導して、資料を見せた後も

十分指導する。本県の若い世代のいろんな状況
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も加味しながら、どの場が指導するのに一番ふ

さわしいか、そういうことを考えながら、また

現場の指導をしていきたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。教育

長、教育委員長おそろいで、県内の高校、まず

県立ですけれども、ぜひ一回、保健室を見てほ

しいと思っております。年代の違いと言われれ

ばそれまでですが、私たちの年代でとても見ら

れるようなポスターではありません。それが正

面、真ん中に張ってあるということ自体が―

私は女性ですから男性の気持ちはわかりません

けれども―かえってあおるようなポスターに

なるんじゃないかなと思っております。そうい

うものが張っていなかった高校の先生は、「そ

のようなポスターがどこから来たんでしょうか

ね」という表現もされました。そのように違い

があるということで、これからぜひ、学校を、

生徒をあおるようなポスターは避けてほしいと

思っております。よろしくお願いします。中に

は、中学校でも張ってあるところがあるそうで

す。とてもまともには見られません。そこだけ

は、はっきり申し上げておきたいと思っており

ます。

続いて、福祉保健部長にお尋ねいたします。

県内でのあんまマッサージ指圧師等の国家資格

の有資格者が開設の事業所数、カイロプラク

ティック等の無資格者が開設の事業所数を伺い

ます。また、ある週刊誌では、無資格者が起こ

した事故も報道されています。赤ちゃんの死亡

事故とかも出ておりますが、事故の報告がされ

ているのか伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） あんまマッサ

ージ指圧師等の有資格者が開設している施術所

につきましては、平成24年12月末現在が最新の

データでありますが、848施設となっておりま

す。国家資格を有していない者が開設している

事業所数及び事故の状況につきましては、開設

者に届け出や報告の義務がありませんので、把

握できておりません。

○内村仁子議員 鳥取県の例を申し上げます

が、鳥取県では、このあんまマッサージ指圧師

等の施術所に対して、木製看板による証明書が

発行されております。あんまマッサージ指圧

師、鍼灸師の資格者には、視覚に障がいのある

方が多く、生活が圧迫されるおそれがあること

への支援ということや、国家資格の有資格者の

施術所と無資格者による施術所との区別を明ら

かにするためとなっています。本県でもそのよ

うな取り組みを行う考えはないか、お尋ねいた

します。

○福祉保健部長（佐藤健司君） あんまマッサ

ージ指圧師等の施術所に対する届け出事実の証

明につきましては、本県では現在、開設の届け

出を受理した時点で、全施設に届出済証を交付

しているところです。御質問の看板等による別

途の証明書の発行につきましては、今後、その

効果を含め、他県の状況等を研究してまいりた

いと考えております。

○内村仁子議員 鳥取県の例をもう一つ申し上

げますと、「正確な情報を県民に提供するとと

もに、無資格者の医業類似行為による公衆衛生

上の健康被害を防止することを目的とする」と

いうことも目的の中に含まれ、これはもちろん

有料ではありますが、このような制度をとって

おられるということも紹介しておきたいと思い

ます。御検討のほどよろしくお願いいたしま

す。

次に、介護保険についてお尋ねいたします。

今、介護保険において、これからの制度改正に

ついて出されております。介護保険料の見直し
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は、３年ごとにされるようになっております。

今、すごく高い地域とそうでもない地域とがい

ろいろ分かれております。今回、介護報酬改定

の議論の中で、特別養護老人ホームの報酬引き

下げが出ていますが、これを引き下げることに

よって、職員や利用者への影響が懸念されてい

ます。県としてどのように考えておられるか、

お尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 特別養護老人

ホームの介護報酬につきましては、本年６月24

日に閣議決定されました「経済財政運営と改革

の基本方針」の中でも、介護保険サービス事業

者の経営状況等を勘案して見直すこととされて

おりますので、その方針に基づき、現在、議論

が進められているものと理解しております。改

定の具体的な内容は、これから明らかになると

思いますので、県としましても、国の動向等を

注視してまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 特別養護老人ホームは、なか

なかあきがありません。受け入れ先を探すの

に、私も大変苦労しております。病院から養護

老人ホームに行くときに、なかなかあきがな

く、目的は在宅介護に進むものと思っておりま

す。しかし、在宅介護には限界があります。私

も４年間、母をきょうだいで在宅介護いたしま

した。認知症であったためにどうすることもで

きなくて、施設にやっと入れてもらいました。

このようにして、特別養護老人ホーム、そして

認知症についても、家族には限界があるという

ことも申し上げておきたいと思います。介護と

いうものは、やった者にしかわからない大変な

苦労があると思います。また、職員の労働は大

変な状態です。しっかりこの動向に対応してい

ただくよう、お願いしておきたいと思います。

次に、都城・西諸地方では医師不足が懸念さ

れ、私は、これまでにも２回、議会で一般質問

をしております。医師確保について質問してお

ります。来年の春には、都城インターの近くに

市郡医師会が新しく移転いたしますが、大分完

成に近いような状態の建物が見受けられます。

しかし、県西地区の医師不足は大変苦慮すると

ころでありますが、医師不足に対して、その後

どのように取り組んでいただいたか、お尋ねい

たします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 医師確保につ

きましては、県西地区はもとよりでございます

が、県全域にわたる大変重要な課題でございま

す。いろんな対策をこれまでもとっておりま

す。例えば、宮崎大学医学部への地域枠等の設

置や医師修学資金の貸与、地域医療・総合診療

医学講座への支援を行っております。また、若

手医師等の確保・育成を図るため、県内の臨床

研修病院が合同で病院説明会に参加するなど、

臨床研修医の確保に取り組むとともに、地域総

合医育成サテライトセンターの運営や県内で働

く医師のキャリア形成支援を行うなど、さまざ

まな取り組みを推進しているところでありま

す。

○内村仁子議員 さっきのスポーツ施設と同じ

でありますが、宮崎には県病院もありますし大

学病院もあります。しかし、都城には、都城病

院は以前の国立病院として残っておりますが、

県のこういう病院、医療関係がありませんの

で、ぜひ医師の確保だけでも、これから先、頑

張っていただきたいと思っております。

続きまして、学校での伝統芸能について、教

育長にお尋ねいたします。県内の小中学校で

は、日本の伝統芸能をどのように学習してい

らっしゃるのか、人材づくりとして重要なこと

であると思いますので、答弁をお願いいたしま
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す。

○教育長（飛田 洋君） 日本の伝統芸能を子

供たちが学び継承していくということは、日本

の心を学ぶことにもつながると思いますし、日

本人としての自覚を育成する上で、大変意義の

深いことだと考えております。日本の伝統芸能

につきましては、小中学校では、音楽科の授業

で、和楽器（日本の楽器）を演奏したり、民謡

を歌ったり、映像を使って古典芸能の能や歌舞

伎などを鑑賞したりする学習を行っておりま

す。また、総合的な学習の時間などにおいて、

地域に伝わる伝統芸能、例えば神楽あるいは棒

踊りなどについて調べたり、運動会や敬老会な

ど、学校や地域の行事の機会を捉えて、伝統芸

能を発表したりいたしております。これらの学

習を通じて、伝統芸能への興味・関心を高める

こともできると同時に、ふるさとへの愛着も育

んでくれているものと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。棒踊

りとか、地域に伝わる郷土芸能、こういうもの

も非常に大事なことであります。私の地域の大

王小学校では、毎年、運動会のときに俵踊りを

地域の人が教えて、５年生が運動会で踊ってお

ります。先般も地域のふれあいまつりのほう

で、親子４代にわたって出ていらっしゃるとこ

ろが、小さい子供さんまでも練習をしていらっ

しゃるということで、こういう地域のもの、伝

統的なものを残すということは、大変重要な人

材づくりにつながっていきますので、これから

も、そこのところを学習の中でしていただけた

らありがたいと思っております。

私は、11月11日、都城市立笛水小中学校に

行ってまいりました。ここは小中一貫校で、全

校生徒22人の小さい学校ですが、ここで観世流

による家元の指導がなされました。それを鑑賞

に行きました。前日の10日には、家元と、中に

入っていらっしゃる方と私と、市長のところに

面会に行き、これからの伝統文化についてのお

願いということで話してきました。私はざっと

して行きましたけれども、その方たちはちゃん

と紋付はかまで来られて、びっくりしたところ

でした。申しわけない感じもしたんですが…

…。指導された家元から、笛水小中学校の子供

さんがすばらしい生徒であったと絶賛の言葉を

いただきました。日本一じゃないかという言葉

もいただきました。

というのは、中学１年生も一緒に舞ったわけ

ですが、その中学生がぴしゃっと正座して話を

聞く、今度は周りの下級生もぴしゃっと正座し

て話を聞く、そして練習に入る、大きな声で能

の謡をしながら踊っていくという、すばらしい

情景を私は拝見いたしました。児童生徒22人の

小さな学校ですけれども、10人の児童生徒と先

生が１人入られて、はかまを着て堂々と舞台で

舞われました。そして、私たちが学校から帰る

ときは、全員が整列して「ありがとうございま

した」と頭を下げて、元気よくお礼の言葉を

言ってくださいました。そのときの子供たちの

目の輝き、笑顔はすばらしいものでした。古典

芸能の本物のよさに直接触れる機会があった子

供たちは幸せだったなと私は感じたんですが、

もっと多くの学校でもこういう事業ができない

か。これは文化庁からの事業で、自治体の持ち

出しはゼロということでしたので、教育長の答

弁をお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 古典芸能である能や

歌舞伎などに直接触れたり、家元など一流の方

々に教えていただいたりする生の触れる体験と

いうのは、子供たちにとって、古典芸能のすば

らしさを十分に味わい、大きな感動につながる
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本当に貴重な機会となっていると思います。そ

ういう思いを持って、県教育委員会では、先ほ

ど紹介がございましたが、古典芸能などすぐれ

た文化芸術を子供たちに届ける文化庁主催の事

業に、学校から希望をとりまして、それをもと

に文化庁に申請し、演奏会とか公演を行ってお

ります。

また、教職員とそのＯＢで組織する宮崎県教

職員互助会の協力を得て、子供たちが古典芸能

に触れる機会となるスクールコンサートも実施

いたしております。これまで多くの学校の子供

たちが、これらの事業によって、本物のよさに

直接触れる体験をしてきているところでありま

す。今後も、このような事業をうまく活用させ

ていただきながら、古典芸能の本物のよさに直

接触れる機会ができるよう努めてまいりたいと

考えております。

○内村仁子議員 次は、農政問題に移らせてい

ただきます。高齢化、過疎化により、農家の減

少が進む中、農地中間管理事業の現状につい

て、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

事業につきましては、旧市町村単位を基本に63

のモデル地区を設定しまして、地区での話し合

い活動を通じた「人・農地プラン」の作成・見

直しとあわせ、制度の周知と事業の推進を図っ

ているところであります。本事業では、農地の

出し手と受け手の掘り起こしが必要であります

が、受け手につきましては、７月と10月に借り

受け希望者を公募し、10月分については精査中

でありますけれども、合わせて約7 0 0名か

ら、4,000ヘクタールほどの応募があったところ

でございます。また、農地の出し手につきまし

ては、現在、モデル地区を中心に掘り起こしを

進めますとともに、受け手とのマッチングを

行っているところでございます。農地中間管理

事業の最初の認定は、年内を予定しており、ま

た、12月には３回目の公募を行う計画であるな

ど、順次手続を進めているところでございま

す。

○内村仁子議員 ことしの稲作についても、食

用米、飼料米、加工米と、私のうちの田んぼの

周りでは、いろいろな米がつくられました。用

途によって早く刈り取ったり、遅くまで田に稲

が残ったりと、防虫にも大変苦慮しました。何

よりも一番困ったのは、ジャンボタニシでし

た。この繁殖にはすごいものがあって、私は大

きいタンクで持ち出しました。飼料米は早く刈

り取られます。残ったところに虫がついたら、

これがわっと広がる。今度はそれで、防虫、駆

除ができないということも実際に出ておりま

す。今後、農地中間管理事業についてどのよう

に進められていくのか、お尋ねします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農地中間管理

事業の推進に当たりまして、生産の効率化や所

得の向上といった農地の集積・集約化の効果を

最大限に引き出すためには、経営力のある担い

手の確保といった担い手対策や、生産振興品目

ごとのゾーニング等による生産対策、さらに

は、基盤整備事業等を一体的に取り組む必要が

あります。このため、モデル地区における取り

組みを十分検証し、担い手対策、生産対策と結

びついた優良事例の研修会や、事業推進マニュ

アルの作成・配布等を行うことによりまして、

県全域での機運づくりを進め、来年度からの本

格実施につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 今、ゾーニングという言葉を

言っていただきました。これは大変ありがたい

ことだと思います。つくる作物を決めていくと
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いうことで、これにより防虫もできますし、そ

ういうふうに進んでいけたらありがたいなと

思っております。

続いて、畜産についてお尋ねします。全共２

連覇をなし得た宮崎牛の認知度向上や販路拡大

に向け、どのように取り組んでいかれるのか伺

います。先般、東京在住の方から、「宮崎牛を

食べたいが、どこに行けばいいのかわからな

い」と言われました。これは宣伝が足りないの

ではないかと思いますが、このことについて答

弁をお願いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 現在、全共２

連覇により得られました「日本一」の称号を活

用しながら、関係機関と一体となり、国内外

で、宮崎牛の販路拡大に向けたさまざまなプロ

モーション活動を実施しているところでござい

ます。また、大消費地である東京、大阪、福岡

において、ＰＲイベント等を開催いたしますと

ともに、テレビＣＭ等の広告媒体を活用した認

知度向上に取り組んでおります。特に、25年度

から東京食肉市場への生体出荷を本格的に実施

しておりますが、継続した取り組みによりまし

て、関東の卸売業者からの宮崎牛の評価も高

まってきており、取扱店の増加にもつながって

きておりますので、東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据え、引き続き、首都圏での販路

拡大等に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○内村仁子議員 先月、高千穂町で開催されま

した県畜産共進会は、屋外でのすばらしいロケ

ーションでの開催をされました。私も前日から

行き、出品者の皆さんや関係者の方々との交流

も深めることができました。皆さんの意気込み

も大変感じましたが、この結果について、県と

して、今後どのようにしていかれるのか、どう

捉えられたか伺います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 先月の県畜産

共進会は、平成29年開催の第11回全国和牛能力

共進会を見据え、肉用種種牛の部が昨年度に引

き続き開催されたところであります。今回は、

高千穂町で初めての開催でありましたが、県内

各地から多くの方々が来場され、また、地元自

治体やＪＡ等の御協力もあり、大いに盛り上

がったところであります。共進会では、開催地

である高千穂地区の出品牛がグランドチャンピ

オンに輝きましたが、他の地域からの出品牛も

甲乙つけがたいすばらしい仕上がりであり、各

地域の出品に対する取り組み意識の高さと団結

力を強く感じますとともに、第11回全国和牛能

力共進会に向けた関係者の機運がさらに高まっ

たものと考えております。

○内村仁子議員 では、平成29年に開催される

第11回全国和牛能力共進会に向けて、今後どの

ような取り組みをされるのか伺います。前回の

長崎での共進会には、私は電車を乗り継いで行

きました。あの感動を県を挙げて味わうために

も、取り組みをお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 第11回全国和

牛能力共進会に向けましては、県、全国和牛登

録協会宮崎県支部及び関係団体で構成いたしま

す推進協議会を設立し、関係機関が一体となっ

て、出品対策を進めているところであります。

このうち、今年度は、枝肉を審査します肉牛の

部に出品する候補牛を作出するため、口蹄疫後

に造成した若い種雄牛の中から指定交配する種

雄牛を選定し、今月末からは、県内各地の産肉

能力のすぐれた繁殖雌牛に指定種雄牛を交配す

ることとしておりまして、出品対策にとって大

変重要な年となっております。今後とも、推進

協議会を中心に、生産農家を含めたチーム宮崎
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に、しっかりと出品対策を行ってまいりたいと

考えております。

○内村仁子議員 私は今回、環境農林水産常任

委員長として、高千穂の県共進会にも行かせて

もらいました。今月の子牛の競り市では高い値

がついたと、私の近くの生産農家では大変喜ん

でおられます。そこで、知事に、全国和牛能力

共進会３連覇―15年になるところですが―

に向けた意気込みについて伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） ５年に一度の全国和牛

能力共進会でありますが、特に３年前の長崎で
※

の全共で２連覇を達成できたということは、口

蹄疫で大変な思いをした直後だけに、和牛の

チャンピオンを決めるということだけにとどま

らず、県民に大きな感動と元気を与えてもらっ

たのではないかという思いがしております。そ

れに対して県民栄誉賞の贈呈もあったわけでご

ざいますが、そういう口蹄疫から立ち上がる大

きな力となったということ、さらには、「全共

２連覇」という称号を前面に出すことによりま

して、大都市や海外でのトップセールス、さま

ざまなプロモーション活動において、宮崎牛の

認知度向上、さらには輸出量の増加―昨年

は122トンで過去最高の輸出の増加があったわけ

であります―このような実績に結びついてい

るところでございます。

宮崎牛が今後とも日本一―日本一の和牛と

いうことは世界一であるということを今言い

張っておるところでありますが―こういう

チャンピオンブランドとして確固たる地位を築

き、特に６年後の東京オリンピック・パラリン

ピックを考えまして、「日本一」の称号を活用

していく上では、全共３連覇を何としてもかち

取らなければならない、そのような強い覚悟で

あります。

ただ、今回の宮城県で行われます全共という

ものが、口蹄疫後の種牛を使わなければならな

い、大変厳しい条件がありますとともに、長崎

と比べても遠距離での開催ということでありま

すので、大変厳しい戦いになるのではないかと

いう思いがございます。そういった状況をしっ

かり関係者と分析した上で、日本一を目指すべ

く、日本一の準備をしてこれに臨み、３連覇

を、総力を結集することによってかち取ってま

いりたい、そのような決意でございます。

○内村仁子議員 今、ありがたい言葉をいただ

きました。前の長崎での大会、日本一のときの

パレードに私も参加させていただき、ここの橘

通りをずっと黄色いジャンパーを着て歩きまし

た。沿道にいらっしゃる方から、私たち歩く者

に対して「ありがとう」という言葉をいただい

たんです。それぐらいみんな宮崎県の方が一緒

に喜んでもらえたということですので、この感

動をまた味わえるように、次の第11回に向けて

も、ぜひ一致して皆さんで頑張っていただきた

いと思っております。

最後になりましたが、都城志布志道路の県施

工区間の進捗状況についてお尋ねいたします。

この道路については、議会の一般質問のたびに

お尋ねしておりますが、どうぞよろしくお願い

いたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 都城志布志

道路の県施工区間につきましては、全体延長

約8.6キロメートルのうち、五十町インターチェ

ンジから梅北インターチェンジ間約3.2キロメー

トルを供用しておりまして、残る約5.4キロメー

トルの区間を、現在、梅北工区、金御岳工区と

して、整備を進めているところであります。梅

※ 144ページに訂正発言あり

平成27年11月20日(木)
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北工区につきましては、地元の皆様の御協力を

いただき、集団調印で用地取得が進められたこ

となどによりまして、平成29年度の供用を目標

に、現在、橋梁工事や道路改良工事などを実施

しているところであります。また、金御岳工区

につきましても、先月、集団調印を実施するな

ど、順調に用地取得を進めており、今後は、埋

蔵文化財調査等を順次実施してまいりまして、

早期の工事着手に向け、積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。都城

志布志道路について、中郷地区の皆さんが集団

調印に携わってくださったということには、大

変ありがたいと感謝したいと思っています。な

かなか集団調印ということは厳しい現状だと思

います。しかし、これは中郷地区の皆様のまと

まりのよさ、この道路に対する思いが大きいと

思っております。

今回、都城、曽於市、志布志市の女性で、道

づくりを考える都城広域女性の会を立ち上げま

した。医師会関係、薬剤関係、そして商工会関

係、ＪＡ関係、多くの女性が集まって、一般の

主婦も入りながら、県境を越えての女性の会は

初めてであります。一緒に九州地方整備局や国

土交通省への陳情を行っております。今回、都

城志布志道路早期完成促進民間協議会、これは

商工会議所の岡崎会頭が会長になっておられま

すが、そちらのほうと一緒に、１カ月間で30万

人もの署名を集め、陳情いたしております。一

年でも早く、一日でも早く、前倒し前倒しで全

線開通に向けて、私どもも取り組んでおりま

す。今回、平塚と南横市インターのところが30

年完成ということで、ある程度のめどはつけて

いただきました。あとは直轄の部分が残ってお

りますけれども、始まってから20年たっており

ます。「生きているうちに」というのが、みん

なの要望で、合い言葉でありますので、全線開

通に向けた知事の元気ある、ばしっとした意気

込みを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 元気よく頑張ります。

都城志布志道路の重要性について、これまでも

事あるごとに、国、また関係者に要望を重ねて

きたところでございます。先月、今御紹介があ

りましたような、早期の全線開通を求める30万

人を超える署名を非常に短期間で集めていただ

いた、地元の皆さんの強い思いと熱い思いを、

私も受けとめたところであります。先日も、太

田国交大臣、また国土交通省道路局長のところ

に要望に参りまして、整備に向けて、強くお願

いをしてきたところでございます。何として

も、「防災の道」「医療の道」、また「経済の

道」という意味で、非常に重要な道路であろう

かと考えておるところでございますので、引き

続き、全体的な公共事業予算の確保をお願いし

ながら、その中でも優先的な配分を声を上げて

まいりたいと考えております。

これまでも、県議会を初め、商工関係団体、

その上に道づくりを考える女性の会の皆さんの

力強い応援をいただいておるところでございま

す。女性の会の皆さんは、本当に、大臣室に入

りましても全く遠慮されない、女性パワーで押

しまくっていただきますので、大変ありがたい

ところでございます。先日も、高速道路の開通

効果をアピールするということで、日向市でつ

くられました、黄色いハンカチを持って喜んで

いますというポスターを、女性の会の皆さんが

大臣にお見せし、道路局長にお見せして、高速

道路の開通をこれだけ喜んでいるんだ、そして

我々はそれを待ち望んでいるんだということ

を、強くアピールしていただいたところでござ
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います。今後とも、そういう県民の総力を結集

して、この道路の早期整備に努めてまいりたい

と考えております。

それから、先ほどの答弁で１点修正させてい

ただきます。長崎での和牛能力共進会、３年前

というふうに言ってしまいましたが、２年前の

誤りでありました。おわびして訂正させていた

だきます。

○内村仁子議員 今の知事の言葉、大変力強く

感じました。都城志布志道路は、南海トラフ巨

大地震が起きたときの後方支援として、都城は

位置づけられております。志布志から、そして

宮崎から、いろんな物資を運ぶ、その後方支援

としても位置づけられておりますので、ぜひ何

としても一日も早く完成するということで、お

力添えを賜りたいと思っております。私も何回

となく国交省に行って、技監のところなどに行

くんですが、私たちが行くと、「宮崎の女性で

すね」と言ってもらえるぐらいに顔を覚えてい

ただく、ありがたいところになっておりますの

で、これからも、私たちも心して頑張っていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

地方創生事業では、人口減少が大変心配であ

り、いかにして人口をふやすかが課題であると

いうことになっております。しかし、片方で

は、子供を産まない施策も進められている。望

まない妊娠のために、中高校生、若い人向け

に、避妊のためのパンフレットを２万部つくろ

うとしておられます。これは、もっと命の大切

さを教える教育も必要であり、もっと検討して

ほしいと思っております。出版することには、

それぞれの意味があっての事業だと思います

が、公的機関で、これほど過激な言葉を使っ

て、これほど過激な写真を載せて、これほど反

対があるものをつくっていいものか、そこを、

これからもぜひ検討していただきたいと思って

おります。11月30日に決定するわけですから、

まだその期間はあると思います。委員の方の話

を聞きながら、ぜひこの内容について検討をお

願いしたいと思います。

また、人口減少・中山間地域の「宝」の情報

発信というのが、地方創生の中で出されており

ます。空き家、耕作放棄地等の利用等が掲げら

れております。しかし、過疎化の原因の一つに

は、高齢化が進み、近隣の樹木の成長により、

それを伐採できない、そして住む人がそこにい

なくてよそにいらっしゃれば、その木の陰で生

活できない人が周りにいらっしゃるということ

もわからない。そういうことで、今まで生まれ

た土地に住んできた中山間部では、住めない状

態が進んでおります。人口増―誰もが住みな

れた地域で生活できる環境を整備していきたい

というのも、きのうからも、おとといからも

ずっと出されておりますが、この環境整備は創

生事業の一つと思っています。これからも、こ

のような声に寄り添う、そして真の地方創生を

実現する「みやざき」を目指していただきたい

と思います。

寒くて木が生い茂って家に住めない、ガス・

灯油代も物すごくかかる、こういう高齢者が宮

崎県の山間地域には多いということも考えてい

ただいて、伐採については、民間の問題ではあ

りますが、そういうことへの指導が何かでき

て、みんなが明るいところでの生活ができない

か、これも宮崎県の課題かなと感じておりま

す。また、これから先、委員会でもこういうも

のも検討できたらと思っております。

今回もたくさんの質問項目となりました。以

上で、私の今議会での一般質問を終わります。
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ありがとうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後１時０分開議

○押川修一郎副議長 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次は、松村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の松村悟郎でございます。

一般質問も10名の方が登壇され、折り返し点

を過ぎたところでございます。皆さんもお疲れ

のことと思いますが、おつき合いをよろしくお

願い申し上げます。

宮崎市のデパートでは、もう50回になるそう

ですが、北海道物産展が開かれています。サケ

やカニ、イクラなど北海道ならではの食材が販

売され、大変な人気で、連日たくさんのお客様

でにぎわっております。デパートによります

と、一年中で一番、来客数の多いイベントとい

うことで、ブランド力の持つ力を改めて強く感

じさせられました。

また、きょうはダンロップフェニックストー

ナメントの開会日であります。ゴルフマンスも

いよいよスタートいたします。世界で活躍する

松山英樹選手、石川遼選手など、国内外の一流

プレーヤーがこの宮崎に集い、日本中に宮崎で

のプレーが発信されます。読売巨人軍などのプ

ロ野球の春のキャンプと並んで、スポーツラン

ドみやざきを強くアピールしてくれるものと思

います。冬場でも温暖な気候の宮崎に、ことし

もたくさんのゴルフプレーヤーが来県されるこ

とを期待しております。

それでは、質問に入ります。

知事の政治姿勢についてであります。

まず、真の地方創生を実現する「みやざきモ

デル」について質問いたします。人口減少社会

の課題や、東京一極集中にあらわれるような都

市と地方との格差が著しくなってきました。早

急に地方の活力を取り戻す必要があります。そ

ういう意味でも私は、今回提言された地方創生

の総合戦略に大いに期待をしているところであ

ります。全国知事会のアンケートによります

と、自治体が柔軟に使える新たな交付金創設を

求める意見が多いなど、財源の裏づけ等の今後

の制度設計に不安はあるものの、大方は期待を

寄せているようです。知事も、人口減少は地方

にとって待ったなしの課題として大いに期待す

ると回答されています。

今回提言された「みやざきモデル」の中で特

に私が注目したのは、「地方創生を支えるシス

テムづくり」に挙げられた、「地域と地域が連

携・協力するシステムづくり」であります。都

市部、海外の自治体との連携による産業・文化

・教育の交流や、都市部の企業と中山間地域と

のパートナーシップの推進など、一極集中の東

京を飛び越して、地域と地域が連携・協力した

活力ある地方づくりが期待できるのではないで

しょうか。そこで、今回、タイムリーにも本県

は、川崎市と包括的な基本協定を締結しました

が、今後どのような展開を図っていこうとして

いるのか、知事にお伺いいたします。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

川崎市との協定につきましては、川崎市が公

共施設等へ木材利用を推進していきたい、その

ような取り組みを考えておられるということを
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きっかけとしまして、さまざまな協議を重ね、

先般、福田市長にも本県にお越しいただきまし

て、基本協定を締結したところであります。本

県に来ていただきましたときに、福田市長に

は、木の花ドームや綾中学校などを視察してい

ただいたところでありますが、本県の木材利用

技術を、世界に誇る最先端技術であると大変高

く評価をしていただいたところであります。ま

た、思ったほど建設コストもかからないという

ようなコメントももらえたところでありまし

て、積極的な今後の利用を期待しておるところ

でございます。この協定の内容としましては、

木材の利用技術や県産材の活用促進にとどまら

ず、産業や人づくりの面まで含めた幅広い連携

を構築する包括的なものとしたところでござい

ます。

現在、地方創生というものが大きな課題とな

り、東京一極集中の是正などが叫ばれるところ

でございますが、私は、都市と地方というもの

を対立の構図で捉えるのではなく、都市と地方

の共生として捉えまして、互いの持つ資源や強

みを生かした連携によりまして、新たな相乗効

果を発揮できるものと考えております。この川

崎市との連携は、宮崎、川崎ということで「崎

崎（さきさき）コンビ」、一歩先を行く「先先

（さきさき）コンビ」ということを申しており

ますが、全国に先駆けた地方創生のモデルとな

るよう発展充実をさせてまいりたい、そのよう

に考えております。以上であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 川崎市長に本県の木材利用を

高く評価していただいたということで、大変う

れしく思っております。これからの連携、どう

ぞよろしくお願い申し上げたいと思います。

さて、11月16日の宮崎日日新聞には、「木で

宮崎の未来をつくろう」という全面広告が出て

おりました。住宅や家具などの材料として古く

から親しまれた木材、特に本県は23年連続日本

一の杉素材生産量があり、県産材のさまざまな

取り組みが紹介されたものでありました。中で

も、大規模建築物への利用など、今後の県産材

の新たな活用について期待が膨らむ内容でし

た。そこで、今回の本県と川崎市との基本協定

の中に、「国産木材等を活用した豊かなまちづ

くり」が掲げられていますが、県としてどのよ

うなことを期待しているのか、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 本県では１日

大体12軒ぐらいの木造住宅が建築されておりま

すが、一方で、本県の山の杉は１日に80軒分成

長、太っております。このような森林資源が充

実する中で、県内需要には限りがありますこと

から、県では、首都圏等大消費地での需要開拓

に重点的に取り組んでいるところであります。

このような中で、今回、首都圏にあって木材

利用に関心の高い川崎市と本県が、行政間での

連携協定を締結し、川崎市からは、大都市にお

ける建築ニーズや課題を収集し、本県からは、

すぐれた木材利用技術と県産材をセットにして

販路の拡大につなげていくこととしておりま

す。このことによりまして、今後、民間企業や

団体等の相互の連携へと波及し、大都市におけ

る木材利用モデルの創出と、県産材の需要拡大

が図られるとともに、川崎市の企業と本県中山

間地域との間で、森づくりを通じた人的交流等

が促進されることを期待しているところでござ

います。

○松村悟郎議員 木材利用に関しては、地方創

生「みやざきモデル」の中で、成長産業の育成

としてＣＬＴ導入の促進が掲げられています。

直交集成板、いわゆるＣＬＴは、欧州を中心
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に、一般住宅から大規模施設、また10階建てま

での中層集合住宅に利用が急増しているという

ことであります。我が国でも、ことし、ＣＬＴ

のＪＡＳ規格が施行され、製造業者へのＪＡＳ

認定が進められようとしています。ＣＬＴを活

用した中層木造建築の法整備も近々なされると

聞いております。

そこで、在来工法の建築材として活用されて

きた本県の杉材も需要に限界がありましたが、

ここに来て、ＣＬＴを活用した枠組みパネル工

法による木造住宅が普及することで、本県杉材

の飛躍的な需要が期待されます。さらに、プレ

カットやパネルユニット製造など、大きな産業

が生まれるものと思います。大径集成材技術な

ど木材技術先進県の宮崎から、ＣＬＴ産業を発

信していただきたい。そして、川崎市から首都

圏に販売される日が来ることを大いに期待して

おります。

次に、地域と地域を連携する取り組みとし

て、姉妹都市交流があります。例えば、昭和41

年に締結された宮崎市と奈良県の橿原市など、

定期的な交流がなされていると聞いています。

そこで、県内市町村の姉妹都市提携の状況につ

いて、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県内市町村の姉妹

都市提携につきましては、総務省の調査により

ますと、本年４月１日現在、県内の17市町村

が、国内、国外合わせまして39の都市などと姉

妹都市提携をしております。

○松村悟郎議員 県内17市町村が姉妹都市提携

ということでございます。姉妹都市提携により

交流を推進することは、行政間の相互訪問や教

育交流、それぞれの地場産品の販売など、地域

が元気になるための一つの方法と考えられます

が、県としてはどのように考えているのか、知

事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） まさにそのとおりであ

りまして、今、県内で行われている姉妹都市提

携におきます交流というのは、これまでの歴史

ですとか、文化、自然、さまざまなつながり、

御縁から、双方の自治体の合意に基づいて自主

的に取り組まれているものであります。姉妹都

市の提携をきっかけに、例えば、東日本大震災

の被災地へ職員を派遣したり、児童生徒が相互

訪問したり、相互にお祭り、イベント等に参加

をする、また特産品のＰＲをするというような

ことで、それぞれの相乗効果を発揮しながら、

活性化に資しているものというふうに考えてお

るところであります。

○松村悟郎議員 姉妹都市交流は、取り組みへ

の温度差は市町村で多少ありますが、それぞれ

よく取り組まれていると思います。

私の地元高鍋町は、串間市、山形県米沢市、

福岡県朝倉市と提携しており、それぞれ学校間

交流や文化祭、産業祭など、人、物の交流を続

けています。中でも米沢市とは、ロータリーク

ラブや商工会議所、あるいは民間企業などとも

姉妹盟約を締結しています。例えばある畜産企

業は、それまでは南九州一円で子牛を購買して

いましたが、姉妹都市交流をきっかけとして、

既に７～８年になりますが、毎年約300頭の子牛

を児湯畜連で購入し、米沢牛とは別の、上杉鷹

山公にちなんだ「鷹山牛」のブランドを立ち上

げておられます。また、それぞれの藩校の歴史

を感じさせる、高鍋高校と米沢興譲館高校との

学校間交流も始まっています。都農町の産業ま

つりや道の駅には、沖縄県糸満市や北海道佐呂

間町の物産が並んでいます。県内市町村の取り

組みにさらに磨きをかけることは、地域と地域

の連携で活力を生み出します。県も、このよう
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な取り組みの後押しをすることで、県が目指す

地方創生の推進になると思いますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

地方創生に関して、もう一問、知事に質問い

たします。この「みやざきモデル」の中で、海

外と地方を結ぶ交通ネットワークの整備につい

て提言されています。先般、宮崎―香港間の国

際定期便が、早ければことしの12月下旬、また

は来年の２月に就航するということを聞いてお

りますが、今後の就航の見通しについて知事に

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 香港線の就航でありま

すが、「東アジアに開かれ、東アジアとともに

成長するみやざき」を目指す本県にとって、大

きな前進となるものでありまして、現在就航し

ておりますソウル線、台北線とあわせ、アジア

のハブ空港である香港国際空港を通じて、東ア

ジアのみならず、世界に向けた航空ネットワー

クが一層充実することになると、大変期待をし

ておるところでございます。この香港線につき

ましては、本年12月もしくは来年２月の就航を

目指していたところでありますが、ライセンス

取得時期との関係もありまして、同路線に就航

する香港航空から、就航日を来年の３月28日で

調整しているとの連絡を受けているところであ

ります。

県では、香港線の就航に当たりまして、香港

におきます本県の知名度の向上や香港線の就航

に向けた機運の醸成を図るため、来月、現地で

のプロモーション活動を行う予定としておると

ころでございます。この就航が効果を最大限発

揮できるよう、関係機関と連携して取り組んで

まいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 ３月28日、ようやくめどが

立ったようでございます。就航に向けて準備が

円滑に進むよう、よろしくお願いしておきま

す。また、関係者の皆様にもしっかり対応して

いただきますよう、要望をしておきたいと思い

ます。

次に、農政問題についてお伺いいたします。

昨年12月、国は、今後の我が国の農林水産政

策の基本構想となる「農林水産業・地域の活力

創造プラン」を公表して、輸出の促進や地産地

消の推進などによる国内外の需要拡大、６次産

業化の推進による農林水産物の付加価値向上、

農地中間管理機構の創設や米政策の見直しなど

による生産現場の強化、日本型直接支払い制度

の創設などによる農業の多面的機能の維持・発

揮の４つの方向性を示したところであります。

この動きに合わせて県も、農業の成長産業化を

図る趣旨で「宮崎県農業成長産業化推進会議」

を設置し、８回にわたる協議を経て、先日、推

進会議から「農業の成長産業化に向けた提言」

を受け取ったと伺っております。

私は、地元で、畜産や園芸で規模拡大を進め

ている農業者の皆さんと接する機会が多いので

すが、彼らは、農業技術に加え、企業経営者に

通じるような経営者マインドや社会性を持って

いるように感じております。このようなことか

ら、県が進めようとしている農業を成長産業化

していくポイントは、人材であると考えます。

そして、第一に、農業経営者一人一人のマネジ

メント能力の向上を図ること、すぐれた農業経

営者を質、量ともにふやさなければならないと

思います。また、９月定例議会の環境農林水産

常任委員会における委員長報告にも、この点に

ついて、「儲かる農業を実現するためには、よ

いものをつくると同時に、どのように売るかと

いう経営者の感覚を持つことが大変重要である

ため、そのような視点に立った担い手の育成を



- 149 -

平成26年11月20日(木)

丁寧にやっていただきたい」との要望もなされ

ているところであります。

そこでまず、農業成長産業化推進会議の提言

を受けて、本県農業の成長産業化をどのように

進めようとしているのか、またどのように担い

手を育成していくのか、農政水産部長にお伺い

いたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県農業の成

長産業化を図っていくためには、ＪＡの品目別

部会や農業法人等が組織する産地の生産力や競

争力の一層の強化を図る必要があります。この

ため、ＪＡや法人の垣根を越えて多様なマー

ケット情報を共有できる仕組みづくりや、契約

取引先に対応できる産地組織の強化、産地間の

連携の促進等により、マーケットイン型の産地

づくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

また、これらの取り組みを進める上では、御

指摘のとおり、担い手の育成が大変重要であ

り、県としましては、産地の核となる担い手

が、みずからの経営や産地を分析し、強みや弱

み、改善点を把握しながら、それぞれの発展ス

テージに応じて必要なスキルを習得できるよう

な環境を整備することにより、次世代の農業を

担うトップリーダーの育成はもとより、新規就

農者の確保に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 次に、成長産業化というイメ

ージや現在の農業経営者の年齢構造などからし

ても、これからの農業を担う経営体は、大幅な

規模拡大と生産性の向上を図る必要があり、そ

の経営をつかさどる農業経営者のマネジメント

能力は、従来の生産技術の教育に加え、資金や

会計への知識、社会での多くのステークホルダ

ーとのつき合い方など、社会性を持った経営者

教育が必要であると考えます。また、このよう

な農業経営者のマネジメント能力の取得につい

ては、これまでのような農業教育や営農指導で

は対応が難しくなっているのではと思います。

そこで、担い手育成の中でも経営感覚を持った

経営者を育成することが重要であると思われま

すが、その育成の考え方について農政水産部長

にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 経営感覚を

持った担い手の育成につきましては、それぞれ

が目指す経営計画や達成すべき戦略を明確に

し、実践できるよう、ニーズや付加価値を踏ま

えた生産・販売、財務分析による的確な投資や

資金運用、雇用者の適正配置や、やる気を引き

出す労務管理など、いわゆる経営マネジメント

能力を高める必要があります。このため、第一

線で活躍する実務経験者等から経営者精神やそ

の経営事例について学び、民間企業や金融機関

等のノウハウも活用しながら、実践的な研修を

展開していくこととしております。また、普及

・営農の指導者側につきましても、同様に研修

機能を強化し、スキルアップと、より効率的か

つ高度な指導体制の整備に努めてまいりたいと

考えております。

○松村悟郎議員 人材育成について続けさせて

いただきます。全国に先駆けて農業経営者育成

校の指定を受けた高鍋農業高校に、本年度、農

産物の生産から加工・流通・販売・消費に至る

まで総合的に学び、農業の６次産業化に向けた

人材を育成するフードビジネス科が新設され、

先般、待望の販売実習棟が完成いたしました。

私もオープン式に参加させていただきました

が、地域の消費者の方もたくさん来店され、私

同様、期待されていることを実感いたしまし

た。そこで、この販売実習棟を今後どのように
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活用しようとしているのか、教育長にお伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 高鍋農業高等学校の

販売実習棟は、去る10月28日にオープニングを

迎え、当日、初めての生産物即売会を行い、地

元の方々を中心に、県民の皆様方に施設を披露

させていただいたところであります。この販売

実習活動は、エンドユーザーと生徒が直接接触

し、消費者の潜在的なニーズは何かなどをつか

む力等を培うことのできる絶好の機会であり、

今後も随時実施してまいりたいと考えておりま

す。また、日常の学習では、この施設において

消費者の購買意欲を高めるような商品のレイア

ウトのあり方やラッピングの方法、効果的な店

内表示のあり方などの学習を行ってまいりま

す。商品の販売に関連する幅広い知識や技術を

習得するために、このような販売会や日ごろの

学習活動を有機的に組み合わせた指導を行うな

ど、フードビジネスの担い手の育成のために、

この販売実習棟を有効に活用していきたいと考

えております。

○松村悟郎議員 地元住民も本当に期待をして

おります。また、あわせて、この施設を活用し

て有効な指導をよろしくお願いしておきます。

フードビジネス科は、本県の農業や地域産業

に従事する人材、特に、フードビジネスの展開

や、６次産業化を担う人材育成を目的としてお

りますが、高等学校３年間で、農業の担い手と

して必要な資質やキャリアをどのようにして高

めていくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） フードビジネス科で

は、生産から加工・流通・販売までの一貫した

経営を行う攻めの農業について体系的に学ぶこ

とができるよう、従来の農業高等学校で勉強し

ておりました農業に関する知識・技術の習得に

加え、商業分野の科目である「マーケティン

グ」や「商品開発」などの学習を２年生から、

さらに家庭分野の郷土料理や地域の農産物の活

用に関する科目である「フードデザイン」の学

習を３年生から取り入れることにしておりま

す。また、販売実習棟での実習に加え、学校外

の店舗等での販売実習、関連企業や施設等への

実践的な就業体験を行うことにより、消費者ニ

ーズを先取りするマーケットインの感覚や付加

価値を生み出す力を身につけた、経営感覚にす

ぐれた農業の担い手を育成していくことを目指

しております。

○松村悟郎議員 農業高校は、地域農業の生産

を担う即戦力として、長年にわたり人材を輩出

してきましたが、就学人口が年々少なくなって

きていることや、時代とともに農業を目指す子

供たちが減少していることなど、農業高校も学

校・学科変更を余儀なくされ、単独校としては

現在３校という状況にあります。環境保全型農

業などの高度な生産技術や加工・販売力など、

儲かる農業を担ってもらう人材づくりには、多

くの知識や技術の習得が必要であります。基礎

的な総合力を身につける高校３年間だけで十分

な技術力は発揮できるのでしょうか。農業を生

涯の職業として起業していくというマインドを

育てる教育機関として、さらにレベルアップす

るときが来ていると思います。そこで、農業経

営者のプロフェッショナルを育成するために

は、農業大学校の役割が大事になってきます。

高鍋農業高校と農業大学校が今後どのように連

携していくのか、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 現在のように産地間

競争の激しい中にあって、儲かる農業の担い手

を育成するためには、先ほど御指摘がありまし

たように、高校の学習の上にさらに専門性や実
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践力を高める必要があり、農業高校と農業大学

校の連携は極めて有効であると考えておりま

す。そのようなことを踏まえながら、高鍋農業

高校と農業大学校両校は、教員の指導力向上や

生徒実習の専門性の向上を図ることを目的とし

て連携協定を締結し、実習指導について教員の

相互交流を現在行っております。また、両校の

教員で組織する「高大連携推進委員会」では、

５年間を見通した、より効果的なカリキュラム

の作成や、進路指導のあり方などの検討を進め

ているところでもあります。今後とも、農政水

産部と連携を図りながら、両校のこのような取

り組みを他の農業高校にも広げていけないかと

考えているところであります。

○松村悟郎議員 農業高校と農大校５年間の連

携プログラム、教育委員会と農政水産部が連携

して、プロフェッショナルな人材を育成してい

ただきたいと思います。

さて、先週の土曜日には高鍋農業高校で、毎

年恒例の生産物販売を中心とした「島田祭」が

開催されました。10時開場にもかかわらず、食

品加工ブースなどでは朝の６時半から並ばれる

など、たくさんの来場者でにぎわうイベントと

なりました。私も毎年楽しみにしており、生徒

さんたちが一生懸命販売されており、思わずた

くさん買ってしまったところでございます。農

業高校の生産するジャム、ケチャップなど農産

加工品は、地元では大変人気があり、また牛乳

は「農高牛乳」として大変親しまれておりまし

た。また、畜産においては、県の和牛能力共進

会でグランドチャンピオンをとるなど、競り市

場で高い値段で購買されております。

昨日の山下議員の質問の際にも話題に上りま

したが、先日開催された、乳牛の質を争うホル

スタイン共進会の九州大会に、生産農家にま

じって、都城農業高校、高鍋農業高校の２校か

ら８頭が、宮崎県代表として出場しておりま

す。都城農業高校が第３部、第５部の２つの部

門で１位となる「名誉賞」、そして高鍋農業高

校も第４部の３位となる「優秀賞２席」を獲得

するなど、大変優秀な成績をおさめておりま

す。このように農業高校はすばらしい製品を出

しております。今こそ打って出る農業高校、ブ

ランド力は確かなものがあると思います。本当

に感心したところであります。

最近、完全養殖マグロの商品化の取り組み

で、近畿大学が話題をひとり占めしております

が、大学ブランドの農水産加工品がデパートの

専用売り場で販売され、大変な人気を得ている

と聞いています。養殖技術や機能性食品など、

本来の学術研究の場から、研究の成果を社会に

直接フィードバックする取り組みとして、流通

から販売まで手がけるようになってきていま

す。また、話題とともに社会からの高い評価も

あり、大学の人気度ランキングも上がっていま

す。消費者ニーズをも考えた大学教育の取り組

みにもつながり、フードビジネスを担う起業家

も多く誕生するのではないでしょうか。そこ

で、農業高校で生産される加工品を農業高校ブ

ランドとして全国に向け販売してはどうかと思

いますが、教育長の考えをお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 各農業高校では、そ

れぞれの学校が特性を生かした加工品の販売の

実習に取り組んでおります。今お話のありまし

たブランドとしては、例えば高鍋農業高校では

酸乳飲料「ラクミ」というのがあり、地域に親

しまれております。それぞれ、そういう高校が

つくったものは、即売会などで地元の方々に好

評をいただいているという状況にあります。ま

た、全国に向けた販売ということでは、昨年度
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の例を申し上げますと、東京にある新宿みやざ

き館ＫＯＮＮＥや福岡のデパートにおいて生徒

が直接、県外の消費者に生産物を販売するな

ど、より多くの方々に農業高校の加工品を知っ

ていただく取り組みを行っております。生徒に

とりまして、みずからが生産にかかわった製品

を全国の方々に販売し、喜んでいただくという

経験は、学習意欲を高め、経営感覚を備えた担

い手育成につながるものでありますので、例え

ばいろんなことを考えてみたい―現在、県内

の高校では、業者と一緒になって商品を全国

ネットに載せるというような取り組みをしてい

る学校もあります。したがって、農業高校でつ

くった製品を同じように全国へネット販売がで

きないか、そういう可能性などさまざまな工夫

をしていけないか、研究してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 ネット販売というのは大変お

もしろい取り組みだと思いますので、実現に向

けてぜひ頑張っていただきたいと思います。生

産から販売まで、農業高校は学ぶ場でもありま

すけれども、実際に企業として農業高校がどれ

だけもうかるかというような視点でも販売し

て、お客様の信頼を得るような教育をするのも

一つだと思いますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

次に、環境保全型農業についてお伺いいたし

ます。９月15日の宮崎日日新聞に、県において

は、化学農薬だけに頼らないで天敵などの利用

を組み合わせた病害虫防除技術に、適正な施肥

やかん水などの健全な作物をつくるための技術

を体系化した総合的な作物管理技術、いわゆる

「宮崎方式ＩＣＭ」を確立し、施設園芸を中心

に普及が進んだことで経営が向上する効果が出

ているという記事が出ていました。

私は、先般の６月議会の一般質問においても

質問しましたが、農業は環境と一体の産業であ

り、国民や県民の環境に対する関心が高まる

中、環境への負荷を低減する農業を確立するこ

とが、将来の環境保全への貢献にもつながると

ともに、ひいては、食料供給県としての地位を

確固たるものにすると考えております。この県

が推進する「宮崎方式ＩＣＭ技術」について、

これまでの取り組みと今後の方向性について農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 「宮崎方式Ｉ

ＣＭ」につきましては、環境の保全や安全・安

心な農産物の生産につながる本県オリジナルの

重要な基本技術として、県内全体に広く普及を

図っているところであります。このことにより

現在は、キュウリ、ピーマン及びトマトにおい

て技術の確立が図られるとともに、生産現場へ

の普及が進みつつあり、化学農薬使用量の低減

や、例えばキュウリでは収量が約30％増加する

など、経営の向上につながる事例が見られるよ

うになっております。今後は、コスト低減等の

さらなる技術開発に取り組むとともに、露地品

目や果樹、花卉等に対象を拡大してまいりたい

と考えております。

○松村悟郎議員 新聞記事においては、鹿児島

県や高知県では、同様の技術を展開しながら、

天敵を利用した防除などの環境保全型農業の取

り組みを販売面で生かそうという事例が紹介さ

れております。一方、本県では、産地での技術

普及に当たって、農家間の取り組みに差がある

ことや、ＪＡ系統外の農家への技術普及が進め

にくいといった問題も起こっております。この

ような環境保全型農業の取り組みは、一部の限

られた取り組みではなく、本県産農産物におい

て広く普及することでイメージアップにつなが
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り、さらにそのことを販売面において消費者へ

強くアピールを促すことが大事だと思います。

そこで、本県が先進的に確立と導入を進めてい

る「宮崎方式ＩＣＭ技術」を農産物の販売面に

利用できないか、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 本県におきま

しては、本年度からみやざきブランド産地で導

入が進みつつあります農業生産工程の記録、点

検、評価を行います「宮崎県版ＧＡＰ」ととも

に、「宮崎方式ＩＣＭ」を産地全体へ確実に普

及し、生産拡大を図ることとしております。こ

の２つを組み合わせた取り組みによりまして、

宮崎県で安全・安心な農産物が生産されている

ことを流通業者や消費者に広くＰＲしていくこ

とで―そのＰＲ方法につきましては今後検討

してまいりますけれども―将来的には本県農

産物の有利販売につながるよう努めてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 このＩＣＭ技術は、宮崎県は

全国より一歩も二歩も先に進んでいる技術を

持っている県だというふうにお伺いしておりま

す。これをどうやって消費者に意識づけしてい

くか、それがどうやって農家にフィードバック

できるかということでございますので、どうぞ

ＰＲのほうをよろしくお願い申し上げたいと思

います。

次に、観光農園についてであります。観光農

園の取り組みは、私が子供のころにも体験して

おりますので、随分歴史があるものと思いま

す。生産される農家が直接、農場で収穫を体験

してもらい、販売するフードビジネスの先駆け

とも言える取り組みです。県内では、小林や児

湯地域などで、ナシやブドウなどの観光農園が

盛んだと思いますが、フードビジネスの中で、

農家所得のアップにも貢献すると思われるこの

取り組みについて、本県での広がりはどのよう

になっているのか、その現状について農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 観光農園は、

生産から販売、場合によっては加工まで総合的

に取り組む、まさに６次産業化の取り組みであ

り、御質問にありましたとおり、農家所得の向

上はもとより、観光など他産業への波及効果や

地域の雇用拡大につながることから、フードビ

ジネスを推進する上でも大変重要な取り組みで

あると考えております。本県の観光農園の状況

につきましては、西諸県地域や児湯地域を中心

に、ナシやブドウ、イチゴやブルーベリーと

いった品目で80経営体ほどが取り組みを行って

おりまして、その販売額は平成24年度で３

億3,600万円と徐々に増加しております。

○松村悟郎議員 数年前からライチの栽培を始

めた地元の農家から相談を受けました。栽培も

軌道に乗り、県内のスーパーや一部通信販売に

よる取引も広がってきており、次は観光農園と

してフードビジネスを拡大したいとのことであ

りました。そこで、儲かる農業の一つとしてこ

の観光農園を広げてもらいたいと私は思ってお

りますが、今後、県としてはどのような取り組

みを行っていくのか、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 観光農園につ

きましては、そのメリットとして、生産者と消

費者がじかに接することにより的確に消費者ニ

ーズが把握できること、みずから価格設定が可

能であること、さらには収穫の手間や出荷経費

の一部が軽減できることなどがございます。し

かしながら一方で、多角経営に対応できる管理

能力が求められることに加えまして、栽培管理
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と接客が重なる繁忙期の労働力確保、集客対策

といった観光農園ならではの課題もございま

す。

県といたしましては、農業改良普及センター

や６次産業化サポートセンターを中心に、観光

農園に取り組む、あるいは取り組もうとする農

業者に対しまして、経営管理能力の向上やＰＲ

の手法について研修やアドバイスを行うととも

に、農産物の直売や加工販売等の取り組みとあ

わせて、６次産業化に向けた支援を実施してま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、高騰が続く重油価格に

左右されない農業経営を目指す施設園芸農家の

木質ペレット暖房機の導入についてでありま

す。燃料費高騰対策の一つとして、県も導入時

の農家負担を３分の１にする補助事業を開始

し、日本一となる500台の導入を目指しています

が、さらに導入を促進するためには、高価な木

質ペレット暖房機に課題があると思います。そ

こで、県内の幾つかのメーカーで開発が進めら

れていると聞いておりますが、木質ペレット暖

房機の低価格化への取り組みについて、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 木質ペレット

暖房機につきましては、その価格が10アール規

模のもので重油暖房機の約３倍の360万円程度と

なっており、低価格化が今後普及を図っていく

上での課題であると認識しております。このた

め県では、県内の暖房機開発企業で構成されて

いる「宮崎県木質バイオマス暖房機普及促進協

議会」に対し、暖房効率が高く、より低価格な

暖房機の開発を依頼したところであります。当

協議会を構成する３社におきましては、本体価

格200万円台を目標に開発を進めておりまして、

現在、施設園芸の現場において実証試験が行わ

れているところであります。

○松村悟郎議員 県の事業を活用して木質ペ

レット暖房機を導入した、都農町のトマト農家

を訪ねました。燃料代が明らかに安くなり、価

格に振り回される重油と違い、ペレット代は年

間を通して変わらず、経営を組み立てやすいこ

と、また灰出し等の暖房機の管理もさほど手間

がかからないことなど、導入の効果について話

を伺いました。一方、あるトマト農家では、木

質ペレット暖房機は高価で手間がかかるものと

思い込み、取りかえ時期に来た暖房機を使いな

れた重油暖房機にする予定との話も聞きまし

た。その農家に初期導入の補助制度やランニン

グコストのことなどを話すと、ペレット暖房機

に興味を持っていただきました。暖房機の更新

期を迎えた農家はたくさんいらっしゃいます。

積極的にペレット暖房機導入による燃油対策を

勉強している農家は別として、ほとんどの農家

は、導入のメリットを深く理解されていないの

ではないかと感じました。そこで、施設園芸農

家にどのようにきめ細やかな周知を行っていく

のか、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 木質ペレット

暖房機の導入を促進するため、県ではこれま

で、各種研修会や現地検討会等を行うととも

に、先日、宮崎市で開催された日本施設園芸協

会主催の「施設園芸新技術セミナー」におい

て、木質ペレット暖房機を導入している生産者

の事例発表や、開発された低価格暖房機の展示

を行うなど、周知に努めてきたところでありま

す。今後、導入を一層促進するために、市町

村、ＪＡ等の広報紙を活用して情報提供を行う

とともに、地域の生産者部会等が現地実証中の

低価格暖房機を見学する研修会などを開催し、

これらの機会を捉えて、補助事業などのきめ細
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やかな情報を的確に提供してまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 同じく都農町で建設が進む木

質ペレット燃料製造工場は、来年の２月ぐらい

には試験生産ができる予定です。ただ、同時期

に、地域内にバイオマス発電施設も稼働するこ

とから、ペレット製造メーカーでも、原材料の

確保や価格の上昇を大変心配されています。農

家でも、今後、ペレット価格の値上げを心配さ

れ、ペレットを少しでも安く使える環境を整え

てほしいと話をしておられました。そこで、木

質バイオマス発電の進出などにより未利用材の

需要が高まる中、農業用暖房機向けの木質ペ

レット原料の安定供給に向けた取り組みについ

て、県の考えを環境森林部長にお伺いいたしま

す。

○環境森林部長（徳永三夫君） 木質ペレット

の原料につきましては、木質バイオマス発電の

燃料とのすみ分けをしながら、安価な原料を安

定的に供給していくことが必要であり、具体的

には、高い売電価格が見込めない木材や製材工

場のおが粉や製材端材などが原料として使える

ものと考えております。このため県では、ペ

レット製造業者と製材工場の間で安定供給協定

を締結させるなど、その連携を進めるととも

に、ペレット製造業者などが直接、林地残材を

集荷する取り組みに対しまして、支援を行って

いるところであります。今後とも、地域地域の

原木供給体制の実情を踏まえながら、個別具体

的な対策を講じ、農家の方々が安心してペレッ

ト暖房機の導入が図られるよう取り組んでまい

りたいと考えております。

○松村悟郎議員 木質ペレット暖房機の普及に

当たっては、施設園芸農家に本当に理解してい

ただくということがまず第一でございます。そ

して、何よりも長く安く安定した供給をしてい

くことが大事だと思いますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

次に、土砂災害についてお伺いいたします。

今月の９日、地元高鍋町の水除地区で、日南

市鵜戸に次いで夜間津波訓練が行われました。

日曜日の夕方から訓練に参加していただきまし

た稲用副知事には感謝申し上げます。ありがと

うございました。一般質問初日に河野議員から

質問がございましたので、副知事への答弁は求

めておりません。

この夜間訓練は、防災士ネットワークなどボ

ランティアの皆さんの協力もあり、大変有意義

な訓練ができたと思います。真っ暗な夜道を懐

中電灯の明かりのみで避難する難しさを体験

し、いろいろな課題を確認することができたの

ではないでしょうか。私も20分かけて、最も近

い海抜40メートルの高台まで避難をいたしまし

た。道の狭さや障害物の多さ、路肩、斜面の崖

崩れの危険など、豪雨災害だけではなくて、地

震による土砂災害の危険性を改めて感じたとこ

ろであります。

さて、ことし８月、広島で発生した土砂災害

により甚大な被害が出たことは、記憶に新しい

ところであります。全国的に、これまで経験し

たことがないような集中豪雨が発生する中、本

県においても同様の災害が起こるおそれもあり

ます。そこで、特に急傾斜地崩壊危険箇所の整

備は大変重要だと思いますが、その整備状況に

ついて県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土砂災害危

険箇所には、土石流危険渓流、地すべり危険箇

所、急傾斜地崩壊危険箇所の３種類がございま

して、このうち急傾斜地崩壊危険箇所の整備率

は、平成26年３月末現在で28.7％であります。
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○松村悟郎議員 「急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律」ができたのは昭和44年、

既に45年が経過しようとしております。崩壊を

防止するため、擁壁や排水施設などの崩壊防止

施設の整備というのが求められています。今お

聞きした答弁によりますと、整備率はまだ３割

未満ということでございますけれども、このよ

うな長期間、なぜ整備がおくれているのか、今

後の取り組みについて県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 急傾斜地の

崩壊から住民の生命を守るためには、施設の整

備を着実に進めていくことが重要でございま

す。このため、今回、土砂災害防止法が改正さ

れたわけでございますが、今回の改正によりま

して、住民が危険な箇所をより早く知ることが

でき、土砂災害に対する住民の危険意識が高ま

り、土砂災害の区域指定が加速するものと考え

ております。県としましては、法改正の趣旨を

住民に十分周知しまして、理解を得ながら、市

町村、国ともさらに連携を図り、ハード・ソフ

ト両面から、総合的な土砂災害対策を積極的に

推進してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、先般の広島の土砂災害

は、土砂災害防止法に基づく区域指定がおくれ

ていたことが、被害を大きくした原因の一つで

あると言われています。改めて、土砂災害防止

法による土砂災害警戒区域等の指定の目的につ

いて、県土整備部長にお伺いをいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土砂災害の

区域指定は、土砂災害から住民の生命を守るこ

とを目的として、県が行っております。具体的

には、まず土砂災害のおそれのある区域につき

まして、土砂災害警戒区域、いわゆるイエロー

ゾーンに指定することにより、市町村は早期避

難のための体制を整備することになります。さ

らに、土砂災害警戒区域のうち、住民の生命に

危害が生じるおそれのある区域につきまして

は、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾ

ーンに指定し、住宅等の立地を目的とした開発

行為等は制限されることになります。

○松村悟郎議員 広島の災害では、転居して数

日という方も犠牲になっておられます。また、

自分の住んでいるところが土砂災害が起こるよ

うな危険な箇所とは知らなかったという住民も

いたと聞いております。土砂災害警戒区域等の

指定は、住民の円滑な避難に有効な手段である

ということでございますが、その情報をどう

やって周知するのか、土地、建物など不動産取

引の際に重要事項として明記し、説明していく

ことも重要だと考えます。本県における土砂災

害警戒区域の指定状況について、またどのよう

に住民に周知していくのか、県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 本県には、

土砂災害危険箇所は１万1,826カ所ありまして、

このうち土砂災害警戒区域につきましては、平

成26年８月末現在で2,876カ所を指定しており、

その指定率は24.3％、全国で39番目となってお

ります。また、指定された区域につきまして

は、県庁のホームページで公開しておりまし

て、市町村や土木事務所などにおいても図面等

で確認することができます。なお、不動産業者

は、宅地または建物の売買等に当たって、物件

が区域内にある場合には説明を行うことが義務

づけられております。

○松村悟郎議員 時間も来たようでございます

ので、飛ばして最後に、このような状況を踏ま

えて、警戒区域の指定を促進するために改正土

砂災害防止法が成立いたしました。本県も急傾
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斜地崩壊危険箇所のハード整備とあわせて、警

戒区域の指定についても急がなければなりませ

ん。「災害は待ったなし」とよく言われます

が、まさにハード、ソフト両面から備えが重要

であります。知事の言われる常在危機でありま

す。法改正を機にさらに対策を徹底していただ

きますようお願いして、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、清山知憲議員。

○清山知憲議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の清山知憲です。

知事選挙まで２週間となりました。この間

の10日前の日曜日は、知事と自民党国会議員で

山形屋前で街頭演説会を行い、私もお手伝いい

たしましたが、そばを行き交う人々に対して、

知事が恥じらいながら小さく手を振っておられ

た姿がとても印象的でした。街宣車の上に立つ

のは初めてだとおっしゃっていましたが、この

４年に一度の選挙というのは、直接、大勢の県

民の皆さんと触れ合うことのできる貴重な機会

だと思います。ぜひ、どんどん表に出ていっ

て、大勢の県民の皆さんが今どう感じておられ

るのか、広く酌み取っていただきたいと思って

おります。

知事は２期目に向けて政策提案というものを

示しました。その中で、「くらしの豊かさ日本

一」を築いていくとし、お金にかえられないも

のを大切にする、宮崎らしい真に豊かな暮らし

を実現すると書いてあります。対外的に県のよ

いところをとりわけ発信していくのはよいこと

だと思うのですが、一方で、知事がよしとする

豊かさをどうしても感じることができない県民

も大勢いらっしゃることは、忘れてはならない

と思います。

例えば県内での生活保護者の世帯数は、平

成20年度１万75世帯から平成25年度は１万3,482

世帯、高齢者世帯と、働くことのできるその他

世帯の増加傾向が見てとれるんですけれども。

ほか、県内の身体障がい者の数は、平成18年度

５万9,715人から平成25年度６万5,848人、特別

支援や通級指導を要する何らかの障がい、いろ

んなものを背負った子供の数というのは、平

成18年2,209人から平成26年には3,877人と、少

子化にもかかわらず1,500人以上ふえておりま

す。いずれも、新しい豊かさの前に、さまざま

な課題に直面している県民の姿を示しておられ

ます。しかしながら、知事は政策提案の中で、

こういった高齢者介護、障がい者福祉、児童福

祉という面では、ほかの分野と比較して、ほん

の少ししか触れられていないように見受けられ

ます。また、目新しい施策も特に拝見すること

はできません。新しい豊かさを唱える前に、こ

うした切実な課題に直面している県民の皆様の

ために、こういった分野においてどういう施策

に取り組んでいかれるのかお伺いし、以下、質

問者席よりお伺いいたします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

政策提案についてでありますが、先日の街頭

演説に関しましては、いろんな御指導をありが

とうございました。後で写真を見てみました

ら、清山県議の手の挙げ方と私の手の挙げ方が

全然違うことに気がついて、一政治家として、

またさまざまなことを勉強しておるわけでござ

います。この政策提案は、政治家河野俊嗣とし

て、県民の皆様と一緒にどのような宮崎を目指

していこうかといった、私が思い描く政治理念

や県政運営の基本姿勢、そして今後取り組むべ

き政策など、私の考えを広く知っていただくた
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めに作成したものであります。限られたページ

数の中で、総花的にならず、いかにめり張りを

つけるかに腐心したところであります。御指摘

のありました高齢者介護、障がい者福祉等につ

きましては、改めて申し上げるまでもなく、い

ずれも重要な課題というふうに考えておるとこ

ろでございます。

政策提案におきまして、宮崎の目指すべき社

会像として示しました「くらしの豊かさ日本一

の宮崎」を築くためにも、女性や高齢者、障が

い者の方を含め、あらゆる方が生き生きと生活

し、活動していくことが極めて重要であると考

えております。このため、引き続き、高齢者福

祉計画や障がい者計画に基づく施策をしっかり

推進するとともに、子供の貧困問題に対しまし

ては、国の「子供の貧困対策に関する大綱」を

踏まえ、新たに県の計画を策定し、総合的に施

策を展開してまいりたいというふうに考えてお

りますし、産業振興策全般はこういった貧困問

題についても資するものというふうに考えて、

取り組んでまいりたいと考えているところでご

ざいます。以上であります。〔降壇〕

○清山知憲議員 ちょっと厳しいことを申し上

げるかもしれませんが、介護や福祉という分野

では、知事の行動からも姿勢がなかなか見えて

こない部分があります。例えば、知事は４年間

の任期中、海外も含めて本当にさまざまなとこ

ろにお出かけになられたと思いますけれども、

こういう介護や福祉の分野でどれほど見ておら

れるかというと、平成23年と25年に福祉施設を

訪問されておりますけれども、大体それぐらい

で、ほかは、放課後児童クラブを１日訪問され

ておりますけれども、やはり知事が呼ばれると

ころは、式典とかいろいろ物事がうまく回って

いるところが中心になりがちです。ぜひ、知事

みずからが強い問題意識を持って、見に行かれ

ては困るようなところも積極的に、知事からこ

ういうところを見ていきたいというようなこと

で、病や障がいや生活苦を抱えた方々の姿も見

ていただきたいと思うのですが、その点につい

て一つ確認をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

のは、恐らく公務として整理された訪問の状況

かというふうに思っております。政務の活動の

中でも、さまざまな福祉施設等の訪問も行い、

また個別に意見交換なども行っておるところで

ございますが、御指摘も踏まえ、しっかりとそ

の辺についても、現場主義というものが私の基

本姿勢でありますので、徹底をしてまいりたい

と考えております。

○清山知憲議員 よろしくお願いします。

次に、政策提案の中で新しい施策を打ち出し

ておられるので、ちょっと触れたいと思うんで

す。人財育成の中で、海外留学制度を創設して

グローバル人財を育成していくなどと書いてあ

ります。隣の熊本県でも、海外チャレンジ塾と

いうようなことをやっておりますが、知事はど

ういう具体的な像を描いておられるのか、教え

てください。

○知事（河野俊嗣君） 具体的な制度設計はこ

れからということでございますが、人づくりと

いうものが、地域づくり、県づくりに極めて重

要なものということで、これまでも人財づくり

を掲げて取り組んできたところでございます。

特に、今、グローバル人財ということに関しま

しては、置県130年の記念式典のときに、高校生

にプレゼンをしていただきましたが、外務省の

井ノ上さんの例を引きながら、海外に飛躍して

いく、そのような県民を支援する県政に対する

要望もあったところでございます。これまでの
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先人のそういったいろんな活動を考えるに当た

り、本県は伊東マンショという例もあるわけで

ございます。海外に開かれた人財、グローバル

人財を築いていくこと、育てていくことは大変

重要ではないかという思いのもとに掲げておる

ところでございまして、英語を中心とした会話

力の強化や国際的なセンスを磨くということ

で、県内大学との連携ということも考えられま

すし、海外留学制度の創設といったところも今

後検討してまいりたい、そのように考えており

ます。

○清山知憲議員 続いて、産業人財の育成とい

うことで、みやざきビジネスアカデミーを創設

したいと書いてありますけれども、これも高知

県なんかは土佐ＭＢＡ、土佐まるごとビジネス

アカデミーというような取り組みがあります

が、具体的に教えていただければと思います。

○知事（河野俊嗣君） 高知のそういう事例も

参考にさせていただいたところでございます

が、本県の場合はフードビジネスを現在取り組

んでいる中で、多くの企業や事業家の方々か

ら、中小企業において経営戦略を練る人材であ

りますとか、企業創業をする人材、また新たな

販路開拓を行う人材を育成する必要があるとい

う現場の声をいただいたところであります。こ

れを生かしながら、現在、フードビジネスの分

野におきまして、経営の初心者や若手経営者の

スキルアップ、事業承継など、企業の成長段階

などに応じた経営マネジメントでありますと

か、国内外の大規模市場をターゲットとした実

践的な販路開拓、また商品やおもてなしのブ

ラッシュアップという３つの分野で構成する人

材育成プログラムに取り組んでいるところであ

りまして、こういったプログラムを拡大発展さ

せていくことにより、全般的なビジネスアカデ

ミーということでの展開を図ることができない

か、そのような思いで提案したところでありま

す。

○清山知憲議員 我が県は経済学部を持つ大学

もないし、もちろん、社会人が経営学を学ぶよ

うな経営大学院のようなところもありませんか

ら、ぜひ、フードビジネスに限らず、本格的な

ＭＢＡコースに迫るような人材育成の場にして

いただきたいと、期待を込めてお願い申し上げ

ます。

次に、知事の政治姿勢として、一昨日、追加

で提案された議案についてお伺いします。実

は、人事委員会委員長にもお伺いしたかったん

ですけれども、これは通告締め切り後に追加提

案された議案でしたので、質問することができ

ませんでした。総務部長にお伺いしますが、今

回の議案は、職員の給与改定に伴う補正予算案

と関係条例の改正ということですが、給与改定

の内容について教えてください。

○総務部長（成合 修君） 今回の給与改定の

内容についてでありますが、一般職につきまし

ては、ことしの人事委員会勧告等を踏まえまし

て、給与等の月例給を平均0.24％、特別給

を0.15月、ことしの４月にさかのぼって引き上

げるものであります。具体的には、給料表につ

いて、若年層に重点を置いた引き上げを行うと

ともに、医師及び歯科医師に支給されます初任

給調整手当及び交通用具使用者に係る通勤手当

について、それぞれ引き上げ改定をするもので

あります。また、勤勉手当の支給月数につきま

して、0.15月引き上げるものであります。

次に、特別職につきましては、国の指定職や

特別職の改定状況を踏まえまして、期末手当の

支給月数を、一般職と同様に0.15月引き上げる

ものであります。
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○清山知憲議員 知事へお伺いしますが、この

２年間、株高や円安といった恩恵は、主に大き

な企業とか都市部においてはありましたけれど

も、地方においては、物価高なんかもあって、

なかなか厳しい状況が続いています。また一方

で、我が県の財政課からも毎年口酸っぱく、我

が県の財政は厳しいというメッセージが発せら

れている中で、今回、我々議員も含めた公務員

の給与や期末手当を引き上げるに当たって、

「人事委員会勧告がございましたので」の一言

では、説明としては不十分かなと感じるんです

けれども、知事としての今回の思いをお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 国も地方の職員の給与

にしても、恣意的に上げ下げするというもので

はございませんで、制度的な説明になります

が、県職員の給与については、地方公務員法に

よりまして、県内の民間給与の状況や、国、他

の地方公共団体の状況等を考慮して定めること

となっております。

このたび人事委員会が、ことし４月の県内民

間給与の実態について調査を行いました結果、

県職員の給与が民間の給与を下回っていること

から、この較差を解消するために４月にさかの

ぼって引き上げ改定を行う、こういう人事委員

会の勧告が出されたところであります。私とし

ましては、この勧告を受け、国の改定や他県の

状況、給与改定による影響なども総合的に考慮

しまして、勧告どおり県職員の給与を引き上げ

ることを判断したところでございます。

また、今回の給与改定に当たりまして、議会

や県民の皆様に、どの程度の予算が必要なのか

ということを明らかにする観点から、条例の改

正案とあわせて、補正予算案についてもお諮り

をしているところであります。今後とも、県職

員の給与につきましては、県民の皆様の理解と

納得が得られるよう、適切に対応してまいりた

いと考えております。

○清山知憲議員 ありがとうございます。この

議案に関しては、後にも総務政策常任委員会等

で審議がされることと思いますので、次に地方

創生のことについてお伺いいたします。

地方創生の主眼は、人口減少社会、東京一極

集中という極点社会を是正することにあると思

いますけれども、今回、宮崎が提案した「みや

ざきモデル」においても、県内の出生率を上げ

る自然増対策と、人口流出を食いとめる社会増

対策の２つが大きく挙げられると思うんです。

社会増対策のメーンである、今回示されている

県内の農林水産業を核とした成長産業の育成、

中小企業の育成、観光産業の再生といった５本

の柱による産業政策が示されております。いず

れも、従来の政策の中で社会増対策になるよう

なものをまとめたような印象が否めないんです

けれども、今回、こういう政策をつくるに当

たっての根拠について、できるだけ詳しく総合

政策部長にお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県は、若

年層の県外流出が顕著でございまして、大学等

への進学というのが一つの要因ですけれども、

もう一つは、高校卒業時の就職に伴う流出が特

に大きな要因になっているというふうに考えて

おります。すなわち進学と、その先にある就

職、やはり雇用の確保というのが大事だという

認識が大前提でございます。

平成25年度の学校基本調査によりますと、本

県の高校卒業生の就職者は3,356名いらっしゃい

ますが、その約４割に当たる1,351人が県外に就

職しているという状況でございます。県外就職

先の産業別の内訳を見ますと、さまざまでござ
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いまして、製造業が35％で最も多く、宿泊・飲

料サービス業、また公務員というのが10％台、

以下、建設業、卸売・小売業等というような形

で、この仕事というような特化した形は、特に

見受けられないところでございます。

一方で、こうした若年層の流出を抑えるため

には、雇用の場の創出が不可欠という観点に立

ちまして、本県が他地域に対して強みを持つ食

品加工業を含むフードビジネス等の成長産業

化、また企業立地の推進、観光の振興に従来か

ら努めてきたところでございます。今後とも、

魅力ある雇用の場を創出するため、県外在住の

本県出身者や関係者等から広く意見をいただき

ながら、産業振興策に反映させてまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 なかなか答弁では言い尽くせ

ないかもしれませんけれども、もうちょっとい

ろいろ根拠とかデータというものが欲しいとこ

ろです。今お示しになったのは、とりあえず高

卒で県外に就職された方々の動向ということで

すけれども、大学を卒業してＵターンしてく

る20代の若者というものも大きなボリュームと

して存在している。

まずは、社会増対策として雇用をつくること

の根拠としては、東京と各地域での有効求人倍

率の差が、今まで歴史的に各地域での若者の人

口流出と高い相関関係を示していたので、やは

り有効求人倍率を高めていく、雇用をつくって

いくことが大事だろうということは、大体コン

センサスがあると思うんです。では、雇用だっ

たら何でもいいのかという点で、やはりもう

ちょっと詰めていかなければいけない点がある

と思うんですね。例えば、県内では各地域に

よって、小林市の場合は有効求人倍率が1.33、

都城市は1.27と高くて、宮崎市は0.86と比較的

低いんですけれども、実際に若年層の人口動態

は求人倍率に引きつけられて動いているかとい

うと、必ずしもそうではないところがあると思

います。

また、日本経済研究所というところが2011年

に作成したレポートによると、宮崎や延岡、都

城といった各都市、ダムとなるような中枢拠点

都市、そうしたところの産業構造というのは結

構違っていて、宮崎市の場合は、サービス業や

運輸・通信業、販売・小売業に特化係数が高く

て、それらのシェアも高い。都城市では、農業

や製造業への特化係数が高いけれども、シェア

としてはサービス業が断トツ。延岡市は、水

産、製造、建設、エネルギー関連の特化係数が

高いというふうに、それぞれ特徴があります。

結局、それぞれの地域で適切な産業政策が必

要でしょうし、また、どういった産業を伸ばす

必要があるか、どういった雇用を用意すれば若

者の人口流出を食いとめるのに最適なものなの

かということを、戦略的に細かく詰めていく必

要があると思うんです。そう考えると、「みや

ざきモデル」で本当に適切に対処できるのか、

疑問を感じるところがあるんですけれども、こ

の点について知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎県内だけをとって

みましても、今言われたように、３大都市で、

それぞれ産業構造なり得意分野といいますか、

特徴が違うというのは御指摘のとおりでありま

して、まさにその特性を生かして、それぞれの

地域ごとに地方創生の取り組みを進めていこう

というのが、今の課題であろうかというふうに

考えております。

本県におきましては、平成23年に人口減少と

いうものを大きな問題と捉えて総合計画を定

め、さまざまな取り組みを進めてきたわけでご
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ざいますが、今、新たな成長に向けてのフード

ビジネスでありますとか東九州メディカルバレ

ー構想は、やはりそれぞれの地域の産業集積な

り得意分野を生かして、雇用なり産業集積を

図っていこうという取り組みであるというふう

に考えておるところでございます。こうした各

地域の特色と強みを生かした産業振興に、これ

からも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 知事にもう一つ確認させてい

ただきますけれども、私が疑問を抱くのは、施

策の根拠がいま一つ曖昧なところがあるから

で、まとまりとしてはきれいに見えるんですけ

れども、本当にこれで強い説得力を持って政府

の心をつかむことができるかというと、そこは

どうだろうかと。先ほど総合政策部長も、若い

人たちの意見をいろいろと聞いていくというふ

うに言われましたが、その点についてちょっと

確認したいんですけれども、知事も今おっ

しゃったように、強みを生かして、特性を生か

してそこを伸ばしていくのが本当に必要な戦略

なのか、それとも流出している若年層の人たち

のデータをとって、それを根拠として産業政策

をつくっていくのか、それは結構発想が違うと

思うんですね。そもそも社会増対策として、若

年層が流出超過になっているような原因とし

て、雇用情勢面で、しっかりとした事実と明確

な論理によって、その原因はこれだからこうい

う解決策があるということが示されるのであっ

て、病気の診断も正しくなされなければ治療法

が生まれないように、そこをもっと詰めていく

必要があると思うんです。

宮崎の場合は、県外に出ようとしている若者

がどういう雇用を求めているのか、もしくは県

外に一旦出ていって東京にいる若者が、どうい

う雇用、そして雇用環境を求めているのかとい

うニーズをきちんと把握しなければいけない

し、そこの把握なしで県側から一方的に、こう

いった雇用がいいだろう、こういう産業がいい

だろうというふうに伸ばしていくというので

は、ともすると、非常にこちら側のエゴという

か、マーケティングで言えばプロダクトアウト

な発想に陥りがちだと感じるんですね。

例えば新潟県の場合は、Ｕターン、Ｉターン

する人たちの、彼らが好む雇用環境というもの

を綿密に調査していますし、東京にいてＵター

ン、Ｉターンを検討している人たちが何を考え

ているのかということを、結構大規模に調査さ

れているんです。その中のたった１つですが、

細かく挙げると、例えばＩターンをする人たち

はその多くが、44％が農林水産業といった産業

に就業されていく。しかし、若者を中心とした

Ｕターン者は、農林水産業は低くて8.8％ぐら

い、そのかわり、小売販売業とか情報通信業、

金融・保険業といったほかの業種が上位に上

がってくる。

我が県においても昨年11月に、「みやざきわ

けもんフォーラム」というところで、Ｕター

ン、Ｉターンをしてきた若者40人程度にアンケ

ートをとって、そこでどういうことを考えてき

たのか、そしてどう感じているのかというのを

まとめたものがあります。私も、そういうとこ

ろが参考になることがあったんですが、やはり

机上でいろいろあれこれ論じるんじゃなくて、

論より証拠で、今後施策を考えるのであれば、

そういう動いている層の、若年層の考えという

ものを定性的、定量的にきちんと把握していく

ことが必要なんじゃないかと思うんです。知事

の考えをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 何をもってそういう調
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査を県がやっていないというふうにおっしゃる

のかというのはわかりませんが、県におきまし

て、今、Ｉターン、Ｕターン等で帰ってこられ

る移住者などは、例えば本県であれば他県と違

う特徴としては、サーフィンですとか、炭焼き

だとか、農林業、そういったものを志向して来

られている方が多いというところは把握する中

で、そういった魅力をアピールしていくことは

重要ではないかということを、移住政策の中で

は力を入れていこうかというふうに考えておる

ところでございます。

また、産業政策を行うに当たりましても、確

かに、都市部の方々は何を求めて出て行かれる

のか、その意向調査は大変重要であろうかとい

うふうに考えております。この地方創生という

取り組み、もしくは人口減少対策というのは、

決してミニ東京とかミニ都市を地方につくって

いくものではないのではないかというふうに思

う中で、我々としては、自分たちの強みを生か

していくことが、地域の地域間競争力をつける

ことという思いのもとに、本県の強みである農

林水産業を生かしたフードビジネスであります

とか、医療機器、また研究機関の集積を生かし

たメディカルバレー、さらにはバイオマスとか

太陽光を生かした再生可能エネルギーの取り組

みなどに力を入れておるところでございます。

御指摘も踏まえて、さまざまな形でのマーケ

ティング調査といいますか、そういう意識調査

も大変重要なことだろうというふうに考えてお

りますので、私どものそういう思いというもの

をしっかりぶつける一方で、またそういう声に

も耳を傾けてまいりたい、そのように考えてお

ります。

○清山知憲議員 全然、ミニ東京を目指せと

言っているわけじゃないんですよ。もし、実際

に動いている若年層の人たちの状況を定性的、

定量的に把握している資料が宮崎県でもあれ

ば、後でお見せいただきたいと思うんですけれ

ども。ぜひ、その点の取り組みも、今後、地方

創生の取り組みはまだまだこれからだと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

次の質問は、直接的に社会増対策になるかわ

かりませんけれども、宮崎県のオリジナリティ

ーを出して今後経済成長を考える上でも、国際

戦略というのは私は重要じゃないかと考えます

ので、お尋ねいたします。現在の東アジア経済

交流戦略というのは、主にアジアでいかに宮崎

県のものを売っていくか、そしてアジアから宮

崎に来る人たちが一時的にどうお金を落として

いくかという発想が主なものですけれども、そ

うではなくて、外国人の方々が実際に県内で定

住して生活して働いて、しかも個人の観光客の

方でも自由に動いていただいて、不便なく宮崎

でおもてなしを受けるといった県内環境の整備

というのも、非常に重要じゃないかと考えてお

ります。

細かい話、県内を見て回っても、多言語表記

が進んでいるのは観光スポットだけであって、

もし日本語が全くできない外国人が来て、こう

いう県庁みたいな役所とか、飲食店、ホテル・

旅館、公共交通機関、医療機関、いろんなとこ

ろを回って対応ができるかというと、なかなか

難しいと思うんです。また、引っ込み思案な県

民性もあるのか、日本語が全くしゃべれない外

国人に対して、きちんとおもてなしができてい

るのかというところにも、私はやや不安を感じ

るところでありますけれども、外国人を呼び込

んで一緒に暮らすなり、仕事をするなり、もし

くは投資を呼び込むなり、そうした面での国際

戦略を打ち立てるべきではないかと考えます
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が、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） まさに御指摘のとおり

であるというふうに思っております。そのよう

な思いで取り組んでまいりたいというふうに考

えておりますが、私が宮崎に来て感じましたの

は、外国人の姿が少ないということでありま

す。留学生にしても、企業で働く人にしても、

九州全体の中で見てみましても、少ない状況が

あろうかというふうに考えておるところでござ

います。昨日発表されましたが、海外からの観

光客が、この時点でことしは1,000万人を超えた

というような状況で、６年後の東京オリンピッ

ク・パラリンピック等を見据えながら、さらな

る観光誘客に取り組む中で、本県としてもしっ

かりそれに取り組んでまいりたいということ

で、おもてなしプロジェクトの中に、今御指摘

がありましたが、多言語表記でありますとか、

外国語でのおもてなしの体制、さらには外国人

の方が必要とされているＷｉ－Ｆｉ環境の整

備、そういったものに力を入れてまいりたいと

考えておるところであります。

また、今御指摘がありましたように、当面、

本県がいろんな事務所を置いている東アジア等

を念頭に、国際戦略というものを進めてきたと

ころでございますが、今後は、東アジアに限る

ことなく、ＡＳＥＡＮ、さらにはイスラム圏、

ＥＵ等も含めて広い視野で捉えるべきではない

かという認識のもとに、「みやざきグローバル

戦略」を策定し、世界を視野に―あっちにも

こっちにもということではないんですが―重

点的な戦略をもって、幅広く国際交流または海

外からの観光客の受け入れ等に取り組んでまい

りたいと考えております。

○清山知憲議員 今、商工観光が先んじていま

すけれども、ぜひグローバル戦略を、県内環境

の整備という視点でも進めていただきたいと考

えております。

次に、自然増対策として、福祉保健部長へお

伺いいたします。元総務大臣の増田氏はその著

書、「地方消滅」という本の中で、正確な妊娠

に関する知識の定着というものは絶対に必要だ

というふうに述べておられますが、まさにその

とおりだと思います。年齢を重ねるほどに妊娠

可能性が徐々に低くなることや、中絶や性感染

症を繰り返すことによって妊娠できない体に

なってしまうということを、きちんと理解して

おく必要がありますが、残念ながら、日本の男

女の妊娠に関する知識水準というのは極めて低

いというのが現状です。

平成23年にイギリスのカーディフ大学という

ところが実施した、国際的な妊娠に関する知識

水準をはかる調査によると、18カ国中、日本人

の男性は下から３番目の16位、女性は最下位の

トルコに次いで17位だったということです。こ

の調査を受けて、不妊女性の意識に詳しい聖路

加看護大学の森教授という方は、「日本では、

生殖の仕組みや女性の加齢に伴う体の変化につ

いて、学校ではほとんど教えていない。それら

の知識は、自分の健康を守り、人生を設計して

いく上で不可欠だ」と述べておられますが、我

が県として、妊娠に関する正確な知識の定着に

どのように取り組んでおられるでしょうか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま議員

から御指摘いただきましたように、妊娠につい

ての正しい知識を身につけますことは、将来の

ライフプランを考える上でも大変重要であると

考えております。このため県では、これまでも

中学校や高校の生徒を対象に、助産師や思春期

ピアカウンセラーの大学生による心と体の発

達、命の大切さ、妊娠の仕組みや加齢に伴う体
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の変化等の健康教育を行うとともに、妊娠・出

産に関する相談窓口を設置し、さまざまな相談

に対応しているところであります。また、今年

度は、高校生や大学生などの意見も取り入れた

妊娠・出産に関するパンフレットの作成、若い

世代を対象とした講演会など、妊娠に関する正

しい知識のより一層の普及啓発を図ることとし

ております。

○清山知憲議員 この質問は内村議員と重複し

ておりましたが、内村議員の指摘がありました

ので、表現には配慮しながらも、決して知識や

理解が欠落することがないように取り組みをお

願いしたいと思うんです。こういった不妊に悩

む女性や、子供を産めない体になってしまった

女性、もしくは中絶せざるを得なくて涙を流す

女性というのは、産婦人科の現場では壮絶なも

のがあって、彼らの声というのは決して表には

出てきませんので、ぜひそうした点も踏まえな

がら、子供を産みたい女性が安心して子供を産

めるように、教育委員会もぜひ協力していただ

いて、取り組んでいただきたいと思います。表

現は配慮をいただきたいとは思いますけれど

も。

次に、話題を地方創生から教育の話へ移した

いと思います。私は15年前に県立高校を卒業し

ましたので、恐らくこの議場の中では一番記憶

が新しいかもしれませんが、私が高校生のとき

は、大体朝７時25分に朝課外のために登校し

て、高校３年生の総体が過ぎると夕課外も加

わって、夕方６時まで10時間半学校におりまし

た。それに加えて、各教科の日々課題という形

で課題にも取り組みながら、中にはなかなか消

化できずに自分のやりたいこともできないとい

うような学生もおりました。こういうことを大

学に進学してから、関東の別の地域の人たち、

同級生に話すと、それはすごいね、ちょっとや

り過ぎなんじゃないのというぐらい驚かれるこ

ともありました。恐らくそういう経験があられ

る県民も少なくはないと思いますけれども。先

日、母校を訪問すると、昔よりは生徒の自主性

を尊重したり、進学希望別に授業を選択すると

いうようなことも取り入れられていたので、変

化してきているなとは感じましたけれども、や

はり課外や課題のあり方というのは、そこまで

は変わっていないのかという印象も受けまし

た。

県の高校教育の方針というのは、教育整備計

画に、知識や技能を生かして課題解決型の学習

を図っていくというようなことが書かれていま

したけれども、いまだに我が県の高校教育の現

実というのは、量や知識重視の習得型学習が中

心となっているのではないでしょうか。ここに

持ってきたんですけれども、大宮高校を取り上

げたベネッセの雑誌の２年前の記事があります

が、この中では、「宮崎県では伝統的に圧倒的

な量を課して生徒の学力を伸ばしてきました。

朝課外や日々課題はもちろん、徹底的に量を与

えることが、教科担任の力量であるという雰囲

気さえありました」というような記述もあるん

です。現状をどういうふうに認識されているの

か、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 知識習得を中心とす

る授業が行われているという点は、御指摘のと

おり否定できない面があると認識をしておりま

す。例えば、掛け算九九を徹底して覚えると

か、アルファベットを覚えるとか、漢字を覚え

るとか、そういう部分の基礎・基本は、学びの

基盤であって、どの生徒にもしっかり教え込ま

なければならないということは、揺るぎないこ

とだと思っています。
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ただ、問題は、教師主導による知識の習得の

みで指導が終始するならば、それは改善すべき

だと考えておりまして、先の読めないこれから

の時代において、学習指導の究極の狙い、学校

で教えることの究極の狙いというのは、自分で

学べる生徒をつくるということだろうと思いま

す。生徒みずからが習得した知識を活用し、み

ずから学ぶレベルまで、生徒の学びとか意欲を

高めるような授業にすることこそ必要であると

考えております。今後、生徒の自主的な学びや

課題解決型の授業の一層の推進を図るように、

そういう方針も出しているところで、そういう

ことに努めてまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 教育長は前、大宮高校の校長

先生もされておりましたが、この雑誌の特集で

は、大宮高校では、それまでの量に頼る指導か

ら授業の質を重視するような教育方針へ転換し

たというふうに紹介されているんですけれど

も、教育長はどういうふうにこの取り組みを捉

えておられるのか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県の教育委員会とし

て、６年前になりますが、平成20年度から大宮

高校を教育課程に関する研究指定校として指定

いたしました。いわゆる課題を解決するような

探求的な学びをさせるにはどうしたらいいかと

いうことを研究したい、そういう一連の実践の

中で、一律の課題の与え方や補習授業のスタイ

ルを変更して、予習を前提にした授業を実施し

たり、生徒が自分に合った補習授業を選択でき

るようにしたりしながら、授業の質を高め、み

ずから学んでいく、みずから進んで学ぶ、そう

いう指導の充実に取り組んできたところであり

ます。

県教育委員会といたしましては、基礎・基本

はしっかりと身につけさせながらも、生徒の自

主的な学びを尊重し、思考力、判断力、表現力

を高めていくための学習、すなわち習得した知

識を活用した課題解決型の学習等が重要だと考

えておりまして、宮崎大宮高等学校の取り組み

を検証しながら、主体的に学ぶ生徒の育成に一

層取り組んでいきたいと思いますし、検証した

結果をいろんな形で普及してまいりたいと考え

ております。

○清山知憲議員 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。私としては、課題解決型の先に

は、与えられた課題をただ解決するだけじゃな

くて、自分で問いを立てていく力も必要だと思

うんですね。これを探求型と呼ぶかもしれませ

んけれども、普通に大学に進学して、その後一

般企業に就職して、終身雇用で人生を終えると

いうモデルはもう破綻していて、自分で社会に

出ていって、今までの前提を疑って主体的に価

値を生んでいくような人材というものが今後生

き残っていくと思います。まさにそうした意味

では、教育委員会自体も、今までの教育のあり

方をアプリオリに正しいというふうに捉えない

で、そこに疑問や問いを立てていく形で検証を

続けていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

続いて、総務部長へ質問を変えて、県内の自

治体病院についてお伺いしたいと思います。市

町村立の病院というのは、役場の職員が病院経

営という非常になれない業務を担っている上

に、医師確保という難題を背負っておりまし

て、結局、各地の院長や首長さん方がそれぞれ

で、大学の医局や県に足を運んで苦労されてい

る現状があります。ここでは、まず端的に、県

内の市町村立病院が抱える累積剰余金・欠損金

の状況についてお伺いいたします。

○総務部長（成合 修君） 県内には13の市町
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村立病院がございますが、平成26年３月31日現

在、累積剰余金がございますのは５病院で、そ

の剰余金の合計は９億2,349万円余となっており

ます。一方、累積欠損金があるのは８病院で、

同じく合計で47億1,834万円余となってございま

す。なお、13病院の合計で申し上げますと、こ

の累積剰余金と欠損金をプラスマイナスします

と37億9,485万円余のマイナスとなってございま

す。

○清山知憲議員 経営がまだいいところもあり

ますけれども、やはり医師不足で厳しいところ

は医業収益に大きく影響を与えますから、経営

状況も厳しいというのがよくわかります。我が

県では、延岡、宮崎、日南というところに県立

病院がそれぞれあってやっているんですけれど

も、こうした県病院のないところは市町村が頑

張っている状況で、今までもずっと、同じ県内

なのにそれは不公平じゃないかという議論があ

りましたし、多分、今後もずっと続いていくと

思うんです。

ほかの県の状況を見てみると、鹿児島県の場

合は県立病院が５つ、長崎県は11、沖縄県

は22、岩手県は20を超える県立病院がありま

す。一方で、大分県みたいに１つしかないとこ

ろもありまして、県内の公的医療機関の経営主

体が市町村であるか県であるかというのは、必

ずしも今の状態が合理性があるというよりも、

今までの歴史的な経緯で今の状態があるという

部分がほとんどの地域で多いんです。ただ、最

初に申し上げたように、病院経営というところ

は、小さな市町村がそれぞれで担っていると、

例えば、医師確保上も非常に効率が悪いとか、

後は医療資材、薬剤を買う上でも売り手に対す

る購買力を強く持つことができないとか、もし

くは医療に対する理解の難しさ、それぞれの市

町村はそうした難しい課題を抱えております。

もし、そうした小さな公立病院が県のような

１つの経営主体のもとで運営されれば、そうし

た規模のメリットや経営効率の向上も見込まれ

ますし、医師確保もそれぞれで融通し合えると

いうようなこともできます。実際に長崎県で

は、長崎県と５つの市、１つの町で構成する特

別地方公共団体である長崎県病院企業団という

のを平成21年に組織して、11の施設を運営して

おりますし、奈良県では、奈良県と１つの市、

３つの町、８つの村が一緒になって南和広域医

療組合というものをつくって、効率的に公的病

院を運営していこうということで、３つの公立

病院を経営しております。我が宮崎県でも、県

が中心となって、そういう自治体が抱える公立

病院の一体的運営、ネットワーク化を模索する

つもりはないか、お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 地方財政が大変厳しさ

を増している中で、地域に必要な医療サービス

を提供していくには、今御指摘のような、病院

の経営力強化という観点から公立病院のネット

ワーク化を図っていく、これも一つの有効な手

段であろうかというふうに考えております。た

だ一方で、今御指摘がありましたように、それ

ぞれの県も、やはり歴史的な成り立ち、経緯、

また地理的な状況、さらには各公立病院が置か

れた規模や位置づけ、住民の意向、さまざまで

あろうかというふうに考えております。医師確

保という意味では、今、同じネットワークでは

ないにしても、県とさまざまな自治体病院が一

緒になって、例えば東京や福岡での説明会を

行ったり、いろんな共通の場を設定したり、そ

ういう連携のやり方もしておるところでござい

ますが、まずは医療機関相互の機能分担や連携

などについて関係者で意見交換や協議を行うな
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ど、さまざまな角度からの検討というものがで

きるのではないかと考えております。

○清山知憲議員 すぐに方向性を出せる話では

ないと思いますけれども、そこまで大局的に県

内の医療提供体制をどうしていくのかというの

は、引き続き検討していっていただきたいと

思っております。

次に質問を移しまして、警察本部長へお伺い

いたします。あんま、マッサージ、指圧という

のは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律」、いわゆるあはき法

と言うんですけれども、あはき法によって国家

資格を有する者しか業として行うことができな

いと定められております。しかし、この法律に

違反して、そうしたマッサージといった業を無

資格で営んだ業者が摘発された事例というの

は、全国、そして宮崎県では今までどれぐらい

あるのか、お伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 「あん摩マッサ

ージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律」違反の検挙状況ですが、全国では平成21年

に10件、22年４件、23年６件、24年５件、25年

２件を検挙しております。本県では、平成16年

に４件、平成17年に１件の検挙がありますが、

平成18年以降の検挙はございません。

○清山知憲議員 そうやって摘発されている背

景には、国家資格を有していないにもかかわら

ず、即席の研修等で従業員を育て、実質的には

マッサージをやっている、しかし業者さんとし

ては、これはマッサージではない、ボディーケ

アだと言い張っても、そこで当局が、いや、そ

こで行われていることはマッサージだと認識す

れば、違法だとして摘発されるわけです。過去

に摘発された事例の場合、厚労省はどういった

見解をもって何をマッサージとみなしてきたの

か、お伺いいたします。

○警察本部長（坂口拓也君） 「あん摩マッサ

ージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律」違反の捜査を行うに当たりましては、事案

ごとに施術の内容等を厚生労働省に照会した上

で、違法性についての擬律判断を行っておりま

す。

平成16年に本県警察で検挙した事件における

厚生労働省からの回答の内容は、「特定の揉

む、叩く等の行為が、「あん摩マッサージ指圧

師、はり師、きゅう師等に関する法律」第１条

のあん摩、マッサージ又は指圧に該当するかに

ついては、当該行為の具体的な態様から総合的

に判断されるものである」とした上で、「本件

は、施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じ

るほどの相当程度の強さをもって行うものであ

ること等から、あん摩マッサージ師が行わなけ

れば人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれが

ある行為であり、あん摩、マッサージ又は指圧

に該当すると判断される。したがって、無資格

者がこれを業として行った場合には、同条に違

反するものと思料する」というものでございま

した。

○清山知憲議員 体重をかけて痛みを感じる程

度のものをマッサージとみなすと。参考になり

ましたが、我が県では平成18年度以降摘発事例

は特にないようですけれども、今後も適正な取

り締まりが行われるようお願いいたします。

続けて、福祉保健部長へお伺いしますが、国

からは、あはき法で定められているマッサージ

が行われていない施設では、マッサージ等と

いった文言を使わないよう指導することを要請

されております。こういった指導を行っておら

れるかどうか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいま御指

平成26年11月20日(木)
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摘の国の指導の要請は、マッサージ等の広告を

することで、あたかもその施設で法により認め

られたあんま、マッサージ、指圧が行われてい

ると一般の方が誤認するおそれがあり、公衆衛

生上も看過できないという場合は指導すべきで

あるとの趣旨であります。しかしながら、あん

ま、マッサージ、指圧以外の、いわゆる民間療

法につきましては、届け出等の義務がないこ

と、また例えば、足つぼマッサージ、耳つぼ

マッサージなどのような、さまざまなマッサー

ジの形態が多々見られますことから、その対応

が難しいというのが実情であります。これまで

も、広告違反と思われる事例があった場合に

は、各保健所により事実確認や指導を行ってい

るところでありますが、今後とも適切に対応し

てまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、適切にお願いしたいと

思うんです。アロマやエステやボディーケアと

いったものは、医業類似行為と正式には呼ばれ

ておりますけれども、そうした医業類似行為で

も人体に危害を及ぼすおそれがあるものは禁止

処罰の対象となるということが、昭和35年の最

高裁の判決によって示されていて、実際にその

事例は有罪になっております。あらゆる薬に副

作用があるように、あらゆる物理的な刺激とい

うものは人体に危害性を及ぼす可能性があると

思うんですけれども、例えば、神経損傷とか、

骨折、ねんざ、大動脈瘤破裂等、そういう可能

性がゼロ％かというと非常に難しいところだと

思うんです。実際、我が県においては、どのよ

うにそれぞれの医業類似行為が人体への危害性

があるかどうか判断されているのか、お伺いい

たします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 医業類似行為

の危害性の有無の確認につきましては、具体的

事例で申し上げますと、匿名で、施術を受けた

翌日に相談があり、保健所が事業所を訪問し

て、施術内容等について聞き取りを行ったとこ

ろ、「リラックスが目的のサービスである」と

の回答があり、保健所としては、人体に危害を

及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象になると

の注意喚起を行ったところです。今後とも引き

続き、健康被害等の具体的な相談があった場合

は、各保健所がその事業所を訪問し、事実確認

や指導等を行ってまいります。

なお、医業類似行為の危害性につきまして

は、その立証が難しく、事前の確認ができてお

りませんが、人体に危害を及ぼすおそれがあれ

ば禁止処罰の対象になることを、さまざまな機

会を通じて周知してまいりたいと考えておりま

す。

○清山知憲議員 相談があったときということ

ですけれども、本当はこうした医業類似行為も

きちんと行政がチェックしなければいけないこ

とだと思うんです。今、こういう施術所が物す

ごい数にふえているんですけれども、普通に県

民から考えて、どこが国家資格を有している人

がやっているマッサージなのか、そしてどこが

そうではないのか、全く区別が難しい状況に

なっております。そういう有資格者が行うとこ

ろに関しては、きちんと県民にとってわかりや

すいように広報に努める必要があると思います

が、県としての取り組み、考えをお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） あんま、マッ

サージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施

術につきましては、今後、御指摘もありました

ように、県のホームページ等を活用いたしまし

て、国家資格が必要である旨の県民への注意喚

起や、有資格者が開設している施術所の一覧を
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掲示するなど、広報に取り組んでまいりたいと

考えております。

○清山知憲議員 資格を持った鍼灸マッサージ

師は、３年間の時間をかけて学科や実習を履修

して国家資格を得ます。そうした専門職が不当

な不利益を得ないように、また患者さんが不利

益をこうむらないような適切な行政のあり方と

いうのを考えていっていただきたいと思いま

す。

続けて、福祉保健部長へ伺います。宮崎大学

医学部の地域枠の出願要件についてお尋ねいた

します。

今、出願要件としては、県内の高等学校を卒

業するということが入っておりますけれども、

これに加える形で、本人または保護者が県内に

居住することといったことを要件に加えてはい

かがでしょうか。というのも、れっきとした県

の出身者でも、小学校、中学校を卒業して、意

欲的に県外のラサールとか青雲とか、県外の高

校に進学した学生にとっては、宮崎に帰ってき

て宮大の地域枠に出願したいと思っても、現在

の出願要件ではできない。実際、岡山県などで

は、そういう形で広く出願要件を設定しており

ますけれども、この点についていかがでしょう

か。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 地域枠推薦入

試制度は、本県の地域医療を担う医師を確保す

ることを目的に、宮崎大学に要望し、創設され

たところであります。現在の対象は、議員が今

お話しのように、県内高校出身者となっている

ところでありますが、その要件に該当しなくて

も、県内出身者であれば地元に定着し、地域医

療への貢献が期待できますので、御指摘の応募

要件の緩和も含め、本県の医師の確保につなが

るような制度運営について、関係部局や宮崎大

学と協議してまいりたいと考えております。

○清山知憲議員 ぜひ、よろしくお願いしたい

と思います。

質問の項目としては最後にいたしますけれど

も、オープンデータの取り組みについて、総合

政策部長に伺ってまいります。

今、先進各国、そして総務省が推進している

取り組みにオープンデータというものがありま

す。これは、行政が持つ膨大な公共データ、例

えばさまざまな分野の統計データ、失業率と

か、先ほど挙げた有効求人倍率もそうでしょう

し、もしくは気象データもそうでしょう。もっ

と身近なことで言えば、地域の公共トイレ、避

難所、消火栓の場所、ＡＥＤの場所、あらゆる

公共が有するデータというものがその対象にな

るわけで、こうしたデータを広く公開して、し

かも機械判読可能な形で、そして著作権も行使

しないと宣言することで、広く民間の事業者

が、そういったデータを活用してビジネスに生

かすことができるという取り組みであります。

静岡県では、防災や観光に関するデータを「ふ

じのくにオープンデータカタログ」という形で

公開する取り組みをしておりますが、我が県に

おける取り組み状況を教えてください。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） オープンデ

ータにつきましては、まず県で保有するデータ

を把握するという段階から始める必要がありま

して、現在、各部局に対し、保有データの調査

を実施しているというのが現状でございます。

この調査をもとに、公開に向けた課題、例えば

データ加工の必要性や法令による制限等を整理

しながら、可能なものから順次公開を進めてい

きたいと考えております。あわせて、地域振興

につながるデータの活用のあり方を研究するた

め、県内ＩＴ企業を中心とする利活用検討委員
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会を立ち上げて、検討を始めたところでござい

ます。

○清山知憲議員 宮崎県自身が、県が持ってい

るデータをまずは把握するということで、まだ

まだこれからじゃないかなと思うんです。オー

プンデータとは、開放性の度合いによって５段

階に分かれると一般的に言われたりするんです

ね。機械判読可能な公開データであるほど開放

性の度合いが強いんですけれども、まずその

ファーストステップ、第１段階として、オープ

ンライセンスのもとでＪＰＥＧとかＰＤＦと

か、まずは機械の前に、人間が理解可能な形の

データ形式で情報を公開するということがあり

ます。しかし、我が県の場合は、オープンデー

タ５段階に行くどころか、第１段階目の情報公

開すらなかなか心もとない状況です。今、部長

がおっしゃったように、まずは県が、県は何を

持っているのか把握するということもそうです

し、地域振興もそうですが、我々議員も、質問

を考えたり県の議案を審議するときに、さまざ

まなデータを利用するんですけれども、例えば

「みやざきモデル」の提言のファイルにして

も、興味・関心の高い県民はたくさんいるんで

すが、これも今、ウエブ上では手に入らないん

です。ほかにも細かく言えば切りがないんです

けれども、ウエブ上で公開されているもの、公

開されていないもの、非常にまちまちで、中に

は電子化すらされていない、文書でしか存在し

ない資料なんかもあるわけです。こういった県

の持つデータや資料について、今の段階でも可

能な情報公開や情報発信を進めていくつもりは

ないか、最後にお伺いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 御指摘があ

りましたように、県が持つデータというのは非

常に多種多様でございまして、それを出せるか

出せないか、いわば情報の棚卸しをする作業か

ら始めなければいけないという状況ではござい

ます。その上で、議員御指摘のとおり、いかに

使っていただくかという観点で今、この委員会

を開始しておりますので、その考えに立って推

進してまいりたいと思っております。

その中では、一つ、使い勝手という面では、

どのように使うかの入り口になりますけれど

も、例えば県のホームページの見え方、今、ど

んどん階層が非常に奥に入ってしまうというよ

うな問題もありますので、いかに使っていただ

けるかという観点から取り組みをしてまいりた

いというふうに考えます。

○清山知憲議員 これで質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で本日の質問は終わ

りました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時52分散会



11月21日（金）
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◎ 一般質問

○押川修一郎副議長 ただいまの出席議員37名

であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、右

松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党宮崎市選出の右松隆央で

ございます。

きょう11月21日は、衆議院が解散され、そし

て私の前後援会会長の命日でございます。特別

な日でございます。しっかりと一般質問、頑

張ってまいりたいと思っております。

今日の教育課題において決して避けては通れ

ない大きな課題として、発達障がい・学習障が

い児への理解と支援のあり方、そしてもう一つ

に家庭教育への支援のあり方があると、私は認

識いたしております。今回はこの２つの課題に

絞ってしっかり議論を深めてまいりたい、その

ように考えております。

後ほど執行部から具体的な数値で示してもら

いますけれども、本県においても発達障がい児

が顕著にふえているのが実情であります。「発

達障がい」と一くくりにしておりますが、さま

ざまな障がい、そしてそれぞれの障がいに特性

があります。例えば広汎性発達障がいの中にア

スペルガー症候群というものがあります。聞か

れた方も多いかと思いますが、このアスペル

ガー症候群の特性としては、自分が思ったこと

を周りにお構いなしに言いまくって、平気で人

が傷つくことを言葉にするわけであります。し

かし、そういった面がある一方で、非常に高い

知的能力、ＩＱを示す場合もあるのでありま

す。発達障がいには、この広汎性発達障がい、

自閉症スペクトラム以外にも、注意欠陥・多動

性障がい―集中することやじっとしているこ

とができず、衝動的に行動するといった、いわ

ゆるＡＤＨＤと言われるものや、学習障がい

―読む、書く、計算する等のいずれかの能力

が極端に苦手といった、いわゆるＬＤと言われ

る障がいがあります。文科省の定義において、

例えばＬＤにおいては、「特定のものの習得と

使用に著しい困難を示す中で、その原因として

は中枢神経系に何らかの機能障がいがあると推

測され、環境的な要因、すなわち親のしつけな

どが直接の原因となるものではない」とされて

おります。特別支援教育の概要の中で、障がい

の程度に応じて重いほうから、特別支援学校、

続いて小中学校における特別支援学級があるわ

けでありますが、今回取り上げるのは、通常の

学級で多く見られているアスペルガー症候群な

どの高機能広汎性発達障がい、そしてＡＤＨ

Ｄ、さらにＬＤにおいての本県の現状と教育行

政の支援のあり方について問うてまいりたいと

思います。

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必

要とする児童生徒に関して、２年前であります

が、文科省が調査結果を公表しております。担

任教員から、全国の公立小中学校児童生徒の５

万2,272人について回答が得られ、その中で、

「知的発達におくれはないものの、学習面ある

いは行動面で著しい困難を示す」とされた児童

数の割合は、全体の何と6.5％という高い数値が

あらわされたわけであります。そこでまずは、

本県の現状について、実態がどうであるのか。

県内の小学校、中学校において、学習面または

行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数

平成26年11月21日(金)
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並びにその割合を、教育長にお伺いしたいと思

います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

学習面や行動面で著しい困難を示している児

童生徒についてであります。本県におきまして

は、平成17年度に実施した「通常の学級に在籍

する特別な支援を必要とする児童生徒に関する

実態調査」の結果、無作為に抽出した県内公立

小中学校36校の通常の学級に在籍する児童生

徒2,498人のうち176人が、「知的発達におくれ

はないものの、学習面や行動面で著しい困難を

示している」と担任教師が回答しており、その

割合は7.1％でありました。発達障がいなどは、

外から気づかれにくい、ほかの方から気づかれ

にくい障がいですので、この調査では、学習面

に関し30項目、行動面に関し45項目について、

学級担任と教務主任など複数の教職員で協議を

して、学級の児童生徒の学習面や行動の様子を

細かく観察し、細心の注意を払って該当するか

どうか検討した上で、回答することとした結果

でございます。7.1％という割合は、40人という

単位で考えましたら、学習面や行動面で著しい

困難を示している児童生徒がどの学級にも大体

３名在籍しているということであり、通常の学

級におけるこのような児童生徒への支援も非常

に重要であると考えております。以上でござい

ます。〔降壇〕

○右松隆央議員 今、教育長が答弁された本県

の現状を受けて、知事の率直な現状認識を伺い

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 障がいのある子供への

支援につきましては、私も、特別支援学校を訪

問したり、また保護者の方々と意見交換を行う

など、常に関心を持っているところでございま

す。今話題になっておりますＬＤ、ＡＤＨＤ、

アスペルガー症候群などの発達障がいについて

は、今、教育長が答弁しましたように、通常の

学級に数％程度在籍しているということをしっ

かり受けとめまして、改めて、発達障がいのあ

る子供一人一人に寄り添いながら、十分な支援

に努める必要があると感じたところでありま

す。発達障がいにつきましては、なかなか周囲

に理解されにくいということもありますので、

その特性について深く理解し、教育現場におい

て適切に配慮することが重要であると考えてお

ります。今後とも、教育委員会と連携を図りな

がら、特別支援教育の一層の充実を図ってまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 文科省が発表した報告書の中

で、この調査の座長を務めた全国特別支援教育

推進連盟の大南理事長は、公表された数字以外

にも、困難があり、教育的支援を必要としてい

る児童生徒がまだいる可能性に言及をしており

ます。教育長が示された本県の数字とともに、

大南座長が指摘をされた実態もあわせて、私も

深く受けとめる必要があると考える次第であり

ます。

今から８年前に、学校教育法の一部を改正す

る法律案が可決され、翌、平成19年４月から特

別支援教育が開始されております。２年前の文

科省の全国調査は、特別支援教育が本格的に開

始され５年を経た中で、発達障がいの可能性の

ある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の

実態を明らかにするとともに、学校現場におけ

る支援のあり方や今後の施策を検討する基礎資

料にしていくという意味合いがあったわけであ

ります。今回は、その全国調査と本県の比較も
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してまいりたいと考えております。そこで、学

校での支援体制について伺ってまいりたいと思

います。

まずは、校内委員会の設置状況であります。

校内委員会とは、特別な教育的支援を必要とす

る子供の実態把握を行い、保護者の願いも聞き

ながら、関係機関との連携のもと、学校全体で

より適切な指導・支援をするための組織であり

ます。設置の形態は、新規で設置をする場合

や、既存の校内組織に発達障がいの視点を加え

て拡大するものなど、各学校の実情に合わせて

設置をしていくものであります。また、構成メ

ンバーも、校長や教頭、養護教諭に加え、特別

支援コーディネーターを配置しつつ、必要に応

じて臨機応変に構成していくものとされており

ます。そこで、本県では小学校、中学校におい

て校内委員会の設置状況がどうであるのか、教

育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 特別支援教育に関す

る校内委員会につきましては、平成19年４月に

文部科学省から通知された「特別支援教育の推

進について」の中で、全校的な支援体制を構築

するために設置するとして示されたところであ

ります。県教育委員会といたしましては、この

通知を受け、各市町村教育委員会に対し設置を

働きかけてきたところであり、本県におきまし

ては、公立小学校243校、中学校136校の全ての

学校に設置されております。各学校における校

内委員会では、校長のリーダーシップのもと、

担任が障がいのある児童生徒について状況を説

明し、関係する教職員でその児童生徒への具体

的な支援の検討が行われているところでござい

ます。

○右松隆央議員 全てで設置をされているとい

うことは評価をさせていただきたいと思いま

す。ただ、文科省の、さきの全国調査結果に対

する協力者会議の考察では、各学校の校内委員

会が、特別な支援が必要かどうかの判断に関与

していない可能性や、校内委員会そのものの機

能性を問う声もあり、実態として、発達障がい

を受け持つ学級担任が一人で悩み、奮闘されて

いたり、指導工夫の努力などで済まされている

ケースもあるのではと指摘をされているところ

であります。ぜひ、全ての校内委員会がその役

割をしっかり果たし、学校の支援体制の確立に

組織的に寄与してもらうことを強く望む次第で

あります。

続いて、義務教育における特別支援教育の制

度の一つに、通常の学級に在籍していながら、

個別的な特別支援教育を受けることのできる制

度として、「通級による指導」がありますが、

この通級指導における本県の状況を伺っていき

たいと思います。通級指導を受ける児童生徒数

は激増している状況にありまして、全国では公

立小中学校で７万7,800人以上に上り、過去最多

を更新している状況であります。そこでまず

は、本県における通級指導の対象となった児童

生徒数のここ数年間の推移を、教育長に伺いた

いと思います。

○教育長（飛田 洋君） 通級による指導を受

けている本県の小中学校の児童生徒数は年々増

加いたしております。平成21年度が410名、22年

度が519名、23年度が560名、24年度が595名、25

年度が685名となっております。平成25年度の対

象児童生徒数を21年度と比較いたしますと1.67

倍となっており、全国は1.44倍で、全国より高

い増加率であります。また、平成25年度の本県

の通級指導教室対象児童生徒数685名が、県内の

義務教育段階の全児童生徒数に占める割合

は0.75％であって、全国の0.69％よりも高く
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なっております。

なお、ＬＤ及びＡＤＨＤのある児童生徒に通

級による指導が開始されたのは平成18年度であ

りますが、平成25年度と18年度を比較します

と、対象児童生徒数は2.5倍にふえております。

このような調査結果というのは、本県の教職員

が、よりきめ細やかに子供たちを観察すること

で、ＬＤやＡＤＨＤのある児童生徒に気づき、

通級による指導につなげたことが大きいと考え

ております。

○右松隆央議員 大変多くなっていることがわ

かる数字であります。文科省の調査でも、全国

の推移が、調査を始めた20年前の6.4倍にふえて

おりまして、20年連続の増加という数字が出て

おります。これは、学校側の支援体制が整備さ

れ、通常の学級にいながら学びにくさを感じて

いる子供に目が届きやすくなったということも

あり、さらに、学習障がいや発達障がいのある

子供に対して特別な支援が必要だという認識が

広がっていることを、理由として挙げられてお

ります。このことは、本県にも共通するところ

があるのではと考えております。

通級には、自分の学校に設置された教室に通

う「自校通級」と、他校に設置された教室まで

出向く「他校通級」があるわけですが、通級担

当教員の増員がままならない中で、全国の状況

では、約半数は他校通級を余儀なくされており

ます。その中には、片道２時間もかけて通う児

童生徒もおり、大きな負担となっている事例も

出ているところであります。そのような中、島

根県では、人口に比した通級指導教室の設置率

が全国一で、巡回による指導もあり、山間部、

離島も含め、どこに住んでいても通級による指

導を受けることのできる取り組みが図られてお

ります。そこで、本県の通級指導を受けている

児童生徒の自校通級と他校通級の状況がどう

なっているのか、教育長に伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 平成26年度の自校通

級及び他校通級の状況につきましては、５月１

日現在で、自校通級が小学校500名、中学校61

名、合計で561名、他校通級が小学校174名、中

学校10名、合計184名でございます。割合につい

て本県と全国を比較いたしますと―平成25年

度のデータとなりますが―小中学校合わせた

数字ですが、自校通級については、全国が45.1

％であるのに対して本県は72.6％、他校通級

は、全国が49.4％であるのに対して本県は23.4

％となっております。全国に比べ本県は、自校

において通級による指導を受けることができる

児童生徒の割合が非常に高い状況でございま

す。県教育委員会といたしましては、今後とも

児童生徒本人及び保護者の負担軽減を図るため

に、できるだけ自校で通級による指導を受ける

ことが可能となるよう、通級指導教室の設置に

今後とも努めてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 自校通級が全国平均を上回っ

ております。大変いいことだと思います。さら

なる取り組みをよろしくお願いしたいと思って

おります。

続いて、学校現場で指導する教員の対応状況

について考えてまいりたいと思います。私の持

つ統計資料では―これは少し前のものになり

ますが―学習障がいや発達障がいなど困難を

抱える子供に対して、小中学校の教員の約７割

が、適切な対応が難しく、できていないという

数字が示されております。教員や学習支援員の

専門性や、さらなる指導力向上の必要性が求め

られていると言っても過言ではないと考えてお

ります。学習面や行動面で著しい困難を示すと
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された児童生徒が理解しやすいよう配慮された

授業の改善や、それらの児童生徒を含めた学級

全体に対する指導やマネジメントをどのように

行っていくか、教員研修などで教員全体の専門

性を向上させていくことが大事になってまいり

ます。そこで、本県の小中学校の教員養成にお

いて、特別支援教育の資質向上のためにどのよ

うな取り組みをしておられるのか、教育長に伺

いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 平成17年当時、実態

を把握したいということで、本県が調査した小

中学校教員の意識調査において、約７割の教員

が、「発達障がいの児童生徒に適切に対応でき

ない」と答える状況がありましたことから、平

成19年度から21年度まで３年間かけて、全教職

員を対象として、発達障がいを正しく理解でき

るよう、特別支援教育に関する基本的な研修を

実施してきたところであります。さらに、本県

独自の取り組みとして、それぞれの地域の特性

に応じたより専門的な指導ができるよう、県内

７つのエリアごとに研修を実施するとともに、

特別支援学校にチーフコーディネーターを、さ

らに各エリアの小中学校の拠点校にエリアコー

ディネーターを配置し、教員に対する巡回指導

や支援を行っております。このように段階的に

研修や支援に取り組むことで、全教職員の資質

の向上が図られてきている状況にありますが、

今後とも、発達障がいのある児童生徒を早期に

発見し、早期に指導・支援できるよう、特別支

援教育のさらなる専門性向上を図る研修の充実

に取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 本県では、エリアコーディ

ネーターの配置など独自の取り組みもなされて

いるようでありますが、全国調査によると、児

童生徒の実態把握は行っているものの、指導方

法については、教員が十分に理解できていない

可能性や、具体的な対応がとれていないケース

も多いようであります。細かな授業改善や個別

指導、例えば座席位置の配慮やコミュニケー

ション上の配慮、習熟度別学習の実施や個別の

課題の工夫など、優良事例などを収集し、教育

現場の先生方と共有していくことの大切さを、

本県もさらに周知していただきたいと、お願い

をする次第であります。

さらに、充実した支援体制を考えていく上で

非常に重要な存在となる「特別支援教育コー

ディネーター」について、問うてまいりたいと

思います。特別支援教育コーディネーターは、

発達障がいの児童生徒を支援するために、教育

機関や医療機関との連携、さらには保護者など

への相談窓口を行う専門職を担う教員で、特別

支援教育を支えるキーパーソンとも言える存在

であります。個別の教育支援計画や個別の指導

計画においても、その作成のための協議にかか

わる存在でもあります。そこで教育長に、本県

の小中学校における特別支援教育コーディネー

ターの設置状況が今どうなっているのか、伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 文部科学省によりま

すと、特別支援教育コーディネーターは、各学

校の特別支援教育の推進のために教員の中から

指名するとされておりまして、主に校内委員会

や校内研修の企画運営、関係機関との連絡調

整、保護者からの相談などの役割を担うことと

されております。本県では、県内全ての小中学

校において特別支援教育コーディネーターを指

名しておりますが、本県のコーディネーター

は、文部科学省の示した役割に加えて、本県で

喫緊に対応したほうがいいということで、個別

の教育支援計画や個別の指導計画の作成につい
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て、学級担任を支援したり、小中高等学校間の

引き継ぎ―これは、子供が小学校、中学校、

高校と上がっていくときに円滑に指導が引き継

がれていくということでございますが―を

行ったり、外部から専門家を招いて、支援が必

要な子供について支援会議を実施したりするこ

となども、その職務として進めているところで

ございます。県教育委員会といたしましては、

今後とも、特別支援教育コーディネーターのさ

らなる専門性の向上や、発達障がいのある児童

生徒への取り組みの促進に努めてまいりたいと

考えております。

○右松隆央議員 全校に指名された特別支援教

育コーディネーターを推進役として、支援を必

要とする児童生徒の実態把握や担当教諭への具

体的支援、校内研修会の実施による全職員への

理解促進、さらには保護者や医療、児童福祉、

スクールカウンセラー等の関係機関との連携

を、各学校において組織的に行っていくことが

極めて重要でありますので、取り組みのさらな

る強化をお願いしたいと思います。

続いて、学校外において、学習障がいや発達

障がい児が今どのような境遇にあるのか考えて

まいりたいと思います。この子たちにとって、

そして働く保護者にとって、学校が終わり、放

課後にどこに行くかというのは大変大きな悩み

でもあります。受け入れ先としては、厚労省所

管の児童館並びに放課後児童クラブ、そして文

科省、各自治体の教育委員会が所管する放課後

子供教室があるわけですが、この放課後子供教

室の実施状況並びに行政支援の現状について、

教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 放課後子供教室は、

市町村が実施主体となり、地域住民の方々を指

導者等にお願いし、放課後等に学校の空き教室

や公民館などの子供たちが安心・安全な場所

で、学習活動や各種体験活動等を提供するもの

でございます。平成26年度は、14市町村で取り

組まれ、実施数は90教室でございます。参加し

ている子供の数は、前年度実績値ですが、１日

平均で約2,300人です。その90教室の中で、一部

の教室では、発達障がい等特別な支援を要する

子供の対応のために、指導者の補助をする職員

を増員している教室もあります。この事業への

行政支援につきましては、国、県、市町村が補

助対象経費の３分の１ずつを負担することに加

え、県教育委員会におきましては、指導等をし

ていただく地域の方々を対象とした研修会を実

施するなど、円滑な事業実施が図られるよう支

援に努めているところであります。

○右松隆央議員 実は、児童館や放課後児童ク

ラブ、さらには今、教育長から答弁いただいた

放課後子供教室に行っても、なかなか友達とう

まくいかずに行き場をなくしてしまった、学習

障がい、発達障がいの子供たちがふえてきたこ

とを受けまして、平成24年度から「放課後等デ

イサービス事業」という新しい事業が制度化さ

れております。そこで、この放課後等デイサー

ビス事業の県内の実施状況、並びに行政支援の

現状がどうなっているのか、福祉保健部長に伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 放課後等デイ

サービスの指定の状況は、平成24年度末で23事

業所、25年度末で37事業所、26年11月１日現在

では、７つの障がい保健福祉圏域全てに計54事

業所が開設されており、事業所数は平成24年度

末に比べ約2.3倍となっております。また、市町

村別では、事業所の約４割の23事業所が宮崎市

にあり、11町村では現在のところ事業所が開設

されていない状況であります。放課後等デイ
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サービスは、発達障がいのある児童がふえる傾

向にある中で、放課後を初め週末や夏休みなど

における学校外の生活の場での支援ニーズが高

まっていることなどから、今後ともその必要性

は増していくものと認識しております。また、

行政支援としましては、利用者負担を除いた残

りのサービス利用に係る費用について、国２分

の１、県４分の１、市町村４分の１の財政負担

を行っており、県の負担額は、24年度が約１

億600万円、25年度が約１億3,000万円となって

おります。

○右松隆央議員 今の部長の答弁からも、指定

事業所数が大きくふえてきているとともに、ま

だ制度化されて２年半ということもありまし

て、県内の事業所分布に偏りが見られることが

うかがえるところであります。また、これは同

じ認識でありますが、当然、今後ますます利用

者数の増加というものが十分に予測されるとこ

ろであります。そこで、さらに県として、放課

後等デイサービス事業に対して今後どのような

支援の拡充を考えておられるのか、福祉保健部

長にお伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、平成27

年度から３年間の本県の障害福祉サービスの提

供体制等を定める「第４期宮崎県障害福祉計

画」を策定中であります。放課後等デイサービ

スにつきましても、この計画の中で、障がいの

ある児童数の推移や高まる支援ニーズの状況な

どを勘案して、市町村が算定するサービスの見

込み量を踏まえ、７つの障がい保健福祉圏域ご

とに数値目標を設定することとしております。

県といたしましては、今後とも障がいのある児

童が身近な地域で必要な支援が受けられるよ

う、第４期計画に定める数値目標を踏まえ、十

分なサービス提供体制の確保に向けて、市町村

や事業所に対し積極的に働きかけを行うなど、

放課後等デイサービスを初めとする障がい児支

援体制の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 ぜひ、今、部長が答弁されま

した「第４期宮崎県障害福祉計画」において、

高まる支援のニーズが十分に勘案された目標設

定を組み込んでいただいて、本県が、障がい児

支援体制の充実に今後ともしっかりと取り組ん

でいくという姿勢を示してもらいますよう、お

願いしたいと思います。

それでは続いて、今日の避けて通れない教育

課題の２つ目として、家庭教育支援について取

り上げてまいりたいと思います。

今、なぜ家庭教育がクローズアップされ、家

庭教育の支援が必要だと言われているのか。社

会の中で家庭教育の議論が盛んになるほど、そ

れは今日の家庭教育が深刻な問題に直面してい

る、その証左と言えると考えております。家庭

教育を問題にしなければならない理由を、以下

の４つの観点から申し述べたいと思います。

まず１つ目は、家庭の教育機能の低下であり

ます。子供の問題の根幹である家庭が、今、家

庭崩壊あるいは児童虐待、子育て不安や父親の

父権喪失といった社会的課題として日夜取り上

げられていることは、御承知のとおりでありま

す。

２つ目は、地域社会における教育機能の低下

であります。以前の地域社会の風土は、親も、

自分の子供だけでなく、あの子もこの子もみん

なの子という意識を持ち、地域の子供は地域で

育てるといった土壌があったわけであります

が、近年、都市化や家族形態の変化、あるいは

個人主義の浸透などにより、地域住民の連帯意

識が薄れ、地域が心のよりどころになりにくく
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なっているがゆえに、子育てや子供のことで悩

みがあっても、地域の人に気軽に相談しにくい

状況になっていると言わざるを得ないのであり

ます。

３つ目は、親自身の問題であります。戦後、

学校機能が発達するにつれて、教育を学校に任

せる気風が出てきて、本来、親が家庭でやるべ

きことを学校に依存する傾向が強くなっている

ことは、否めない事実であります。また、少子

化とも相まって、親たちの子供に対する過剰な

期待、学校における成績への異常な関心、その

ために勉強を強いるといった風潮も生み出され

ております。前回、私が９月の一般質問で取り

上げましたが、体験活動推進の中でも、学力を

伸ばすことも家庭教育の一つの目標として大変

重要ではあるけれども、人格や豊かな心を育て

るために、親としてやらなければならないこと

もたくさんあるわけであります。

４つ目は、社会の変化に伴う子供の問題であ

ります。今日の子供の生活は、学校や塾での勉

強、テレビ視聴や携帯型ゲーム機などの室内遊

びが、以前より大きくふえております。イン

ターネットや携帯に興じ、狭い世界に閉じ込め

られつつあります。以上の４つの観点から、子

育て・家庭教育の見直しが求められていると、

私は考えております。

家庭教育は、子供たちの生きる力の基礎的な

資質や能力を育み、人格形成の基礎を培う上

で、学校教育とともに極めて重要な役割を担っ

ていることは、言うまでもないことでありま

す。しかしながら、１つ目の論点で申し上げま

したとおり、近年、その家庭における教育力の

低下が指摘されており、家庭教育の充実を図る

ことが求められております。家庭教育は、本来

的にはそれぞれの家庭が担う営みであるにして

も、未来の我が国や地域を担う人材の育成とい

う観点に立てば、これは社会的課題と言っても

よいわけでありまして、とりわけ、行政の立場

からの積極的な支援というものが期待されてい

ると言っても過言ではないわけであります。ま

ずは、家庭における教育力の低下、教育機能の

低下について、教育長はどのような現状認識を

お持ちか、率直なところを伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちに豊かな情

操とか基本的な生活習慣、他人に対する思いや

り、倫理観、社会的マナーなど、人格形成の基

礎を育む上で基盤となるのは、何といっても家

庭教育だと考えております。そういう状況にあ

りながら、今の御指摘にもありましたが、日本

ＰＴＡ全国協議会の調査においては、家庭で子

供に十分なしつけをしない保護者がふえている

ことを、約８割の保護者が感じているというア

ンケート結果がございます。また、本県の社会

教育委員会議等におきましても、近年、核家族

化、あるいは近隣の地域の人のつながりの希薄

化から、これまで受け継がれてきた子育ての知

恵が、親から子、さらに次の世代へと伝わりに

くくなるなどの声が聞かれており、このような

データや声に真摯に向き合い、受けとめる必要

があると考えております。これまで以上に危機

意識を強めて、家庭教育の大切さというものを

訴えていくべきだと思いますし、いろんな支援

をしていくべきだと、議員の先ほどの御指摘を

共感しながら聞かせていただいたんですが、

今、県教育委員会では、家庭教育サポートプロ

グラムという体験参加型のプログラムを開発し

て、いろんな場所でやっていただいて、若い

方、あるいは家庭の親、そういう方の親として

の学びを支えようと思っております。そういう
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施策もしっかりと取り組んでいきたいと、改め

て思ったところでございます。

○右松隆央議員 家庭の教育力の低下につい

て、国立教育政策研究所が、ある調査結果を公

表しております。それによると、子供と同居す

る現役世代の親で、25歳から54歳までの男女の

うち、家庭教育力の低下を、「全くそのとお

り」「ある程度そう思う」と答えた割合が、実

に67.2％にも上っております。また、内閣府の

世論調査では、家庭の教育力が低下している理

由の上位５つが、「過保護、甘やかし過ぎな親

の増加」「しつけや教育に無関心な親の増加」

「外部の教育機関への教育の依存」「親子が触

れ合い、ともに行動する機会の不足」、そして

「父親の存在の低下」が挙げられている次第で

あります。いずれの調査も、今日の家庭の教育

力が低下しているという指摘を裏づけている結

果と言えるものであります。全ての教育の原点

であり、出発点であると位置づけられている家

庭の教育力の向上において、行政並びに学校な

どの教育機関、そして地域社会はどう支援して

いけるのかをしっかりと考えていくことは、非

常に重要な今日的課題であると確信をいたして

おります。

家庭教育に対する行政支援は、今から16年前

に、文科省の諮問機関である中央教育審議会が

答申した提言から、大きく動き出しておりま

す。その３年後、平成13年に社会教育法の一部

を改正し、自治体が家庭教育にかかわる教育の

機会を提供することを奨励して以降、積極的に

推進していく姿勢が明確になってきたところで

あります。またさらに、５年後の平成18年に

は、教育基本法において、家庭教育に関する条

文を独立させ、家庭教育に関する国、地方公共

団体の義務を「奨励」から「支援」に変え、父

母、保護者が家庭教育の第一義的責任を有する

と明記されたところであります。そこで、本県

の家庭教育の支援に関する施策、行政支援の取

り組みの状況について、幾つか伺ってまいりた

いと思います。

まずは、社会教育委員についてであります。

教育委員会が社会教育委員を委嘱するに当たっ

て、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」

の委嘱状況が、市町村別に現在どうなっている

のか、教育長に伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 今年度は、全26市町

村の中で23市町村が、社会教育委員を委嘱して

おります。委員は、学校教育及び社会教育関係

者、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」

並びに「学識経験のある者」の中から委嘱する

ことができるとされておりますが、市町村教育

委員会への聞き取りによりますと、全体の22％

に当たる45名が、主に「家庭教育の向上に資す

る活動を行う者」ということでありました。ち

なみに、同区分の委員を３名以上委嘱している

市町村は、日南市など６市町であります。な

お、その他の社会教育委員の方々につきまして

も、例えば学校長であるとか公民館長であると

か、大多数の方が家庭教育の向上に関する高い

見識をお持ちであると考えております。

○右松隆央議員 社会教育委員は、社会教育法

で規定され、社会教育に関する計画の立案や調

査研究を行うことで、教育委員会に助言する役

割も求められております。ぜひ社会教育委員の

会議において、家庭教育に関するテーマを積極

的に位置づけてもらいまして、会議の意見を、

今後の家庭教育の向上のための行政施策に反映

してもらうことを願う次第であります。

本県では、「子どもと子育てをみんなで支

え、安心と喜びが広がるみやざきづくり」を基
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本理念に、次世代育成支援宮崎県行動計画を策

定しております。これは前期が平成17年から21

年、そして後期が22年から26年となっているわ

けでありますが、目標達成に向けての進捗状況

を、２項目について伺ってまいりたいと思いま

す。１つは、総合評価指標である「子育てに関

して不安感や負担感などを感じている県民の割

合」について、そしてもう１つは、個別成果指

標である「地域子育て支援拠点施設の実施箇所

数」について、それぞれの進捗状況を福祉保健

部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 「子育てに関

して不安感や負担感などを感じている県民の割

合」については、平成20年度の67.5％を、26年

度に50％まで引き下げる目標を立て、「未来み

やざき子育て県民運動」などの各種施策を展開

してきたところでありまして、25年度の実績

は55.8％となっております。また、「地域子育

て支援拠点施設の実施箇所数」については、平

成20年度の52カ所を、26年度に70カ所とする目

標を立て、25年度の実績は65カ所となっており

ます。この施設は、子育て支援において重要な

役割を果たすものでありますので、今後とも設

置促進に向けて、実施主体である市町村に働き

かけをしてまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 ２項目とも、あと４カ月を残

し、若干、目標数値に届いていないようであり

ます。この２つとも重要な評価項目であります

ので、目標達成に向けて、最後まで全力で取り

組んでいただきたいと思っております。

家庭教育支援における行政の役割としては、

基本的には、あくまで条件整備を通じて、家庭

の教育力の充実を支援するということになろう

かと考えております。具体的施策としては、１

つは、家庭教育に関する学習機会の提供、２つ

目として、家庭教育に関する情報の提供、３つ

目に、子育てに関する相談体制の整備、そして

４つ目に、子育て支援ネットワークの推進、５

つ目に、親子のきずなを深める機会の充実、６

つ目に、子育ての社会化を促す機運の醸成など

が挙げられるわけであります。そういった施策

の推進に当たって重要になってくるのが、家庭

教育を担当する教育委員会と子育てを担当する

福祉保健部が、それぞれに施策を展開するので

はなくて、部局を超えて連携することが求めら

れるわけであります。

今日、家族が多様化し、親の価値観や意見も

多様化している中で、子育て支援と家庭教育支

援を分けて捉えることができなくなってきてお

ります。子育て・家庭教育支援にかかわる部署

や機関は、少し挙げただけでも、教育委員会、

福祉保健部―こども政策局も含めて、さらに

福祉保健センター、子育て支援センター、児童

館や保育園、幼稚園、小中学校など、数多くあ

るわけであります。当然、これらが積極的に連

携して横断的・総合的に施策を推進していくこ

とが重要になってまいります。そこで、子育て

や家庭教育支援について、それぞれの部局を調

整し、中心になって施策を統一する組織として

「子育て・家庭教育支援室」を設けることがで

きないのか、知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行政が直面している課

題、さまざまな組織横断的な課題があるわけで

ありまして、今御指摘のような「子育て・家庭

教育支援室」を設ける、これも一つのやり方で

あろうかというふうに思っておりますが、そう

いう関連するものを一つ一つ組織をつくってい

けば、例えば国であれば、ほとんどが内閣府に

なってしまうような状況にもあり、どうすれば

より効率的な仕事の仕方ができるのかというと



- 186 -

平成26年11月21日(金)

ころが重要なポイントであろうかと受けとめて

おるところでございます。

現在、子育て支援につきましては、私を本部

長とする宮崎県子育て応援本部が中心となりま

して、福祉・保健・教育・労働部門など全庁的

な連携に努めながら、総合的な施策に努めてい

るところであります。

一方、家庭教育につきましては、教育委員会

が中心となって、学校教育や社会教育と一体感

を持たせながら、子供の生活習慣づくりに向け

た運動を推進しますとともに、ことしは初め

て、父親や祖父母を対象にしました「イクメン

・イクジイフォーラム」を開催するなど、さま

ざまな施策を展開しておるところでございま

す。議員からお話がありましたように、またこ

れまでの議論でありましたように、家庭を取り

巻く環境の変化や核家族化の進展などによりま

して、子育て支援と家庭教育はますます密接な

関係になってくるという問題意識のもとに、他

県の状況なども参考にしながら、より効果的な

子育て支援や家庭教育支援のあり方について、

検討していく必要があるものと考えておりま

す。

○右松隆央議員 知事が大事にしている人材育

成という面でも、家庭教育というのは非常に大

事だと、そういう意味で私は今回、項目を絞っ

てやっております。ですから、優先順位の上で

はぜひ上のほうに置いていただきたい。子育て

家庭教育支援の施策を横断的・総合的に推進す

ることにより、県民サービスにおいても、さま

ざまな有益な面が出てくると認識しております

ので、ぜひ御検討をお願いしたいというふうに

思っております。

さらに、子育てネットワークの形成と活性化

について問うてまいりたいと思います。私の得

たデータによると、本県における子育てサーク

ルの組織率並びに子育て支援サークルの組織率

は高く、かなりの市町村で組織されていること

がうかがえたところであります。一方で、保護

者へのアンケート調査で、自分が住んでいる地

域に子育てサークルが「ある」と答えた人は41

％、「わからない」と答えた人が52％もいると

いうことが結果として出ております。子育て

サークルや子ども・子育て支援ネットワークの

活動の成果は、地域からも高く評価されてお

り、それに対する行政支援においては、場所の

提供であったり、あるいは事業の共催、後援な

どはしっかりとされていることだと考えており

ます。しかし一方で、民間の声を伺うと、行政

の課題としては、子育てサークルやボランティ

ア団体の成長を図るためにも必要な、これらを

ネットワーク化していくコーディネートの役割

を務めていただき、かつ、これらのネットワー

クを有効活用する部分が一つの課題ではないか

というふうな指摘もされているところでありま

す。そこで、本県が今後、さらに子育てしやす

い県づくりを目指す上で、民間の子育て・家庭

教育を支援する団体のネットワークをいかに構

築し、いかに有効活用していく考えであるの

か、福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子育て支援等

に取り組む民間団体のネットワークの構築は、

子育てしやすい県づくりを推進する上で重要な

要素の一つであると考えておりますが、現状と

しては、いまだ十分でないと認識しておりま

す。その中で、ネットワークを図る団体に支援

を行うとともに、今年度においては、結婚、妊

娠・出産、子育ての関係団体が一堂に会する少

子化対策フォーラムを開催し、新たなネット

ワークの構築を推進したところであります。ま
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た、子育て支援等に取り組む団体が中心となっ

て開催しております「未来みやざき子育て応援

フェスティバル」においては、実行委員会を組

織している団体数、出展団体数ともに年々増加

するなど、構築されたネットワークを活用した

施策の推進も図られているところであります。

今後とも、子育て支援等に取り組む民間団体間

のネットワークを図るとともに、県の施策にお

きましても、積極的にネットワークを活用して

まいりたいと考えております。

○右松隆央議員 今後さらに、民間のネット

ワークを活用して、県が進める施策の推進力を

高めてもらいたいとお願いする次第でありま

す。

時間が迫ってまいりまして、早口で行きたい

と思います。

続いて、学校教育における将来の家庭教育支

援につながる取り組みとして、児童生徒の保育

体験活動のさらなる充実を提言させていただき

たいと思います。さきの家庭の教育力の低下を

問うアンケート調査にもあったのですが、近

年、子供への接し方がわからない親が増加して

いることを踏まえ、小さいころから、乳幼児と

接したり幼い子供の世話をする機会を持つこと

が大切ではないかと考えております。少子化に

なって、幼子を世話する経験が積めなくなって

いるがゆえに、なおさらのことだというふうに

考えております。ぜひ、将来の家庭教育支援へ

の投資と考えていただき、さまざまな団体や教

育機関と連携して取り組んでいただきたいと思

う次第であります。児童生徒に保育体験学習を

行うことは、ひいては出生率の裏で起きている

高い堕胎率の改善にも、性教育とはまた違っ

た、心の教育という面で大きな役割を担うので

はないかと考える次第であります。子供の誕生

は何ものにもかえがたい、とうとい生命の出現

であり、この生命体を慈しみ育み、一人の人間

として成長させることが親の責任であるという

ことを、多感な児童生徒に本物の体験活動を通

じて伝えていくということは、大変意義のあ

る、未来に資する取り組みだと考えておりま

す。

教育長に伺いたいと思います。10数年後には

今の児童生徒が親となるときのことを見据え、

学校関係者や教育委員会が、総合的な学習の時

間や夏休みなどを活用して、質の高い保育体験

を積極的に取り入れたり、家庭科や生活科の教

科に家庭教育にかかわる内容を取り入れること

を求めたいので、お考えを伺いたいと思いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 子供は将来、大人・

親となる存在でありますので、小中学生のうち

から、自分の将来の姿に思いをはせ、希望を持

たせながら、家族の大切さや子供を育てる喜び

などについて学ばせ、将来の親として必要な資

質を身につけさせていくことは重要であると考

えております。現在、家庭教育に関する学習と

して、小中学校では生活科や家庭科の中で、幼

児との触れ合いや保育体験、家族の大切さなど

について理解させる学習が―なかなかカリキ

ュラムは厳しいんですが―数時間行われてお

ります。議員の御提言の趣旨にもありますよう

に、体験活動が単なる触れ合いにとどまらず、

命の大切さを実感できたり、将来の家庭教育に

つながったりすることは大切であり、現在もそ

のような考えで進めているところではあります

が、今後、関係機関や民間団体などにも御協力

をいただきながら、これまでにも増して、より

一層その充実が図られるような取り組みを推進

していきたいと考えております。
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○右松隆央議員 ぜひ、将来の家庭教育につな

がる質の高い保育体験活動の導入に取り組んで

いただきたい、さらに進めてもらいたいと要望

させていただきます。

さらに、学校や教育委員会による家庭教育支

援の取り組みとして、学校種別を超えた、保護

者、教員を対象とした情報交換並びに研修機会

の充実を求めたいと思います。子育て・家庭教

育を適切かつ効果的に進め、親が自信を持って

子育て・教育に取り組んでいくためには、家庭

と行政機関及び保育園、幼稚園、小中学校の教

育機関相互が、それぞれの状況について情報を

交換し、理解を深めることが大切であります。

そのため、保育園から中学校に至る各校種が抱

える課題やその解決に向けたプロセスを、関係

機関が相互に学び合えるように、保護者や教員

が研修する機会をもっと拡充する必要があると

考える次第であります。そこで、家庭、行政機

関、幼・保、小・中の教育機関が連携して、保

護者や教員のための家庭教育支援に関する新た

な研修・学習の機会の設置を求めたいのです

が、教育長の考えを伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 私は、ある中学校区

で、小学校、中学校合同のＰＴＡ研修会の講師

をさせていただいたり、大人と子供、ＰＴＡと

一緒になった研修会の講師をさせていただいた

ことがございますが、学校間の校種を超えて、

例えば小学校１年生から中学校３年生までの保

護者が一緒に学び合う姿、それに教師も入ると

いう心地よさというのを肌で感じ、このような

取り組みの推進が大切であると実感をいたした

ところであります。このように、小中学校ある

いは小・中・高校の保護者など合同の研修が県

内で既に行われているということはあります

が、実は、それに加えて幼稚園とか就学前も

入ってというのは、余り多くないんじゃないか

なというような気がしております。議員の御提

言の新たな研修・学習につきまして、県教育委

員会では、県の社会教育委員会議や生涯学習審

議会で提案をさせていただき、御意見を伺いな

がら、今後、市町村と連携を図り、啓発を図っ

ていけたらと考えております。

○右松隆央議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。

さらに、もう一つの提言をさせていただきた

いと思います。本県の課題として、学校教育に

かかわる教育研修センターは存在するわけであ

りますが、他県のように、県レベルにおける生

涯学習推進センターないし社会教育センターな

どの、家庭教育や社会教育など学校教育外の教

育問題について組織的・体系的に調査研究する

機関がないのが、残念ながら本県の現状であり

ます。そのために学校教育以外の喫緊の教育課

題について、県レベルで調査研究して、その解

決方法や対応について取りまとめ、市町村行政

や学校、県民に対して情報を提供したり啓発す

る働きかけが弱いという認識をしております。

そこで、子育て日本一を自他ともに認める存在

へと本県が目指す上で、家庭教育や社会教育な

ど、学校教育外の問題について調査研究する機

関の設置を求めたいわけですが、知事の考えを

伺います。

○知事（河野俊嗣君） 一連の家庭教育に関す

る御質問の議論を伺う中で、自分の家庭のこと

をずっと考えておりました。自分が育った、祖

父母も同居しての比較的大家族の中での教育の

あり方と、今は親と子供３人という核家族化し

た中での自分の子供に対する教育―昔、自分

が受けてきたものが提供できない、与えられな

いものがあれば、新しいものを取り組んでいる
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というようなこともあり、それぞれの家庭での

自覚を促すこと―研修・学習の機会という話

もございましたが―が大事であるということ

と、社会なり家庭のあり方の変容に伴う問題が

生じるのであれば、行政として、我々としてい

ろんなものを提供することも必要ではないかと

いうことで、今お話がございましたような、家

庭教育や社会教育に関する教育問題の調査研究

も大変重要な課題であろうというふうな認識と

して受けとめております。

現在、みやざき人財づくり基金を活用しまし

て、人材育成の拠点施設として、教育研修セン

ターの改築を機に再整備に取り組んでいるとこ

ろであります。この中におきまして、家庭教育

や社会教育を含む調査研究を行う部署が設置で

きないかということ、また、どのようにして調

査研究を高いレベルにするかなど、他県の状況

等を参考に検討してまいりたいと考えておりま

す。このような調査研究を行い、県内に情報発

信していくことが、私が進めます人財づくり、

また子育て日本一にも大きく貢献するものと考

えております。

○右松隆央議員 ぜひお願いします。

時間がありません。前触れを省きますけれど

も、自治体の動きで、家庭教育支援条例の制定

がいろいろ進んでいます。知事はどのような認

識をお持ちなのか、最後に伺いたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 家庭教育支援条例は、

幾つかの県で制定されているということであり

まして、その趣旨は、各家庭が改めて家庭教育

に対する責任の自覚とその役割を認識しますと

ともに、地域の役割や親になるための学びの推

進など、家庭教育支援のさまざまな取り組みを

総合的・継続的に推進していくためのもの―

理念、条例のような形であろうかというふうに

思いますが、そのような条件が制定されている

ところであります。本県におきましては、「日

本一の子育て・子育ち立県」の実現を目指して

いるところでありまして、県民全体で子育てを

応援する機運をより一層醸成してまいりたいと

考えておりますので、こうした他県の条例の制

定の状況、またその運用のあり方というものを

参考にしながら、本県の家庭教育支援のあり方

についてしっかりと研究してまいりたいと考え

ております。

○右松隆央議員 これまで家庭教育への支援の

あり方をさまざま議論してきたところでありま

すが、条例を制定することで、本県のこれまで

の家庭教育支援の施策がしっかりと位置づけら

れ、加えて新たな施策が実施されることで、本

県における家庭教育支援がさらに強化されるも

のと、私は考えております。

最後になりましたが、今回の項目で立てた、

今日の教育課題で避けて通れない、特別支援教

育、そして家庭教育支援を練り上げていく上に

おいて、もと教育委員会に在籍され、学校長も

務められた、私の後援会役員の方から多大な御

協力を得ましたことを、この場をおかりしまし

て厚くお礼申し上げまして、私の一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○押川修一郎副議長 次は、二見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。１年に２回という貴重な一般質問も

今回で８回目、任期最後の質問となりました。

県政における諸課題に対し、さまざまな議論を

させていただいたことは大変勉強になりました

し、この議場で繰り広げられる先輩議員の論戦

には多くのことを学ばせていただきましたこと
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に感謝しております。

さて、きょうは、ここに一つ記憶に残る議事

録の一部を記してきました。読みます。「私の

体格は非常に小柄で議会でも最軽量級、同期の

若手議員の二見議員や渡辺議員と比べても半分

ぐらいの容積しかございませんけれども、言

論、中身については誰にも負けないつもりでご

ざいます」と。平成23年６月議会の一般質問で

初登壇された清山議員の言葉でした。あのとき

の驚きは今でも忘れません。渡辺議員とはそれ

まで、会派は違う、選挙区も異なる、何の接点

もなかったのですが、議場から退出し、一緒に

歩きながら、ともにこの議員という職責を全う

すべく決意を新たにしたこと、また、お互いの

心が一気に近くなったことを、ついきのうのよ

うに覚えております。この出来事により、県勢

浮揚のためには、立場は違えども、同じ世代、

同じ時代を生きる議員として協力し合うことの

大切さに気づかせていただいたことにつきまし

ては、清山議員に感謝申し上げるところでござ

います。

さて、県政に話を移します。本県が直面する

政治課題は、刻一刻とどまることなく待ったな

しの状況であるという危機感を持たなければな

らないということは、皆、同じだと思います。

知事におかれましては、これからの県政のかじ

取りをされるに当たり、各種政策を打っていく

ために、まず何より解決すべき課題は何なの

か、その定義が重要であると考えます。本県の

最重要課題は何か。これまでも幾つも知事に質

問がされてきましたが、再確認のためにも伺い

ます。また、その課題解決に向けてどのような

ことに取り組み、また、どのような成果に着目

し、政策評価していくのか、知事に伺います。

後は質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

県政の課題、雇用から経済の問題、防災、福

祉、さまざまな課題が山積しておるところでご

ざいますが、最重要課題はということで御指摘

がありました。県のあり方、成り立ちにかか

わってくるという意味において、やはり人口減

少問題であろうというふうに認識をしておると

ころでございます。このため本県では、平成23

年に策定した総合計画におきまして、全国に先

駆けて人口減少対策というものを掲げて、この

問題に真正面から取り組んできたところであり

ます。平成25年２月には、さらに、「復興から

新たな成長に向けた基本方針」を策定しまし

て、フードビジネスや東九州メディカルバ

レー、新エネルギーなど、ターゲットを絞っ

て、地域経済や雇用を牽引する成長産業の育成

加速化を図ってきたところであります。これら

は、まさに本県の地方創生のあり方を先取りし

た取り組みでありまして、今回の「みやざきモ

デル」は、これをさらに発展させる形で取りま

とめ、移住の促進や子育て環境の充実等とあわ

せ、国に対して提言を行ったところでありま

す。この人口減少問題は、県政全般にかかわる

大きな課題でありますので、総合計画の改定を

行う中で、適切な評価指標を選定し、施策の効

果を検証してまいりたいと考えております。以

上であります。〔降壇〕

○二見康之議員 フードビジネス、東九州メ

ディカルバレー構想、新エネルギー、いろんな

育成加速化を図るということですが、それだけ

のことで人が職を得られ、また、都市圏からの

移住が促進され、社会減の原因とも言える若年

層の本県への定着が進んだのか、その辺を評価
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できる手法というのはまだ選定中のようです

が、効果検証のためには早いうちに決めること

が必要かなというふうに思っておりますので、

その作業をぜひ早目に進めていただくようにお

願いいたします。

次に、本県の諸課題に対し、さまざまな施策

を打ち出されているわけですが、各部局におい

て多くの議論を積み重ねておられると思いま

す。その場合、内部意見のみならず、広く県

民、また、本県を訪れる県外の方々の意見とい

うものが、時にはよい示唆をもたらしていただ

くことがあると思います。県に寄せられるそう

いった意見、情報、または苦情等もあると思い

ますが、これらの情報を集約し、施策に反映し

ていく体制づくりは重要であると思います。ど

のようにお考えか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県に対する

御意見や苦情等につきましては、各担当部局に

直接寄せられる場合もございますし、広報戦略

室が所管する「県民の声」を窓口としてお受け

するものもございます。このうち、「県民の

声」に寄せられたものにつきましては、担当部

局に対応を引き継ぐとともに、総合政策部内で

も内容を共有し、政策形成にさまざまな御意見

等を反映させることができるように努めており

ます。私自身も全て目を通しているところでご

ざいます。各担当部局に直接寄せられた御意見

等につきましては、それぞれの部局で責任を

持って対応いただくというような状況でござい

ます。今後は、施策に反映すべき御意見等につ

きましては、例えば、担当部局にとどまらず、

ほかの部局も承知しておいていただいたほうが

いいというようなものもあると思いますので、

庁内で内容を共有するような仕組みを検討して

まいりたいと考えております。

○二見康之議員 庁内で共有するのも大事で

しょうけれども、やはり一番大事なのは総合政

策部じゃないかなと思います。宮崎県全体を見

渡せるような知識を有するといいますか、情報

を集めるということ、そして、宮崎県にとって

今一番必要な施策は何なのかということを各部

局のほうに情報発信していくことが大事なん

じゃないかなと思います。そのための総合政策

部であるでしょうし、また、知事の一番の相談

役といいますか、いろんな施策に対して相談と

か情報提供ができるのもそこだと思っておりま

すので、よくよく御検討いただきたいと思いま

す。

次に、外部からの意見・情報について伺いた

いと思います。今、御答弁いただきました中

で、広報戦略室で受ける「県民の声」というも

のがあるようですが、できるだけ多くの方々の

声を拾うことが非常に大事なことではないかと

思います。そこから、県民が、また当県を訪れ

た方々が何を思い、そして何を感じて、何に不

満があるのか、それらを知ること、感じること

がまず大事だと思います。いろんな場面で情報

を得られる環境づくりというものの必要性につ

いていかがお考えでしょうか、総合政策部長に

伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 御指摘いた

だきましたように、一般の住民の方々の御意

見、これは県内外を問わず、お伺いすること

は、大変重要なことと認識しております。この

観点から、広報戦略室でお受けする「県民の

声」は、ホームページからのメールのほかに

も、電話、郵送、来庁などさまざまな方法で、

どなたでも御自由に御意見をお寄せいただける

という仕組みにしているところでございます。

ただ、どちらかというと受け身になりますの
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で、積極的にとりにいくという感覚も必要なの

かなと、今お話を伺って思ったところでござい

ます。施策や計画の策定に当たって御意見等を

伺うパブリックコメント、また県民意識調査な

どを実施しているという仕組みもございます

が、今申し上げたように積極的にという意味で

は、県職員のほうから出向いて県民と直接意見

交換等を行う、例えばそういう切り口では、出

前講座や各種地域会議の開催など、住民の皆様

からの御意見をいただけるよう取り組んでいる

という面もあろうかと思っているところでござ

います。今後とも、御意見等をお寄せいただき

やすい環境づくりの部分、あわせて積極的な情

報収集にも一層努めてまいりたいと考えており

ます。

○二見康之議員 まさに、受け身ではなくてア

クティブに、どんどん出ていって情報をとるこ

とが大事だと思います。

ただ、その中で、森林環境税について各地域

で意見交換会を開催されてきたと思いますが、

先日、都城の土木事務所で開催されました勉強

会に、私も参加させていただきました。そこで

は、環境整備に取り組まれる民間団体、ＮＰ

Ｏ、そして森林組合の方々などが参加されてお

りまして、いろんな環境保全の取り組みについ

ての発表がありましたから、私も非常に学ぶこ

とが多い機会になりました。

ただ、気になることが１点。それは、この意

見交換会というのは、環境森林税というものが

来年度までの期限ということになっておりまし

て、その継続・廃止についての意見交換をする

という名目もありました。参加者が、その税を

利用される方々ばかりであったことが非常に気

になったのです。県民税に500円の加算をすると

いうこと、また、法人にも一定の割合の税を課

すものでありますから、税制度の是非を検討す

るような意見交換会であるならば、その税の利

用者だけで議論することほど無意味なことはな

いと思います。この県議会というのもよくその

意味というものを問われますけれども、なぜ議

会制が生まれたのかというその理由の一つに、

課税権、徴税権というものに対する、権力に対

抗するためにも、この議会というものはあると

思います。今回実施してこられました意見交換

会というのは、広い意味でいろんな情報を収集

されるということで、私も非常にいい方向だと

は理解しておりますので、意見を収集する方法

については、また今後十分検討していただきた

いと思っております。

次に、都市と地方の交流について伺いたいと

思います。「地方創生」という言葉が数多く使

われるようになりましたが、地方を再生するに

は、少子高齢化対策も必要ですが、何より、人

口流出を食いとめる、過疎をとめなければなり

ません。かといって簡単に人がふえるものでも

ありませんから、非常に難しい問題ではあると

思います。しかし、その切り口として、まずは

都市と地方の交流、そこからいろんな糸口をつ

かんでいくことが第一歩なのかなと思っており

ます。中山間地域と都市住民との交流につい

て、県の取り組み状況を総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県では、中

山間地域でボランティア活動を行っていただく

中山間盛り上げ隊を組織し、中山間地域の集落

が行う祭りの運営ですとか、草刈り作業等のさ

まざまな活動を支援しながら、中山間地域の住

民の方と都市に住まわれる住民の方との交流を

推進するという取り組みを行っているところで

ございます。この盛り上げ隊の活動につきまし
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ては、年々活発になってきており、昨年度は延

べ600名を超える参加を頂戴しました。県内各地

域で109回の支援、交流が行われたという実績を

上げているところでございます。こうした中、

盛り上げ隊を受け入れた集落からは、「地域外

の方との信頼関係も深まり、交流が図られてい

る」といった声をいただいております。また一

方で、参加した隊員の側からも、「中山間地域

の方々や自然と触れ合って気持ちが落ちつく」

といったプラスの声を頂戴しているところでご

ざいまして、中山間地域と都市住民との交流が

着実に図られている例としていい方向だと考え

ているところでございます。

○二見康之議員 県内の交流についてはよくわ

かりましたけれども、では、今度は県外の方々

との交流について伺いたいと思います。日本国

においては、東京一極集中ということの是正を

どうやっていくかということが重要なんです

が、これに対して県はどのように取り組んでい

かれるのか、同じく総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県外の都市

部の方々との交流を促進し、人を呼び込むとい

うことは、地域活力の維持・増進を図る上で大

変重要であると認識しております。また、先ほ

ど申し上げましたように、都市部の方にとりま

しても、地域の豊かな自然環境や人との触れ合

いなど、都市部にはない地域の魅力に接する機

会となるなど、相互に価値があるものだと考え

ております。こうした観点から、市町村等とも

連携しながら、宮崎ならではの特色、魅力を生

かした、例えば農家民泊などの体験型ツーリズ

ムの開発・普及など、観光の振興や地域間交流

の拡大に取り組んできているところでございま

す。県では、人々の一層の交流を通じた人づく

りなどの推進を含む―先般、知事から御紹介

させていただきましたが―県と川崎市との連

携・協力の取り組みに関する基本協定を締結し

たところでございます。このような動きを通じ

まして、今後とも、県外の都市部との交流が多

くの分野で広がるよう努めてまいりたいと考え

ております。

○二見康之議員 川崎市との連携・協力の基本

協定締結というお話は、本県にとっては非常に

心強いものではないかと思います。いい例がで

きたんじゃないかなと思います。以前、木材利

用技術センターにおられた有馬前所長がこのお

話をまとめてくださったということを伺ってお

ります。やはり、どんなに情報化社会が進もう

と、最終的に鍵となるのは、人と人とがつなが

るということが一番大事だと思います。知事に

おかれましても、いろんなところで人脈を持っ

ていらっしゃるでしょうから、その中の一つで

もつなげていかれるような、人と人の輪を広げ

ていかれるような努力をぜひお願いしたいと思

います。

続けて伺いますが、大都市圏においては、ふ

るさとに帰りたい、移住を希望するという

方々、また若者もふえているようです。大都市

圏からの移住促進に係る取り組みの現状と今後

の取り組みについて、総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県では、

移住の促進のため、大都市圏での相談会の開

催、また、ホームページ等による情報発信な

ど、本県の魅力をＰＲするとともに、市町村が

実施する取り組みへ支援を行うなど、各種の施

策に取り組んできたところでございます。この

ような中、田舎暮らしを志向する田園回帰の動

きなど、都市住民の地方移住に対する意識の変

化と申しますか、ニーズの高まりがあると考え
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ておりますが、一方で、地域間の競争が激化し

ていると認識をしているところでございます。

このようなことから、地方移住に対するニーズ

を本県への移住に着実につなげていくために

は、大都市圏でのより直接的な働きかけや、

県、市町村、関係機関が一体となって対応する

組織づくり、また、移住された方々のその後の

フォローアップの充実など、移住者の視点に

立った各種の施策の強化を検討していく必要が

あると考えているところでございます。地方創

生ということで、国におきましても、総合戦略

の骨子案において、大都市から地方への新しい

人の流れをつくるという方針を示しているとこ

ろでございまして、この流れを踏まえ、今後と

も、移住の促進に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○二見康之議員 今おっしゃったように、県と

市町村と関係団体が一体となった組織づくりと

いうのが急務なのかなという感想を持ちます。

県内の自治体においては、早速そういったもの

に取り組んでいるところもあるみたいですし、

やはり一地域だけで完結するのじゃなくて、希

望者というのはいろんなところを見て回りたい

というような思いもあるようですから、いかに

その情報をうまく提供できるかというのも一つ

の鍵だと思います。知事が、そこのところをう

まくまとめていただいて、県内でのいい連携を

つくっていただければと思います。

次に移ります。私が昨年度からいろいろと質

問させていただきましたものづくり補助金につ

いて伺いたいと思います。他県に比べて、本県

は２次産業というものが非常に弱いというよう

なデータも出ておりますし、２次産業に対する

高率補助をするという経済産業省の施策だった

んですが、先日、このものづくり補助金制度を

つくられたときの経済産業大臣であった茂木代

議士も、この政策は非常に好評だったと、いろ

んなところでそういうお声を受けているようで

す。昨年、ことしと２年にわたって実施された

事業でありますが、この２カ年の実績と評価に

ついて商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 国のいわ

ゆるものづくり補助金は、24年度及び25年度に

いずれも補正予算で予算化されたものでありま

して、24年度の補正事業では、県内で71件が採

択され、６億円余の補助金が交付されておりま

す。また、25年度の補正事業では、100件の採択

を目標に、事業実施団体の中小企業団体中央会

を中心に、県内商工関係団体、さらには県内金

融機関などがオール宮崎の態勢で、事業の広報

や企業の掘り起こし、申請の際のサポートなど

に積極的に取り組んでいただいた結果、目標を

上回る128件が採択されており、約12億円の補助

金が交付される見込みであります。この補助金

により、県内中小企業、小規模事業者の試作品

開発や設備投資が着々と進んでおりまして、そ

の事業効果は高いと考えております。今後は、

より効果を高めるため、関係機関と連携し、例

えば、新商品・新技術開発に対する助言・指導

などのフォローアップに取り組んでまいりま

す。

○二見康之議員 昨年度が６億円余、そしてこ

としが12億円余ということですけれども、これ

は非常に大きな額で、一般の個人の企業ではな

かなかできない金額だったんじゃないかなと思

います。その取り組みに対して、出だしが

ちょっと遅かったというのは否めないんですけ

れども、しかし、いろんな企業の方々から、県

のほうからお電話いただいたとか、いろんなア

ドバイスをいただいたとか、非常にいい声をた
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くさん聞くことができました。中小企業団体中

央会の皆さんと県職員の皆さんが一体となって

―特に商工担当の方々に、とにかく今、必死

でやっていますと血相を変えて言われたことが

ありましたので、どれだけ真剣に取り組まれた

かというのは、私のほうにも非常に強く伝わっ

てきたところでした。また、何より民間の方々

からいい評価をいただいたということが一番よ

かったのかなと思います。

行政と民間との信頼関係をさらに構築してい

けるように取り組みを続けていきたいところな

んですが、採択された企業は、今回、いろんな

事業に取り組むことができたわけなんですけれ

ども、残念ながら採択から落ちてしまったとこ

ろ、しかし、その取り組み内容というものにつ

いてはすばらしいものもあったんだと思われま

す。新たな分野にチャレンジしようとした試み

というものをそのままにしておくのは非常に惜

しいものであると思います。採択されなかった

企業へのフォローについて取り組むべきと考え

ますが、商工観光労働部長のお考えを伺いま

す。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 採択され

なかった各企業に対しましては、支援機関とも

連携して、専門家による助言・指導を行ってお

りますほか、新商品開発や販路開拓に係る他の

支援制度、例えば、県単独の支援制度である経

営革新補助事業などの活用を図ることによりま

して、事業化に向けたフォローアップに努めて

おります。また、ものづくり補助金につきまし

ては、中小企業団体中央会が国に対して事業の

継続を要望しておりますが、県といたしまして

も、この補助金は企業のニーズが高く、経済効

果等もあることから、採択されなかった企業が

再チャレンジできるよう、事業の継続、拡充を

国に直接働きかけておりますほか、九州地方知

事会等を通じた要望活動も行っているところで

ございます。

○二見康之議員 いろんなところで景気のこと

とかの話も出るんですけど、景気がいいか悪い

かというのは、ある意味、お金が投資のほうに

回っていくかというところも一つの指標になる

のかなと思うわけです。そういった中で、今

回、２年間で一応終わった事業となっているわ

けなんですけれども、またさらに続けて国でも

取り組んでもらえるような要望活動も必要で

しょうし、また、ものづくりが本県は弱いとい

うことであれば、やはり地方創生の中でも、九

州でいっても、結果を見れば福岡が一番多かっ

たわけで、地方と都市部との格差があるわけで

すから、そこに対する配慮を求めていくという

のも一つ必要なのかなと感じているところで

す。

次に、若年層の社会減について伺います。昨

日の求人倍率のデータのお話等を伺っておりま

しても、若者の流出というのは、雇用の数だけ

ではないというのは明らかかなと思います。若

者にいかに魅力ある働く場を創出することがで

きるか、それが重要なのだと思うのですが、こ

のことについて商工観光労働部長のお考えを伺

いたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県にお

いて、若者に魅力ある働く場を創出していくこ

とは、人口減少対策の上でも極めて重要である

と認識しておりまして、若者の流出防止とＵＩ

ターン推進の両面から取り組んでいく必要があ

ると考えております。流出防止につきまして

は、フードビジネスや東九州メディカルバレー

など、成長産業の加速化や企業立地による雇用

の創出とあわせ、女性が働きやすい、休暇がと
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りやすいなど、働きやすい職場づくりを推進

し、若者が県内にとどまることができるよう環

境整備を進めているところです。

一方、ＵＩターンにつきましては、通勤時間

の短さ、安価な住宅、恵まれた子育て環境と

いった、給与水準などでは比較できない本県の

優位性について強くアピールすることにより、

多くの県外在住者を呼び込みたいと考えており

ます。

○二見康之議員 続いて、雇用の創出を図る上

では、新規の創業を支援していくことも必要だ

と思うのですが、県はこの新規創業についてど

のような取り組みを行っているのか、同じく商

工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 新規創業

は、本県産業の活性化に寄与し、また、雇用の

創出も期待できる重要なものと考えておりま

す。このため、宮崎商工会議所内に設置しまし

た「みやざきスタートアップセンター」におい

て、経営戦略から商品サービスのブラッシュ

アップや販路開拓まで、一貫した支援に取り組

んでおります。また、創業間もない企業等を支

援・育成するため、「みやざき新ビジネス応援

プラザ」を設置しまして、低料金で利用できる

オフィスを提供しますとともに、産業振興機構

のコーディネーターによる経営に関する指導・

助言を定期的に行っているところであります。

県といたしましては、今後とも、新規創業への

取り組みを支援するほか、地場企業の振興や企

業立地の促進を図り、働く場の創出に努めてま

いりたいと考えております。

○二見康之議員 生活や子育てしやすい環境と

いう風土というものもあるでしょう。それは、

都会に比べて本県が誇れるいい魅力だとも思い

ます。ただ、ことしの３月に発表された大学生

就職企業人気ランキングというものがあったの

で、そのデータを見てみましたら、人気のある

業種というのは、旅行、空輸、広告、飲料メー

カー、ゲーム関連業、ブライダル業、そういっ

たところに人気が集まっているようです。ま

た、企業の選択理由というものについては、や

りたい仕事ができそう、安定している、業界上

位である、将来性がある、社会的貢献度が高い

などというのが上位のほうに挙がっておりま

す。これらのニーズに対応していくということ

は非常に難しいことかもしれませんが、若年層

の社会減という現実にどう対策を打っていくの

かというのは、今、宮崎県が直面している課題

なんじゃないかなと思います。

ある雑誌で、お隣の熊本県の蒲島知事の対談

があったものですから、それを読んだところ、

「危機下におけるリーダーシップには、好況下

とは違うものが求められる。１つは価値観の転

換、２つ目に課題解決、３つ目には夢を語るこ

と。そして、この難問という課題解決に挑戦す

るために知事になったのだ」ということが書い

てありました。

知事に、最初の質問で、人口減少というもの

が最重要課題だというふうにお答えいただいた

わけです。本県の真の地方再生を実現するため

に国に提案されました「みやざきモデル」とい

うものにおいて、これまで本県が取り組んでき

た政策をきれいに整理された形にはなっていま

すけれども、人口減少という大きな課題に対し

て、ある意味、価値観の転換というところの視

点がちょっと足りないのかなと感じるわけなん

です。これまで一般質問の中でもいろいろと御

指摘されてきたことであるかと思いますけれど

も、このことに対して知事のお考えを伺いたい

と思います。



- 197 -

平成26年11月21日(金)

○知事（河野俊嗣君） 価値観の転換という御

指摘に関しましては、現在の総合計画につきま

しても、「新しいゆたかさ」というものを求め

ていくということを指摘しておるところであり

ます。必ずしも経済的な豊かさ、金銭的なもの

に評価されるものではない豊かさというものを

宮崎は追求していく。我々には、恵まれた自

然、食、そして人情味豊かな県民性、いろいろ

あるわけでございます。それをさらに強化して

いくこと、子育ての議論も先ほど展開をされた

わけでございますが、そういったことに、これ

まで挑戦をしてきたところでございます。おか

げさまで、「いい子どもが育つ都道府県ランキ

ング」で全国トップであったり、いろんなもの

がございます。ぜひ、今の宮崎で育っている子

供、また、宮崎で働いてみたいという人々に

は、そういう宮崎の豊かさというものをアピー

ルしていきたい。私も政策提案で、今、「くら

しの豊かさ日本一の宮崎」を目指したいという

ことを申しておりますが、それも、そのような

問題意識に基づくものでございます。そういう

価値観の転換も図りながら、本県の強みを生か

して雇用・産業の振興を図っていく、そのよう

な取り組みを進めることによって、本県の地方

創生「みやざきモデル」というものを実現して

まいりたい、そのように考えております。

○二見康之議員 恐らく、それは若者たちが求

めている価値観じゃないと思うんです。私たち

も、同じ世代の都会に行っている友人とかの話

を聞くと、帰りたくても帰れないというのが現

状であって、子育てしやすい環境であるとか、

それはみんな知っているんです。自分が育って

きたところですから、環境がいいことは。だけ

ど、何が足りないかといったら、さっきの就職

ランキングに出ているような―若者というの

は、いろんな夢にチャレンジしたいとか、新し

いことに頑張ってみたい、そういった燃えるよ

うな情熱を持っている人たちが多いと思うの

で、そういう情熱を発散できるというか、活躍

できる場をどうやってつくっていくかというと

ころが一番大事なのかなと思います。宮崎県に

ある豊かさというものは、みんなが実感してい

るところであって、それはみんながわかってい

る。それにプラスして、都会にあるような娯楽

があるとか、大都市化するのがいいことじゃな

くて、自己実現ができるような環境整備という

ものをぜひ進めていただきたいと思います。

続きまして、林業公社について伺います。こ

れまで４年間の経営責任者として、理事長であ

る知事は、この公社の経営についてどのように

お考えになっているのか伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 私が理事長に就任した

当時は、林業公社におきましては、第３期経営

計画に基づき、経営改善に取り組んでいたとこ

ろでありますが、木材価格の低迷などによりま

して、計画どおりの事業収入を確保できず、大

変厳しい状況、資金不足が見込まれていたとこ

ろでございます。このため、このような危機的

状況を回復すべく、経営責任者としまして、第

３期の経営計画を１年前倒しで改定いたしまし

て、間伐材の販売方式の見直しによる流通コス

トの削減でありますとか、利息の軽減などの経

営改善に努めてきたところであります。その結

果、現在の経営状況につきましては、国全体の

追い風等も受けながら、目標としております年

度末資金残高を上回るなど、おおむね順調に進

んでいるものと考えております。

○二見康之議員 続けて、公社経営について今

後どのように取り組んでいくのか、知事に伺い

ます。
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○知事（河野俊嗣君） 県におきましては、今

年度、改めて公社の今後のあり方につきまし

て、外部検討委員会や県議会などの御意見を伺

いながら検討を行いまして、公社として存続さ

せるという県としての方針を決定したところで

あります。公社では、この方針に沿いまして、

これまでの経営努力に加えて、木質バイオマス

を初めとする木材の需要増などを踏まえた新た

な改善策にも取り組みますとともに、森林の公

益的機能の発揮や雇用の確保など、公社に期待

されております役割というものをしっかり果た

しながら、改定計画の確実な実行に努めていく

こととしております。

本県の林業は、現在、大型製材工場や木質バ

イオマス発電施設の整備などにより、強い追い

風が吹いていると考えておりまして、私としま

しては、この流れをさらに加速化させ、木材価

格の低迷など、林業が抱える課題を解決してい

くことが、林業公社の経営改善にもつながるも

のと考えておるところでございます。先ほど議

論がありました川崎市との提携というのも、本

県の林業の蓄積によるものが大きいところであ

りまして、まさに本県の宝であろうと考えてお

るところでございます。今後とも、本県林業の

成長産業化に向けて、さまざまな施策に積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

○二見康之議員 いろんな意味で追い風が吹い

ているんでしょうね。円安が進んだということ

も非常に大きな影響があったのかなと思います

が、いかんせん今の社会というのはいつ動いて

いくかわかりませんから、経営のあり方として

は、まだ危ないといいますか、厳しいことには

変わりないと思います。今回、26年度で存続す

るか廃止するかという決断をされるということ

でのお話だったものですから。ただ、当初は、

たしか29年度で判断するということだったと思

います。引き続き、この経営については注視し

て、しっかりと経営がよくなっていくように取

り組んでいただきたいと思います。

続きまして、今回、県私立幼稚園連合会、私

立幼稚園ＰＴＡ連合会のほうから御相談があり

ました。まず初めに伺いますが、来年度から

「子ども・子育て支援新制度」に移行する予定

でありますが、今後、私立幼稚園に対する支援

についてどのように取り組んでいかれるのか、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 子育て支援につきまし

ては、幼稚園や保育所の改築・耐震化などによ

ります子育て環境の整備や、「未来みやざき子

育て県民運動」の展開によります機運の醸成、

さらには、結婚から妊娠・出産、子育ての切れ

目のない支援など、さまざまな施策に多面的に

取り組んでいるところであります。その中で、

就学前の子供の教育を担っておられます私立幼

稚園に対する支援というものは、安心して子供

を生み育てられる子育て環境を整える上での重

要な施策の一つであると考えておるところでご

ざいます。私も３人の子供がそれぞれお世話に

なったところであり、まさに実感をしておると

ころでございますが、来年度から施行が予定さ

れております「子ども・子育て支援新制度」に

おきましては、運営費の算定について、幼稚園

や保育所などに共通の仕組みが創設され、職員

の処遇や配置状況等を踏まえたさまざまな加算

も設けられることとなっております。制度が大

きく変わるときは現場の皆さんにいろんな不安

があるということを、私も意見交換の中で伺っ

ておるところでございますが、県としまして

は、こうした新制度の適切な運用を図りなが

ら、引き続き子育て支援の充実に努めてまいり
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たいと考えております。

○二見康之議員 今回、私が相談を受けました

ことは、私が議員に就任した年から毎年、県の

ほうに要望してある事項だったと思います。ま

ず１点目なんですが、障がい児等の就園を支え

る特別支援教育事業費補助金について、２点目

は、共働き世帯増加に伴う預かり保育推進事業

費補助金について、３点目は、私立幼稚園職員

等の退職手当に係る退職金基金事業費補助金に

ついてであります。まず、福祉保健部長に伺い

ますが、私立幼稚園に対する特別支援教育経費

補助事業及び預かり保育推進事業について、当

県における補助額の増額はできないものか。九

州各県と比べても低い設定になっております。

福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 幼児期の特別

支援教育につきましては、障がいのある子供た

ちの心や体の自発的な成長を促す上で重要であ

り、また、保護者の就労の多様化に対応した預

かり保育につきましても、仕事と子育ての両立

支援を図る施策として有効であると考えており

ます。このため、近年の対象幼児数の増加等に

対応して、必要な予算の確保に努めてきたとこ

ろでありまして、本年度の予算額は、特別支援

教育経費補助金が約3,500万円、預かり保育推進

事業補助金が約１億1,100万円となっておりま

す。県としましては、極めて厳しい財政状況で

はありますが、引き続き必要な予算の確保に努

めてまいりたいと考えております。

○二見康之議員 当県においては、障がい児が

１人いる場合は19万6,000円、そして、２人以上

いる場合は１人当たり39万2,000円の補助となっ

ていると伺っております。九州内における他県

の状況としては、沖縄県は同じ設定となってお

りますが、１人いる場合、倍額の39万2,000円、

２人以上いる場合は、福岡県以外は当県の倍

の78万4,000円というふうに設定されておりま

す。この特別支援体制を整えるには、職員１人

つけないと対応できないぐらい大変なことなん

だと、現場のほうではそういうふうに伺ってお

ります。幼稚園においてしっかりとした特別支

援体制をとってもらうためにも、他県並みの支

援が必要だと思われます。

また、預かり保育についてですが、時代の変

化とともに夫婦共働き世帯が本当にふえてきて

います。幼稚園としても、この取り組みをしな

いわけにはいかない状況となっているのが現状

であります。これについては、預かり担当の人

数に応じて補助金額が決められていますが、同

じく、九州各県と比較しても低い設定になって

いると言わざるを得ません。「日本一の子育て

・子育ち立県」を掲げる宮崎県として、せめて

他県並みには支援できないものでしょうか。重

ねて福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまの議

員の御質問の趣旨というのは、十分私も理解し

ておるところでございますし、これまでも、ど

のような支援の充実ができるのかということ

は、いろんな形で、いろんな関係者の御意見も

踏まえながら検討はしているところでございま

すが、先ほど申し上げましたとおり、現状にお

いては、必要な予算の確保を進めていくしか方

法がないのかなと考えております。ただ、来年

度、新制度ができる中で、幼稚園本体の支援の

部分、いわゆる基本的な支援の部分はかなり充

実されますので、トータルとしては幼稚園の経

営も充実するのかなと考えております。

○二見康之議員 新しい制度で本体部分の支援

がよくなってくるのは、どこも一緒なんだと思

うんです。これは、それぞれの事業について見
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ていかなければならないのかなと思います。予

算がない、財政的に厳しいのはよくよくわかっ

ているわけなんですけれども、ちょっと角度を

変えてお伺いします。特別支援について、障が

い児１人の場合と２人以上いる場合で１人当た

りの補助単価が違いますが、その理由を福祉保

健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） これまでいろ

んな国の制度改正がありました。何年前かわか

りませんが、今の金額になったと思っておりま

す。県といたしましては、今の財政状況も踏ま

えますと、現行の基準額、いわゆる１人の場合

は19万6,000円、２人の場合は39万2,000円、こ

れは沖縄県と同額でございますけれども、これ

で設定をさせていただいているということでご

ざいます。

○二見康之議員 県が助成するに当たって、在

園する障がい児の数によって障がい児１人当た

りの補助金額の差があっていいものなのでしょ

うか。ここをちょっと知事に、そのお考えを伺

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな財政状況が

厳しい中で、それぞれの県において工夫がなさ

れているというふうに受けとめておるところで

ございます。全体等を見て、今、御指摘のあっ

たこういう支援事業も含めて、しっかりとこれ

からもいろんな形で工夫を凝らしてまいりた

い、そのように考えておるところであります。

○二見康之議員 幼稚園に障がい児が１人いる

場合、19万6,000円の補助、２人いる場合は78

万4,000円になるわけです。となると、幼稚園に

とっては４倍の差が出る、収入の格差が出ると

いうことなんですが、これには、まず、親が病

院に子供を連れていって、障がいがあるという

ことを認めなければならないという、一つの

ハードルがあるわけです。現実には認めたくな

いという親心があるわけです。認めるというこ

とはなかなか難しい問題であるわけなんです。

１人だけじゃなくて２人、３人と認める。軽い

症状だけれども、いろんな課題を持っている子

がいる、そういうのが今の現状なんです。その

ような現状において、１人しか認定されている

子供がいない園においては、先ほど言ったよう

に19万6,000円の補助、しかし、２人いた場合に

は４倍の補助を得られるようになってしまう。

先生たちは、もちろん子供たちのためを思って

いろいろと教育・保育をされるわけなんですけ

れども、そのような環境というか現状を県のほ

うがつくってしまっているというのが、今の現

実なんじゃないでしょうか。先生方に、２人以

上いるからこの子たちは補助率が高い、１人

だったらこの子は低いと、そんなことを頭の中

で考えながら子供たちの教育を担わせようとし

ている今の県のあり方というものは、本当に子

育て日本一を目指す県政であるのか。それが本

当によい子育てにつながっているとお考えなの

か、知事のお考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘を踏まえて、よ

く今後検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 よくよく御検討ください。障

がい児が１人いるのか、２人いるのかによって

全然補助金が変わってくるわけです。そういう

設定の仕方というのは本当にいいのかと思うん

です。御検討に期待したいと思います。

次に移ります。今度は３点目、退職金基金に

ついて伺いますが、幼稚園の退職手当資金給付

事業の安定的な運営のために、平成17年度から

年々、県の補助は減額が続いております。財団

の運営に大変憂慮されております。補助率とし

ては、平成16年度が1000分の31だったのが、今
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年度では1000分の12.3と、約３分の１になって

おります。この助成には、私学教職員退職金補

助金積算率1000分の36という地方交付税による

手当てがされているはずです。県の補助金は増

額できないのか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 本県の私立

幼稚園職員等の退職手当につきましては、公益

財団法人宮崎県私学振興会が、会員である学校

法人等からの負担金、それと県からの補助金等

を積み立て、給付事業を行っていただいている

ところでございます。御指摘がありましたよう

に、私立幼稚園の退職手当や共済費等につきま

しては、給与等とあわせまして、経常経費に対

する経費として地方財政措置が講じられている

ところでございます。これを踏まえ、県といた

しましては、大変厳しい財政状況であります

が、私立幼稚園の重要性に鑑み、全体としては

相応の支援を行っているところでございますの

で、御理解を賜りたいと考えております。

○二見康之議員 理解ができないから要望され

ているんだというふうに私は思います。今まで

県のほうに要望されていたのに、今回こうやっ

て議会のほうにも相談に来られたということ

が、何よりの証拠じゃないでしょうか。総合政

策部長は就任されてまだ半年少々ですから、幼

稚園の実態というものについてまだお詳しくな

いかもしれませんが、この退職金制度、県と幼

稚園がそれぞれ負担率に応じて積み立てていく

ものになっております。

平成16年度において、県の補助率1000分

の31、それに対して幼稚園のほうが1000分の51

ですから、年間1000分の82を積み立てることが

できたものが、平成25年度では1000分の63.5、

そして26年度では、幼稚園が1000分の５上がっ

たにもかかわらず、県がまた1000分の0.2減額し

ておりますから、本年は1000分の68.3と、10年

前の約1.5％の減額となっております。13年前

に、基金運営が厳しいということで幼稚園負担

をふやしたわけでありますけれども、それから

も県の補助は減らされ続けております。運営が

難しいから増額したのに、さらに運営が厳しく

なってきたのが事実であります。

退職金給付も、就業２年未満には不支給とい

うように幼稚園業界のほうも対応されているそ

うです。それでもまだ厳しい状況なので、幼稚

園のほうでは、来年度はさらに負担率を上げな

いと基金運営は継続できないだろうというよう

なことです。各法人の負担も限界に来ていると

伺っております。宮崎県の補助率というもの

は、九州他県を見ても最低の金額となっており

ます。

幼稚園の重要性に鑑み、相応の支援を行って

いくので御理解をと言われましたが、年々県負

担を削減していくことが相応の支援と言えるの

でしょうか。知事は、対話と協働をモットーと

されておりますが、どのようにすればこの基金

運営を続けていくことができるのか、このこと

について、知事はどれだけ対話をされてきたの

か、相互理解を深める努力をされてきたのか、

甚だ疑問であります。知事に、これまでの取り

組みについてお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほどより突然のお尋

ねが続いておりまして、私も十分準備ができて

いないところでございますが、いずれにせよ、

私立幼稚園の関係者の皆様から毎年要望いただ

いておるところでございます。しっかり受けと

めて、厳しい財政状況ということを言いわけに

してはいけないということを思いながらも、

しっかりとした私立幼稚園での教育が進むよう

に、県としても研究・検討してまいりたいと考
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えております。

○二見康之議員 この問題はここ１年、２年の

話じゃなくて、ずっと幼稚園団体のほうから上

げてこられた要望事項なんじゃないですか。そ

のときに本当に検討されたんですか。きょうこ

こで質問されるのに、聞いていなかったからと

いう現実認識のあり方というのは、ちょっと理

解に苦しむところなんですが、幼稚園の中で

も、いい先生たちを確保しよう、いい教育を子

供たちに提供しようと、一生懸命頑張っており

ます。その中で、先生たちは、退職金のことと

か考えないで現場のほうに当たっていると思い

ます。しかしながら、年々、宮崎県の退職金の

補助のほうは下がっていく。先生たちの現状と

いうのを本当に御理解いただいているのかな

と。朝早くからバスに乗って子供たちを迎えに

行って、昼間の仕事を終え、今の時期だった

ら、お遊戯会や発表会、そういったものの準備

に追われて夜中まで頑張っていらっしゃる。退

職金のこととか考えていないと思います。だか

らこそ、政治のほうで、我々のほうで、しっか

りといい働きやすい環境をつくっていくという

思いで取り組んでいかなければならないと思う

んですが、ぜひ、今後の御検討を期待したいと

思います。

次の質問に移ります。９月議会で重松議員が

骨髄バンクについて質問されました。骨髄移植

を推進するためには、多くのドナーを確保する

必要があると思いますが、これまでの経過を含

め、県は今後どのように取り組んでいくのか、

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 骨髄移植は、

国内で年間1,300例程度行われておりますが、常

時3,000人近くの患者が移植を待っており、移植

を推進するためには、さらに多くのドナーを確

保することが重要であります。このため、県に

おきましては、保健所における登録窓口の開

設、休日登録会の実施、10月の骨髄バンク推進

月間に合わせた街頭啓発や、県広報による登録

呼びかけを行っております。また、今年度はさ

らに、県本庁舎や総合庁舎での献血に合わせて

ドナー登録の呼びかけを行い、これまで22名の

職員が登録を行ったところであります。県とし

ましては、これらの取り組みを充実するととも

に、地域のイベントやスポーツキャンプなど、

多くの集客が見込める機会を活用し、啓発活動

を実施するなど、ドナーの確保に積極的に取り

組んでいきたいと考えております。

○二見康之議員 骨髄バンクの皆さんはボラン

ティアの方々が多くて、個人的に取り組んでい

らっしゃる方が本当に多いです。一生懸命取り

組んでいらっしゃいます。だけど、いろんなア

イデアとかノウハウとかも持たないものですか

ら、県のほうにいろいろ相談させてほしいとい

う思いでいらっしゃるようですので、これから

の取り組みに期待していきたいと。最近、赤十

字も交えた会議を設けられたという話も伺いま

したので、いろんな意味で情報交換をしなが

ら、どうしたらさらにいい取り組みができるの

か、考えていっていただければなと思います。

次の質問に移りますが、先日も性に関する質

問がありました。本年事業として福祉保健部

が、安全・安心な妊娠・出産につなげる目的と

して、パンフレット作成や講演会開催などをさ

れるようですが、そもそもこのような内容につ

いては、年齢に応じた性教育がしっかりなされ

ていなければならないのであって、このような

分野にこそ、塾の講師ではない、子供の全体的

な成長に責任を負う学校教師としての教育的役

割が求められると思います。このような取り組
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みを福祉の分野で施策を講じなければならない

現状を真摯に受けとめ、性に関する指導につい

て、学校教育においてしっかり指導することが

必要であると思いますが、教育長のお考えを伺

います。

○教育長（飛田 洋君） 望まない妊娠である

とか、性感染症の問題だとか、性に関する問題

が深刻化している状況にある中、性に関する指

導は、危機意識を持ちながらしっかりと行うべ

きだと考えております。そのような認識のも

と、学校では、保健学習など教科の授業で性に

関する科学的知識を理解させることに加え、道

徳や特別活動等において外部から専門の医師を

招聘し、命のとうとさに気づかせるような心に

響く指導や、社会の一員としてのモラルや責任

について自覚を持たせる指導などを行っており

ます。本県では、性に関する指導は、命のとう

とさを考える基盤となる、特に大切にすべき指

導であると捉え、県独自で性に関する教育資料

「かけがえのない大切な命」を作成しておりま

す。本資料の効果や内容を検証・改善しなが

ら、発達の段階に応じた指導の充実に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○二見康之議員 教育委員長に伺いたいと思い

ますが、本県の重要な教育的課題というものは

何か、また、その課題にどう取り組んでいかれ

ようとしているのか。教育委員長のお考えを伺

いたいと思います。

○教育委員長（島原俊英君） 大変変化の激し

い現代社会の中で、社会で求められる人材も変

わってきていると考えております。教育にはさ

まざまな課題がありますが、その中でも特に、

本県というよりは全国的な、それから、本質的

な、根本的な課題だと思いますけれども、与え

られた問題を解決するだけではなくて、学ぶこ

とに高い意欲を持ち、みずから問題を発見し、

困難に挑戦し、そして解決していくという力を

つけていくことが大切だと考えています。それ

を一言で言うと「生きる力」というものになる

だろうと考えていますけれども、子供たちに揺

らぎのないものとしてどう身につけさせていく

か、それが重要なことだと認識しております。

そのためには、生きる力の基盤となる「確かな

学力」を育むこと、それから、郷土を愛し、郷

土を支え、誇りに思い、その発展に貢献する気

概につながる「豊かな人間性」の育成、自立し

た社会人・職業人を育む「キャリア教育の充

実」などが大切であります。学校、家庭、地

域、企業が連携しながらしっかりと取り組み、

本県の地域社会や地域産業の将来を支える人財

を育成してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 実践的な教育というものは

やっぱり必要だと思いますので、教育委員長に

はそういったところで期待を集められているの

かなと思います。また、前任の齊藤教育委員長

にも同じような質問をさせていただきました。

そのときに言われた課題について、まだ教育委

員会の中でもいろいろと取り組まなければなら

ないと思いますが、どのようにお考えか、教育

委員長のお考えを伺います。

○教育委員長（島原俊英君） 齊藤前委員長

は、家庭や地域の教育力の向上と教職員の資質

向上の２つの課題を注視されていたと認識して

おります。私も、これらの課題が教育を支える

基盤となるものであり、本県教育の向上につい

ても非常に大事なものだと考えております。前

教育委員長と同じ思いを持ちながら、今後とも

継続して取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○二見康之議員 私も当初から、教育において
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は立腰教育というものを取り入れることを勧め

ておりました。今、本県では、立腰指導を第二

次宮崎県教育振興基本計画の中に位置づけ、県

の施策として取り組んでいますが、現在、どの

程度各学校において浸透しているのか、教育長

にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 腰骨を立てた正しい

姿勢を身につけさせるというのが立腰指導であ

りますが、そのことにつきましては、体力向上

を推進する具体的な施策の一つであることはも

ちろんですが、学ぶ上できちんと姿勢を正すと

いう意味からも効果が高いことから、本県の施

策として、23年度から組織的に取り組みを始め

ているところであります。今年４月に実施しま

した調査によりますと、平成25年度の公立学校

における立腰指導の実施率は、小学校が83.7

％、中学校が85.9％、高等学校が67.6％、全体

で83％となっております。できれば100％を目指

したいと考えているところであり、一層の普及

を狙いまして、４月の体育担当責任者会の中

で、公立全小・中・高等学校の体育の責任者に

対しまして、総合的な体力向上も図られる、ま

た、学習活動に対する集中力が高まるなどの立

腰指導の効果や、指導方法等を具体的に示すな

ど、全ての学校で取り組みが行われるように周

知徹底を図っているところでございます。

○二見康之議員 あわせて、しつけの基本と言

われる「挨拶をする」「返事をする」「履物を

そろえる」というしつけ教育の徹底も、これま

で訴えてまいりましたけれども、ここに焦点を

当てて取り組んでいくことはできないのか、同

じく教育長にお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 御指摘の「挨拶をす

る」「返事をする」「履物をそろえる」といっ

た習慣につきましては、まず、家庭において

しっかりと身につけさせるべきものと考えてお

りますが、これらは、子供たちの生きる基盤で

ある基本的なマナーを育むという点で非常に重

要なことでありますので、これまでも各学校に

おいて指導がなされております。基本的生活習

慣の中でも、特に挨拶は何より大切であると考

えておりますので、第二次宮崎県教育振興基本

計画において、本県教育が特に目指す姿として

示した10の重点目標の中で、まず第１番目に

「あいさつができる子ども 日本一」を掲げ、

指導の徹底を図っているところでございます。

本県の子供たちを、一人残らず社会でしっかり

と通用する人に育てたい、また、社会で愛され

る人に育てたい、そういう思いを持っておりま

すので、今後とも、基本的な生活習慣の確実な

定着が図られるよう、取り組みを進めていきた

いと考えております。

○二見康之議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。ことし６月に内閣府が発表した「子

ども・若者白書」2014年版において、「今を生

きる若者の意識～国際比較からみえてくるも

の」ということで、世界７カ国の若者、満13歳

から満29歳までの男女の意識調査の結果が発表

されました。「あなたは、自分の将来について

明るい希望を持っていますか」という問いに対

し、「希望がある」「どちらかといえば希望が

ある」と答えた割合について、日本では61.6

％、韓国では86.4％、アメリカでは91.1％、イ

ギリスでは89.8％、ドイツでは82.4％、フラン

スでは83.3％、スウェーデンでは90.8％という

結果でありました。今の日本がどのような現状

に置かれているのか、これを知る一つの示唆で

はないかと思います。本県に生まれた多くの子

供たちが明るい将来の希望を持てるように、こ

れからも県勢発展のために頑張っていきたいと
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思いますし、知事にも御尽力いただきたいと

思っております。

以上で私の一般質問を終わります。（拍手）

○押川修一郎副議長 以上で午前の質問は終わ

ります。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 県民連合の

鳥飼でございます。通告に従いまして一般質問

を行います。

「「誰の知的影響も受けていないと信じてい

る実務家でさえ、誰かしら過去の経済学者の奴

隷であるのが通例である。虚空の声を聞く権力

の座の狂人も、数年前のある学者先生から（自

分に見合った）狂気を抽き出している」これ

は、掲題書の74ページに引用されたケインズの

言だ。書かれたのは1936年だが、今や問題はさ

らに大衆化し拡散している」

以上は、９月14日付の毎日新聞「今週の本

棚」に掲載された藻谷浩介氏の伊東光晴著作

「アベノミクス批判」への書評の一部でありま

す。藻谷氏は続けて、第１の矢である大胆な金

融緩和、第２の矢である10年間で200兆円を投じ

るとした国土強靭化という名の公共事業、第３

の矢である成長戦略、そして安倍総理が日本を

取り戻すとした隠れた第４の矢である集団的自

衛権と特定秘密保護法に触れた後、こう述べて

います。「評者も懺悔しなければならない。心

筋梗塞で生死の境をさまよう経験をされなが

ら、命を削って発信を続ける著者の思いに、力

足らずの後進のはしくれとして、よく応えられ

ていないことを。若者よ、集団幻想を抜け出

し、勇気を持って事実を語ろう。若ければ若い

ほど、真珠湾攻撃にも似て出口戦略のない無謀

な金融緩和の、頓挫した後の世界を生きていく

時間は長いのだから」と続けています。そこ

で、知事に、アベノミクスに対する認識と評価

についてお尋ねします。

以上、壇上からお尋ねします。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

アベノミクスでありますが、大胆な金融政

策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成

長戦略の３本の矢によりまして、デフレからの

早期脱却と日本経済の再生を目指すものであり

まして、労働市場の活性化、円安による輸出産

業の収益増加など、我が国経済の活性化に一定

の成果をもたらしたものと考えております。一

方、先日発表されました７月から９月期の四半

期別ＧＤＰ速報値は、２期連続のマイナスと

なったところであります。その要因としまし

て、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反

動減や、夏場の天候不順による個人消費の不

振、企業在庫の調整などが挙げられているとこ

ろでありますが、景気の動向や経済状況の評価

につきましては、長期的な視点による分析が必

要であろうと考えております。

私も、県内各地を回り、県民の方々の間に景

気回復の実感がなかなか感じられないという声

があることについては、十分認識しておるとこ

ろでありまして、経済の好循環を実現するため

には、アベノミクスの効果を全国津々浦々にま

で届ける必要があるものと考えているところで

あります。以上であります。〔降壇〕
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○鳥飼謙二議員 あんまりアベノミクスの評価

と認識にはお答えになっていないのかなという

ふうに思いますが、次に移ります。

次に、アベノミクスの地方への波及について

であります。知事は、先日の田口議員への答弁

で、「地方においては、景気回復の実感が得ら

れにくい状況にあり、円安による原料価格や燃

油価格の上昇から、農林水産業や中小企業での

収益悪化が懸念されています」と答弁されてい

ますが、県民も同じように感じているのではな

いか。給料は少しは上がったかもしれないが、

物の値段がどんどん上がる、そんな感じではな

いかと思っています。アベノミクスが地方に波

及しない理由について、どのように考えておら

れるのか、知事にお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 本県経済の現状を見て

おりますと、雇用情勢においては、有効求人倍

率が平成４年以来の0.9倍台を維持しているとい

うこと、また、金融面においては、法人向けの

貸出金が前年を上回って推移していることな

ど、改善が進んでいるところでありますが、個

人消費などで一部に弱さが見られているところ

であります。中小企業が多く、農林水産業を基

幹産業とする本県のような地方におきまして

は、円安に伴う原料や燃料等の輸入品価格の上

昇によりまして、事業者等の収益悪化が懸念さ

れるなど、都市部と比較すると、なかなか景気

回復の実感が得られにくい状況があるのではな

いかと考えております。

こうした中、政府は、景気の好循環を確かな

ものにし、地方にアベノミクスの成果を広く行

き渡らせるということで、地方の活性化に重点

を置いた経済対策の検討を始めたところであり

ます。今後、地方創生の動きとも連動させつ

つ、必要な予算確保を含め、県としても、しっ

かり取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 日銀宮崎支店の直近の宮崎県

金融経済概況によりますと、「宮崎県の景気は

最終需要面に弱さが見られるものの、基調とし

ては持ち直しの動きが続いている」としており

ますけれども、実感と合わないというのが私ど

もの感じでございます。

次に、第４の矢であります集団的自衛権につ

いてお尋ねします。安倍内閣は７月１日、「国

の存立を全うし、国民を守るための切れ目のな

い安全保障法制の整備について」と題する閣議

決定を行いました。その要点は、歴代自民党内

閣で憲法第９条のもとでは許されないと解され

てきた集団的自衛権の行使に関する従来の政府

見解を変更し、その行使が第９条解釈上も許さ

れるとしました。これは実質的な憲法改定であ

り、憲法第96条により手続を行うべきと思われ

ますが、知事の認識をお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 世界各地におきまし

て、さまざまな紛争が起こっており、我が国近

辺においても、同様のいろんなリスクが高まっ

ている状況におきまして、安全保障環境が大き

く変化しているということを踏まえますと、我

が国の安全保障のあり方を議論することは、極

めて重要であろうと考えております。この問題

は、国の根幹にかかわる極めて重要な課題であ

ると考えておりますので、今後、関連法令の改

正等に関して議論が行われることと存じており

ます。政府におきましては、その背景や内容を

十分に説明し、また、国会におきましては、国

民の幅広い意見を十分踏まえながら、丁寧かつ

慎重な議論を行っていただきたい、そのように

考えておるところであります。

○鳥飼謙二議員 これもあんまりお答えになっ

ていないというのが正直な実感でございます
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が、後で申し上げるとしまして、次に、特定秘

密保護法についてお尋ねします。昨年の12月５

日、参議院国家安全保障特別委員会で、怒号と

悲鳴が飛び交う中、希代の悪法である特定秘密

保護法が強行可決され、翌日、参議院本会議で

可決・成立いたしました。県議会の当時の３会

派、社民党、民主党、共産党は、山形屋前交差

点で共同の街頭演説を行うなど、暴挙に抗議し

てまいりました。以降、私どもは、毎月６日に

抗議の街頭宣伝を行っています。その後、法案

の中身は若干修正されたようでありますが、根

幹は変わっておりません。同法は、国民の知る

権利を脅かし、報道・取材の自由、表現の自由

を規制することで、国民主権そのものを侵害す

るおそれがありますが、特定秘密保護法につい

ての知事の所見を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 特定秘密の保護に関す

る法律に関しまして、防衛・外交など我が国の

安全保障に関する事項のうち、特に漏えい対策

が必要な情報を特定秘密に指定して保護するも

のでありますが、安全保障を取り巻く環境が厳

しさを増し、情報漏えいのリスクも懸念される

状況の中で、我が国及び国民の安全確保のため

には、機密漏えいを防止する法律の必要性はあ

るものと受けとめておるところであります。し

かしながら、一方で、国民の知る権利を制限す

ることにもなりますことから、これまでその兼

ね合いが議論されたところであります。また、

公開すべき情報まで秘密にすることにならない

かなど、さまざまな課題も指摘されてきたとこ

ろであります。

これらのことを踏まえ、今般、特定秘密の指

定基準やチェック体制などを内容とする運用基

準が定められたところでありまして、今後、法

の運用に当たっては、安全保障と知る権利との

バランスがいかにとられていくのかというとこ

ろが大変な議論になるということでございまし

て、これを注視してまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 集団的自衛権と特定秘密保護

法をお尋ねしたわけですけれども、国の根幹と

いうものが、近代国家は、国民一人一人の意思

によって成り立っているだろうと思っているん

ですね。ですから、憲法を変えるときには国民

の声を聞く、国民が変えようじゃないかと言う

ときは、その声に基づいて変えていくというの

が、当然、近代国家としてのありようではない

かと思っています。そのことを抜きにして実質

的に改定するというのは、日本は法治国家であ

ることを捨てたのではないかと言われてもやむ

を得ないと私は思っています。

日本人の習性を、哲学者の久野収は頂点同調

主義と厳しくただしています。それは、「組織

のトップの首をすげかえれば構成員は自然に新

たなトップに従う。権威ある者に極端に弱く、

みずから進んでなびいていき等質化しようとす

る。異を唱える者は仲間内で排除する。「お

上」への同調を競い合う」、私たちは、この日

本人の習性をしっかりと見詰め直さなくてはな

らないと思っております。「よらしむべし、知

らしむべからず」では、国民主権は実現しませ

ん。総選挙での有権者の審判を仰いでいかなく

てはならないと思っております。

では、次に移ります。子供の貧困対策につい

てであります。

先日、石井十次没後100年記念シンポジウムが

宮日会館で行われ、私も参加してまいりまし

た。法政大教授で社会活動家の湯浅誠氏は、

「知った者の責任として子どもの貧困を考え

る」と題した講演で、「日本では、相対的貧困
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児童は全児童の16.1％、328万人になっている。

テレビもあり食べるものもある。学校にも行け

ると、一見問題がないように見えるが、クラス

の中で、修学旅行に行けない、進学で夢を諦め

るなどでスティグマとなり、本人の可能性を閉

じ込めてしまい、社会の持続可能性に大きな影

響を与えることが問題だ」と強調しておられま

した。

その後に、湯浅さんや高校の先生、民間団体

宮崎キワニスクラブの方、それから県庁からも

来ておられましたけれども、パネルディスカッ

ションが行われ、子供の状況が議論されまし

て、充実したものになったのではないかと思っ

ておりますが、私は、もっと大人の貧困につい

ても議論してほしかったなというふうに思った

ところでございます。今、満足に食事をとれな

かったり、また入浴していないなどの絶対的貧

困を含め、子供の貧困は深刻であります。子供

の貧困についての現状をどう認識しているの

か、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 本県における

子供の貧困の現状について、例えば生活保護世

帯で見てみますと、当該世帯員のうち18歳未満

の受給者数は、平成20年７月の1,440人から平

成26年７月の1,995人と増加しております。ま

た、母子世帯については、国民生活基礎調査に

おいて、平均所得が全世帯の半分以下との結果

が出ておりますが、本県の実態調査によります

と、母子世帯数は、平成19年９月の１万5,294世

帯から平成24年11月の１万5,675世帯にふえてお

ります。さらに、児童養護施設の子供の大学等

の進学率を見ますと、平成25年５月１日時点で

は、全国が12.3％、本県は０％となっておりま

す。今後、現状分析を深めてまいりますが、現

時点で総じて言えますことは、子供の貧困の状

況は、本県においても全国と同様にあり、その

対策が必要であると認識いたしております。

○鳥飼謙二議員 子供の貧困に関する法律第８

条に基づき、８月に「子供の貧困対策に関する

大綱」が閣議決定されました。大綱では数値目

標等も示されず、極めて不十分ではないかと

思っております。県は、国が策定した大綱を受

けて、子供の貧困解消に向けてどのように取り

組んでいかれるのか、福祉保健部長にお尋ねし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 子供の貧困対

策については、ことしの１月に「子どもの貧困

対策の推進に関する法律」が施行され、去る８

月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策定さ

れました。この大綱では、当面の重点施策とし

て、教育の支援、生活の支援、保護者に対する

就労の支援、経済的支援の４つが示されまし

た。これを踏まえ、県としましては、新たに子

供の貧困対策の計画を策定することとしており

まして、先般、庁内関係部局や市町村の担当者

による会議を開催し、法の趣旨や大綱の内容に

ついて説明し、現在の取り組み状況等に関する

意見交換を行ったところであります。今後、こ

れらの会議を活用しながら、本県の子供の貧困

に関する現状と課題の分析を深め、必要な対策

の立案に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 ぜひしっかり取り組んでいた

だきますように、お願いしておきます。

次に、就学援助についてであります。学校教

育法は、経済的理由によって就学困難な児童に

対して、学用品費や修学旅行費、医療費、学校

給食費等を支給すると定めています。25年度の

就学援助の児童生徒への実施状況は、小中学校

の要保護児童生徒数は1,044名で、全体に占める
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比率は1.13％、準要保護児童生徒数は１万2,556

名の13.59％となっています。特別支援学校を含

めた全児童生徒数９万3, 1 0 0人のうち、実

に14.99％、１万3,957名が受給しており、平

成21年度以降、この数字は一貫して増加してい

ますが、教育長の現状認識をお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 公立学校の義務教育

段階にある児童生徒に対する就学援助につきま

しては、生活保護世帯等の要保護児童生徒と市

町村民税非課税世帯等の準要保護児童生徒の保

護者を対象として、学用品費や通学費等、就学

に係る経費を給付することとなっております。

先ほど、議員のほうで25年のデータを御紹介い

ただきましたが、21年度から25年度、５カ年に

ついて見ますと、就学援助の対象となる児童生

徒数は、昨今の経済状況等もあって増加傾向に

ございます。就学のための援助を継続していく

必要があると認識いたしております。

○鳥飼謙二議員 一貫して増加してきていると

いうことは、子供の貧困状態といいますか、厳

しい状況が進行しているということですよね。

そこをしっかり押さえて対策をとっていただき

たいと思っております。

次に、奨学金についてお尋ねします。すぐれ

た資質を有しながら経済的事由により修学が困

難な学生生徒に育英資金を貸与して、将来有能

な人材を育成するとして、宮崎県育英資金制度

があります。同制度は、一般育英資金とへき地

育英資金があり、学習成績の平均評定値が3.0以

上、家計基準は日本学生支援機構に準じると

し、公立高等学校で自宅通学の場合、最高月額

１万8,000円、私立高校で月額３万円、大学国公

立で自宅外通学の場合、最高月額５万円、私立

大学６万3,000円などとなっています。いただい

た資料では、25年度は4,082名、13億822万6,000

円が貸与されているようでございます。

一方、償還率を見てみますと、25年度、現年

度・過年度合わせて64.1％と、年々悪くなって

きています。これは、非正規社員が40％、年

収200万円以下の勤労者が1,100万人になるなど

の雇用環境の悪化があるのではないかと思って

おります。償還率の低下は、返済条件が現状に

そぐわなくなっているのではないかと思われま

すが、現状をどのように認識しておられるのか

お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 育英資金の償還率に

つきましては、平成24年度以降、64％台で推移

しております。そういう中でありますが、未返

還者につきましては、きめ細やかな対応をさせ

ていただいているところであります。具体的に

申し上げますと、返還を要請する訪問などによ

り、仕事についていない方や就労していても非

正規雇用の方、正規雇用であっても収入が少な

い方などの状況を把握し、その状況に応じた対

応を行っているところであります。一方で、未

返還者の中には、返還できるのに返還しないな

ど、返還意識の低い方も見受けられるところで

ありまして、その方々には強く返還を求めてい

るところであります。個々人の状況へは細やか

に配慮しながらも、限られた財源の中で、進学

のための資金を必要とする子供たちが諦めるこ

となく学び続けられるよう、制度を維持してい

くことが重要であると認識しております。

○鳥飼謙二議員 確かに資力はありながら返還

しない場合は厳しくやらなくてはならない、当

然でございますけれども、その環境にないとい

う場合は、返還猶予なり、いろんな対策を講じ

ていく必要があると思います。そういう対策を

制度としてとらない限りは、償還率がだんだん

と低下するという数字となって、何をやってい
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るんですかということになりますので、そこを

もうちょっと工夫していただきたいなというこ

とを申し上げておきたいと思います。

次に、日本学生支援機構についてであります

けれども、奨学金には有利子と無利子がござい

ます。無利子で月額５万4,000円の貸与を受ける

と４年間で259万2,000円となりまして、返済額

は同額の259万2,000円、15年で返済すると月額

１万4,400円の返済となります。有利子で月額５

万円の貸与を受けると４年間で240万円、返済額

は256万1,012円、15年で返済すると月１万4,227

円となります。しかし、いずれにしましても、

卒業時に多額の借金を背負って社会人になるわ

けであります。これで果たして奨学金と言える

のだろうかと、疑問を感じるわけであります。

現状は、日本学生支援機構というのは金融業に

なっているんじゃないかというような感じもす

るわけでありますが、日本学生支援機構の奨学

金制度の現状についてどのように考えているの

か、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 日本学生支援機構の

奨学金事業は、大学生や大学院生などを対象

に、無利子の第一種奨学金と有利子の第二種奨

学金により実施されております。第一種の無利

子奨学金につきましては、一定の学力要件はあ

るものの、収入の少ない方が利用しやすい制度

設計になっていると考えております。また、有

利子奨学金の貸与条件につきましては、無利子

奨学金より学力、収入の要件が緩和されている

ことによって借りやすくなっており、これまで

も奨学金を必要とする多くの学生に貸与できて

おりますことから、一定の成果があるものと認

識しております。国においては、「学生への経

済的支援の在り方に関する検討会」を設置し、

無利子奨学金の貸与人員の拡充などについて検

討されていると聞いておりますが、よりよい制

度を求めての取り組みだと考えております。

○鳥飼謙二議員 いずれにしましても、卒業し

て多額の借金を抱えて社会に出る。それが一定

の所得があれば返済できるわけですけれども、

近年の状況では必ずしもそうはなっていないと

ころがあるわけで、本来の奨学金としてのある

べき姿に日本学生支援機構も変わっていくべき

ではないかなと思っております。

次に、宮崎県育英資金制度についてですけれ

ども、返還不要の奨学金制度を創設するとか、

返済猶予等の制度の充実を図るべきではないか

と思いますので、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 返還不要の奨学金制

度の創設につきましては、財政的には非常に厳

しい中にあるんですが、低所得世帯の高校生に

対する教育費の負担軽減を図ることを目的に、

今年度より、返還を要しない公立高等学校等奨

学給付金制度を創設したところでありまして、

給付に向けて今準備を進めており、書類の

チェック等を進めているところであります。返

還猶予につきましては、本人からの相談や、返

還要請のための電話や訪問時の聞き取りにおい

て、病気で仕事につけないなど返還が困難であ

ると認められる場合には、猶予申請をされたら

どうですかと促すなど、柔軟に対応していると

ころであります。今後とも、きめ細やかな対応

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 今答弁にありました返還不要

の公立高等学校等奨学給付金、額は国公立で３

万2,300円、これは月額じゃなくて年額なんです

ね。ここをもうちょっと充実できないかと思う

わけでございますけれども、いずれにしても、

制度の趣旨を、子供さんたちといいますか、高

校生や対象児童に徹底していただきますように
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―今取り組み中ということですから、今どれ

ぐらいありますかということはこの場ではお聞

きしませんので―よろしくお願い申し上げた

いと思います。

次に、難病対策についてお尋ねします。

我が国の難病対策は、1972年（昭和47年）、

難病患者の救済策として、法律に根拠を持たな

いまま予算措置により実施されてまいりまし

た。昨今、患者さんたちの強い要望等もあり、

「難病の患者に対する医療等に関する法律」が

小児慢性疾病とあわせて成立し、来年１月より

施行されることとなっています。法制化に対す

る評価について、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病対策につ

きましては、法律ではなく国の要綱に基づき実

施されてまいりましたが、難病患者団体の御意

見や請願を受けて、医療費助成対象疾患の拡大

などについて、国に機会あるごとに要望を続

け、県議会におきましても、平成23年９月に国

に意見書を提出していただいたところでありま

す。今回の法制化により、医療費助成対象疾患

の大幅な拡大などが実現したことは、これまで

の関係者の長年にわたる要望活動が実ったもの

であり、県といたしましても大変喜ばしく思っ

ております。

○鳥飼謙二議員 法制化に伴いまして、昨日の

答弁でもありましたけれども、患者さんが増加

することになる。宮崎県でも9,000人から１

万5,000人が見込まれているということですけれ

ども、今後、そういう意味では、難病患者団体

との連携をさらに強化していく必要があると

思っております。宮崎県難病団体連絡協議会と

の連携について、部長の考えをお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病患者団体

との連携につきましては、これまでも、知事や

担当部局との面談などの機会を設けて、患者の

抱える問題や難病制度に関する御意見をお聞き

し、できる限り難病施策の充実に反映している

ところであります。今回の法制化による対象疾

患の拡大に伴い、患者数も大きく増加すること

が見込まれておりますので、これまで以上に患

者団体と連携をさらに密にして、情報収集を小

まめに行うなど、患者の方々に寄り添った取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 制度の内容を患者さんにもよ

くわかっていただくという面からも、患者さん

の団体が充実していく、それに県も協力すると

いうことは、県の施策の推進にもつながるとい

うことになりますので、ぜひよろしくお願い申

し上げたいと思っております。

次に、難病患者の支援を行うために、現在も

保健所単位で協議会等が設置されているとお聞

きしておりますけれども、活動状況についてお

尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 難病患者の支

援につきましては、患者の抱える多岐にわたる

問題について、支援に当たる関係者が共通認識

を持って取り組んでいくことが大切であります

ので、保健所を中心に、関係機関や患者及びそ

の家族により構成される連絡会議等を設置して

おります。その活動内容は、例えば医師を講師

とし、訪問看護師やケアマネジャーなど関係者

の資質の向上を図るための研修会の開催や、患

者の療養生活の質を向上させる方策等について

検討を行っております。また、在宅療養を行っ

ている患者を支援するために、難病訪問相談員

を派遣したり、患者の医療及び日常生活に係る

相談や助言等を行っております。

○鳥飼謙二議員 最後に、患者団体の活動拠点
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の整備についてであります。患者団体の活動拠

点として、平成17年９月に、県福祉総合セン

ター内に宮崎県難病相談支援センターが開所

し、現在、常勤職員１名が配置され、支援相談

員による電話相談や面談が行われ、患者さんの

よりどころとなってきました。患者・家族から

は、昨年度1,414件の電話相談や面談が行われた

り、また、延岡市や串間市などでの出張相談

や、リハビリ教室を実施するなど、活発に活動

されております。しかし、活動拠点となってい

る難病相談支援センターが狭すぎて、十分な活

動ができない状況になっています。難病新法の

施行に伴う活動を充実させるためにも、同セン

ターの充実が求められていますので、お尋ねし

ます。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 宮崎県難病相

談支援センターは、患者の日常生活の相談や支

援、患者家族の交流の促進及び就労支援を行う

など、患者支援の拠点施設として、大きな役割

を担っております。今回の法制化に伴い、患者

数が大きく増加することが見込まれますし、セ

ンターの充実を図る必要性については理解して

いるところですが、お尋ねのセンターの拡充

は、場所の確保の問題もありますので、どのよ

うな対応ができるか検討してまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 ぜひよろしくお願いしたいと

思います。難病患者さんは、各地に点々として

闘病生活を送っておられます。そういう方がた

くさんおられます。都市部だけではなくて、そ

ういう人たちの声を聞いていただいて、今後、

施策に反映していかれますようにお願いしてお

きたいと思います。また、患者団体との意見交

換についても、知事も積極的に受けていただい

ておりますが、今後とも、よろしくお願い申し

上げたいと思います。

次に、県立延岡病院についてお尋ねします。

県立延岡病院は、広大な中山間地を抱える県

北地域の中核病院として、また医療資源が充実

した宮崎市から遠距離で民間の総合病院が少な

いという医療状況の中で、県北25万人の命と健

康を守る最後のとりでとして、重要な役割を果

たしています。また、県北地域は医師が少な

く、西臼杵郡ではお産ができなかったり、日向

入郷医療圏には小児夜間急病センターがなかっ

たりするなど、県北の医療事情は厳しいものが

あります。そこで、県北地域の医療の現状と県

立延岡病院が果たすべき役割について、福祉保

健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 県北地域の医

療につきましては、医師不足や地域医療の担い

手である開業医の高齢化などが大きな課題と

なっている中で、延岡市内の脳梗塞患者の受け

入れや、延岡地区及び日向入郷地区の小児科の

初期救急医療について、地元の医療機関などが

協力して輪番制が構築されるとともに、いわゆ

るコンビニ受診の抑制に住民団体が取り組むな

ど、医師会や住民、行政が一体となって、限ら

れた医療資源を有効活用し、地域医療を守る取

り組みが展開されております。このような中、

県立延岡病院は、災害医療や周産期医療を初

め、がんや急性心筋梗塞の拠点病院であるとと

もに、ヘリポートを備えた救命救急センターと

して、重症・重篤患者を積極的に受け入れるな

ど、県北住民の最後のとりでとなる中核病院と

して、大変重要な役割を担っていると考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 先日、太田清海議員と県立延

岡病院を視察させていただきました。関係職員

から、神経内科や眼科が休診中であることなど
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概要の説明を受けまして、各病棟を回り、医

師、看護師の皆さん方から御意見を聞かせてい

ただきました。医師不足、看護師不足の中で、

スタッフは懸命に患者さんの医療を守っておら

れることに感動さえ覚えたところであります。

しかし、特に整形外科病棟では、患者数増加に

よるベッド数の不足、内科病棟では、医師が１

名の上、看護師の病休等もあり、勤務体制に支

障が出ていたり、産婦人科病棟では、救急搬送

される患者の異常分娩等が多い上、助産師の不

足もあるなど、総じて医師、看護師に極端な負

荷がかかっていて、綱渡りの状況であるように

感じました。

また、昨年４月に救命救急センターが整備さ

れましたが、同じ三次救急医療を担いながら、

宮崎大学は医師20名で救急医療を担い、延岡病

院は専任医師が１人で頑張っておられました。

救急担当の竹智医師は、３階のヘリポートから

近くにある医師公舎を示しながら、「延岡病院

の規模では、医師数は1.5倍以上いるのが通常だ

が、近くに医師が住んでいることで、オンコー

ルなどでがっちり協力しているから、何とか医

療がやれています」というふうに話しておられ

ました。本当に頭が下がる思いでした。以下、

病院局長にお尋ねします。まず、休診中の神経

内科、眼科の再開見通しについてお尋ねしま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立延岡病院にお

きましては、現在、神経内科が休診となってい

るほか、眼科につきましても、常勤医師が不在

のため、週１回の外来診療にとどまっていると

ころでございます。特に神経内科につきまして

は、地域の医療機関に脳梗塞患者の輪番体制に

よる受け入れをお願いするなど、厳しい状況が

続いております。病院局といたしましては、従

来から医師の派遣をお願いしている宮崎大学に

対して、派遣の要請を行っているところでござ

いますが、大学におきましても、医師の確保が

困難な状況が続いております。今後とも、病院

長ともども粘り強く大学に働きかけるなど、さ

まざまな手だてを講じながら、休診科の再開に

取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 眼科の場合は、大分に行った

りとかしますし、神経内科は、開業医の輪番制

により何とか回しているということですけれど

も、一日も早い再開をお願いしておきたいと思

います。

それから、特に血液内科や整形外科等の患者

が多く、病棟での対応が大変な状況のように感

じました。医師、看護師の確保はどのように

なっているのかお尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立延岡病院では

現在、宮崎大学及び熊本大学からの派遣などに

よりまして、55名の医師を配置しておるところ

でございますが、延岡病院の患者数を見ます

と、さまざまな診療科で医師の増員を図らなけ

ればならないと考えております。延岡病院は県

北の医療を支える中核病院でございますので、

病院局としましては、医師を派遣していただい

ている宮崎大学及び熊本大学の医局に繰り返し

医師派遣の要請を行うとともに、県外で活躍す

る本県出身医師への働きかけなど、さまざまな

機会を捉え、医師の確保に努めているところで

ございます。延岡病院等の医師確保策は、なか

なか先が見えない状況が続いておりまして、今

般の地方創生事業で国が言います、従来の取り

組みの延長線上でない異次元の政策、こういう

政策を見出していく必要があると痛感している

ところでございます。

また、看護師の確保でございますが、今年度
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の採用試験において、延岡病院の地域枠25名を

含め、昨年度と比べ17名多い95名の採用内定を

行ったところでございまして、既に看護師免許

を取得している方につきましては、10月から順

次採用を行うなど、看護師の確保に努めている

ところでございます。

○鳥飼謙二議員 医師確保等よろしくお願いし

たいと思います。

次に、救急患者のことですが、救急患者は平

成19年度の１万308人をピークに減少していま

す。昨年スタートした救命救急センターでの救

急患者の受け入れ状況と受け入れ体制について

お尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） まず、県立延岡病

院の救急患者受け入れ件数でございますが、平

成23年度が5,115件、24年度が5,034件、25年度

が5,585件となっております。次に、救命救急セ

ンターの人員体制でございますが、11月１日現

在で、救命救急科の専任医師１名、救急病棟の

看護師16名の体制となっております。なお、平

日夜間及び土日等の休日につきましては、各科

の医師及び研修医２名、看護師３名で対応する

とともに、オンコールにより必要に応じて専門

医を呼び出す体制をとっているところでござい

ます。

○鳥飼謙二議員 救急患者が減少してきている

ということなんですが、ウオークインの患者も

入院が減少しているんですね。コンビニ受診抑

制で努力した結果であるとは思うんですけれど

も、その行き過ぎで適切な医療機会を失するこ

とがないようにお願いしておきたいと思いま

す。というか、ウオークインでも入院する患者

さんは今までもたくさんおられましたし、その

患者さんも減ってきている、どこかに何か無理

がいっているのではないかなとも思われたりし

ますので、御配慮をお願いしたいと思います。

次に、女性病棟では、救急搬送される妊産婦

が多く、また異常分娩も平成25年度は64.9％と

大変高くなっています。リスクの高い分娩等に

適切に対応するため、医師、助産師の配置が重

要と思われます。医師は定数どおり配置されて

いるとのことですが、助産師が不足しているよ

うであります。助産師の確保状況についてお尋

ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 現在、延岡病院に

は26名の助産師がおりますが、育児休業による

欠員、あるいは小児科等、産科以外への配置な

どによりまして、産科病棟には16名の助産師を

配置しているところでございます。リスクの高

い分娩に対応する助産師の確保は、延岡病院に

限らず、県立病院全体の課題となっております

ので、今年度、特に助産師の不足が続く延岡病

院の看護師１名を助産師養成学校に公費入学さ

せるとともに、看護師採用試験案内に助産師資

格を持つ看護師の募集を明記するなど、新たな

取り組みを行ったところでございます。この結

果、来年度の採用に向け、７名の助産師免許保

有者及び取得見込み者の採用を内定したところ

でございまして、今後とも、必要な助産師の確

保に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 先日発表されました平成26年

度の臨床研修マッチングについてでありますけ

れども、その結果は、前年度比10名増で、過去

最高になったのではないかと思います。県当局

や関係者の取り組みを高く評価したいと思いま

す。副院長を先頭に頑張っておられる県立延岡

病院には、残念ながら応募がありませんでし

た。この結果をどのように考えておられるの

か、病院局長にお尋ねします。

また、10月以降の２次募集の結果はどのよう
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になっているのか、福祉保健部長にお尋ねしま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局では、各県

立病院の研修医確保のために、毎年、医学生に

対し県外での病院説明会への参加や病院見学バ

スツアー等を行っているところですが、今回、

延岡病院におきまして、基幹型研修病院として

マッチ者が出なかったことは、大変残念に思っ

ております。医学生の意見等からその要因を考

えますと、延岡病院は、県内研修医の多くを占

める宮崎大学から遠く、学生から敬遠されやす

いこと、あるいはまた、患者数が多い中で医師

が充足しておらず、医学生の中に十分な研修が

受けられるかといった懸念があるなど、さまざ

まな理由が考えられます。やはりまずは、医師

の充実を図ること、そして、それが結果的に研

修医の確保につながるものと考えております。

また、同病院につきましては、宮崎大学や熊

本大学の協力型研修病院として研修医を受け入

れておりますが、特に熊本大学からの研修医に

ついては、毎年６名程度が１年間にわたり研修

しておりまして、基幹型と同程度の研修を実施

しているところでございます。このような実績

あるいは特徴等もＰＲしながら、今後とも、研

修医の確保が図られるよう努めてまいりたいと

考えております。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ２次募集につ

きましては、今年度末まで随時マッチングが行

われますが、今のところ、マッチ者が出たとい

う情報は伺っておりません。

○鳥飼謙二議員 研修医の確保、まず１名が大

事かなというような気がしますね。そういう人

がいて、それをまた後輩に引き継いでいくとい

うことが出てくるかと思いますし、また、住居

の確保の支援とか、いろんな支援も考えていた

だきたいと思っております。

今、延岡病院について申し上げてまいりまし

たけれども、これらのモチベーションの高いス

タッフにより支えられている延岡病院の現状で

ございます。医師確保に向けた知事の決意をお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 私は就任以来、県内各

地をくまなく回り、多くの県民の皆さんと意見

交換する中で、医療の充実や医師確保について

の切実な思いを直接伺ったところであります。

一方で、医療現場で頑張っておられます医師、

看護師の皆様は、県立病院のみならず民間病院

も含めてでありますが、懸命な思いで強い使命

感のもとに頑張っていただいているということ

を実感しておるところでございます。こうした

現場での医療従事者の負担を軽減し、県民の求

める地域医療の充実を図っていくためには、医

師、看護師等の確保に努めていくことが大変急

務であると認識しておるところでございます。

このため、医師の確保につきましては、平

成23年10月に宮崎県地域医療支援機構を設置し

まして、臨床研修医の確保などに取り組みます

とともに、平成25年４月には、県立日南病院に

地域総合医育成サテライトセンターを設置し

て、総合医の育成を図ってきているところであ

ります。また、ことしに５月に福岡で開催され

ました本県ゆかりの医師との交流会など、県内

外の医師とのさまざまな交流の場にも私自身、

積極的に参加しまして、本県の医療を担ってい

ただくよう、さまざまな情報提供をし、またお

願いしておるところでございます。さらに、先

般、国に提言いたしました「真の地方創生を実

現するみやざきモデル」におきましても、医師

の地域偏在の解消などにつきまして、具体的な

対応を要請したところであります。
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医師の確保は一朝一夕に進むものではないと

考えておりますが、地道で粘り強い取り組みが

今後とも必要であると考えておりますので、宮

崎大学、医師会、市町村としっかりスクラムを

組みながら医師の確保を図ることによりまし

て、県民の皆様が安心できる地域医療体制の整

備に全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 ぜひ先頭に立って、これから

もまた頑張っていただきたいと思っておりま

す。

次に、一ツ葉松林の松くい虫被害対策につい

てでございます。

一昨日も坂口議員のほうから、松くい虫対策

についての質問がございましたが、私は一ツ葉

海岸松林についてお聞きいたします。一ツ葉海

岸松林は、約200年前に飛砂や塩害から住民の生

活を守るために植栽されたと聞いています。そ

の規模は、南北に約12キロ、最大幅で約１キ

ロ、約830ヘクタールに及ぶ壮大な松林となって

います。この一ツ葉海岸松林の枯死が目立ち、

最近は、真っ赤といいますか、茶色といいます

か、そんな状況になっておりまして、調査とい

う大げさなものではありませんけれども、私が

見ただけでも、県有林で数百本、国有林で数百

本、また民間宅地等でも100本程度の被害が出て

いるようでございます。被害の実態について、

環境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 宮崎新港から

佐土原に至る一ツ葉海岸松林の松くい虫被害に

つきましては、昨年度は、夏の高温少雨の影響

によりまして、まとまった被害が発生したこと

から、前年度の約２倍の伐倒駆除を実施したと

ころでございます。また、今年度におきまして

も、継続的に被害が発生しており、調査の結

果、現在のところ、国有林内で約500本、県有林

を含む民有林内で約800本、合わせて約1,300本

の被害が確認されております。

○鳥飼謙二議員 松くい虫対策、マツノザイセ

ンチュウ、これは飛んでいきますので、県、森

林管理署、市町村が連携して対策をとる必要が

あると思うわけですが、その連携の状況につい

てお尋ねします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫の被

害拡大を防止するためには、松林の管理者が連

携して行う必要があります。このために、管理

者であります宮崎森林管理署、県、宮崎市及び

駆除を実施する森林組合等で構成いたします

「宮崎市森林病害虫等防除協議会」におきまし

て、駆除の時期や場所などの駆除計画や、駆除

班の編成などを協議しながら、連携して駆除に

取り組んでいるところでございます。

○鳥飼謙二議員 毎年６月になりますと、早朝

５時ごろから、県の職員も含めて関係者の人た

ちがヘリコプターで薬剤を散布する準備をして

おられまして、「御苦労さんですね」と声をか

けたりするところでございます。

ところで、昨年秋から被害木が放置されたま

まになっているのを私自身も確認しているわけ

ですけれども、相当数の伐採漏れ、伐倒漏れが

あると考えられますが、どのような対策を講じ

ておられるのかお尋ねします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫被害

の原因となりますマツノザイセンチュウを体内

に抱えて運ぶマツノマダラカミキリは、５月下

旬から７月にかけて羽化し、その後、生きた松

の若い枝をかじって成長した後に、枯れた松の

樹幹に産卵して、気温が低下する秋口に死滅す

るという一生を送っております。このために、

伐倒駆除は秋口以降に行っており、駆除に当た



- 217 -

りましては、作業の効率化を図るために、ある

程度枯れを確認した上で一斉にやるという方法

をとっております。

しかしながら、議員御指摘のとおり、松枯れ

によるのかどうかという判断がなかなか―濃

い緑、緑、薄緑、黄色、茶色と５段階になりま

して、なかなか薄緑の段階で切れるかどうか、

その辺の判断が非常に難しくて、伐採漏れがあ

ることもあります。このような被害木は翌年度

の被害につながりますことから、今後、被害木

の調査・確認をさらに徹底いたしまして、適切

な駆除に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 例えば、県民の皆さん方にパ

トロール隊員の委嘱とか、そんな工夫をしなが

ら、伐倒漏れがないようにしていく必要がある

んじゃないかと思っております。

それから、伐倒をやってきたと言われます

が、予算の確保がちょっと不十分ではないのか

なという気もするんですけれども、その点はい

かがでしょうか。

○環境森林部長（徳永三夫君） 松くい虫被害

対策につきましては、これまで県単事業により

実施してまいりまして、昨年度はまとまった被

害が発生しましたことから、補正予算で対応さ

せていただきました。ことしも被害が多いこと

から、国との協議を重ねました結果、国庫補助

事業の活用が可能となりましたので、本年度

は、県単事業とあわせ、駆除の徹底に努めてま

いりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 枝ぶりのいい松が非常に少な

くなってきたんですね。もうちょっと前といい

ますか、昔は枝ぶりのいい松がたくさんあった

んですけれども、今は余り見かけなくなったと

いうような現状ですから、白砂青松といいます

か、部長がおっしゃったように、そういう松を

しっかり守っていくということで、対応をお願

いしておきたいと思います。

最後に、ふるさと納税制度についてでありま

す。

一般に納税者が国や自治体、ＮＰＯ法人等に

寄附した場合に、所得税及び住民税に寄附金控

除が適用され、寄附金の額に応じて所得税及び

住民税が軽減されることになっております。ふ

るさと納税は、この一般の寄附金控除の制度を

前提としながら、自治体に対する寄附の場合

は、さらに住民税を優遇するとしたものであり

ます。一昨日の答弁では、昨年度は、県では46

件の343万円と減少傾向、市町村では１万8,000

件、３億2,293万円と急増しています。ふるさと

納税制度の概要と意義について、総務部長にお

尋ねします。

○総務部長（成合 修君） ふるさと納税制度

は、議員のお話にもありましたように、県や市

町村に対し寄附を行うことによりまして、翌年

に確定申告をすることで、寄附金のうち2,000円

を超える部分について、一定の上限まで所得税

と個人住民税から全額が控除されるものでござ

います。ふるさと納税制度は、本来、主に都市

部の住民が、自分の生まれたふるさとや応援し

たい自治体に寄附を行うことで、その地方自治

体のさまざまな取り組みを支援する趣旨のもの

でありまして、地方自治体の歳入の確保という

観点はもとより、都市に集中する税源の偏在を

是正するという観点からも、意義のあるものと

考えております。

○鳥飼謙二議員 寄附額の80％を限度に、宮崎

牛というような牛肉とか旅行クーポン券などを

寄附者に贈る自治体が増加しています。最近、

制度の趣旨を逸脱しているのではないかなと私

は思っております。500万あるいは300万以上の

平成26年11月21日(金)
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寄附者には、寄附額の50％から80％までを物品

で還元するなどの事例も出てきています。これ

は言いかえますと、納めるべき税金を納めず

に、牛肉や旅行クーポン券等と交換もしくは購

入することと同じでありまして、租税へのモラ

ルを欠く行為ではないかと思うのであります

が、県としての見解をお示しください。

○総務部長（成合 修君） 議員の御指摘にも

ありましたように、最近のふるさと納税は、余

りにも高額な特産品とか特典、お礼が話題とな

るなど、先ほど申し上げました制度本来の趣旨

からすると、やや逸脱していると思われる状況

も見受けられるところでございます。このため

昨年度は、総務省から、この制度の適切な運用

につきまして通知も出されたところでありま

す。しかしながら一方で、地方創生の動きの

中、地域のさまざまな特産品等を幅広く知って

いただき、地域の活性化を図るために、この制

度を活用することも一つの方策であると考えて

おります。現在、ふるさと納税をめぐり、今御

指摘のありましたものを含め、さまざまな御意

見がございますが、県といたしましては、制度

の適切な運用に留意しながら、他の自治体の取

り組みも参考にして、積極的な制度の活用につ

いて検討してまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 500万の所得税を納める人とい

いましたら、かなりの所得のある人ですよね。

普通の人はそんなにない。ですから、高額所得

者をさらに優遇するということになりかねない

んじゃないかなと思っておりまして、制度の適

切な運用について、制度をやっておる総務省に

ついては、そういう意見も上げていただいて、

適切な運用をお願い申し上げたいと思います。

今回、いろいろ延岡のお話とかもしましたけ

れども、ぜひ今後の御尽力をお願い申し上げて

私の質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、25日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時58分散会



11月25日（火）
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平 成 2 6 年 1 1 月 2 5 日 （ 火 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（37名）
2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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6番 松 村 悟 郎 （自由民主党）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）
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10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 福 田 作 弥 （ 同 ）

14番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 渡 辺 創 （県 民 連 合 宮 崎）

17番 田 口 雄 二 （ 同 ）

18番 髙 橋 透 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 中 野 一 則 （ 同 ）

24番 中 野 明 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 徳 重 忠 夫 （無 所 属 ク ラ ブ）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）
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38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 押 川 修一郎 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

20番 原 正 三 （自由民主党）
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知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美
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病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 阪 本 典 弘

教 育 委 員 長 島 原 俊 英

教 育 長 飛 田 洋
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事 務 局 長 大 坪 篤 史

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則
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議 事 課 主 査 松 本 英 治
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◎ 議案第42号追加上程

○福田作弥議長 ただいまの出席議員35名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は一般質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第42号の送付を

受けましたので、これを日程に追加し、議題と

することに御異議ありませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議案第42号を上程いたします。

◎ 知事提案理由説明

○福田作弥議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。ただいま提案いたしました補正予算案

の概要について御説明申し上げます。

今回の補正は、衆議院の解散により、12月14

日に行われることとなりました第47回衆議院議

員総選挙の執行等に係る経費について措置する

ものであります。

補正額は、一般会計８億1,240万1,000円であ

ります。これに要します歳入財源は、国庫支出

金８億1,240万1,000円であります。この結果、

一般会計の歳入歳出予算規模は5,843億349

万8,000円となります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔登壇〕

○福田作弥議長 知事の説明は終わりました。

◎ 一般質問

○福田作弥議長 ただいまから一般質問に入り

ます。まず、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 県民連合宮

崎の宮崎市選出、渡辺創です。

新聞各紙に「解散総選挙」「知事選」という

単語が飛び交い、慌ただしい12月となりそうで

す。そのような中ではありますが、一般質問も

最終日、河野知事を初め執行部の皆様には、前

向きで建設的な答弁をいただきますようお願い

申し上げます。

さて、私が初めて宮崎県議会を生で目にした

のは、４年前の９月議会一般質問でした。傍聴

席を訪れまして、２日間ほど一般質問を拝聴さ

せていただきました。登壇される議員がそれぞ

れ、東国原前知事に対して繰り返し繰り返し、

次期知事選への対応を確認する質問を投げ続け

ておりましたけれども、明確な答えは出てこな

いというやりとりが続いていたことを記憶して

います。テレビ等で雄弁に歯切れよく話してい

る東国原前知事の印象が強かったものですか

ら、全体的にいま一つ気迫の欠けるような答弁

に、肩透かしのような気持を受けて傍聴席を後

にしたことをよく覚えております。その後、知

事となられる河野知事は、当時、副知事席でそ

のようなやりとりをどのような気持で見てい

らっしゃったのか、質問はいたしませんが、興

味のあるところです。

その後、河野知事は公選18代目の宮崎県知事

に就任され、私を含め７名の１期生の県議は、

追いかけるように４月の統一地方選で県議会で

の議席をいただきました。私どもの知るこの３

年７カ月を振り返ると、河野知事は、鳥インフ

ルエンザなど危機事象や、口蹄疫からの復興と

いう急務に真摯に臨み、現在は、フードビジネ

スや東アジア戦略などを柱に、宮崎の未来・新
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時代を切り開くための施策に取り組んでいると

いうのは、ふだんから知事もお話をされてい

らっしゃいますし、私どもの立場からもそう認

識をしているところです。

議会においては、私たちが圧倒されるような

迫力というテイストではありませんが、ソフト

で丁寧な答弁に徹され、時には熱くなった質問

者側がその勢いを持っていく場を失ってしまう

というような雰囲気もなきにしもあらずでござ

いますが、それも河野スタイルということかと

理解をいたしているところです。

そのようなスタイルも含め、一定の理解をし

た上で、私ども民主党も、いよいよスタートま

で残り10日を切った次期知事選において、河野

知事の推薦を決定いたしました。先日は、知事

室において、海江田万里代表からの推薦証を井

上、田口両議員とともにお渡ししたところで

す。

神武様の初日だった今月１日に行われました

知事後援会の事務所開きにも出席をいたしまし

た。式では、県選出国会議員や各政党、経済団

体の代表者などの挨拶があり、その挨拶の中

で、今こそ「安定と継続」なんだという話が、

いろいろな方々から繰り返し繰り返し行われた

ところです。松形知事の最後の任期から直近４

期で４人の知事が県政を担ってきたという現状

を考えれば、その空気感はよく理解できるとこ

ろです。

ただ、河野知事にはぜひ、何のために安定と

継続が必要なのかということを十分にお考えい

ただきたいと思います。当日の挨拶の中でも申

し上げましたが、幅広く、小さき声にも、また

声を上げる力を持たない声にも耳を傾け、寄り

添う姿勢を持つ、そのための「安定と継続」で

あると私どもは考えております。前回の選挙と

異なり、今回の知事選に向けて河野知事は、幅

広い経済団体からの出馬要請を受け、支援を取

りつけ、多くの政党からも推薦を得ています。

推薦決定をした私どもが申すのも変かもしれま

せんが、知事の幅広い対話と協働という政治ス

タイルが、選挙戦を経て特定の団体や政党のみ

との対話と協働へと変質することのないよう

に、小さき声にも耳を傾け、県民のための本物

の知事であり続ける、そういう姿勢を持ってこ

の選挙戦に臨んでいただきたいと、心から願う

ところです。今、るる申し上げてきましたけれ

ども、申し上げたことをぜひお含みおきいただ

きまして、知事選を直前に控えた今の心境と今

後にかける思いを、改めて知事にお伺いいたし

ます。

残りの質問は自席にて行いますので、よろし

くお願いいたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

私はこの４年間、現場主義に徹しまして、県

内各地をくまなく回りまして、市町村や企業、

各種団体を初めとした県民の皆様との対話と協

働に努めてまいりました。さまざまな場所を訪

れたところであり、知事の姿を見るのは黒木知

事以来だというような声を伺ったところもあり

ます。

皆様との対話の中で把握した行政ニーズを、

的確に施策に反映させてきたところでございま

す。さまざまな声がございます。道路整備を初

め、医療、さまざまな分野での後継者不足、鳥

獣被害、いろんな声があり、これを事務方に伝

え迅速に対応する一方で、現場に入りまして感

じたことは、県の考えや取り組みというのがな

かなか伝わっていないということであります。

知事としての思いというものを直接語りかけ、
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また県としての考え方を御説明する貴重な双方

向のコミュニケーションの場にもなっていると

考えておるところでございます。

次期県政におきましても、徹底した現場主義

と対話と協働の姿勢を貫き、これまで築き上げ

てきた市町村、関係団体等との連携協力体制を

活用しながら、県政を力強く前進させるととも

に、対等な立場で連携協力する協働型の県政を

推進してまいりたいと考えております。そし

て、本格的な人口減少社会の到来の中にありま

しても、本県が将来に向けて発展し続けていけ

ますよう、構想力と実行力を発揮し、私が先頭

に立って、県民の皆様とともに「くらしの豊か

さ日本一」の実現を目指して、全身全霊を傾け

て邁進してまいりたいと考えております。以上

であります。〔降壇〕

○渡辺 創議員 ありがとうございました。17

日間という長い選挙戦ですので、大変かと思い

ますけれども、しっかり今お話があったような

知事の主張を唱えて選挙戦に臨んでいただきた

いと思います。

それでは、具体的な質問に移りますが、まず

都市間連携・協力のあり方について質問させて

いただきます。

この11月議会でも松村議員や二見議員が取り

上げておりましたけれども、先日、県は、神奈

川県川崎市との間で県産材の利用に関する連携

協定を結ばれました。協定の締結に至った経緯

と今後の方針、さらに現時点で川崎市との間で

どのような連携のあり方が協議をされているの

か、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（徳永三夫君） 今回の協定

は、川崎市が木材の利用促進策を検討する中

で、川崎市在住で、木材利用技術センターの有

馬前所長を通じて、本県の木材利用技術に関心

を持っていただいたことが契機となり、お互い

の強みと特徴を生かした連携を進めていくこと

を目的に協定締結に至ったものであります。

今後の方針といたしましては、川崎市の建築

ニーズや課題を的確に把握しながら、本県の有

するすぐれた木材利用技術を活用することによ

り、大都市における公共施設や民間施設などの

木材利用モデルを創出いたしまして、県産材の

需要拡大につなげていきたいと考えておりま

す。今後、民間も含めまして、具体的にどのよ

うな連携が可能か、現在検討を進めているとこ

ろでありますが、まずは川崎市を初め首都圏の

皆様に、宮崎杉を初めとする県産材のよさや高

度な技術について関心を持っていただくための

セミナーを、川崎市内で来年早々にも開催する

予定でございます。

○渡辺 創議員 具体的な連携のあり方は、今

後協議をしていくということで理解いたしまし

た。

実は、今回の宮崎県と川崎市の間での取り組

みは、宮崎のメディアよりも神奈川県のメディ

アのほうが非常に反応が早くて、かつ反応がい

いという状況になっております。宮崎県と川崎

市が方針を発表する以前の10月16日付で既に神

奈川県の地元紙、神奈川新聞には１面の左肩、

普通の新聞の価値判断でいえば、その日の２番

目の価値のニュース、１面の頭というのは国内

全体、海外のニュースも入ってくることが多い

ですので、そういう意味では地元で一番重要な

ニュースという形で取り上げられています。見

出しも３段立っていまして、「宮崎スギ 公共

施設に」「川崎市が積極利用へ連携」と大々的

に報じられております。さらに、２回にわたっ

て、１ページ分の４分の１のスペースを使う形

で、「新モデルへの始動」「木材利用で川崎・
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宮崎」という連載も行われていまして、木の花

ドームや綾中学校、日南市の吾田幼稚園の写真

もカラーで掲載されるということで、非常に大

きな扱いをされているというふうに思っていま

す。

記事によると、大規模施設の木造化にはさま

ざまな課題もあるということのようですけれど

も、既に半ば表明されているような形で載って

いるのが、川崎市では建設予定の市立小学校の

内装を木質化することや、放課後児童クラブの

ような川崎市のやっている施設の木造・木質化

も具体的に検討しているということになってお

ります。ぜひ県も、また宮崎とは違う川崎の事

情にも積極的に寄り添っていただいて、将来的

に販路拡大や、さらに林業県宮崎というイメー

ジを首都圏で浸透させるという役割も果たして

いただきたいというふうに思います。

続いて、商工観光労働部長にお伺いします

が、この川崎市との連携を林業だけで終わらせ

るのは非常にもったいない話だというふうに思

います。川崎といえば、かつては宮崎とのフェ

リーの航路もあって、一定のなじみもあったと

ころですので、ぜひ今後の観光誘客、物産品の

販路拡大、企業誘致など、さまざまな面で連携

を強化していただきたいというふうに考えます

けれども、今後の県としての取り組みの考え方

をお願いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 商工観光

労働部としましては、今回の協定締結は本県の

産業振興にさまざまな面で寄与するものと期待

しているところであります。

本県はこれまで、首都圏の企業と協働で、宮

崎の魅力をアピールする「みやざきweeeek!!」

や百貨店等での物産展の開催等により、本県観

光のＰＲや県産品の販路拡大に努めてきたとこ

ろでありますが、今後は、川崎市の協力をいた

だきながら、川崎市内の企業との協働を一層進

めますとともに、相互に物産展やフェアを開催

することも検討してまいりたいと考えておりま

す。また、協定締結を契機として、川崎市の企

業と本県企業との取引拡大や本県への立地を促

す取り組みに弾みをつけていくとともに、「川

崎モデル」として知られる中小企業支援の先進

的なノウハウ等を本県の産業振興に生かせない

か等につきましても、検討してまいりたいと考

えております。

○渡辺 創議員 今、川崎の企業との連携とい

う話も出ましたけれども、これは頭の体操の世

界ですが、宮崎県は東京に、宮崎の企業が東京

での営業活動等を行うためのフロンティアオ

フィスを持っているかと思います。もちろん

今、県の有している既存施設を使っての取り組

みですから、すぐに拡大せよという意味ではあ

りませんけれども、さらに可能性が広がる場合

には、例えば川崎に宮崎のフロンティアオフィ

スを置くというのも考えられるかと思います。

東京と横浜の中間にあって、東京駅まで20分、

品川だったらもっと近いですし、新宿や池袋方

面にも直通で行く電車もある。日産など横浜市

にも大きな企業がありますので、その中間点と

してまさにそういう活用もあるかなというふう

に思っております。これはあくまでも提案にと

どめますが、ぜひ今後、御検討いただきたいと

いうふうに思います。

さらに、川崎との連携が強まることによっ

て、修学旅行等の教育旅行の可能性も広がるの

ではないかと思いますけれども、現在、首都圏

から宮崎への修学旅行、教育旅行等の誘致の現

状を、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 教育旅行
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の誘致につきましては、アクセスや予算等の基

準を考慮し、関西以西からの誘致に重点的に取

り組んでいるところであります。こうした中、

首都圏からの誘致につきましては、南九州３県

合同による旅行会社や学校関係者へのセールス

活動等に取り組んでいるところでありまして、

誘致実績は、昨年度が３校、今年度は５校を受

け入れる予定となっております。

なお、近年、川崎市からの教育旅行の実績は

ありませんが、今回の連携協定を契機に、川崎

市からの教育旅行の誘致につなげていければと

考えております。

○渡辺 創議員 川崎市からの実績は、残念な

がら近年はないということでしたけれども、今

度は逆に、小中学校の把握は難しいかと思いま

すので、宮崎の県立高校が川崎市に教育旅行で

訪れているというケースがあるのかどうか、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成25年度について

申し上げますが、五ヶ瀬中等教育学校を含む県

立高校39校のうち、修学旅行で首都圏を訪れた

学校は33校ありまして、いろんな施設とか、

キャリア研修等をいたしておりますが、そのう

ち川崎市を訪れた学校はありませんでした。

○渡辺 創議員 両部にお伺いをして、費用面

や訪問先は学校がそれぞれ選定するという事情

も考えれば、さまざまな課題があるのは想像で

きましたけれども、やはり都市と都市の交流を

行う上で、人的交流というのは一番つながりも

深くなる手法だろうと思いますので、ぜひ今後

も御努力をお願いしたいと思います。

都市間連携・協力のあり方については、御記

憶にあるかどうかわかりませんけれども、９月

議会の一般質問でもかなりの時間を割いて取り

上げました。その際には、横浜市を仮想モデル

にして、特定都市との連携をきっかけに、深く

大都市圏での宮崎県の可能性拡大に取り組む方

法論として提起をしたつもりです。まさに今回

の川崎市との包括協定のようなイメージで話を

させていただいたつもりでおりました。

今回、８月には川崎市の副市長が、そして先

日の締結には福田川崎市長みずからが宮崎にお

越しいただき、県内の各施設も直接見ていただ

いております。また、その際には、神奈川県の

地元紙や、地元のテレビ局であるＴＶＫテレビ

神奈川も同行して取材をしているという力の入

れようだったそうです。先ほど答弁にもありま

したように、今回の直接的なきっかけは、木材

利用技術センターの有馬前所長がつくってくだ

さったということですが、今回の連携をラッキ

ーな出来事だったと済ませるのではなくて、前

回の質問でも申しましたけれども、さまざまな

縁故を積極的に探していただいて、同じような

可能性の拡大につなげていくことは、改めて重

要だというふうに思っています。川崎といえ

ば、サッカーJ１の川崎フロンターレも宮崎で

キャンプをやっています。そういう縁もござい

ますので、今後の川崎との交流への期待、また

新たな都市間連携の可能性について、知事の御

所見を、９月議会に続いてですが、改めてお伺

いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、川崎

市との縁は木材利用技術、また県産材の利用拡

大、そういったことに端を発して今回の協定に

至ったわけでありますが、さまざまな可能性

が、スポーツ、教育、経済にあろうかと考えて

おります。首都圏と九州ということで、遠く離

れているかのようなイメージがありますが、実

は空港から市街地が非常に近いということで、

時間距離の近いこの２団体であります。そう
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いった強みを生かし、またこれまでのいろんな

縁というものも、実は掘り起こすとまだまだ、

もっともっとあろうかというふうに考えており

ます。

先ほど商工観光労働部長が答弁をしました

「川崎モデル」は、中小企業支援であります

が、まさに現場主義ということで、待ちの姿勢

ではなく、職員が出張っていって、人と人とを

つなぐ、企業をつないでいく、これも本県の中

小企業支援に応用できるのではないかと、大変

楽しみにしておるところでございます。行政の

こういう縁のみならず、経済界、さらには県民

同士の、市民同士の交流に結びつけていくこと

により、もっともっとさまざまな可能性が広

がってくるのではないかということで、やはり

都市と地方の対立の構図ではなしに、お互いの

よさを生かしていく、補完し合う、そのような

都市と地方の共生と捉え、まさに地方創生の一

つのモデルとして育ててまいりたい、そのよう

に考えておるところでございます。

名前からとった、一歩先を行く「崎崎（さき

さき）コンビ」「崎崎（さきさき）連携」とい

うことを申し上げておるところでございます

が、都市間連携、さまざまな地域間の連携のあ

り方もあろうかというふうに思います。これま

では逆に「宮宮コンビ」、宮城との連携、カツ

オ等のつながりを生かした連携も行い、これは

東日本大震災の復興支援などにも生かされてい

るわけでございます。今後とも、さまざまな可

能性を模索して、本県の活性化に結びつけてま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。ぜ

ひ、引き続きの取り組みをお願いいたします。

テーマを変更いたしますが、ネーミングライ

ツなど新たな収入確保策についてお伺いをいた

します。

このテーマは、実は４年前といいます

か、2011年の６月議会でも積極的な活用を提案

いたしました。今回、ネーミングライツの導入

については、県立芸術劇場メディキット県民文

化センターに続いて、県総合運動公園での導入

が始まりましたが、芸術劇場については収支状

況と導入効果、さらに県総合運動公園について

は今回の導入の経緯と収支状況をお伺いしたい

と思います。総合政策部長と県土整備部長に、

それぞれ御答弁をお願いいたします。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県立芸術劇

場につきましては、県内施設で初めて平成20年

度にネーミングライツを導入し、平成25年度ま

での６年間の収入額は１億2,000万円でございま

す。また、平成26年度からは３年間で3,000万円

の収入を見込んでいるところでございます。ネ

ーミングライツ導入時に要した費用でございま

すが、看板・サイン等の改修に約200万円を要し

たほかは、その後、特にランニングコストはか

かっておりません。ネーミングライツの効果と

いたしましては、県立芸術劇場の指定管理料の

貴重な財源として、文化振興のため有効活用さ

せていただいているところでございます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県では、厳

しい財政状況の中、歳入確保策の一つとしまし

て、全庁的にネーミングライツの導入に取り組

んでいるところであります。こうした中、県土

整備部におきましては、全国的にも知名度が高

く、情報発信力がある県総合運動公園につきま

して公募を行い、９月に霧島酒造株式会社と契

約に至ったところであります。今回の契約で

は、年額4,000万円、本年10月から平成31年９月

までの５年間で、総額２億円の収入を見込んで

おります。また、支出としまして、今年度は、
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サインや看板等の変更に要する工事費用として

約2,300万円を予定しているところでありまし

て、来年度以降につきましては、全額、施設の

維持管理に係る指定管理料に充当する予定にし

ております。

○渡辺 創議員 ネーミングライツは、1980年

代にアメリカで始まって、1990年代の後半から

急速に広がったということのようです。国内で

は、2003年に東京都調布市の東京スタジアムが

５年間で12億円ということで、最初のネーミン

グライツで「味の素スタジアム」になったとい

うのは、話題としても記憶にあるところかと思

います。最高額が何なのかというのを調べてみ

たんですが、なかなかわからないんですけれど

も、平成17年に横浜市と日産の間で結んだ新横

浜国際競技場のネーミングライツ料は年額４

億7,000万円ということで、５年間でそれを掛け

算した数字になるわけですが、非常に高額で話

題にもなりました。ただ、その後は、日産の経

営状況もあって、値下げがずっと続いていると

いう状況に今もあると聞いています。その意味

では、高い料金を何でもつければいいというこ

とではないと思うんです。県内の両施設におい

て、どのような根拠で今回のネーミングライツ

料の設定が行われているのかということを、再

び関係両部長にお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（橋本憲次郎君） 県立芸術劇

場のネーミングライツ料につきましては、施設

の持つ宣伝効果や他県の同種施設での事例等を

総合的に勘案して設定させていただいたところ

でございます。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県総合運動

公園のネーミングライツ料金につきましては、

プロサッカーチームのホームスタジアムである

大分スポーツ公園総合競技場が年額4,000万円で

ありましたことなど、九州内の同規模の運動公

園等を参考にして設定したところであります。

○渡辺 創議員 身の丈に合わない価格設定で

も、今度は受けるところがないという話になる

でしょうし、逆に余り安い設定ということで

は、県有施設の価値を十分に生かしていないと

いうことにもなるのかと思いますので、常に十

分な検討をお願いしたいと思います。

また、ネーミングライツは、地方ではスポン

サーがつきづらいという傾向もあるようで、価

格設定を安くして、小さな額で多くの企業に受

け入れてもらえるというような命名権設定を

行っている手法もあるようです。余り行き過ぎ

ると、施設の本来の目的が何だったのかがわか

りづらくなってくる面もありますので、非常に

難しい面もあります。ただ、行政が一生懸命、

積極的に収入確保に取り組んでいるという姿勢

を県民に示すことは、県政への理解であった

り、考え方を浸透させる上でも非常に効果があ

るのかなというふうに考えているところです。

その前提に立った上で、今後の導入について基

本的な考え方を、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（成合 修君） ネーミングライツ

につきましては、みやざき行財政改革プランや

当初予算編成方針において、大変厳しい財政状

況の中で、歳入確保の強化策の一つとして位置

づけ、本県におきましても、先ほど答弁がござ

いましたが、全国的に取り組まれている文化施

設やスポーツ施設において、導入を進めてきた

ところであります。県といたしましては、今後

とも、他県の事例等も参考にしながら、導入が

期待される施設を対象に、積極的に検討してま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。そ
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のほかにも、県が新たな収入確保のために取り

組んでいる事業はさまざまあるかと思いますの

で、その取り組み状況を、総務部長に引き続き

御答弁いただきたいと思います。

○総務部長（成合 修君） 本県は、地方交付

税や国庫支出金などに大きく依存する脆弱な財

政基盤でありますことから、財政改革の一環と

いたしまして、歳出の徹底した見直しととも

に、自主財源の確保に努めているところであり

ます。

具体的には、ただいま御説明いたしましたネ

ーミングライツ以外に、市町村と連携した県税

の徴収事務やコンビニ収納の導入等による徴収

率の向上、さらには未利用地となっております

県有地の売り払いや、公募方式による庁舎内の

自動販売機の設置、また国債や債券などの基金

の効率的な運用等による財産収入の確保、この

ほか、県ホームページや自動車税納税通知書の

封筒を活用した広告収入、最近では、県庁本館

正面玄関の庁舎案内板を活用しまして、広告収

入の確保などに鋭意取り組んでいるところであ

ります。これらの取り組み等によりまして、平

成25年度決算では、財産収入が約16億円、広告

収入が約1,100万円となっており、今後とも積極

的に歳入確保策に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

テーマを移しまして、来年度予算の編成に関

してお伺いをいたします。

いきなり各論で大変恐縮ですが、９月議会で

取り上げた県立図書館の資料購入費についてで

す。先月の図書館関係者との「ふれあいフォー

ラム」の中で、知事は予算回復の意向を示され

たという趣旨で報道等があっておりますけれど

も、そのお考え、報道で伝わっている意思に間

違いはないのか、知事にお伺いをいたしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 県立図書館で行った

「ふれあいフォーラム」であります。県民との

対話を行う「ふれあいフォーラム」は、それぞ

れ市町村ごとに行うものに加えて、こういう分

野別のフォーラムを開催しておるところでござ

います。今回、図書館の資料購入費の削減とい

うのが大きく話題となる中で、私が指示をして

開催したところでございます。

人づくりを26年度予算の中で重点項目のイの

一番に掲げる中で、資料購入費の削減になって

しまった。予算のやりくりの中で、やむを得ざ

る部分もあったのかもしれませんが、大変残念

な思いもありましたので、それを何とかしてい

きたいという思いのもとでこれを開催し、議論

し……。この資料購入費につきましては、その

削減されたものをもとに戻すといいますか、一

定、戻す方向ということで検討したいというの

はそのとおりでありますが、このフォーラムを

開催したのは、そのことだけにとどまらず、ピ

ンチをチャンスにという話がありますが、この

機に、資料購入費の問題のみならず、司書の充

実の話とか、市町村その他の図書館との連携の

話など、まさに県立図書館がどうあるべきか、

また、それ以外の図書館等を含めた図書環境と

いうものをどう考えていくのかというきっかけ

にしたい、そのような思いであったわけでござ

います。今後とも、こういうフォーラムの議論

―またその後も図書館でのシンポジウム等も

ございましたが、そこでいただいた御意見等を

踏まえながら、この充実に努めてまいりたい、

そのような考えでございます。

○渡辺 創議員 今、御答弁の中にもありまし

たけれども、新聞報道等々を通じて県民の皆さ
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んから上がった声をある種、真摯に受けとめ

て、そういうフォーラムの開催も知事が決めら

れたというのは、まさに幅広く、さまざまな声

にきちんと耳を傾ける姿勢のあらわれかと思い

ますので、今後も引き続きお考えいただきたい

というふうに思います。充実に向けてというこ

とですので、そういう取り組みであるというふ

うに理解をしたいと思います。

さて、先日、来年度の予算編成についての基

本的な考え方は、我々にも示されているところ

ですけれども、12月の選挙を勝ち抜けば、２期

目の最初の年度の予算ということになるわけで

すので、現時点での来年度予算に対する知事の

基本的な考え方と重点課題をお伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 本県の財政状況であり

ますが、今後、社会保障関係費、毎年、何十億

というオーダーでふえているこういったものも

含め、防災・減災対策や公共施設の老朽化対策

等の増加によりまして、さらに厳しさを増すこ

とが見込まれておるわけでありますが、このよ

うな中にあっても、本県が抱える政策課題に的

確に対応していく必要があろうと考えておりま

す。

このため、平成27年度の当初予算につきまし

ては、骨格予算として編成することになるわけ

でありますが、財政改革の着実な実行、優先度

の高い施策に取り組むこと、役割分担等を踏ま

えた施策の推進というものを基本方針として編

成することとしたところであります。

施策の構築に当たりまして、特に優先して対

策を講ずべき視点として４つほど掲げておりま

す。１点目には、最重要課題であります人口減

少問題の克服、２点目として、本県の将来の発

展と地域を支える人財づくり、３点目とし

て、2020年東京オリンピック・パラリンピック

の開催を見据えた、「宮崎のおもてなし」の磨

き上げと魅力の発信、４点目として、本県のさ

らなる発展に向けた長期的、継続的な取り組み

というものであります。こうした柱をもとに、

選択と集中の理念のもと、限られた財源の中で

はありますが、めり張りをつけて、より効果的

な施策展開を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○渡辺 創議員 今年度の予算の中では、ニュ

アンスとしては含まれていましたけれども、決

して特出しされていなかった点で、今お話が

あった中で特徴的なのは、「人口減少」という

単語が明確に前面に出されているということか

と思います。今日的な社会の空気感や背景も

あって非常に特徴的なことなのかなというふう

に理解をするところです。

きょうの質問でお伺いしたかったのは、予算

編成の基本的なやり方とか本筋のところにかか

わる部分ではなくて、毎年毎年、知事も思いを

込めて予算編成されるんだと思いますが、その

込めた思いを、いかにして多くの県民の皆さん

にわかりやすく理解してもらうのかというこ

と、いわば、どういうお化粧の仕方をして、ど

ういう洋服を着せるかによって、通常の予算の

説明ではなくて、わかりやすく県民の皆さんに

理解してもらえるかということをちょっとお話

をしたいというふうに思っております。頭の体

操と思って聞いていただければ結構です。

例えば、宮崎県でも、予算の狙いをわかりや

すく伝えるために、最近でも、ことしでいえ

ば、「東九州の新時代へ～みやざき飛躍予算」

というふうにタイトルをつけたり、重点施策を

定めて関連する事業を引き出していってまとめ

て示してみるなど、さまざまな工夫がされてい
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ることは十分に理解をしております。全体の組

み立てに関してどうのこうのというわけではな

くて、これは何ら問題がないことだというふう

に思いますけれども、その中でもさらに知事の

政治的なメッセージであったりとか、予算額の

高い低いではなくて、これは知事が一押しなん

だと、未来に向かって宮崎に必要なチャレンジ

ングな事業なんだというようなものを、いわば

もう一つ別の切り口で整理をし直し、設定をし

直して示していくというのも一つの手法なので

はないかなというふうに思います。予算額の高

い事業を並べるというわけではなくて、メッセ

ージのこもった事業を並べるという意味です。

例えば「知事の未来創造枠」と名前をつけ

て、成果が出るか、その保証はないけれども、

未来の宮崎の可能性を開くためには重要だとい

うふうに知事が判断した事業を10事業ほどまと

めて示してみるとか、「知事のこだわり枠」と

いうふうに名づけて、よく知事も答弁でおっ

しゃいますけれども、高校野球の支援事業のよ

うな、額は決して大きいわけではありません

が、宮崎県のこれからの豊かさ等々を考えてい

くときに重要なポイントだと知事が思っている

ようなものを列記していくとか、政治家河野俊

嗣としてのメッセージを、予算編成全体を通し

てアピールするだけではなくて、あえて細かい

事業を特出ししていくことによってメッセージ

を象徴的に伝えていく、そういうやり方もある

のではないかと思います。別に予算編成全体を

見直せとか組み直せという話をしているわけで

はなくて、整理の仕方を少し直すだけでそうい

うメッセージを送ることができるのではないか

と思っております。あえて政策の種類や分野だ

けでくくるのではなくて、知事の思いでくくっ

てみるということでいいのではないかと思いま

す。頭の体操として聞いていただいております

けれども、知事の御感想がありましたら、お伺

いをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） しっかりと予算に対す

る思いというものを県民の皆さんにお伝えする

そのやり方、ノウハウとして参考にさせていた

だきたいというふうに考えております。

予算全体に一つのネーミングをするというこ

と、26年度予算であれば「東九州の新時代へ～

みやざき飛躍予算」として、さまざまな柱を立

てて整理をするということも、一つわかりやす

くお示しするものでありますし。その中で特に

こだわりのものということで示すと、実は、予

算の記者会見のときに、そのような知事として

の、私としてのこだわりのものはこういうもの

がありますというのを列挙したりというような

やり方はしておるところでございますが、もっ

とわかりやすく、いろんな形で工夫が必要なの

かなということを受けとめたところでございま

す。

予算については、各報道機関が何回かの連載

物で分野ごとに紹介をしていただく、その中で

特にこういうものにこだわりがあるというよう

な形で、県民の皆さんにお伝えすることができ

ようかというふうに思っております。これから

も、その伝え方、伝える方法、タイミング等も

含めて、いろいろアイデアを凝らしてまいりた

いと考えております。

○渡辺 創議員 今、知事のお話にもありまし

たように、既にそういう思いは各種事業の中に

込められているものだと思いますから、そのく

くり方というだけの問題かと思いますので、御

検討いただければと思います。

テーマを移します。今年度、県議会ではスポ

ーツ振興対策特別委員会を設置して、国体誘
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致、東京五輪、またパラリンピックに関連する

本県の取り組み等についての調査活動を進めて

いるところです。私も委員会の一員として議論

に加わっておりますけれども、調査をすればす

るほど、国体誘致を考えたときにさまざまな課

題があるということも見えてくるところです。

国体の開催には種目ごとに施設基準があるとい

うふうに説明を受けておりますけれども、県内

の各施設は開催基準を満たしているのかどう

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 国体の競技施設の基

準は、日本体育協会の「国民体育大会施設基

準」に示されておりますが、その基準では、本

年度国体実施の40種目のかなりの種目は、現在

の県内の競技施設で実施が可能であります。し

かしながら、一部ではありますが、冬季、つま

り冬の競技だとか、あるいは水泳の一部種目、

クレー射撃などの競技については県内に基準を

満たす施設がなく、現在の本県施設では実施が

難しいものもございます。

○渡辺 創議員 冬季種目とか、かなり特殊な

ものを除けば、それ以外は今も開催に十分に適

応できるということかと理解をしました。

ただ一方で、特別委員会の活動等で県内でヒ

アリングを行っていると、施設の不備を指摘す

る声がたくさんあります。また、新規の施設整

備を求める声も上がっておりますけれども、市

町村と連携した形での施設の新設も含めて、施

設新設に対しての現時点でのお考えを、教育長

にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 国体に向けた施設整

備につきましては、直近に開催された東京都と

か各県の状況を見ますと、施設整備の方針や基

準を、国体の招致表明をなされた後で定めてお

られるというのが通例でございます。本県でも

それらの都県と同様に取り組むとすれば、市町

村も含めた県内のスポーツ施設の状況や整備計

画を把握し、国体の招致表明をした後に、各競

技会場について各市町村との調整も行いなが

ら、会場を決定していくことになろうかと思い

ます。

競技会場や施設の選定に当たっては、日本体

育協会が定めている国体の基本方針で、競技施

設については、「できるだけ既存施設の活用に

努め、新設・改修に当たっては大会後の地域ス

ポーツへの活用を考慮し必要最小限にとどめる

こと」と定められておりますので、日本体育協

会のそのような方針と県の厳しい財政状況を踏

まえながら、総合的に検討していくことになろ

うかと思っております。

○渡辺 創議員 総合的に検討していくという

ことでしたが、次は知事にお伺いしたいと思い

ます。知事選に向けての政策提案の中では、国

体誘致を明確に表明されております。県内を見

て回ると、プールとか陸上競技場に関しては、

その場しのぎの対応で済むのかわからないとい

う本質的な問題を抱えている施設もあるかとい

う気がします。知事が国体誘致を今回の提案の

中でもおっしゃっているわけですから、その誘

致に取り組む象徴として、新規施設の建設とい

うのも政策判断としてはあり得るのかなという

気もしますけれども、施設整備を含め、今後、

誘致にどういうふうに取り組むのか、知事のお

考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 県有のスポーツ施設の

多くが、前回の国体以前に整備されて30年以上

が経過しておるものでありまして、厳しい財政

状況の中で、新たな施設の整備というのは大変

難しいと。署名も含めて、いろんな施設の整備

の要望を寄せられているところでございます
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が、なかなか厳しい状況でありまして、何とか

定期的な改修などにより、維持管理に努めてい

るのが現状であります。

国体について、この議会でもさまざまな御議

論がございますが、やはり各県が持ち回りをす

ることにより、競技力、またスポーツの振興を

図りつつ、施設の整備も含めたスポーツ環境の

充実を図っていこう、そのようなことが一つの

大きな目的であろうかというふうに受けとめて

おるところでございます。

国体の招致に当たりましては、国体の各種目

を県と市町村の既存のどの施設で実施できるの

か、どのような施設の整備、改修等が必要なの

か、また場合によっては、隣県のどのような施

設が活用できるのか、また一時的な特設会場と

いうものも考えられるのか―インチョンのア

ジア大会だったでしょうか、大会で使って、そ

の後の維持管理を考えて取り壊すというような

ところもあるような、さまざまなやり方がある

ということでございますが、やはり国体の後の

利活用ということも視野に入れた整備というも

のが重要ではないかというふうに考えておると

ころであります。こういったさまざまな観点を

踏まえて、いろんなアイデアを出して総合的な

検討を進めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

スポーツ振興でのテーマを、総合型の地域ス

ポーツクラブの話に移したいと思います。

これまでにも何度か質問をしてきているんで

すけれども、スポーツランドみやざきは、プロ

スポーツを間近で見るという環境だけではなく

て、県民の多くの皆さんが、宮崎の温暖な気候

等に加えて、スポーツを楽しむ環境をつくって

いくということが大事かというふうに思ってい

ます。その意味では、総合型地域スポーツクラ

ブの支援というのは非常に大切なことだという

ふうに思っておりますけれども、教育長のお考

えをお伺いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブは、いつでも、誰でも、いつまでもスポ

ーツを楽しむことができる場としてスポーツの

裾野を広げ、県民の皆さんが各地域で気軽にス

ポーツに親しめる環境づくりに大変重要な役割

を果たしていただいていると考えております。

そのため、県教育委員会におきましては、ふ

だん、スポーツ、運動をする機会の少ない方々

を対象にして、スポーツイベントや運動教室を

開催しようとする総合型スポーツクラブに、補

助金を出すなどの支援をさせていただいている

ところであります。今後とも、生涯スポーツの

推進に向けて、市町村や関係団体と連携しなが

ら、総合型スポーツクラブの育成を図ってまい

りたいと考えております。

○渡辺 創議員 たまたまきのうも、某総合型

スポーツクラブのミニバレーの大会があっ

て、56チームが参加ということでした。申し込

みは100チームほどあったそうで、それだけ熱心

に地域の方々の、ソフトバレーですから、楽し

むことも含めた環境の維持に大きく貢献してい

るクラブもある。もちろん、クラブとして名前

はつけているけれども、実態として運営がまま

ならない状況にあるというクラブもあるのは承

知をしているところです。

今、教育長からも、重要性については認識い

ただいているという話がありましたが、やはり

多くのクラブが経営上、運営上、必ずしも順調

にいっているところではない。もちろん理念か

ら言えば、できるだけ早い段階で自主的な経

営、運営がしっかりできる環境をつくっていく

というのが最も重要であり、大切な理念だとい
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うこともわかっているわけですけれども、数年

がたつと、ｔｏｔｏの助成を含めてどんどんな

くなっていくという環境の中で、非常に難しい

ところにあるのも事実かと思います。

そんな中で、総合型にかかわる皆さんは、県

の教育委員会も、たくさんクラブをつくれとい

うふうに旗は振るけれども、では本当に支援と

いうときにクラブの方々に心が通じるような支

援になっているのかというところに、ちょっと

不安というか、御意見がある方もたくさんい

らっしゃるようです。クラブに対する直接の助

成というのは、制度の理念から考えても、いつ

までも行うことではないというふうに思います

が、さまざまな悩みや運営上の苦労を持った方

々が寄り合って、いろんなことを考える協議会

等への支援というのは、もう一歩充実があって

もいいのではないか。財政上の運営経費の支援

も含めて、県からの支援があってもいいのでは

ないかという御意見をよくいただきますし、私

もそう感じるところですが、教育長のお考えは

いかがでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 総合型地域スポーツ

クラブ連絡協議会というのは、県内全ての総合

型クラブが加盟していただいている団体であ

り、本県の生涯スポーツの全県的な推進に貢献

いただいており、大変感謝をいたしているとこ

ろであります。

いろんなことが考えられますが、連絡協議会

への運営補助をということで申しますと、現

在、連絡協議会の会合と県教育委員会が主催す

る会議をあわせて実施することなどにより、運

営の負担軽減のお手伝いをさせていただいてい

ます。それから、県主催で、総合型クラブのア

シスタントマネジャーの育成やその資質向上を

図るための養成講習会を実施したり、県内全て

の総合型クラブが相互に研究・協議するための

会議等を開催することにより、連絡協議会への

側面的支援をさせていただいているところであ

ります。それから、連絡協議会のほうでエン

ジョイスポーツフェスティバルをしていただい

ておりますが、教職員互助会―これは教職員

ＯＢと現職会員が会員となっている会ですが

―のほうからも、ある程度の助成をさせてい

ただいているというふうに聞いております。

総合型地域スポーツクラブ連絡協議会は、本

県の総合型クラブの活動がより一層活発化する

ように御尽力をいただいているということは十

分認識しておりますので、どんなことが可能

か、研究してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 今回、質問の準備を進める中

で、そういう協議会等への運営費の補助みたい

なものは、どんどん枠が小さくなっていってい

るということも伺って、そういう事情も理解は

できるところですけれども、研究というふうに

言っていただきましたが、ぜひ前向きに検討し

ていただきたいと思います。

次に、エボラ出血熱の対応について伺いたい

と思います。

アフリカで始まったエボラ出血熱の感染拡大

が、徐々に世界に広がっております。日本でも

感染を疑われるケースが出てくるなど、緊張感

が高まってきていますけれども、まずは可能性

のある患者さんを見落とさないという観点での

対策、そして次には、仮に発生が疑われる例が

見つかった場合にはいかに対処するのかという

ことが重要になるかと思います。現時点での県

内で対応するための体制について、福祉保健部

長に確認をさせていただきたいと思います。

○福祉保健部長（佐藤健司君） エボラ出血熱

発生地域からの入国者、帰国者に対しまして
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は、検疫所が、入国時に発熱等の症状を確認す

るとともに、21日間、１日２回の体温などの報

告を義務づけることによりまして、健康状態の

監視をしているところでありまして、これらの

情報は本県に提供されることになっておりま

す。

県としましては、これまで、県民へ適切な情

報提供を行いますとともに、医師会や医療機関

に対して、発熱がある受診者に対しては、１カ

月以内の発生地域での滞在歴を確認するよう、

周知を図っております。また、県内でエボラ出

血熱患者が発生した場合は、国と協議し、県外

の第一種感染症指定医療機関に搬送することに

なりますので、現在、熊本県や佐賀県、大分県

と調整を行っております。

○渡辺 創議員 先日の内村議員の質問とも重

なっていて大変申しわけないところですが、次

に、首都圏での感染が疑われるケースがあった

際には、患者さんといいますか、疑われた状況

にあった方の搬送等の支援に警察の関与もあっ

たように見受けられました。また一部では、誰

が何を担うのかというところに混乱があったと

いうような報道もありました。そのようなこと

も踏まえまして、県警として発生時の対応をい

かに想定しているのか、県警本部長にお伺いを

いたします。

○警察本部長（坂口拓也君） エボラ出血熱の

疑似症患者が確認された場合、県警は、関係機

関が一体となって行う感染防止対策に積極的に

参画し、混乱等に伴う不測の事態に的確に対処

することといたしております。具体的には、検

疫所や医療機関等の警戒活動、感染者等の搬送

支援、検体の搬送支援等を実施することとして

おります。

○渡辺 創議員 もちろん、大都市部に比べれ

ば、確率論の問題で発生の可能性は低いかもし

れません。今後あってはならないと思います

が、もし国内でもたくさんの感染が起こるよう

な状況になったときに、県内でも不安が非常に

増幅されるという可能性もありますので、対処

のほどをよろしくお願いいたします。

項目としては最後の項目にしたいと思います

が、豊かさの指標についてお伺いをいたしたい

と思います。

知事が知事選に向けて公表された政策提案

「ともに築こう「みやざき新時代！」の中で

は、至るところで「豊かさ」ということが強調

されているかと思います。サブタイトルから

「くらしの豊かさ日本一の宮崎」というふうに

なっている点から見ても、そのことは明らかと

思います。

知事はその政策提案集の10ページで、「みん

なが心豊かに幸せにくらすためには、経済的な

豊かさと、お金に代えられない価値との両方が

調和した社会に変えていく必要がある」という

ふうに位置づけていらっしゃいますし、「宮崎

らしい「真に豊かなくらし」を実現するため、

その指針となる「豊かさの指標化」を行う」と

いうふうに政策提案の中に書いてあります。

豊かさというのは、個人の価値観によるとこ

ろも非常に大きいものだというふうに思うんで

すけれども、指標化というのは、普遍的な価値

として、宮崎における豊かさというのを規定し

ようという取り組みなのか。ちょっと私の勉強

が足りないのかもしれませんが、もう一つイメ

ージが湧かない面がございます。せっかく知事

選の前のこの機会ですので、知事が考える豊か

さとはどのようなイメージであって、また豊か

さの指標化というのはどういうことなのか、知

事にお伺いしたいと思います。
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○知事（河野俊嗣君） 価値観が多様化する中

で、経済的な豊かさのみならず、心の豊かさが

求められている。これはもう長年言われておる

ところでありますが、そのときに本県をよく考

えてみますと、温かな県民性でありますとか、

豊かな自然、農林水産物、また人や地域のきず

な、伝統文化、ゆったりとした暮らし、さまざ

まな可能性、また豊かさに包まれている、その

ように考えております。

県の現在の総合計画におきましても、経済的

な豊かさと、お金にかえられない価値というも

のがうまく調和をした、「新しいゆたかさ」と

いうものの実現を目標に掲げて、さまざまな施

策の展開を図ってきたところであります。た

だ、この豊かさというのは、なかなか具体的な

数値やランキングとかで示すようなものではな

い。非常にそういう難しさ、伝えにくさという

ものがあるところでございますが、今回提案し

ております「豊かさの指標化」というのは、こ

ういった意味での豊かさについて、ある程度の

県民の目標みたいなものを掲げられないかとい

うことであります。

例えば、家庭での団らんを週にどれぐらい

持ったかというようなこと、また仕事以外にど

ういう楽しみを持っているのか、またスポーツ

や文化、自然にどれぐらい触れ合っているのか

という、きずなや心の豊かさにつながる項目で

ありますとか、子育てのしやすさ、通勤時間の

短さ、住宅や物価の安さといった、暮らしやす

さにつながる項目など、わかりやすい指標化が

できないかということであります。そういった

ことを通じて、県民の皆さんが、本県の持つ本

当の価値というものを見詰め直し、地域への誇

りを育んでいただく機会にできないだろうかと

いうことであります。

現在、「里山資本主義」の著書などで有名な

藻谷浩介さんが宮崎日日新聞にコラムを書いて

おられますが、直近のコラムの中で、県民に

とって当たり前の日常こそが、例えば都会の方

にとってはこの上ない魅力なんだというような

こともおっしゃっておりまして、まさにそのと

おりだという思いがしたところでございます。

県民の皆さんが、そういう意味での豊かさと本

県の持つ可能性というものを改めて見詰め直

し、実感をしていただくとともに、県外に向け

て、そういった経済的な数値だけでは比較でき

ない本県の優位性とか豊かさをアピールしてま

いりたい、そのように考えておるところであり

ます。

この「豊かさの指標化」の具体的な検討に当

たっては、さまざまな御意見をいただきなが

ら、作業というものを進めまいりたいと思って

おります。そういう基本的な考え方のもとに、

また今現在、豊かですね、いいですね、宮崎は

いいところですねということを確認するだけで

はなしに、その豊かさを維持するためには、い

ろんな努力なりが必要でありますし、さらにそ

れをよいものにしていく、そういう努力なり発

展に結びつけてまいりたい、そのような思いで

提案をさせていただいたところであります。

○渡辺 創議員 多くの県民が、自分たちが暮

らすこの宮崎の豊かさを客観的に理解できて、

それは守るべき豊かさであるというコンセンサ

スが得られて、それに取り組んでいくというの

は非常にいい試みだろうと思うところです。

いずれにせよ、多くの県民が、それぞれの豊

かさであったり、それぞれの幸せというのを享

受できる、お仕着せの豊かさではなく、お仕着

せの幸せではなくて、多様性を持って最大公約

数が心地よく暮らせる社会を築き、その幅から
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こぼれ落ちる人たちにも生きやすい社会をつ

くっていく。これこそが政治の原点ではないか

というふうに私は考えているところです。きょ

うの質問の冒頭でも申しましたが、小さき声に

も耳を傾けて、上げることすらできない声にも

寄り添って県政の運営を行っていく、それこそ

が、今回の選挙で知事に、「安定と継続」の中

で求められている思いではないかというふうに

私は思うところです。どうかその思いを心にと

めながら、選挙戦に臨んでいただきたいという

ふうにお願いを申し上げまして、一般質問を終

了いたします。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○福田作弥議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） 今回の質問

では、１期生の皆さんが本当にいい質問をする

なと思っております。老兵は去るのみという言

葉があるけれども、もうちょっと頑張らないか

んかなと思っております。

それでは、質問に入りたいと思いますが、先

月、特別委員会で長野県の伊那食品工業株式会

社を見学しました。議会事務局の黒田君のお母

さんのつてで見学に行きました。特別委員会で

行った人、半分近くはみんな一緒に見てきたわ

けでありますが、本当に心が洗われるような思

いでありました。その名のように、寒天ででき

た製品を売っている会社でありますが、敷地が

３万坪ぐらいあるんですね。緩やかな丘陵、丘

にできている、そういう会社であります。そこ

に社屋があるんです。最初は赤松だらけの林

だったらしいんですが、赤松をちょっと取っ

て、その間にいろんな木や草を植えてあって、

本当にきれいな公園というところに会社がある

んです。最初はプロがそれをやったのかと思っ

たら、そうじゃなくて、全部社員がやったとい

う話でありまして、本当にすごいなと思いまし

た。その中に工場もあるんですが、美術館と

か、植物園とか、レストランというのがありま

して、そこで半日ぐらいは十分過ごせる、それ

ぐらいの規模であります。今や年間35万人の観

光客が来るんだそうであります。年間売り上げ

が176億円で、寒天製造では世界シェア１位、48

年間増収増益、そういう会社であります。

塚越会長、この人が立派な方なんですが、こ

の方が、利益というのは健康な体から出るうん

ちみたいなものだ、こう言うんです。会社の社

是が「いい会社をつくりましょう」なんです

ね。どういう意味かというと、よい会社じゃな

いんだ、いい会社なんだ、みんなから「あの会

社はいい会社だね」と言われるような会社を目

指しておりますというんです。塚越会長は、二

宮尊徳の「遠きをはかる者は富み、近くをはか

る者は貧す」という言葉を経営の糧にしている

そうであります。寒天ブームが一度起きたこと

があったんです。そのときに、大手スーパーか

ら全国で展開しましょうという誘いがあったそ

うであります。そのとき、社員のみんなも、や

りましょうと、こういうことだったらしいんで

すが、塚越会長は、やらない、だめと。という

のは、身の丈に合わないことをすると必ず失敗

するというので断ったそうであります。急成長

は敵であり、目指すべきは年輪経営だと言って

おりました。年輪のように少しずつ大きくなっ

ていくんだと。

社員は500人でありますが、社員を本当に大切

にする会社でありまして、会社は社員を幸せに

するためにあるというんですね。社員が前より

幸せになったかどうかが会社の成長だと言って

おりました。終身雇用、年功序列であります。

リストラになった方はいない。この20年間、こ
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の会社を嫌ってやめた人もいない。社員旅行

は、ことしが国内旅行だったら、来年は海外旅

行、だから２年に１回海外旅行に行けるシステ

ムになっている。そのための予算として毎

年4,000万円立てているということでありまし

た。人件費はコストではなくて会社の目的だと

いうのが彼の考えです。ボーナスは５カ月間出

しますから、30歳になったらみんな一軒家を持

つそうであります。

公園のように美しい敷地では、全て社員が大

体１時間ぐらい前に出てきて、早くから掃除を

するんですね。みんな強制されてやっているわ

けではない。みんな自主的に出てきてやってい

るわけです。高い松の木も、あれはどうするん

ですかと言ったら、我々がやるんですと。高い

松の木まで全部自分たちでやっている。「うち

はトイレでも食事ができます」と塚越会長が

言っておりました。自慢しておりました。私も

トイレに行ってみたら、食事ができるんじゃな

いかというようなきれいなトイレで、私は、用

具入れはもしかしたら汚いんじゃないかと、用

具入れをぱっとあけたら、やっぱりそこもぴか

ぴかに磨いてありました。

「やる気のある社員は、やる気のない人間の

倍、働く。だから、うちは5 0 0人だけれど

も、1,000人いるようなものだ」と自慢をしてお

りました。塚越会長は、「私は性善説で行くん

だ。みんなを信用する。だから、逆にみんなも

私を信用してくれるんだ」と言うのでありま

す。これは社員だけでなくて、会社にかかわる

全ての人たち、つまり取引のある会社の人た

ち、あるいはお客様、それらに対しても同じな

んだと、こういうことですね。

この会社では、全社員の１割、つまり50人を

商品の研究開発に充てており、常に新しい商品

を開発するなど市場をリードしております。こ

の会社については、ベストセラーにもなった

「日本でいちばん大切にしたい会社」―今、

これは４版が出ていますけれども、最初のもの

に出ております。今どき、こんな会社があった

のかと驚きでもありましたが、本当にすがすが

しい気持でもありました。理想的な会社という

のはこんな会社かなと思った次第であります。

知事はこのような経営のやり方をどう思うの

か、まずその辺をお聞かせ願えたらと思いま

す。

後は質問者席で質問したいと思います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

ただいまのお話を伺って、塚越会長の「みん

なを信頼すると、みんなも信頼してくれる」と

いう言葉に大変感銘を受け、またその姿勢に心

を打たれたところであります。百田尚樹さんの

「海賊とよばれた男」というのを思い出してい

たところでありますが、リーダーというものが

従業員を信頼し、任せ、その従業員もリーダー

の期待に応える、そういう信頼関係というのは

大変重要であるということを改めて感じたとこ

ろでございます。

私は本県に赴任してまいりまして、道ですれ

違う知らない人に、子供たちも含めて挨拶をす

るということ、また困っている人たちに手を差

し伸べる、そういう気風があることに非常に感

銘を受け、新鮮な驚きも覚えたところでありま

す。都市部では、知らない人に挨拶をしたらだ

めとか、子供がそう言われて育つ中で、子供の

そういう姿勢、挨拶をする県民性というもの

が、多くの観光客の方も含め、県外の方に強い

印象を与え、本県のイメージアップにも役に
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立っている、寄与している、そういう状況であ

ります。

このような県民性に触れることによりまし

て、私は、自分の考えというものを真摯に訴

え、誠実に取り組めば、県民の皆さんとともに

すばらしい県づくりができると信じて、さまざ

まな県民運動の展開を初めとして、県民の皆様

とともに推進する県政に取り組んできたところ

であります。今後とも、このような信頼される

県政の実現に努めて、県民の皆様とともに歩ん

でまいりたい、そのようなことを改めて心に刻

んだところであります。以上であります。〔降

壇〕

○井本英雄議員 本当にありがとうございま

す。知事がどんな答えを出すのかと聞いており

ました。

この経営理念は塚越イズムというようなもの

だろうと思うんですね。しかし、ここには万古

不変の大切なものがあるような気がします。そ

れは、人を大切にするということであります。

人間中心主義とも言うべき考え方に徹すれば、

全てうまくいくのではないか、そういう見本で

はないかと思うのであります。

今の日本は、全て経済中心主義に陥ってしま

いました。経済のためには格差もやむを得な

い。経済のためには非正規雇用もやむを得な

い。経済のためには無縁社会だってしようがな

い。経済のためには一極集中もしようがない。

こんな世の中になってしまった。人間が経済の

家来になってしまっております。おかしな世界

であります。

アベノミクスは、まさにこれにますます拍車

をかけることになるのではないかと、私は心配

しております。地方創生というけれども、その

発想は経済による創生であり、相変わらず経済

中心の発想しかできておりません。経済中心の

考え方がこのような社会をつくったのであっ

て、この世の中を直そうと思ったら、別の発想

でやらなきゃいかんのじゃないかというのは当

たり前のような気がするんだけれども、しか

し、やっぱりまた経済中心の発想で地方創生。

もうぼちぼち、人間の幸せというのは経済だけ

ではないんだということを考えないかん、思い

つかないかんときが来ていると私は思うのであ

ります。

先回、私が取り上げた里山資本主義、これも

地方創生の一つの処方箋であると思います。地

方創生のためには、経済中心ではなくて、「か

んてんぱぱ」の経営のような、人間中心主義の

政策が必要ではないかと思われますが、知事の

お考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 地方創生であります

が、我が国が抱える、直面する人口減少問題に

正面から取り組むために、地方がその自主性と

独自性を最大限に発揮しまして、それぞれの地

域が抱える課題に対応しようとするものであ

り、その根底には、今、御指摘がありましたよ

うな、人口と産業の東京一極集中や、それを生

み出した経済中心主義への反省があるものと考

えておるところであります。

本県は、先ほど議論がありました美しい自然

や温かいきずな社会といった、お金にかえられ

ない豊かさに恵まれておるわけでありまして、

これらの特徴を最大限に生かして、人を育て、

人を呼び込む―先ほど新しい豊かさというこ

とで御説明をしたところでありますが、それは

今、議員が御指摘をされた人間中心主義にもつ

ながるものというふうに考えております。ま

た、そういった取り組みというものが真の地方

創生を実現していく、そういう道になるのでは
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ないかと考えております。

先般、国に提言しました「みやざきモデル」

におきましては、そのような思いのもとに、農

林水産業を初めとする成長産業の育成を通じ

て、魅力ある雇用の場、人を大事にした取り組

みを進めていこうということでありまして、本

県版の人口ビジョン・総合戦略にも、そのよう

な姿勢、理念というものを反映させてまいりた

いと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。知事

は近ごろ、人材育成ということをよく言われる

のでありますが、どのような人材を育てていき

たいと思っているのかであります。予算をつけ

てセミナーをやれば、それで人材は育つ、そん

なふうに考えているのかなという気もしますが

……。この伊那食品工業では、塚越イズムと言

われるものが会社の隅々まで浸透しておるんで

すね。だからこそ、いい人材が育っているので

あります。知事も政治家になったときは、単に

名誉や地位のためではなく、何らかの理想を実

現したいと思えばこそ知事になられたと思いま

す。先日は誰かが、知事はリーダーシップがな

いと言われておりましたけれども、知事が人材

育成と言われるのなら、まず知事みずからが何

らかのイズムを持ち、それを部下に浸透させ、

やる気にさせることが大切ではないのかなと思

うのであります。

山本五十六は、「やってみせ、言って聞かせ

て、させてみて、褒めてやらねば人は動かず」

と言っております。上杉鷹山公は、他国でみず

からくわをとって畑仕事をすることによって、

部下たちを従わせたのでありました。西郷隆盛

という逸材も、島津斉彬が育てたのでありま

す。知事は頭もいい、性格もいい、運もいい。

しかし、立派な知事と言われるためには、これ

からであります。まずは自分の直属の部下を育

てて、やる気にさせる、これが大切ではない

か。そのことが下へ下へと伝播して、本当の人

材育成につながるのではないかと私は思うので

ありますが、知事のお考えをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 過分のお言葉を頂戴

し、大変光栄に存じております。

この４年間、現場主義に徹してきたというこ

とを先ほど答弁したところでありますが、県内

各地をくまなく回りまして、県民の皆さんとの

対話に努める、そこで把握した行政ニーズを施

策に反映する、行政と県民の皆さんが対等な立

場で協力・連携する協働型の県政を推進してき

たところであります。こうした姿勢は、県職員

に対しても同様でありまして、私は、部長以下

の幹部職員に対しても、現場に足を運ぶように

指示しておるところでございますし、今、県民

の皆さんから御意見を伺いますと、県庁の職員

と話しやすくなった、随分、県庁もいろいろ動

きが出てきたというような声もいただくところ

でございます。職員一人一人が、県政の責任者

としてみずから考え、動き、現場に足を運んで

いく、そのような形で県庁全体の総合力を発揮

できるような環境づくりを心がけてきたところ

であります。このような徹底した現場主義と対

話と協働というものが、私の主義、議員の言葉

をおかりすれば河野イズムではないかと考えて

おるところございます。

そういった姿勢を伝えるとともに、特に考え

ますのは、私が県政を担う、また幹部職員にし

ても、県政に貢献できるのは実は非常に限られ

た時間であります。その後に続く者をしっかり

育てていくことで、今、我々が取り組んでいる

県勢の発展につながる思いというものを引き続
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き、続けていくことができるということ、特に

南海トラフの巨大地震・津波対策というものを

考えたときに思いが至るところであります。決

して、この10年、20年、何とかすればいいとい

う話ではなしに、50年、100年、200年とそれを

続けていく、それは、それ以外の県政の分野で

も同様であろうかと思います。そのような思い

で、先ほど塚越会長のいろんな姿勢を御指摘い

ただいたところでございますが、今後とも、河

野イズムを含めて、しっかりとした人材、人を

育てていく、そして、それが次から次へと未来

につながっていくような形に取り組んでまいり

たいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。ぜひ

とも頑張っていただきたいと思います。

次に、成長か成熟かについてお聞きいたしま

す。

今、五木寛之の「下山の思想」という本がベ

ストセラーになっております。30万部以上売れ

たと言っておりますが、この本には、今や日本

は成長でなく成熟の社会ではないか、それを見

きわめて覚悟することが必要ではないかという

ことが書いてあります。

政治家にとって大切なことは先見性でありま

すが、そのためには、まず現状をどのように認

識するかということが大変大切になります。日

本は、まだまだ経済成長できると考えるのか、

それとも、いやいや、成熟社会を迎えているん

だと考えるのか、どう考えるかによって、今と

るべき政策は大きく異なってくると私は思うの

であります。

アベノミクスは、まだまだ日本は成長できる

と考える立場であります。小泉さんと同じ規制

緩和による経済成長であります。いずれにせ

よ、規制緩和をすれば競争が生まれ、必ずそこ

には勝つ者と敗れる者が生まれます。そして、

ますます格差は広がってまいります。非正規雇

用者が40％などというのは信じられない世の中

であります。アベノミクスでは、第１の矢、第

２の矢まで何とか形をつけることができまし

た。しかし、第３の矢である成長戦略は全く動

いておりません。今月17日、内閣府が発表した

７～９月期のＧＤＰ速報値を見ても、アベノミ

クスに陰りが見えます。今また成長戦略の一環

として、地方創生という政策を打ち出してまい

りました。しかし、これがどのくらい効果が上

がるかわかりません。私は、既に日本は成熟社

会を迎えているのではないかと思っておりま

す。そして、国民が今一番望んでいるものは、

経済の成長ではなくて生活の安定ではないかと

思っております。知事はどのように現状を捉え

ているのか、お聞かせ願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 我が国はこれまで、人

口増加や経済拡大を基調とします大量生産・大

量消費などの社会経済システムの中で、経済

的、物質的豊かさを手に入れてきたわけであり

ます。キャッチアップに取り組んできた我が国

にとって、それはそれで重要なことであったと

考えておるところであります。

しかしながら、その過程においては、東京一

極集中を初めとする都市と地方の格差の拡大

や、地域コミュニティーにおける人間関係の希

薄化などが生じて、それらが、現在の人口減少

問題を初めとしますさまざまな社会問題、また

社会のひずみ、その要因の一つになっていると

考えておるところであります。

一定の経済的豊かさを達成した現代社会にお

いては、今、議員も成熟社会というふうにおっ

しゃっておりましたが、まさにそのとおりであ

りまして、これまで以上に、人と人とのつなが
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りでありますとか、自然やゆったりとした時間

の流れなど、まさに心の豊かさ、成熟した社会

というものが大事になる時代が到来した、その

ように認識をしておるところであります。

○井本英雄議員 私と同じであります。では、

知事は具体的にどのような社会をつくりたいと

思っておられるのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。

○知事（河野俊嗣君） 心の豊かさ、そういっ

た新しい豊かさが大事とされる時代にありまし

て、例えば、心のつながりや地域の支え合いが

強いこと、美しい自然、快適な環境に恵まれて

いること、そして安全・安心であることなどが

大切な要素であろうと考えております。県民が

安心して働き、希望どおり結婚や子育てがで

き、将来に夢や希望を持てる県づくりが求めら

れていると考えております。本県は、そういっ

た意味において大変優位性があるものと考えて

おるところであります。経済的には、また所得

では、低いとか、おくれているとか、いろんな

言われ方がされているわけでありますが、今、

この成熟社会、新しい豊かさが求められている

中で、本県はある意味、トップランナーとなり

得る、そういう可能性を秘めていると考えてお

るところでございます。経済的豊かさとお金に

かえられない豊かさとがバランスよく調和した

社会を実現させ、この宮崎で「くらしの豊かさ

日本一」、まさに日本のモデルを築いてまいり

たい、そのように考えております。

○井本英雄議員 具体的に、今度の総合計画で

はどのようにそれを反映されているのか、その

辺をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 総合計画につきまして

は、現在、総合計画審議会の人・産業・くらし

という３つの専門部会におきまして、審議をい

ただいているところであります。

各部門における主な議論としまして、例えば

人づくり部会におきましては、出産・子育てし

やすい環境づくりや若年層の流出抑制、移住の

促進などを通じた人口減少の歯どめ、さらに、

産業や地域の中核を担う次世代の育成が論点と

なっております。

また、産業づくり部会では、中核となる企業

の育成、農林水産業やものづくり産業の成長化

による県内雇用の拡充、地域の資源・経済の循

環や観光振興による地域の活性化という論点が

議論されております。

また、くらしづくり部会におきましては、人

のきずなや暮らしやすさなど、宮崎のよさを生

かした共生社会づくり、文化やスポーツの振

興、そして安全・安心な社会の構築といった議

論がなされているところであります。

こうした議論を踏まえて、改定長期ビジョン

を２月に取りまとめ、県総合計画の基本目標で

あります「未来を築く新しいゆたかさへの挑

戦」に向けて、さらに前進をしてまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは次に、カーンアカデミーについてお

聞きいたします。

カーンアカデミーという言葉を初めて聞いた

方も多いと思います。私もたまたま本で知った

わけでありますが、カーンアカデミーとは、イ

ンターネット上にありますユーチューブを利用

した学習法でありまして、サルマン・カーンと

いうアメリカ人により設立され、ビル・ゲイツ

財団の支援も受けながら、非営利で教育を世界

的に行っております。

カーンさんは、ヘッジファンドのアナリスト

でありました。あるとき、遠隔地にいるめいが
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数学を教えてほしいというので、最初はテレビ

電話で教えていたわけであります。ところが、

ある日、忙しさもあって、カーンさんが教える

内容をビデオに撮って、ユーチューブに投稿し

て、それをめいに、あんたはこれを自分の時間

のあいている、気に入ったときに見なさいとい

うふうにやったわけです。そうしたら、格段に

成績がよくなってきた。何でだろうということ

ですが、テレビ電話のときは、そのめいも、わ

からんというのをなかなか言いにくかったんだ

けれども、ユーチューブは何度も自分で繰り返

し繰り返し見られるということで、本当にわ

かったらしいんですね。

これはなかなかおもしろいではないかという

ことで、アメリカで学校単位で大規模な実験を

やりましたところ、顕著な効果があらわれてき

たということであります。しかし、これは教育

には役立つわけでありますが、実際、収入があ

るわけではありません。そこで、篤志家ビル・

ゲイツが資本を出すということになったわけで

あります。相変わらずカーンアカデミーは全然

収入がない会社なんですね。

このメソッドの効果として、まず第１に、イ

ンターネットさえつながれば、誰でもどこでも

無料で学べるということであります。要する

に、端末機があればいいということです。第２

に、わからなければ何度も何度も繰り返し理解

できるまで見られるということであります。第

３に、それぞれの理解に応じて進めていけると

いうことであります。第４に、１つの講座で大

体15分ぐらいなのでありますが、このぐらいの

時間だったら子供が集中して見られるというこ

とであります。

アメリカのある学校では、これを利用して授

業を進めております。次に進むときに、先生が

生徒に、まずこれから進むところを自宅でユー

チューブで見てきなさいと言うそうです。そし

て、次の日、学校に来たとき、それを今度は復

習するということでやっているそうでありま

す。今までは、学んだことを復習させるために

宿題を出していましたでしょう。それが全く逆

なんですね。目からうろこというのはこのこと

でありますが、既に2012年時点でこの講座

は3,000を超えています。月々600万人以上が受

講し、１億4,000万回以上視聴されており、この

数は年４倍の割合でふえているそうでありま

す。

今までの教育のやり方はプロセイン方式とも

言うべきもので、そのときの教育者たちが目標

にしたものは、できる限り優秀な生徒を育てる

ことでは必ずしもなく、ほどほど知識のある、

聞き分けがよくて標準的な市民、労働者をつく

り出すことでありました。そのため、生徒が何

を学べるかではなく、最低限何を学ぶべきかが

重視されていたそうであります。

今や、このカーンアカデミーは燎原の火のご

とく広がっております。教育方法のイノベー

ションとも言うべきもののような気がいたしま

す。清山議員も取り上げておりましたが、知識

詰め込み教育から考える教育へと、今、シフト

しつつあると思います。国のほうで考えている

アクティブラーニングもその一例であります。

カーンアカデミーでは、まず自宅でユーチュー

ブで知識を習得して、次の日、学校でみんなで

それについて話し合う、そういう方法もとられ

ているそうであります。教育長はこれについて

どうお考えか、具体的に教育に取り入れてみる

ための実験でもしてみてはいかがかと思ってお

るんですが、お考えをお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） カーンアカデミーで
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すが、私も複数の教材を実際にネットを通して

見てみました。先ほど御指摘もありましたが、

これまでにない斬新な教材であるというふうに

思います。具体的にこんなことを感じまし

た。15分程度という短い動画ですが、この時間

だったら、子供でも集中して見ることができ

る。子供が予習で動画を見ていれば、学校の授

業で復習、質問等ができる。それから、必要な

部分を選んで何度でも自分のペースで、わかる

まで繰り返しで学習できる。ネットを通して確

認テストがあり、知識の確実な定着が期待でき

ることなど、さまざまなすぐれた特性を持つ教

材であると感じました。

実は、県の教育委員会でも同様の狙いを持っ

て、「ひむか学」というふるさと学習の動画等

をインターネットを通じて配信しております

が、カーンアカデミーは、もっとより創造的な

取り組みでありまして、これからの教育を考え

る上で大切な視点でもあり、大変参考になるも

のであると考えております。カーンアカデミー

は英語が中心ですが、日本語訳も少し出てきて

おりますので、日本語による配信の動きを注視

しながら、本県教育の活性化に生かすことがで

きないか、研究してまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

今、地方創生の案が国から求められておりま

すが、恐らく全国からいろんな案が出てきてい

るんだろうと思います。私は具体的に見ていま

せんが、１次、２次、３次産業をつなげたよう

なもの、いわゆる６次産業化に似たようなもの

が全国から出てきているのではないかと思うん

です。しかし、国は異次元の政策を持ってきて

ほしいと言っていますね。だったら、どうで

しょうか、知事、カーンアカデミーを地方創生

の宮崎県案に組み入れてみたらどうかなという

提案であります。カーンアカデミーの日本語版

はまだ完成されておりません。この辺を他県に

先んじて取り入れてみたらいかがかなと思う次

第でありますが、教育は国家百年の計でありま

す。知事も人材育成に力を入れたいとかねがね

言っております。知事の御見解をお聞かせくだ

さい。

○知事（河野俊嗣君） カーンアカデミーであ

りますが、インターネットというものが情報を

発信し共有する手軽さ、迅速さ、低コスト、そ

ういう特質、また動画の発信力、アピール力、

そういったものを活用した取り組みでありまし

て、これまでの学び方の発想を大きく打ち破る

斬新な取り組み、まさにイノベーションであろ

うかと考えておるところでございます。

地方創生の実現に向けて、独自性のある県づ

くりを進めていくためには、アンテナを高く

持って、このようなさまざまな新たな潮流、イ

ノベーションに積極的に挑む気概が必要だろう

と考えております。教育委員会と連携しなが

ら、カーンアカデミーを初めとするＩＣＴを活

用した新たな取り組みなどにつきまして、その

動きを注視しながら、本県の教育を力強く進め

てまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは、４年間の総括質問ということで取

り上げてみました。

まず最初に、ワークシェアリングの件です。

文明が発達すればするほど機械化が進むんです

ね。ＩＴ化とか機械化する。そうすると、当然

のことながら、人間がやる仕事というのは少な

くなってくる。恐らく最終的な理想の世界は、

人間は何もせんで機械が全部生産するという世

界になるだろうと私は思うんです。それがどの
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くらい先かわかりませんが、いずれにしても、

文明が進めば進むほど、人間がする仕事は少な

くなってくるのではないか。そのときに考えら

れるのは、やっぱり仕事をお互いに分け合うと

いうことが大切ではないか。ヨーロッパの先進

国では既にワークシェアリングを取り入れてい

るところが何カ国もあるんです。日本は、みん

なで分かち合うという思想が発達しているわけ

ですから、私は、ワークシェアリングをもっと

取り入れてしかるべきではないかなと思ってい

るわけでありますが、これはやっぱり官庁が最

初に先鞭をつけて見せなきゃ、みんなついてこ

ないんじゃないかと思うわけであります。オラ

ンダなんかは、２人で1.5人分働くんだというん

ですね。ですから、２人で1.5人分、４人集まっ

たら、要するに３人分ということで１人が余る

わけです。１人分仕事が出てくるということで

す。そういう発想は、もうぼちぼち日本にも

あっていいんじゃないのかなと思うわけであり

ますが、総務部長、御見解をお願いします。

○総務部長（成合 修君） 議員の御質問にも

ありましたように、仕事に対する価値観やライ

フスタイルが変化する中で、ワークシェアリン

グは、雇用の維持・創出に加えまして、一人一

人が少しでも豊かな生活を送るという観点から

も有効な手段の一つであると認識しているとこ

ろでございます。

そのような中で、県におきましては、次世代

育成支援、いわゆる子育て支援の観点から、育

児休業等の代替職員の配置や職員の時間外勤務

の縮減に取り組んでおります。また、県民の皆

様との連携・協働の観点から、指定管理者制度

を初めとするアウトソーシングにつきまして

も、積極的に推進してきたところであります。

議員の御指摘の県庁でのワークシェアリング

の導入につきましては、職員の勤務形態や公務

の特性などにおいて課題もあるところでござい

ますので、県が実施する仕事と家庭の両立など

の各種の取り組みを進める中で、さらに引き続

き研究してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、漁業の資源管理のあり

方について、ＩＱ方式を国に向けて提案すべき

ではないかということを質問いたしました。そ

の後、何か動きがあったのかどうか、農政水産

部長、お願いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 国では、平

成26年３月に設置した「資源管理のあり方検討

会」において、今後の資源管理推進方策を検討

し、７月末に報告がまとめられたところでござ

います。この報告の中で、御質問の漁船ごとに

漁獲量の割り当てを行う、いわゆるＩＱ方式に

ついて、「有効な管理方法であるものの、多種

多様な漁業が営まれる我が国においては、全て

の漁業での導入は現実的ではなく、特定の魚種

を選択的に漁獲でき、漁獲量のリアルタイムな

把握が可能な漁業に対して効果や問題点を検証

した上で、段階的に活用を図っていくことが望

ましい」とされたところであります。これを受

けまして、千葉県、茨城県沖を中心に操業する

まき網漁船の一部において、マサバを対象とし

て、本年10月からＩＱ方式が試験的に実施され

ている状況にあります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

次に、公共事業における設計ＶＥの取り組み

状況について、県土整備部長、よろしくお願い

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） ＶＥとは、

製品やサービスの機能を低下することなく、コ

スト縮減等を実現するための手法でございまし

て、県では、公共事業で最もコスト縮減効果が
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高い設計段階、いわゆる設計ＶＥに取り組んで

いるところであります。

設計ＶＥにつきましては、平成16年度から、

県や市町村の職員を対象に毎年、研修等を実施

しておりまして、これまでに600人を超える職員

が参加し、コスト縮減の意識が浸透してきてい

るものと考えております。また、県土整備部で

はこれまで、トンネルや橋梁などを含む大規模

な事業を対象として８件の設計ＶＥを実施して

きておりまして、道路ルートや構造の見直し等

により、一定のコスト縮減が図られたところで

あります。県といたしましては、今後とも、公

共工事のコスト縮減に取り組み、一層の効率的

な事業の推進に努めてまいりたいと考えており

ます。

○井本英雄議員 次に、県道浦城東海線の浦城

工区の進捗状況について、県土整備部長にお聞

きいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道浦城東

海線の浦城工区の整備につきましては、道路幅

員が狭く、通学路でありますことから、歩行者

等の安全を確保するため、国道388号に接続する

飛川橋から東側約700メートル区間の整備を進め

ているところです。現在、飛川橋の橋梁下部工

事に着手したところでありまして、今後とも引

き続き、地元の御協力をいただきながら、早期

整備に努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 同じく県土整備部長に、県道

稲葉崎平原線の南延岡駅付近における渋滞対策

の進捗状況についてお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県道稲葉崎

平原線は、延岡市の主要な都市計画道路であり

まして、南延岡駅付近の渋滞対策につきまして

は、これまで市とも連携を図りながら、検討を

進めてまいりました。その結果、旭化成柔道場

前から南延岡駅前を経由し平原町２丁目交差点

に至ります、延長約1,400メートルの区間につき

まして、現在の２車線から４車線の道路として

整備することが最も有効な対策であると判断し

たところです。このため、今月10日に、関連す

る道路も含めました都市計画の変更を行ったと

ころでありまして、今後、事業化に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 同じく県土整備部長に、祝子

川河川改修の進捗状況についてお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 祝子川の河

川改修につきましては、祝子橋から桑平地区ま

での9.3キロメートル区間において、平成17年度

から事業に着手しまして、昨年度までに佐野地

区や大野地区において、堤防や護岸等の整備を

行い、治水安全度の向上を図ってきたところで

す。今年度は、鹿狩瀬地区におきまして橋梁工

事を実施しており、桑平地区では、地元の協力

のもと、困難と思われました共有地の用地取得

が完了しましたことから、年内には堤防整備に

着手することとしております。今後とも、地元

の皆様の御協力をいただきながら、早期整備に

努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

県立病院の事務局長についてはプロパー職員

化もしくは在職期間を長期化することが経営改

善や病院運営に資すると思うがどうかという質

問をしましたが、病院局長、お願いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の事務局

長は、事務方のトップとして病院全体の組織マ

ネジメントや調整能力、総合的な判断力が求め

られておりまして、従来から知事部局との調整

のもとで、病院事業経験者や経営感覚に富む人

材を配置しているところでございます。

一方、病院局では現在、経営形態見直しの検
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討を行っているところでございますが、その中

では、どのように病院経営にふさわしい人材を

確保していくのかも重要な検討要素となってい

るところでございます。このため、医療現場の

円滑な運営や診療報酬制度等を的確に踏まえた

病院経営を行っていくための職員体制のあり方

についても議論を行っているところでございま

して、御指摘のありました病院事務局長の在職

期間の長期化、あるいはプロパー化も含め、引

き続き検討を進めていきたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

それでは、延岡しろやま支援学校の件です

が、できてから３年たちました。その目的とし

たものがあったと思うんですが、それはその後

うまく達成されたのかどうか、その辺のところ

をお聞かせ願いたいと思います。教育長、お願

いします。

○教育長（飛田 洋君） 延岡しろやま支援学

校は、「地域とともに子どもたちの自立する心

と力を育み、未来を拓く総合的な専門教育の実

現」を理念として、聴覚障がい、知的障がい、

肢体不自由を対象とした総合的な特別支援学校

として、平成24年度に開校いたしたところでご

ざいます。それぞれの障がいに高い専門性を持

つ職員が、子供たちの障がいに応じて適切な指

導を行うとともに、異なる障がいの子供たちが

ともに活動するなど、３校統合による効果が見

られているところであります。

また、理学療法士などの専門家が、子供の状

態に応じた支援を行うとともに、就職支援のた

めに配置された専門員の活動等により、就職率

が開校前、統合した３校合計で13.9％でありま

したが、２年後には13.9％から37.5％へと大き

く向上いたしております。さらに、乳幼児の子

育て相談等を行う専門の相談センターを併設し

ておりますが、相談に来校いただいた乳幼児の

保護者の方々に喜んでいただいているところで

あります。延岡しろやま支援学校は、地域の方

々の本当に温かい御支援をいただいて、現在、

開校設置理念の確固たる確立に向けて着実に歩

みを進めているところでございます。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

最後に、知事の基本姿勢についてお聞きしま

すが、知事も４年間務められて、もうすぐ選挙

になります。知事はこの４年間で政治家として

何が一番大切だと―大切なものはたくさんあ

るでしょうけれども、１つだけ挙げるとすると

何なのか、知事、お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど来より議論が

あったところでありますが、宮崎の持つ限りな

い可能性を大きく羽ばたかせ、豊かさを実感で

きる宮崎の未来を創造するための基本は、地域

を支え、経済社会活動を支える人の力であろう

かと考えております。人というものが、これま

でも築かれてきた、今の県民というものも宝で

あり、これからを担う子供たち、これも地域の

宝であろうと考えておるところでございます。

子育ての県民運動に取り組み、またさまざまな

産業分野の人材育成にも努めてきたところであ

ります。先ほどは、県庁組織の中での人材育成

という御議論もありました。今後とも、宮崎の

未来を築いていく人づくりに全力で取り組んで

まいりたい、そのように考えております。

○井本英雄議員 本当にいい答えをありがとう

ございました。

以上をもって私の質問は終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。
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午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） それでは、

一般質問を始めさせていただきます。今定例会

最後の質問となりました。やっと順番が回って

きたという感じです。平成26年大トリの一般質

問となります。気持ちよく年が越せるように、

歯切れのいい答弁を期待しております。

順次質問してまいります。なお、予定してお

りました出産難民の対応についてと木質バイオ

マス発電事業の展望につきましては、重複いた

しましたので、割愛させていただきます。

それでは、まず初めに、児童福祉の課題と将

来像についてお伺いします。

現在、さまざまな理由により親との生活がで

きない児童を預かる児童養護施設を取り巻く情

勢が、歴史的な転換期を迎えています。厚生労

働省の「児童養護施設等の社会的養護に関する

検討委員会」及び「社会保障審議会児童部会社

会的養護専門委員会」での検討を踏まえ、児童

福祉施設及び乳児院の小規模化及び家庭的養護

を推進する通達が出され、今後15年間で本体施

設を全て小規模ケアにし、グループホームケア

と里親及びファミリーホームによる地域分散化

を図り、地域支援を拡大させていくという具体

的方針が打ち出されました。現在、日本におけ

る社会的養護の必要な児童の約９割は施設に入

所しており、１割が里親とファミリーホームで

生活しています。この現状を、今後、本体施設

入所をおおむね３割まで減らし、グループホー

ムを３割、そして、里親、ファミリーホームを

それぞれ３割までふやし、可能な限り家庭的な

環境において安定した人間関係のもとで育てる

ことを目指すといった画期的な方針が打ち出さ

れています。わけあって施設に預けられた子供

たちが、親元には帰れないまでも、家庭的な環

境で生活できることは、健全な心身の発育に良

好な結果をもたらすことは明らかで、今回出さ

れました厚生労働省通達は、児童養護施設入所

児の将来を明るく照らす政策であります。

しかし、私は、この国の政策転換には全く期

待しておりません。国は、今までも福祉分野の

改革に際し、大きな看板を掲げてきましたが、

その都度、現場は期待を裏切られ、振り回され

てきました。2000年に導入された介護保険制度

においては、施設型福祉から在宅型福祉への転

換を打ち上げましたが、10年以上がたった今で

も高齢者施設への待機者は増加の一途で、保険

料や消費税は上がるものの、在宅福祉の拡充は

遅々として進んでおりません。また、2005年に

導入された障害者自立支援法は、障がい者の社

会参加を促すどころか、弱い立場にある方々に

まで１割負担の利用料を強いることにより、そ

れまで施設入所されていた方々が入所費用の支

払いが困難となったり、職業訓練センターに通

われていた方々が訓練を断念せざるを得ない問

題が続出し、まさに障がい者を自立させない制

度となっております。

今回の児童養護事業の方針転換も、外面は理

想的ですが、内容が現場の状況に即しているも

のとなるのか、財政的裏づけはどれほどの程度

のものになるのか、何より、子供たちや関係者

のストレスを増大させるだけになりはしないか

と、不安は拭えません。本県は、孤児の父と言

われる石井十次のふるさとでもあります。国の



- 249 -

平成26年11月25日(火)

方針が出された今、全国に先駆けた事業展開を

実施し、国を牽引する気概を持ってこの転換期

に臨むことが、十次の精神を受け継ぐ我々の責

務であると考えます。

そこでまず、県内の社会的養護を必要とする

子供たちを取り巻く情勢がどうなっているの

か。例えば、児童相談所における相談件数や施

設入所児童数の推移、そして主な施設入所理由

について、まず福祉保健部長にお伺いをいたし

ます。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

○福祉保健部長（佐藤健司君）〔登壇〕 お答

えいたします。

児童の社会的養護についてであります。県内

の社会的養護を必要とする児童の状況につい

て、児童相談所の相談件数で見てみますと、親

の病気や児童虐待などにより、家庭での養育が

困難な児童に関する養護相談については、平

成24年度が825件、25年度が933件と、108件増加

をいたしております。また、県内には、児童養

護施設が９施設、定員６名の地域小規模児童養

護施設が３施設、乳児院が１施設設置されてお

り、平成26年11月１日現在の入所児童数は、児

童養護施設及び地域小規模児童養護施設を合わ

せた数字で393名、乳児院に28名となっておりま

す。入所理由といたしましては、親などからの

虐待によるものが最も多く、以下、家庭の経済

的困窮や離婚、親の病気や死亡、行方不明など

となっております。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 ただいまの御答弁で、児童相

談所の相談件数は増加、また虐待に関する相談

も増加しているという状況が示されました。ま

た、あわせて入所理由についても、以前は貧困

が多かった状況があるんですが、現在は虐待に

移行しているという内容が示されました。

それでは、その児童を可能な限り家庭的な環

境において育てるという国の方針―小規模化

し、また地域に分散して、今まで住みなれた地

域で暮らしを続けてもらう、そのような計画を

今後県は立てなくてはいけません。今後、前期

の５年、中期の５年、後期の５年に区分した数

値目標を設定し、現在機能している各児童養護

施設と連携をしながら、里親や保育士などの専

門職の計画的人材育成も求められています。来

年度からこの改革は動き出さなくてはいけませ

ん。現在、その準備がどこまで進んでいるの

か、計画の策定状況について、再度、福祉保健

部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 国は、社会的

養護を必要とする児童をより家庭的な環境で養

育するため、里親委託の推進や、児童養護施設

などの小規模化、地域分散化などの家庭的養護

の推進に取り組む方針を示しております。これ

を受けまして、県におきましては、児童養護施

設の設置が地域によって偏っているなどの本県

の実情を踏まえた家庭的養護のあり方につい

て、現在、児童養護施設や県社会福祉協議会な

どの関係機関から広く意見をいただき、検討を

行っているところであります。

○図師博規議員 先日も各地域の児童養護施設

を回らせていただきまして、どういう計画の策

定状況になっていますか、県との連携はうまく

とれていますかという話を聞かせていただきま

した。協議はしておりますが、５年ごとの数値

目標を立てるにはまだ至っておりません。それ

に対する国からの予算の規模なども示されてい

ないがゆえに、計画の立てようがないんだとい

うようなお声も聞いてきました。県は、率先し

て国との情報交換をした上で、現場が動きやす
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い計画を早期につくっていただくことを求めま

す。

では次に、今回の児童養護施設運営の方針転

換は、家庭的な地域支援を目指すものですが、

子供が、本当の家で本当の親元で生活したい、

親元へ帰りたいと願う気持ちは当然です。しか

し、子供が暮らしている環境に問題があり、そ

の環境の改善なしに家に帰されることにより、

再び社会的養護が必要になるケースや、施設利

用以前よりも危険な状況に追い込まれてしまう

子供も少なくはありません。ゆえに、親への、

保護者への精神的・経済的支援とともに、受け

皿となる地域社会全体へ働きかけるコミュニ

ティーワークが必要不可欠です。社会的養護さ

れた児童の家庭復帰に向けた保護者支援の取り

組み、また、地域支援をしていくための地域へ

の働きかけなどの取り組みが今行われているの

であれば、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 入所児童の家

庭復帰については、親子関係の再構築、あるい

は家庭復帰後の虐待の再発防止などに向けた保

護者への支援が重要でございます。このため、

県といたしましては、児童相談所において、個

々の家庭の実情に応じて作成する援助指針に基

づき、保護者に対し、継続的な面談による問題

解決のための助言や、適切な養育方法の指導を

行うとともに、必要な場合は、医師や心理士に

よるカウンセリングを実施するなどの支援を

行っております。また、児童養護施設におきま

しては、保護者への支援を行う家庭支援専門相

談員が配置され、児童相談所と連携して、保護

者に対し、早期の家庭復帰のための面談や一時

帰省などの相談援助を行っております。家庭復

帰後におきましても、必要に応じ、児童相談所

や施設の職員による家庭訪問など、継続的な支

援を行っております。

○図師博規議員 今、御答弁にありました家庭

支援専門相談員が配置されており、ファミリー

カウンセリング等を行われているという現場も

見てきました。ただ、専従者がやはり少ないん

ですね。ですから、今後、里親さんへのカウン

セリングも含めて、専門職の増員というのは必

要不可欠だと考えます。

それでは、もう一度、児童養護事業に関して

伺います。さきにも述べましたように、今後、

児童養護施設は平均的に地域に分散し、住みな

れた地域での支援を中心とすることが示されて

いますが、現在、県内の施設所在地には偏りが

あり、遠方の施設への入所を余儀なくされ、入

所後、保護者との面会や地域とのつながりが断

絶されてしまう子供もいます。特に、小林、え

びの、西諸県の県西地域には、乳児院や児童養

護施設は１カ所もなく、施設入所時の状況に

よっては県北施設への入所があり、均衡ある児

童福祉事業推進のためにも、この施設偏在の解

消策を講じる必要があると考えます。今後の施

設整備に関する取り組みについて、福祉保健部

長の見解をお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 小林、えびの

などの西諸地域におきましては、児童養護施設

が設置されていないことから、県に対し、整備

について要望をいただいているところでありま

す。県としましては、児童養護施設などの小規

模化や地域分散化を検討する中で、西諸地域へ

の整備の必要性について判断をしてまいりたい

と考えております。

○図師博規議員 県西地区への児童養護施設整

備については、財政当局も格段の配慮をいただ

きまして、来年度以降、速やかに整備が進むこ

とを求めるところであります。
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それでは、次の質問に移らせていただきま

す。次は、高齢者介護の質と安全性の確保につ

いて、再び、福祉保健部長にお伺いします。

在宅での家族の介護の負担を軽減するため

に、昼間だけ高齢者を預かり、食事や入浴、レ

クリエーションなどを実施する介護サービス

が、デイサービスです。現在、このデイサービ

ス、県内でも500カ所を超えるところで事業が実

施されています。このデイサービスにおいて近

年異変が起きています。昼間だけ介護サービス

を提供していたデイサービス事業所に、そのま

まお年寄りを泊まらせる「お泊まりデイサービ

ス」といった新手の介護サービスを提供する事

業所が、全国的に増加しているんです。このよ

うないびつな介護サービスが拡大しているとい

うことは、まさに介護保険制度が機能不全と

なっていて、そのあかしが今、現場に投影され

ているんです。行き場のない高齢者が、本来、

宿泊目的で設置されていないデイサービスにま

で追いやられているという実態があります。

このお泊まりデイサービスは、もちろん介護

保険適用外でありますし、１泊1,0 0 0円か

ら2,000円で宿泊させることに甘んじて、職員の

配置も各施設でばらばらで、スプリンクラーな

どの設置基準すらありません。それどころか、

宿泊のためのベッドがなくて、畳の上に雑魚寝

状態で寝かされて、一晩中おむつ交換すらない

お泊まりデイもあるとのことです。このような

劣悪な環境下で高齢者が宿泊されているという

実態が、県内の事業所で常習化していないの

か。このあたりが大変危惧されるところであり

ますが、福祉保健部としては、このお泊まりデ

イサービスの現状をどの程度把握されているの

でしょうか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまお話

しの、デイサービスの設備を利用して介護保険

制度外の宿泊サービスを提供する、いわゆる

「お泊まりデイサービス」につきましては、法

律に届け出の義務は定められておりませんが、

県内の全ての通所介護事業所、総数565事業所に

対して調査を行いましたところ、29事業所で実

施されていることを確認いたしております。

○図師博規議員 今は届け出の義務もないし、

福祉保健部としても数しか把握できていないと

いうことでしたが、以前、私は、同じく介護保

険適用外である有料老人ホームの実態を質問で

取り上げ、県が介護現場を管理・指導するため

の業務指針が必要なんですよということを指摘

させてもらいました。そうしましたところ、速

やかに対応していただき、「宮崎県有料老人ホ

ーム設置運営指導指針」を策定していただきま

した。このお泊まりデイサービスにおいても、

介護の質と安全性を確保するために、県独自の

業務指針を示す必要があると考えますが、福祉

保健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 現在、国にお

きまして、利用者保護の観点から、実施状況の

届け出を義務づけることや、利用定員、従業員

の配置数などを内容とした指針を示すことなど

が検討されております。県におきましては、今

後、国の指針や本県の利用実態を踏まえながら

指針を策定してまいりたいと考えております

が、お泊まりデイサービスについては、利用者

の尊厳の保持や安全性の確保に関して懸念され

る点もございますので、まずは全ての通所介護

事業所に対し、注意を喚起する文書を送付する

など、適切に対応してまいりたいと考えており

ます。

○図師博規議員 繰り返しになりますが、国を

待つ必要は全くありません。国の指針が出てか
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らでは、事故が起こる可能性も否めません。早

期の県独自の指導指針の策定を求めるものであ

ります。現在、29カ所がお泊まりデイを実施し

て、さらに増加傾向にあります。現場の、特に

そのサービスを受ける高齢者が問題に巻き込ま

れないように、速やかな対応をお願いしたいと

思います。

それでは、次の項目に移らせていただきま

す。精神障がい者への処遇改善について伺いま

す。

まず、今議会に上程されている県立宮崎病院

精神医療センターでの医療事故に係る損害賠償

に至った経緯について伺っていきます。平成21

年11月20日、当時47歳の男性が精神医療センタ

ーを受診し、統合失調症で医療保護入院となり

ました。翌日から、体幹部と両手足の身体的拘

束により隔離が始まりました。全身拘束という

ことです。それから５日間、食事以外は身体的

拘束が続き、その間、頻繁に睡眠鎮静剤が投与

され、入院６日目の午前４時55分に呼吸停止状

態で発見され、心肺蘇生のかいもなく、１時間

後に亡くなられました。この一連の経過の中、

現場において適切な判断と医療行為が行われて

いたのか、病院局長にお伺いいたします。

○病院局長（渡邊亮一君） 本件は、患者の状

況から、家族の同意による医療保護入院となっ

たものでございまして、県立宮崎病院精神医療

センターでは、「精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律」に従い、精神保健指定医である

医師の判断によりまして、適切な処置を行って

おります。また、患者への対応に関しまして

も、厚生労働大臣が定める基準に基づき、県立

宮崎病院精神医療センターで作成した診療及び

看護に関するマニュアルに沿って、医師による

１日に複数回の診察を行い、拘束理由の説明や

看護師による15分ごとの観察等の必要な措置を

行っておりまして、法に基づく適切な判断、対

応を行っていたところでございます。

○図師博規議員 御答弁では、「精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律」、いわゆる精神

保健福祉法ですが、この法律、もしくはマニュ

アルに基づいた適切な判断と対応が行われて

おったということです。では、なぜ1,000万円も

の損害賠償が発生しているのでしょうか。病院

側には全く問題がなかったと言えるのでしょう

か。また、47歳男性の死因は突然死とされてい

るようですが、亡くなられた後の解剖によって

明らかとなった死因は何だったのでしょうか、

再度、病院局長にお伺いします。

○病院局長（渡邊亮一君） 今回の裁判では、

経過観察が適切に行われていたかが争点となっ

ておりましたが、看護記録やカルテは保存され

ているものの、死亡当日の観察記録や呼吸心拍

のデータが保存されていなかったことが、裁判

所が和解勧告を行った大きな要因と考えており

ます。病院局としましては、精神保健指定医で

ある医師の判断のもと、適切な処置を行い、経

過観察等についても適正に対応していたと考え

ておりますが、それを明確に証明するデータ等

の証拠がなく、立証が困難であったため、この

和解勧告に従ったものでございます。また、死

因につきましては、担当医師は、急性心不全に

よる突然死の可能性が高いと判断し、解剖によ

る死因の特定までは行っていないところでござ

います。

○図師博規議員 亡くなられた日の看護師によ

る15分置きの観察記録がなくなっている。さら

に、呼吸心拍をデータでとるモニター、そのモ

ニター記録も消失している。そういう重大な失

態がありながら、家族の理解を得るための死因
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を特定する作業も行われていない。この一連の

流れは、単なる医療事故として見過ごすことは

できず、果たして患者の人権は正当に守られて

いたのかと、強い疑念を抱かざるを得ません。

この医療事故を受けて、どのような病院局とし

ての現場への指導をされたのか、また、このよ

うな事故が起こらないための新たな対策はどう

講じられているのか、再度、病院局長にお伺い

します。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局では、本件

を受けまして、改めて、医療の安全確保と診療

情報等の保全につきまして、全職員に周知徹底

するよう、各病院に通知したところでございま

す。各病院では、医療安全管理委員会や各種院

内会議におきまして、医療安全対策マニュアル

の徹底や診療データの保存等、医療事故対策に

ついて再確認したほか、院内研修などのあらゆ

る機会を通じまして職員意識の醸成を図ること

としております。病院局といたしましては、今

回の事例を教訓としながら、県民の方々が安心

して医療を受けられるよう、万全を期していき

たいと考えております。

○図師博規議員 今回の医療事故に至った経緯

の中で留意すべき点の一つに、病室における長

期間の行動制限の実態があります。特に、隔離

及び身体的拘束においては、患者自身の心身に

重大なストレスを負わせることから、その実施

に際しては、精神保健指定医などの判断のも

と、慎重かつ最低限度の実施が必要であること

は言うまでもなく、精神障がい者の人権擁護の

観点から、精神医療センターのみならず、県下

の精神科医療病院でその実施が適切に行われな

ければなりません。そして、その上で、福祉保

健部当局の厳正なる実地指導によって、このよ

うな事故が起こらないための、問題点があれば

速やかに指摘し改善させるというような体制が

とられなくてはいけないんです。その体制をと

ることが精神保健福祉法上も義務づけられてい

ます。現在、この実地指導をする体制がどのよ

うに整えられているのでしょうか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 精神科病院に

対しましては、「精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律」に基づき、病院を管轄する保健

所及び県が同行を依頼する精神保健指定医が、

年１回立ち入り、実地指導を行っております。

お尋ねの隔離や身体的拘束という行動制限につ

いては、院内で治療に当たる精神保健指定医の

判断のもと、国の基準に基づき、適切に実施さ

れる必要があることから、実地指導における重

点指導事項としております。具体的には、その

行動制限が基準を遵守し、適切に行われている

かについて、診療録などの書類審査や、入院患

者の診察、関係者からの聞き取り、拘束の開始

日・内容などを記載した台帳の確認などにより

実態を把握し、必要な指導を行っております。

○図師博規議員 それでは、県立宮崎病院の精

神医療センターで起こった事故に関して、福祉

保健部からどのような実地指導が行われたの

か、そのあたりをまたお聞きしていきたいとこ

ろなんですが、個別のケースにもなりますの

で、後の質問は常任委員会のほうでまたさせて

いただければと思います。

では、今、実地指導の体制がとられていると

いう話でしたが、実際の精神科病院で行われて

いる隔離及び身体的拘束の行動制限に限定した

内容で、病院側に改善を求めた、もしくは早急

にその処遇を見直しなさいというふうに指導さ

れた件数がどれくらいあるのか、福祉保健部長

にお伺いします。



- 254 -

平成26年11月25日(火)

○福祉保健部長（佐藤健司君） 患者の隔離と

身体的拘束について、改善を指導した件数であ

りますが、平成23年度は14件、24年度では11

件、25年度では13件であります。

○図師博規議員 件数だけの報告でありました

が、その主な内容、例えば指導内容でどこをど

う改善しなさいとか、どういうところが不備で

したよとか、そういうものの指導内容について

も主なものを挙げてみてください。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 指導の主な内

容としましては、その多くが、診療録の記載内

容が不十分であったものや、台帳への記載漏

れ、台帳と診療録の整合性がないものなどであ

りますが、身体的拘束を行う場合においては、

必要に応じて１日幾度もの診察をすることとさ

れており、１日１回の診察にとどまっていたこ

となど、医師の診察回数などに対する指導も

行っております。

○図師博規議員 今の現場での指導内容が直接

患者の命を守ることにつながってまいります。

さらに厳正なる実地指導を行っていただきたい

ということを要望いたしまして、次の質問項目

に移らせていただきます。

県内ダムの洪水リスクについて伺ってまいり

ます。

近年の異常気象の影響により、河川が氾濫

し、近隣地域に甚大な被害が出る洪水が多発す

るようになっており、その原因の一つに、ダム

に堆積した土砂により本来の洪水調整機能が損

なわれているということが、今、全国的に問題

となっております。本県においても、2005年の

台風14号で、耳川にある山須原ダムの上流で70

戸が浸水するという被害が出ました。この山須

原ダムは発電ダムであり、管理者は九州電力で

す。この被害が出た際、九州電力は、堆積土砂

が直接的原因ではないとしながらも、河川管理

者である県当局はそれを覆して、ダムに流入し

た土砂の堆積が原因と認定したこの被害のこと

は記憶に新しいところです。

ダム建設においては、稼働後100年間でたまる

土砂の量を想定して設計するようになっている

ようですが、その想定をはるかに超えるスピー

ドで今、土砂はダムに堆積し続けています。そ

こで、県営ダムのうち、洪水調節機能を持つ多

目的ダム13カ所と発電ダム３カ所の堆積土砂の

状況がどうなっているのか、県土整備部長と企

業局長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） ダムの堆砂

状況につきましては、毎年、貯水池内の測量を

行い、堆積した土砂の量を調査し、ダム建設時

に計画した堆砂量と比較を行いまして、堆砂の

割合を確認しております。県土整備部が管理し

ている13ダムの平成26年３月末現在の状況につ

きましては、堆砂の割合が100％を超えているダ

ムが７ダム、そのうち、渡川、綾北及び立花の

３ダムについては200％を超えておりますが、い

ずれのダムにおいても、堆積している土砂のほ

とんどは、貯水池の下といいますか、底の部分

にありますので、洪水調節機能は十分備わって

いると考えております。

○企業局長（四本 孝君） 企業局が管理して

いる発電ダムは３ダムありますが、県土整備部

が管理するダムと同様に、毎年、貯水池内の測

量によりまして堆砂状況を確認しております。

平成26年３月末現在の堆砂状況につきまして

は、堆砂の割合が100％を超えているダムは２ダ

ムあり、そのうち西都市の寒川ダムについて

は、200％を超えているところであります。

○図師博規議員 土砂の堆積率が100％を超えて

いるダムが９カ所、200％を超えているダムが４
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カ所あるという御答弁でした。ただ、今の御答

弁内容にもありましたが、堆砂容量が10 0

％、200％を超えているからといって、ダムが全

体土砂で埋め尽くされているというものではな

く、あくまでも建設当初の堆砂見込みの量を超

えていると。それはあくまでも貯水池の底の量

の数値であるというように理解はできます。そ

れでも、堆積土砂がふえればふえるほどダムの

貯水容量が減っていくことは明らかでありま

す。ですから、いつまでも放置できるというも

のではないということですね。進行している堆

積土砂による洪水リスクを軽減するための対策

としてどのような施策を考えていらっしゃるの

か、両部局長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 堆砂の割合

が200％を超えているダムのうち、渡川ダムにつ

きましては、貯水池周辺の地質が脆弱であるた

め、建設後、徐々に土砂が堆積していました

が、平成17年の台風14号により大量の土砂が流

入し、洪水調節機能の低下が懸念されました。

このため、平成17年度以降、継続的に土砂の除

去を行っているところであり、さらに、洪水の

前にはダムの水位を下げまして、洪水に備え万

全を期しているところでございます。

○企業局長（四本 孝君） 堆砂の割合が200％

を超えている寒川ダムでございますが、これは

発電専用ダムであり、洪水調節を目的としたも

のではありません。また、このダムに堆積して

いる土砂は、ほとんどが貯水池の底の部分にあ

りまして、上流域の川底は上がっておりませ

ん。このようなことから、このダムの堆砂によ

る治水上の支障はないと判断されますので、特

段の対応はとっていないところであります。

○図師博規議員 県内には、県営ダムのほかに

も、九州電力が管理する発電ダムがあります。

同じくこの堆積土砂問題は日に日に深刻化して

おります。小丸川にある川原ダムにおいては、

既に土砂が水面以上に堆積しており、中州のよ

うな、島のような形状にまで大きくなっていま

す。ダム上流部には石河内地区があり、河川周

辺に住む人々からは、少しの雨でも水面が家の

近くまで来ることに恐怖を感じているという声

も上がっています。県内の河川管理者である県

当局は、九州電力の管理するダムの堆積土砂の

状況をどの程度把握されているのか、また洪水

リスクを軽減するために九州電力にはどのよう

な対応を求めているのか、再度、県土整備部長

にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 発電ダムの

管理者は、堆砂量や堆砂箇所などの状況につき

まして、毎年、河川管理者であります国や県へ

の報告が義務づけられております。県といたし

ましては、その状況を確認し、治水上支障のお

それがある場合は、ダム管理者に対しまして、

堆積土砂の除去等の対応を要請することとして

おり、これまでも耳川や一ツ瀬川におきまし

て、九州電力にダムの堆積土砂の除去を行って

いただいております。また、山須原ダムや西郷

ダムでは、洪水時に流入してくる土砂を下流に

流すための大規模な改造工事にも取り組んでい

ただいているところであります。

○図師博規議員 近年、想定外の大規模な洪水

災害も起きております。今後も九電のほうとは

連携をとり、住民の安全確保に努めていただき

たい。

それでは次に、図書館行政についてお伺いし

ます。

この項目に関しましては、６月の一般質問で

も取り上げましたし、重松議員や渡辺議員も取

り上げられており、図書館行政が今、縮小して
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いることに警鐘を鳴らし続けているんです。特

に、今年度、県の図書資料費が大幅に削減され

たことは、図書館関係者のみならず、教育関係

者など多くの県民の落胆を招いています。今年

度の図書資料費は2,800万円で、前年度比35％減

となっており、ちなみに宮崎市の図書資料費

の3,300万円をも下回っており、本県より財政規

模の小さい鳥取県が１億200万円もの予算を確保

していることと比較すると、いかに本県の図書

館行政が停滞、後退しているかは、この数字だ

けでも一目瞭然です。

９月議会において、教育長は、この現状に

至った理由として、県立図書館のシステム改修

などに費用を要したため、図書館予算を削らざ

るを得なかったと。また今後、この図書資料費

の回復を含め、県立図書館を、県内市町村図書

館のフロントランナーとしてその機能を拡充さ

せていくという前向きな答弁もされているとこ

ろです。そこでまず、図書館行政の現状と課題

をどう認識されているのか、教育長にお伺いし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館は、県民

の課題解決を支援する施設、言うならば、課題

解決の知恵にいざなうような「知の拠点」とな

る中核施設と言えると思います。また、県内市

町村の図書館のフロントランナーという役割

と、もう一方では、伴走者というような役割や

使命も担っていると考えております。このため

本年度は、読書活動推進のために、著名人を招

いたフォーラムを開催したり、県内の図書館職

員の資質向上を図るために研修を実施したりす

るなど、これまでにないような新しい取り組み

も行いながら、県民の皆様に対し、質の高いサ

ービスの提供に努めているところでございま

す。課題であります資料の整備はもとより、県

立図書館と市町村立図書館とが共同して、県民

の皆様にサービスを提供することが大切であ

り、県民の皆様に本を届ける物流システムや、

適切な情報を提供するレファレンス機能の充実

などの改善を図りながら、本県の人づくりと地

域づくりに貢献できるよう、より積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○図師博規議員 積極的に取り組むと意欲を示

していただきました。しかし、現在、県立図書

館の蔵書数は、全国堂々の42位です。蔵書が少

ないがゆえに、県立図書館から市町村図書館へ

の図書貸出数を全国と比較してみても、これ

も41位です。本来、県立図書館が担うべき「図

書館の図書館」としての機能が果たせていない

と言っても過言ではない状況です。佐賀県で

は、県内の全図書館を一つのビッグライブラリ

ーと位置づけ、図書館同士の物流体制管理と、

本を移動させる際にかかる費用を一手に県立図

書館が請け負い、早くても１週間、遅いときは

２カ月かかっていた本の物流の速度を、最長で

も４日しかかけないというところまでのシステ

ムを構築して、そのまとめ役として県立図書館

が機能を発揮しています。本県において、本が

少ないなら少ないなりに、図書資料物流に関し

てどのような対策をとられているのか、教育長

に再度お伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 県立図書館の役割と

して、県立図書館の蔵書はもちろんですが、

今、御提案がありましたように、市町村立図書

館など県内各図書館の蔵書もあわせて、県民の

皆様のために有効活用を図っていくことは大変

重要なことであると考えております。現在、県

立図書館では、移動図書館車「やまびこ号」

が、市町村立図書館や僻地の学校などへ定期的

に本をお届けいたしております。また、県立図
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書館の蔵書を、地元の市町村立図書館等を通じ

て、県民の皆様が借りたりすることができる取

り組みを実施いたしております。さらなる利便

性の向上のために、市町村立図書館相互の蔵書

の貸し借りや、県民から求められた資料をいち

早く届ける物流システムについて、他県の取り

組みを参考にしながらよりよいものにするよう

に、県民の図書館として、広く県民の皆さんが

貸し出しサービスを受けることができるための

効率的な手法などについてしっかり検討してい

きたいと考えております。

○図師博規議員 移動図書館車「やまびこ号」

の活躍は私も存じております。ただ、中山間地

の学校に図書を届ける、片道４時間、往復８時

間、滞在時間１時間、２時間というような実態

もあるようです。それよりも、効率的な物流の

システムの再構築を期待しております。

それでは、続きまして知事にお伺いします

が、県は、読書活動推進のため、読書フォーラ

ムを開催したり、図書館職員の資質向上のため

の研修会をされているなど、その内容は評価す

るものです。さらに、９月30日には、図書館関

係者との「ふれあいフォーラム」を開いていた

だいております。その場で直接声を聞かれた内

容もあるかと思われますし、11月９日には、片

山善博元鳥取県知事を招いた読書フォーラムに

おいて、片山元知事との意見交換もされて、積

極的に情報収集をされているというその姿勢は

うかがい知れます。では、知事は、それらの内

容を踏まえて、今の図書館行政をどう捉えてい

らっしゃるのか、そのあたり見解をお伺いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 私は、本県の将来にわ

たる発展を担い、地域を支える多様な「人財づ

くり」というものを重点施策に掲げまして、将

来世代の育成に取り組んでいるところでありま

す。県立図書館というものが、県民の皆様への

情報提供や、県民それぞれが持っている課題解

決の支援を行うなど、「知の拠点」としまし

て、さまざまな分野の「人財づくり」におい

て、大変重要な役割を担っている施設であると

認識しておるところであります。そのような思

いもあり、伊藤一彦先生に、このたび名誉館長

にも就任をしていただいた。そういう中で、図

書館行政、これまでも「Ｌｉｖｅ！Ｌｉｂｒａ

ｒｙ」ですとかビジネス支援を含めて、いろん

な取り組みを進めているところであります。そ

の機能充実のために、市町村の図書館等との連

携についてさらに議論を深め、文化・芸術の高

揚や科学技術・産業の振興、人づくりや地域づ

くりなど、県勢の発展に貢献できる県立図書館

づくりにこれからも取り組んでまいりたい、そ

のように考えております。

○図師博規議員 知事は、来る知事選に臨むに

当たり、政策提案、マニフェストのようなもの

をつくられており、その中で、公立図書館と学

校図書館の連携を深め、日本一の読書県を目指

すと、どでかい方向性、看板を出されていま

す。本県の県立図書館の蔵書数は全国42位、市

町村立図書館への貸し出しは41位、さらに、専

任図書館司書数は43位、県民１人当たりの公立

図書館資料費、いわゆる県民１人当たりに幾ら

図書費を使っているか、これは42位なんです。

軒並み全国の最低水準にあるこれらの状況か

ら、どのように日本一まで引き上げていかれる

のか、また、何をもって日本一とされるのか、

そのあたりをぜひお伺いしたいと思います。

今、知事が掲げていらっしゃる目標の中に、100

万泊県民運動というものがあります。しかし、

残念ながら、これはどのように検証していいの
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か、我々がそれをどう後押ししていいのか、そ

れがなかなか見えない。ぼんやりとしたものに

なってしまっています。そうではなくて、読書

日本一というものを目指されるのであれば、何

をもってどう変えていくのかというところを知

事のお言葉で聞かせてください。

○知事（河野俊嗣君） 政策提案の中にもさま

ざまな日本一というものを掲げておりますし、

いろんなデータの中でも日本一はいろいろあろ

うかと思います。例えばキュウリの生産量が日

本一、これは数字の上で明確に出るものであろ

うかと思っております。全国和牛能力共進会で

の日本一は９部門中５部門、そういうトータル

での日本一というものがあろうかと思います。

ここにおける「日本一の読書県」というところ

は、実はそういう意味での具体的な数値なりラ

ンキングを捉まえて、具体的なイメージを持っ

て書いたものではございません。読書というも

のが、人が自立し、他者とかかわりながら豊か

な人生を生きていく上で欠くことのできない大

変重要なものである。「人財づくり」に力を入

れて取り組む中で、読書というものが大変重要

である。そのような思いの中での旗頭として、

「日本一の読書県」という表現を使わせていた

だいたところであります。もちろん、今、議員

から御指摘がありましたように、さまざまな指

標があろうかと思っております。そういった指

標をないがしろにするわけではありませんし、

それを全て日本一に引き上げるというのは現実

的ではないと考えておるところでございます

が、読書の重要性というものを改めて県全体で

捉まえて、もちろん県立図書館のあり方も重要

でありますし、それ以外の図書館との連携とい

うのも、図書館の中の図書館としての県立図書

館の大変重要な役割であろうかと思います。そ

ういったものを改めて点検し、検証することに

より、一定の目標も、いろんな形でこの政策を

具体化する上では掲げる必要があろうかと思い

ます。そのような読書に対する私の思いが込め

られた表現ということでここは捉えていただけ

ればと思っておるところでございます。具体的

には、ボランティアによる読み聞かせの普及で

ありますとか、学校における一斉読書の推進な

ど、さまざまな場面で子供が読書に親しむ取り

組みの充実に努めてまいりたいと考えておると

ころであります。

○図師博規議員 やはり日本一を目指すという

ことを県民に周知していくには、どこかで数字

が伴うような政策をつくっていく必要もあろう

かと思いますので、今の知事のお気持ちが形に

なる予算措置を大いに期待するところです。

知事は、図書館関係者とのフォーラムの中で

力強く言われているんです。予算の責任は全て

私にあると。指摘内容を重く受けとめ、図書資

料費を確保し、県立図書館機能を充実させると

明言されています。それは県民には伝わってい

ます。待っています。ぜひ、来る知事選後、２

期目の県政運営の際には、県立図書館、また図

書館行政の一層の拡充を期待いたしまして、私

の今回の一般質問を終わらせていただきます。

（拍手）

○福田作弥議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

○福田作弥議長 次に、今回提案されました議

案第１号から議案第42号までの各号議案を一括

議題といたします。

質疑の通告はありません。

◎ 議案第30号から議案第33号まで採決

平成26年11月25日(火)
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○福田作弥議長 ここで、教育委員会委員、収

用委員会委員及び同予備委員の任命の同意につ

いての議案第30号から第33号までの各号議案に

ついて、お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第30号から第33号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 議案第１号から第29号まで及び第34号

から第42号まで並びに請願委員会付託

○福田作弥議長 ここで、議案第１号から第29

号まで及び第34号から第42号までの各号議案並

びに新規請願は、お手元に配付の付託表のとお

り、それぞれ関係の委員会に付託いたします。

ここで、議案第42号に係る委員会審査のた

め、暫時休憩いたします。

午後１時52分休憩

午後２時19分開議

◎ 総務政策常任委員長審査結果報告

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

議案第42号を議題といたします。

ここで、総務政策常任委員長の審査結果報告

を求めます。総務政策常任委員会、松村悟郎委

員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕 御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件のう

ち、議案第42号「平成26年度宮崎県一般会計補

正予算（第５号）」についてであります。

これは、衆議院が解散されたことに伴い、

第47回衆議院議員総選挙及び第23回最高裁判所

裁判官国民審査を執行するための経費を措置す

るもので、８億1,200万円余の増額補正となって

おります。

この経費については、全額国庫支出金として

国から交付され、その内訳の主なものとして

は、投開票経費やポスター掲示場費などとして

市町村へ交付されるものであります。

審査の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。〔降壇〕

○福田作弥議長 総務政策常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

質疑及び討論の通告はありません。

◎ 議案第42号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

議案第42号についてお諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。
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あすからの日程をお知らせいたします。

あす26日から12月１日までは、常任委員会、

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、２日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時22分散会

平成26年11月25日(火)



12月２日（火）
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◎ 常任委員長審査結果報告

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名であ

ります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第29号まで及び第34号

から第41号までの各号議案、請願第57－１号か

ら第68号まで、並びに継続審査中の請願第38号

及び第56号を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、松村悟郎委員

長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件及び新規請願３件の計14件で

あります。先般、11月25日に審査結果報告をい

たしました議案第42号を除く13件について、慎

重に審査をいたしました結果、継続審査中の請

願１件を含め、お手元に配付の議案・請願委員

会審査結果表のとおり決定いたしました。

なお、請願第38号及び第59号は賛成多数によ

り、その他の議案及び請願については全会一致

により決定いたしました。

また、全会一致で採択いたしました請願第57

－１号に基づき、「勤務獣医師の人材確保対策

等を求める意見書」を、環境農林水産常任委員

会と合同で発議することといたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第１号「平成26年度宮崎県一般会

計補正予算（第３号）」についてであります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うもの及び

その他必要とする経費について措置するもので

あり、17億4,000万円余の増額補正となっており

ます。この補正予算に要する歳入財源の主なも

のは、繰入金10億2,100万円余、国庫支出金６

億7,900万円余であります。

次に、追加補正である議案第34号「平成26年

度宮崎県一般会計補正予算（第４号）」につい

てであります。

この補正は、職員の給与改定等に伴う所要経

費について措置するものであり、14億7,200万円

余の増額補正となっております。この補正予算

に要する歳入財源は、地方交付税12億7,400万円

余、国庫支出金１億9,800万円余であります。こ

の結果、さきに可決されました議案第42号を含

めますと、補正後の一般会計の予算規模は5,843

億300万円余となります。

このうち、総合政策部所管の予算は、2,000万

円余の増額補正であり、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は147億3,900万円余と

なっております。

また、総務部所管の予算は、３億6,900万円余

の増額補正であり、一般会計と特別会計を合わ

せた補正後の予算額は2,534億6,100万円余と

なっております。

このうち、議案第７号「宮崎県における事務

処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」についてであります。

これは、特定非営利活動法人の設立の認証等

に関する事務等、特定非営利活動促進法に基づ

く知事の権限に属する事務の一部を移譲する市

町村として、今回、新富町と川南町を追加する

ため、条例の改正を行うものであります。

当委員会といたしましては、権限移譲により

住民の利便性の向上や事務処理の効率化が図ら

れることにより、地域における特定非営利活動
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法人の活動が活発化することも期待されること

から、移譲を希望していない市町村に対しても

積極的に受け入れてもらえるよう、引き続き働

きかけを行っていただくことを要望いたしま

す。

次に、フードビジネス人材育成プログラムの

実施についてであります。

このことについて委員より、「全国において

フードビジネスに力を入れている自治体が多い

中、本県においてはどのような展開を考えてい

るのか」との質疑があり、当局より、「本県の

フードビジネス振興構想の推進施策の一つとし

て、フードビジネス関連事業者の成長段階や、

国内だけでなく台湾やＥＵなど、ターゲットと

する市場等に応じた実践的な長期セミナーを実

施して人材育成を図ることにより、事業者の競

争力の向上を図ってまいりたい」との答弁があ

りました。

また、別の委員より、「次世代の経営リーダ

ー育成等、各段階に応じたプログラムを実施す

ることで、高い付加価値を生み出すことのでき

る人材育成に寄与することが期待できるので、

積極的な事業実施に努めてほしい」との要望が

ありました。

次に、防災拠点庁舎整備基本構想についてで

あります。

このことに関して委員より、「今後、防災拠

点庁舎周辺の各庁舎において、耐用年数等の状

況により改修等の課題が出てくると思われる。

防災拠点庁舎の配置については、本館や楠並木

通り等との一体的な景観の創出、空間の活用、

県民や観光客の集客性など、多様的かつ長期的

な視点を持って、将来の県庁舎全体のあり方を

念頭に検討していただきたい」との要望があり

ました。

また、別の委員より、「６号館に移転するこ

ととなった文書センターについて、今後は、公

文書の保管スペースの確保状況等を踏まえ、将

来の県庁舎全体のあり方を検討していく過程に

おいて、当該センターのあり方についても再度

検討を行っていただきたい」との要望がありま

した。

次に、今後の行財政改革の取り組みについて

であります。

このことについて委員より、「県民サービス

の質の維持や職員のワーク・ライフ・バランス

の観点からも、これ以上の人員削減は厳しいと

思われることから、人材育成に力を入れていた

だきたい。また、新たな行財政改革プランの策

定に向けては、庁内のワーキンググループや広

く県民に意見を伺う県民アンケートを実施して

いるとのことであるが、今後も、県民の意見や

アイデアを十分に得られるよう、県の広報紙等

あらゆる媒体を活用し、県民の行財政改革の取

り組みに対する認知度のさらなる向上に努めて

いただきたい」との要望がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「総合政策及び行財政

対策に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、厚生常任委員会、鳥飼

謙二委員長。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外８件及び新規請願１件の計10件で
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あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり、いずれも全会一致により決定いたしまし

た。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で13億400万円余の増

額補正であり、その主な理由は、地域医療介護

総合確保基金への積み立てや、職員の給与改定

等に伴うものであります。この結果、一般会計

と特別会計を合わせた補正後の予算額は1,035

億2,300万円余となります。

このうち、地域医療介護総合確保基金につい

てであります。

これは、団塊の世代が後期高齢者となる2025

年を見据え、地域において、効率的かつ質の高

い医療提供体制や地域包括ケアシステムを構築

し、地域における医療及び介護の総合的な確保

を図るため、国からの交付金等により基金を造

成し、医療機関の施設・設備の整備や公的介護

施設等の整備、在宅医療の提供及び医療・介護

従事者の確保に関する事業を実施するものであ

ります。

このことについて委員より、「基金事業につ

いては、毎年、県が地域の医療・介護関係者と

協議の上、実施計画を策定し、国に提出するこ

ととなっている。地域において現在、顕在化し

ている医療・介護問題に効果の及ぶ事業や、医

療・介護従事者の確保など、長期的な取り組み

が必要な事業もあることから、即効性と持続性

のある事業展開をお願いしたい」との要望があ

りました。

次に、宮崎県高齢者保健福祉計画についてで

あります。

このことについて委員より、「在宅医療や介

護に携わる人材は、今後さらに必要となってく

るが、どのように育成・確保を図るのか」との

質疑があり、当局より、「離職率が高いことが

問題となっていることから、処遇改善に関する

取り組みを引き続き行うとともに、今後は、新

規参入や復職につながる取り組みを進めてまい

りたい」との答弁がありました。

また、これに関連し、別の委員より、「少子

化が進んでいる中、国内に人材を求めるだけで

は限界がある。国外も視野に入れる必要がある

のではないか」との質疑があり、当局より、

「国外からの人材確保については、国において

技能研修制度として検討していることから、そ

の動向を注視してまいりたい」との答弁があり

ました。

次に、宮崎県子ども・子育て支援事業支援計

画についてであります。

このうち、結婚・子育て意識調査結果につい

て、委員より、「独身でいる理由に、「自由や

気楽さを失いたくないから」「趣味や娯楽を楽

しみたいから」などの理由があるが、このよう

な人たちに、子供を生み育てる喜びを理解して

もらう取り組みが必要ではないか」との質疑が

あり、当局より、「調査結果を踏まえ、今後と

も意識の涵養に努めてまいりたい」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、結婚、出産や子

育ての喜び、楽しさについて、意識啓発に取り

組むとともに、宮崎らしい施策の検討に当た

り、調査結果のさらなる検証を要望いたしま

す。

次に、病院局所管の補正予算についてであり

ます。
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今回の補正は、職員の給与改定等に伴うもの

であり、病院事業費用１億2,800万円余を増額補

正するものであります。この結果、補正後の病

院事業費用は300億8,700万円余となります。

次に、県立病院の新たな経営形態のあり方に

ついてであります。

このことについて当局より、「今後の県立病

院の果たすべき役割として、多数の診療科の連

携による、総合性を生かした高度・急性期医

療、また、不採算医療や、社会的要請により政

策的に対応する必要がある医療、さらには、中

核病院として、地域医療機関等との連携強化に

よる医療について提供する役割があると考えて

おり、その役割を果たすための経営形態につい

て、現在の地方公営企業法の全部適用も含め、

民間譲渡、指定管理者制度の導入、地方独立行

政法人化、市町村への移管について検証を行っ

ている。各制度にはさまざまな特徴があるが、

本県の医療を取り巻く環境や、それぞれの県立

病院の経営状況等も踏まえながら、ふさわしい

経営形態について検討を進めている」との報告

がありました。

当委員会といたしましては、県立病院として

果たすべき役割を踏まえた上で、他県における

事例についても十分に調査を行うなど、拙速に

事を運ぶことのないよう、慎重な検討を要望い

たします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、商工建設常任委員会、

岩下斌彦委員長。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外11件及び新規請願１件の計13件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり、いずれも全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、職員の給与改定等に伴い、一

般会計で1,600万円余を増額するものであり、こ

の結果、一般会計と特別会計を合わせた補正後

の予算額は450億4,400万円余となります。

次に、本県の製造業についてであります。

このことについて委員より、本県の製造業の

事業所数の推移等について質疑があり、当局よ

り、「工業統計調査によると、従業員４人以上

の事業所数は、平成３年が最も多く約2,600、直

近の平成25年は約1,500であり、約1,000事業所

が減少している。一方、製造品出荷額は、平成

３年は約１兆3,6 0 0億円、平成25年は約１

兆4,400億円で約800億円増加している」との答

弁がありました。

これに対して委員より、「製造業は、本県の

景気浮揚を図る上で非常に重要な産業である。

事業所数等のデータを分析し、振興対策に取り

組んでいただきたい」との意見があり、当局よ

り、「中核的な製造企業をふやし、県外から県

内に資金を取り込んでいけるような取り組みを

行っていく必要がある」との答弁がありまし

た。
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次に、外国人観光客の受け入れ体制について

であります。

このことについて委員より、「平成27年３月

に予定されている宮崎―香港線の就航により、

外国人観光客の増加が予想されるが、県内宿泊

施設の受け入れ体制はどうか」との質疑があ

り、当局より、「現在、主要なホテルでは、外

国語が話せるスタッフは確保されてきている

が、今後、外国人観光客の増加にも十分対応で

きるよう、宿泊施設や関係機関と連携してまい

りたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、経済効果の高い

外国人観光客の誘客を促進するためにも、今後

も受け入れ体制の整備に積極的に取り組んでい

ただくことを要望いたします。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で１億5,600万円余の

増額補正であり、その主な理由は、国庫補助の

決定や職員の給与改定等に伴うものでありま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は750億5,000万円余となりま

す。

次に、公の施設の指定管理者の指定について

であります。

当局より、平成27年度に指定を予定している

施設の指定管理候補者やその選定方法等につい

て説明がありました。

当委員会といたしましては、制度の目的の

「サービス向上と経費縮減」という観点に立っ

た委員会審査がしやすくなるように、例えば指

定管理候補者の概要を記載するなど、説明資料

の充実に努めていただくことを要望いたしま

す。

次に、地域維持型契約に係る入札の実施につ

いてであります。

このことについて委員より、「平成27年４月

に実施予定の地域維持型契約は、採算等に不安

を感じる建設業者もいると聞くが、入札不調・

不落となるおそれはないのか」との質疑があ

り、当局より、「入札の実施については、新た

に地域維持型の総合評価落札方式を導入するこ

ととしており、評価に当たっては、地域精通度

などの履行能力に重点を置くとともに、評価基

準の数値も、各地区ごとに実情を踏まえて設定

している。今後とも、関係団体等と意見交換を

しながら、十分に制度の周知を図り、不安の解

消に努めていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、地域の建設業者

の実情を踏まえ、将来の担い手確保や災害対応

力の強化につながるよう、今後もさらに検討を

加え、よりよい制度としていただくことを要望

いたします。

次に、労働委員会事務局の補正予算について

であります。

これは、職員の給与改定等に伴うものであ

り、この結果、補正後の予算額は１億1,500万円

余となります。

最後に、当委員会において、「商工観光振興

対策及び土木行政の推進に関する調査」につき

ましては、地方自治法第109条第８項の規定によ

り、閉会中の継続審査としたいので、議長にお

いてその取り扱いをよろしくお願いいたしま

す。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、環境農林水産常任委員

会、内村仁子委員長。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。
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今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外６件及び新規請願３件の計10件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり、いずれも全会一致により決定いたしまし

た。

なお、採択いたしました請願第57－２号、請

願第62号及び請願第63号に基づき、「「農協改

革」に関する意見書」及び「漁業用軽油にかか

る軽油引取税の免税措置の堅持に関する意見

書」を発議することとし、「勤務獣医師の人材

確保対策等を求める意見書」については、総務

政策常任委員会と合同で発議することといたし

ました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で2,000万円余の増額

補正であり、この結果、一般会計と特別会計を

合わせた補正後の予算額は264億6,000万円余と

なっております。

このうち、議案第17号、18号、19号及び20号

に係る「公の施設の指定管理者の指定につい

て」であります。

このことについて委員より、「最小の経費で

最大の効果を上げるためには、さらなる利用者

の増加を図る必要があることから、新たな切り

口で広報を行い、当該施設の知名度を上げる取

り組みを進めていただきたい」との要望や、公

募の状況について別の委員より、「応募団体数

が少ないため、公平性の観点から、より幅広く

周知していただきたい」との要望がありまし

た。

また、委員より、「施設の設置目的を効果的

に達成するためにも、指定後の指導監督体制の

充実を図っていただきたい」との要望があり、

別の委員より、「経費の縮減は大変重要である

が、その結果として人件費の削減につながるこ

とがないよう、しっかり指導していただきた

い」との要望がありました。

次に、建設工事に係る資材のリサイクルにつ

いてであります。

このことについて委員より、「建設工事に係

る資材については再資源化が進められている

が、リサイクル処理を施しても、保管する場所

に苦慮していると聞く。例えば、再生クラッシ

ャーランのさらなる利用促進に向けて、関係部

局と協議していただきたい」との要望がありま

した。

次に、「「山村振興法」の延長及び地域林業

・地域振興の確立に向けた施策の拡充を求める

意見書」についてであります。

昭和40年に制定された「山村振興法」は、山

村における経済力と住民の福祉の向上を図り、

あわせて、地域格差の是正と国民経済の発展に

寄与することを目的として、これまで国の政策

支援が行われてきたところでありますが、山村

を取り巻く環境は依然として厳しい状況にある

中、平成27年３月末にその期限を迎えようとし

ています。国においては、山村地域の現状及び

その果たす役割を踏まえ、法の期限を延長する

とともに、地域林業・地域振興の確立に向けた

施策の拡充を強く要望するものであります。

当該意見書の提出につきましては、全会一致

で決定したところでありますので、議長におい

てよろしくお取り計らいいただきますよう、お

願いいたします。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。
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今回の補正は、一般会計で１億5,400万円余の

増額補正であり、その主な理由は、国庫補助の

決定や職員の給与改定等に伴うものでありま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は427億9,200万円余となってお

ります。

このうち、議案第21号「公の施設の指定管理

者の指定について」であります。

これは、県立農業大学校農業総合研修センタ

ー及び宮崎県農業科学公園において、来年度か

ら指定管理者制度を導入することとしたもので

あります。

このことについて委員より、「当該施設は、

今後の農業を担う人材を育成する上で大変重要

な施設である。指定管理者と連携を図りなが

ら、本県が目指すべき農業のあり方を踏まえた

人材育成を図っていただきたい」との要望があ

りました。

次に、豚流行性下痢（ＰＥＤ）の防疫対策に

ついてであります。

このことについて当局より、平成26年10月24

日に公表された国のＰＥＤ防疫マニュアルにつ

いて、現在、養豚関係機関及び養豚農場との調

整や関係団体への周知を図っている旨の報告が

ありました。

このことについて委員より、「発生農場情報

の共有も含めて、当該マニュアルの運用は開始

されているのか」との質疑があり、当局より、

「現時点で市町村や生産者団体との意見交換が

終了したところである。12月上旬までには、各

地域の養豚農家を対象とした説明会を開催する

予定であり、その後、運用を開始したい」との

答弁がありました。これに対し委員より、「流

行時期を考慮した上で、少しでも早くマニュア

ルに沿った運用体制が構築されるよう、関係者

への周知等を進めていただきたい」との要望が

ありました。

また、委員より、「発生農場情報の共有につ

いては、スムーズな運用を危惧する声もある。

運用後も随時点検を行いながら取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

次に、農業の成長産業化に向けた提言につい

てであります。

これは、農業施策全体を多角的に検証する場

として設置された「宮崎県農業成長産業化推進

会議」から、産地経営体構想を推進し、宮崎県

農業の成長産業化を実現するための方策とし

て、マーケットイン型経営への転換や、経営力

と技術力の両面を支援できる指導体制の構築な

どについて提言を受けたものです。

このことについて委員より、「農家所得の向

上のためには、農業を成長産業分野に押し上げ

ることが重要であるため、提言については十分

に検証し、目に見える形で結果を出していただ

きたい」との要望があり、別の委員より、「提

言に対応した具体的な施策や事業を構築してい

ただきたい」との要望がありました。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

としたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 次は、文教警察企業常任委員

会、西村賢委員長。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件及び新規請願５件の計13件で
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あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

なお、議案については全会一致により、請願

第64号については賛成多数により、請願第65

号、第66号、第67号及び第68号については賛成

少数により決定いたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

最初に、一般会計補正予算についてでありま

す。

今回の補正は、職員の給与改定等に伴うもの

であり、公安委員会所管で１億9,700万円余、教

育委員会所管で９億5,700万円余のそれぞれの増

額補正となっております。この結果、補正後の

公安委員会の一般会計予算額は279億6,600万円

余、教育委員会の一般会計と特別会計を合わせ

た予算額は1,106億2,600万円余となります。

次に、公営企業会計補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、職員の給与改定等に伴うもの

であり、電気事業会計で1,341万円余、工業用水

道事業会計で78万円余、地域振興事業会計で１

万円余の、それぞれの事業費の増額補正を行う

ものであります。この結果、各会計ごとの補正

後の事業費は、電気事業は43億7,800万円余、工

業用水道事業は３億6,100万円余、地域振興事業

は2,100万円余となります。

次に、宮崎県警察音楽隊の活動状況について

であります。

このことについて当局より、警察音楽隊は、

演奏活動を通じて県民と警察との融和を図ると

ともに、警察広報の重要な一翼を担っているこ

と、また、平成25年中は、小中学校などでの音

楽鑑賞教室や各自治体主催の地域安全運動のイ

ベント等に40回の派遣演奏を行ったことについ

て報告がありました。

これに対して委員より、「警察音楽隊の華や

かな演奏活動は、県民から警察への親しみを

持ってもらえる絶好の機会であるため、今後も

県内各地の地域安全運動等に積極的に参加して

いただきたい」との要望がありました。

次に、企業局における平成26年度の上半期の

状況についてであります。

当局より、「事業実績については、電気事

業、工業用水道事業、地域振興事業の全てにお

いて目標を上回っており、収益的収支について

も、３事業ともおおむね順調に推移している」

との報告がありました。

次に、教職員の不祥事についてであります。

教職員の懲戒処分件数については、近年、減

少傾向にありましたが、ことしの９月以降、公

立中学校の教職員がわいせつ行為により相次い

で逮捕されるなど、教育に対する信頼が大きく

損なわれる事態となっています。

当委員会としましては、教職員一人一人が、

このゆゆしき事態を自覚するよう、引き続き、

市町村教育委員会と一体となって、綱紀粛正及

び服務規律遵守についての指導を徹底するな

ど、不祥事根絶に向けた取り組みを推進するこ

とを強く要望します。

次に、議案第27号「公の施設の指定管理者の

指定について」であります。

このことについて委員より、「次期指定期間

から、施設の利用料金を指定管理者の収入にす

ることができることとなるが、利用料金収入は

大きく変動することも考えられる。今後５年間

の指定管理料は、どのような想定で決定されて

いるのか」との質疑があり、当局より、「指定

管理料については、施設の改修や口蹄疫の発生
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等があった過去５年間の平均をもとに算出して

おり、さまざまな状況を想定した金額設定と

なっている。なお、災害の発生などにより利用

料金収入が大きく減少する場合は、指定管理者

と県で協議の上、改めて指定管理料の設定を行

うこととなる」との答弁がありました。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「教育及び警察行政の

推進並びに公営企業の経営に関する調査」につ

きましては、地方自治法第109条第８項の規定に

より、閉会中の継続審査といたしたいので、議

長においてその取り扱いをよろしくお願いいた

します。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○福田作弥議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

◎ 質 疑

○福田作弥議長 これより、委員長の審査結果

報告に対する質疑、討論に入ります。

質疑、討論についての発言時間は、１人10分

以内といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 おはようございます。ただ

いま各常任委員長から御報告がございました

が、請願の審査について伺っていきたいと思い

ます。

今回、新規請願として、商工建設常任委員会

に付託されました第58号のカジノ合法化に反対

する請願、そして、総務政策常任委員会に付託

されました第60号の私学助成を求める請願、文

教警察企業常任委員会に付託されました第65号

から第68号の教育関連の請願が、いずれも不採

択との審査結果報告でありました。私はいずれ

も紹介議員でありますので、委員会でどのよう

な審査の結果、即、不採択となったのか、それ

ぞれの経過について御説明いただきたいと思い

ます。

○松村悟郎議員 委員会の審査におきまして

は、請願第60号も含めてでございますけれど

も、委員の皆様に御意見をお伺いし、そして、

継続審査または採決を諮った結果、採決という

ことになりました。採決により賛否をお諮りし

たところ、不採択ということになったものでご

ざいます。

また、どのような理由でということについて

でございますけれども、委員の皆様には、個人

あるいは会派におきましても十分議論され、そ

して、委員会におきましても、御意見を伺った

ところでございます。ただ、その中で、委員会

の場では特に意見はございませんでした。以上

でございます。

○岩下斌彦議員 第58号に関してでございます

が、請願は、県民の皆さんが行政について持っ

ている要望や意見を文書にして提出されたもの

であり、県議会は、その県民の意思を十分受け

とめて審議に付する必要があると思います。

委員会の審査におきましては、委員の皆さん

に御意見をお伺いし、継続審査または採決をす

るか諮った結果、採決となりました。採決によ

り賛否をお諮りいたしましたところ、不採択と

なったものであります。以上であります。

○西村 賢議員 委員会の審査におきまして

は、委員会の皆様方に御意見を伺いましたとこ

ろ、請願第65号、第66号、第67号、第68号につ

いて、特に意見は出ませんでした。本請願の趣

旨につきまして各委員の皆様が十分に審査をし

た上で、委員会に臨んでいただいたと思ってお
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ります。継続審査または採決を諮ったところ、

採決との意見があり、採決となりました。ま

た、採決により賛否をお諮りしたところ、不採

択となったものであります。

○前屋敷恵美議員 今、お伺いいたしました

ら、いずれの委員会でも意見は出なかったと受

けとめたところです。しかし、県議会として

は、まずは、請願が出されたら、委員会で丁寧

な議論を行うというのが委員会に課せられた任

務だと私は思うんですけれども、委員会の中で

の論議が全くなされずに、すぐ採決に付される

ということで結論が出されてしまう。特に新規

請願については、その中で、十分に論議に値す

る資料などが見当たらないということであれ

ば、それを求めるとか、十分中身を深めるとい

うことが県民に対しての責任あるやり方だと思

うんですけれども、委員長としては、それぞ

れ、そういうふうな論議の進め方といいます

か、運び方には努められなかったのか、その辺

のところをお伺いしたいと思います。

○松村悟郎議員 請願第60号についてでござい

ますけれども、資料の請求その他につきまして

も、各委員の皆様にお諮りをいたしましたけれ

ども、特別その御意見はございませんでした。

また、委員会の規則にのっとりまして、それぞ

れの議員の皆さん、各会派におきましても、十

分な理解がされた上での委員会だと思います。

県民の請願、要望に対する思いは、十分県議会

として理解した上での委員会だと思っておりま

す。

○岩下斌彦議員 本請願の趣旨について、各委

員の皆さんが十分理解した上で、当委員会の審

査結果に至ったものだと思っております。ま

た、委員会に臨む前に委員として十分それぞれ

協議した上で、委員会に臨まれて、採決に至っ

たものだと考えております。慎重に審査をした

結果の委員会の総意として認識いたしておりま

す。

○西村 賢議員 審査に必要であれば、資料の

準備等さまざまな方法があったと思いますが、

委員会ではそのような議論は特にありませんで

した。委員会に臨む前に各委員がそれぞれに調

査を行った上で、臨んだ結果だと思います。

○前屋敷恵美議員 それぞれの考え方や立場が

違うわけですから、委員会の中で、それぞれの

考えが出されてしかるべきだと思うんです。で

も、委員長の結果報告では、そういう論議の中

身、反対の理由などが述べられていないことは

非常に残念だと私は思います。やはり県民に対

する真摯な態度での委員会の論議が必要だと。

論議のあり方についても今後検討が必要じゃな

いかと思うところです。この後の討論で、その

理由なりも明らかにしていただきたい、このこ

とを期待して質疑を終わります。

○福田作弥議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で、常任委員長の審査結果報告に対する

質疑は終わりました。

◎ 討 論

○福田作弥議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

今議会に提出されました議案及び請願につい

て討論を行います。

まず、議案第１号、第３号及び第26号につい

て、反対の立場から討論をいたします。

議案第１号「平成26年度一般会計補正予算
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（第３号）」及び議案第３号「宮崎県地域医療

介護総合確保基金条例」についてです。

政府は、ことし６月、高齢化のピークとされ

る2025年度を目標年度として、医療・介護給付

費を抑制する目的で、供給体制の再編計画を進

める医療介護総合確保法を成立させました。私

は一般質問でも明らかにいたしましたが、要支

援者向けサービスの大半を占める訪問・通所介

護を地域支援事業に置きかえることで、要支援

と非該当との制度上の垣根をなくし、要支援者

を事実上、介護保険の枠外へ追い出していくこ

とや、特別養護老人ホーム入所を要介護３以上

に限定し、要介護１・２の人は、一部の例外を

除いて特養入所の対象外とされ、待機者の枠か

らも除外されること。さらに、入院用ベッドを

抜本的に再編・削減する計画では、入院病床43

万床削減を打ち出し、一般病床では、特に看護

師の配置が厚い７対１病床について、2014年か

ら2015年度の２年間で９万床の削減を行うとし

ています。また、入院期間を２～３割短縮する

ことも示されており、治癒率の低下や患者にな

れない病人の増加を招くことにもなります。

この法律は、多くの高齢者を要介護サービス

の対象者から除外し、入院患者の病院からの追

い出しをさらに強化するなど、公的介護、医療

保障を土台から掘り崩す大改悪法です。

また、病床再編計画を促進するため、病床再

編や在宅医療・介護の拡大などの事業を対象

に、新たな財政支援制度を法定化し、2014年度

は、約904億円の地域医療介護総合確保基金が予

算化され、各県での基金設置が行われることと

なり、本県でも今議会に、同基金条例とともに

８億8,600万円余の基金積立金が提案され、同時

に、この基金を活用しての事業が提案をされて

います。各事業は、医療体制を強化する上で必

要なものでありますが、この基金を使って医療

機関を病床再編へと誘導していく計画は認めら

れないものです。

医療介護総合確保方針は、医療・介護の総合

的な確保を掲げておりますが、示されているの

は、限りある社会資源の効率的・効果的な活用

で、地域で必要な医療・介護サービスを確保し

ていくという方針は全く見られません。

2025年の高齢社会を見据えて大事なことは、

国の公的責任で地域の医療の実態に応えて、さ

まざまな医療機能に対応できる入院病床や介護

施設、住まいなどを確保することです。政府の

一連の改革がこのまま実施されれば、新たな医

療難民、介護難民、さらには、みとり難民が生

み出されることは確実であり、医療介護総合確

保法そのものに反対の立場を表明するもので

す。

次に、議案第26号「公の施設の指定管理者の

指定について」です。

同議案は、県営住宅について、宮崎、日南、

串間、都城、小林、高岡、西都、高鍋の各土木

事務所管内の県営住宅84団地の管理を、宮崎県

宅地建物取引業協会に委ねるというものです。

この指定管理者制度は、行政コスト縮減など

を目的に、官から民への構造改革路線の一環と

して導入され、あらゆる部署で進められていま

す。

今回は、議案第12号から第27号の議案で、104

の施設について新たな管理者の選定議案が出さ

れています。私は、特に公営住宅については、

これまでも、指定管理者制度はなじまないとし

て反対をしてきました。公営住宅制度は、国や

公共団体が、健康で文化的な生活を営むに足り

る住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所

得者に対して低廉な家賃で供給し、暮らしと福
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祉に寄与することを目的にします。それだけ

に、公営住宅は、他の公共施設の維持管理と

違って、効率性だけを追求できない側面があり

ます。行政は、この住宅の確保ととともに、個

人のプライバシーの確保という重要な役割を

担っています。特に、民間委託による家賃の徴

収・督促業務等に関して、個人情報守秘の扱い

がしっかり担保されているのかも含めて考えな

ければならない課題を抱えており、公営住宅に

関して、指定管理者制度を適用することはふさ

わしくないと考えます。

したがって、今回提案された県営住宅の指定

管理者の指定については、反対するものです。

次に、請願について、委員長報告で不採択と

された新規請願第58号、第60号、第65号から

第68号について、不採択に反対し、採択を求め

て討論を行います。

第58号は、カジノ合法化及び宮崎県への誘致

に反対する請願です。ギャンブル依存症の社会

的問題が深刻な中、賭博行為としてこれまで刑

法で禁じられてきたカジノを合法化することに

道理はなく、豊かな自然を生かした宮崎の地に

ふさわしい文化、教育、スポーツ観光の宮崎と

しての発展をと願う請願者の思い、県民の願い

は受けとめるべきと思います。

また、第60号及び第65号から第68号について

は、私学助成の増額、全国一斉学力調査の廃

止、教員免許更新制度の廃止、高校授業料無償

制度の復活、30人学級の実現など、いずれの請

願も、子供たちの学びのための環境整備や教育

費の負担軽減、学校現場で直接子供たちと向き

合い、指導・援助に携わる教職員の真の資質向

上を求めるものなど、子供たちに行き届いた教

育を求め、子供たちの健やかな成長を願う立場

からの請願ばかりです。

今回提出されたこれらの新規請願を即、不採

択などとせず、請願者の子供たちへの思いを県

議会がしっかり受けとめることが重要ではない

でしょうか。同請願の採択を強く求めるもので

す。

議員各位の良識と賢明な御判断を切に求め

て、討論を終わります。以上です。〔降壇〕

○福田作弥議長 ほかに討論の通告はありませ

ん。

以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号、第３号及び第26号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号、第３号及び第26号の各号

議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号、第４号から第25号まで、

第27号から第29号まで、及び第34号から

第41号まで採決

○福田作弥議長 次に、議案第２号、第４号か

ら第25号まで、第27号から第29号まで、及び

第34号から第41号までの各号議案について、一

括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

平成26年12月２日(火)



- 276 -

ました。

◎ 請願第58号採決

○福田作弥議長 次に、請願第58号についてお

諮りいたします。

〔退場する者複数あり〕

○福田作弥議長 本請願に対する委員長の審査

結果報告は不採択であります。委員長の報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

〔入場する者複数あり〕

◎ 請願第59号採決

○福田作弥議長 次に、請願第59号についてお

諮りいたします。

〔退場する者複数あり〕

○福田作弥議長 本請願に対する委員長の審査

結果報告は採択であります。委員長の報告のと

おり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり採択されました。

〔入場する者複数あり〕

◎ 請願第60号及び第65号から第68号まで

採決

○福田作弥議長 次に、請願第60及び第65号か

ら第68号までの各請願について、一括お諮りい

たします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第57－１号、第57－２号及び第61号

から第63号まで採決

○福田作弥議長 次に、請願第57－１号、第57

－２号及び第61号から第63号までの各請願につ

いて、一括お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第38号、第56号及び第64号の各請

願について、一括お諮りいたします。

各請願を、委員長の申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、各請願

は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審

査とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉
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会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○福田作弥議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成26年12月２日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 総務政策常任委員長 松村 悟郎

環境農林水産常任委員長 内村 仁子

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

勤務獣医師の人材確保対策等を求める意見

書

平成26年12月２日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 環境農林水産常任委員長 内村 仁子

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第２号

「農協改革」に関する意見書

議員発議案第３号

漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置

の堅持に関する意見書

議員発議案第４号

「山村振興法」の延長及び地域林業・地域

振興の確立に向けた施策の拡充を求める意

見書

平成26年12月２日

宮崎県議会議長 福田 作弥 殿

提出者 宮崎県議会議員 松村 悟郎

河野 哲也

有岡 浩一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第５号

登記の事務、権限等の地方への移譲に反対

する意見書

◎ 議員発議案第１号から第５号まで

追加上程

○福田作弥議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第５号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第５号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明及び委員会の付託を省略

し、直ちに審議することに御異議ありません

平成26年12月２日(火)



- 278 -

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

質疑及び討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第５号採決

○福田作弥議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第５号についてお諮りいた

します。

〔退場する者複数あり〕

○福田作弥議長 本案を原案のとおり可決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○福田作弥議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

〔入場する者複数あり〕

◎ 議員発議案第１号から第４号まで採決

○福田作弥議長 次に、議員発議案第１号から

第４号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○福田作弥議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○福田作弥議長 以上で、今期定例会の議事は

全て終了いたしました。

本年も約１カ月を残すのみとなりました。衆

議院選挙、知事選挙が師走に加わります。大変

忙しい時期になってまいりました。当局及び議

員各位におかれましては、一層御自愛の上、新

年を御健勝で迎えられますよう、心から祈念申

し上げます。

これをもちまして、平成26年11月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時５分閉会
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平成２６年１１月定例県議会日程

２０日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

１１．１３ 木 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

１４ 金 （ 議 案 調 査 ） 一般質問通告締切 12:00

１５ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１６ 日

１７ 月 （ 議 案 調 査 ）

１８ 火 議会運営委員会 9:30

１９ 水 請願締切 12:00

本会議 一 般 質 問２０ 木

２１ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出）

２２ 土 （ 閉 庁 日 ）

２３ 日 休 会 （ 閉 庁 日 ） 勤労感謝の日

２４ 月 （ 閉 庁 日 ） 振替休日

一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
２５ 火 本会議 質疑、討論、採決（人事案件）

議案・請願委員会付託

２６ 水

常 任 委 員 会
２７ 木

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

２８ 金 休 会 特 別 委 員 会 議会運営委員会

２９ 土
（ 閉 庁 日 ）

３０ 日

１２． １ 月 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告 議会運営委員会 9:30
２ 火 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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平成２６年１１月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

１１月１８日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 公 明 党 重松幸次郎 １０：００～１１：００

２ 公 明 党 河野 哲也 １１：００～１２：００ 休憩

３ 愛 み や ざ き 西村 賢 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 中村 幸一 １４：００～１５：００

１１月１９日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 自 由 民 主 党 山下 博三 １０：００～１１：００

６ 県 民 連 合 宮 崎 田口 雄二 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 丸山裕次郎 １３：００～１４：００

８ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １４：００～１５：００

１１月２０日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 内村 仁子 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １３：００～１４：００

１２ 自 由 民 主 党 清山 知憲 １４：００～１５：００
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１１月２１日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 右松 隆央 １０：００～１１：００

１４ 自 由 民 主 党 二見 康之 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 県 民 連 合 宮 崎 鳥飼 謙二 １３：００～１４：００

１１月２５日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１６ 県 民 連 合 宮 崎 渡辺 創 １０：００～１１：００

１７ 自 由 民 主 党 井本 英雄 １１：００～１２：００ 休憩

１８ 愛 み や ざ き 図師 博規 １３：００～１４：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）
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平成２６年１１月定例県議会

議案・請願 委員会審査結果表

［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第３号 宮崎県地域医療介護総合確保基金条例 可決

第４号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決

第５号
教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する

可決
条例

第６号 宮崎県行政手続条例の一部を改正する条例 可決

第７号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 可決 可決
を改正する条例

第８号 都市公園条例の一部を改正する条例 可決

第９号 工事請負契約の変更について 可決

第１０号 財産の処分について 可決

第１１号 損害賠償の額の決定について 可決

第１２号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１３号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１４号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１５号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１６号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１７号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１８号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第１９号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２０号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２１号 公の施設の指定管理者の指定について 可決



- 288 -

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第２２号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２３号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２４号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２５号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２６号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２７号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第２８号 当せん金付証票の発売について 可決

第２９号 宮崎県人権教育・啓発推進方針の変更について 可決

第３４号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第３５号
平成26年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予

可決
算（第１号）

第３６号
平成26年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 可決
補正予算（第１号）

第３７号
平成26年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補

可決
正予算（第１号）

第３８号
平成26年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１ 可決
号）

第３９号
職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の

可決
採用等に関する条例の一部を改正する条例

第４０号
市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改

可決
正する条例

第４１号
議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正す 可決
る条例
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第３８号
所得税法第56条の廃止を求める旨の意見書を国に提

継続
出することを求める請願

第５６号
子どもの医療費無料化を小学校卒業まで引き上げる 継続
ことを求める請願

第57-1号 勤務獣医師の人材確保対策等についての請願 採択

第57-2号 勤務獣医師の人材確保対策等についての請願 採択

第５８号
カジノ合法化に反対し宮崎県に誘致しない決議を求 不採択
める請願

第５９号
登記の事務、権限等の地方への移譲に反対する意見

採択
書提出についての請願

第６０号
高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の増額 不採択
を求める請願

第６１号
宮崎県内の医師会病院における医師確保に関する請

採択
願

第６２号 「農協改革」に関する請願 採択

第６３号
漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置の堅持に 採択
関する国への意見書提出を求める請願

第６４号
義務教育費国庫負担制度の拡充・復元について、国

継続
に意見書の提出を求める請願

第６５号
全国一斉学力調査の廃止について、国に意見書の提

不採択
出を求める請願

第６６号
教員免許更新制度の廃止について、国に意見書の提 不採択
出を求める請願

第６７号 公立高等学校授業料不徴収制度の復活を求める請願 不採択

第６８号
小・中・高の30人以下学級等の実現について国に意 不採択
見書の提出を求める請願
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平成２６年１１月定例県議会

議案 委員会審査結果表
［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第４２号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 可決
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２６年１１月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第38号 所得税法第56条の廃止を求める旨の意

見書を国に提出することを求める請願
慎重な審査

総務政策常任委員会 ・調査を要

総合政策及び行財政対策に関する調査
するため

請願第56号 子どもの医療費無料化を小学校卒業ま

で引き上げることを求める請願
慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会 ・調査を要

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査
するため

調査を要す
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す

常 任 委 員 会 るため

請願第64号 義務教育費国庫負担金制度の拡充・復

元について、国に意見書の提出を求め
慎重な審査

文 教 警 察 企 業 る請願
・調査を要

常 任 委 員 会 するため
教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に

関する調査

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第３号） 12月２日・ 可 決

〃 第２号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第３号 宮崎県地域医療介護総合確保基金条例 〃

〃 第４号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第５号 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第６号 宮崎県行政手続条例の一部を改正する条例 〃

〃 第７号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第８号 都市公園条例の一部を改正する条例 〃

〃 第９号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第10号 財産の処分について 〃

〃 第11号 損害賠償の額の決定について 〃

〃 第12号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第13号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第14号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第15号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第16号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第17号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第18号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第19号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第20号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第21号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第22号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第23号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第24号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第25号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第26号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第27号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第28号 当せん金付証票の発売について 〃

〃 第29号 宮崎県人権教育・啓発推進方針の変更について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第30号 教育委員会委員の任命の同意について 11月25日・ 同 意

〃 第31号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第32号 収用委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第33号 収用委員会予備委員の任命の同意について 〃

〃 第34号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 12月２日・ 可 決

〃 第35号 平成26年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正 〃

予算（第１号）

〃 第36号 平成26年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

補正予算（第１号）

〃 第37号 平成26年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補 〃

正予算（第１号）

〃 第38号 平成26年度宮崎県立病院事業会計補正予算(第１号) 〃

〃 第39号 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の 〃

採用等に関する条例の一部を改正する条例

〃 第40号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第41号 議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正す 〃

る条例

〃 第42号 平成26年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 11月25日・ 可 決

議員発議案 第１号 勤務獣医師の人材確保対策等を求める意見書 12月２日・ 可 決

〃 第２号 「農協改革」に関する意見書 〃

〃 第３号 漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置の堅持に 〃

関する意見書

〃 第４号 「山村振興法」の延長及び地域林業・地域振興の確 〃

立に向けた施策の拡充を求める意見書

〃 第５号 登記の事務、権限等の地方への移譲に反対する意見書 〃



意 見 書
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勤務獣医師の人材確保対策等を求める意見書

動物は、我々の生活を様々なかたちで豊かにしてくれるかけがえのない存在であ
る。人の命が大切であるように動物の命に対しても感謝と畏敬の念を忘れず、その
尊厳を守らなければならない。
このような動物愛護の精神が、多くの先人の長年の努力にもかかわらず、未だに

国民共通の理解として定着するまでには至っていない中、動物愛護管理法の一部を
改正する法律が昨年９月１日施行された。動物をさらに大切にするため、新たに、
人と動物の共生社会の実現を図ること、所有者の終生飼養の責務等が明記されると
ともに、動物取扱業者に係る規制強化などが行われたものである。これにより、都
道府県等の役割はさらに拡大し、改正法の的確な実施業務を担う獣医師の職責と業
務量が増大している。
一方、今日、高病原性鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとする人と動物の共通

感染症や口蹄疫などの伝染病が国内外で発生し、その流行制御や食品の安全性確保
を求める国民の声が格段の高まりを見せている。このような国民の期待に応えるべ
く、先般、日本医師会と日本獣医師会が人と動物、さらには環境と健康は深くひと
つに繋がっており、連携・協働してその一体的増進に取り組むとする包括的協定が
締結されたところであるが、家畜衛生及び公衆衛生の現場において、まさに水際の
防疫措置や食品衛生行政の中核を担う獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判
断力が要求され、困難性を増している。
このような中、獣医師はそれぞれの分野で高い専門性を駆使して職務を遂行して

いるが特に産業動物に従事する獣医師及び勤務獣医師は休日や夜間業務など不規則
な勤務対応を余儀なくされることも多く就業希望者は少なく安定的な確保が困難と
なっており、獣医師が関与すべき業務に支障を来している。
よって、国におかれては、下記の事項について早急に措置されるよう強く要望す

る。

記

１ 勤務獣医師の処遇を改善し人材確保を推進するため、国が率先して国家公務員
獣医師の職責及び業務実態等を反映した俸給表の適用、初任給調整手当の創設等
を行うこと。

２ 産業動物診療獣医師の基盤となる家畜共済制度については、魅力ある診療体制
の確立に向け、共済制度及び運営基盤の充実･強化を図ること。

３ 都道府県等が、動物愛護の推進、家畜衛生、公衆衛生等の責務を果たすため、
独自に地方公務員獣医師の処遇改善に取り組むことができるよう、国は具体的な
支援措置を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿
農 林 水 産 大 臣 西 川 公 也 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
人 事 院 総 裁 一 宮 なほみ 殿
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「農協改革」に関する意見書

政府は、農業の成長産業化、農業所得の向上を目指して「農林水産業・地域の活

力創造プラン」を改訂し、その実現のために、「農協改革」を推進することとした。

これまで、本県ＪＡグループは、農家組合員の所得向上、農業の振興、地域社会

の活性化に行政と連携しながら取り組むとともに、協同組合として、農家組合員、

地域住民の助け合い活動などにも取り組み、県政推進において重要な機能を発揮し

てきている。

また、本県の農業振興、農家の所得向上はもちろんのこと、今後、重要政策とし

て推進する地方創生においても、農協・連合会・中央会は、その推進の重要な役割

を担うことが期待される組織である。

よって、国においては、下記の事項について誠実に対応するよう強く要望する。

記

１ 「農協改革」については、農家・組合員の所得向上に向けたＪＡグループの自

己改革を尊重すること。

２ 中央会制度は、組合員・ＪＡの意思結集と行政との連携による農政を推進する

代表機能、ＪＡ経営の健全性を確保する機能等を発揮するために、農協法に位置

付けた制度とすること。

３ 今後進展する高齢化、過疎化の中で、地域社会において果たしているＪＡの役

割を継続できるよう措置すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

農 林 水 産 大 臣 西 川 公 也 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
地方創生担当大臣 石 破 茂 殿
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漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置の堅持に関する意見書

燃油や資材価格の高騰、漁獲量の減少や魚価の低迷など、我が県の漁業を取り巻

く環境は極めて厳しい状況にある。

加えて、東日本大震災により我が国漁業は壊滅的な被害を受け、復興に向けて全

国の漁業者と一丸となって取り組んでいるところであるが、原発事故の風評被害等

によって、水産物の消費の減退と魚価の低迷については一層深刻の度を増している。

燃油は操業において不可欠なエネルギーであるが、漁業においてはコストに占め

る燃油費の割合が極めて大きく、燃油価格の上昇は直ちに漁業経営を圧迫する。漁

業者は省エネ操業に取り組むなど、日々努力を重ねているものの、事態は漁業者の

努力の範疇を超えている。

農林漁業の用途に供する軽油については、時限的に免税措置が講じられているが、

燃油価格の上昇も含め、これ以上の負担の増加となることは、漁業者を更に廃業へ

追い込むこととなる。

このような中、県民に対する水産物の安定供給を担っている漁業者の経営安定を

図るために、国におかれては、下記のとおり燃油税制にかかる措置の堅持を図られ

るよう、強く要望する。

記

漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置を堅持すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
農 林 水 産 大 臣 西 川 公 也 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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「山村振興法」の延長及び地域林業・地域振興の確立に向けた
施策の拡充を求める意見書

山村における経済力と住民の福祉の向上を図り、併せて地域格差の是正と国民
経済の発展に寄与することを目的として、昭和４０年に「山村振興法」が制定さ
れ、これまで国の政策支援が行われてきた。
しかしながら、山村地域を取り巻く環境は、主要産業である農林業の低迷や就

業機会の減少、生活環境整備の遅れと過疎化・高齢化に伴う集落機能の低下など
多くの課題を抱え、依然として厳しい状況にある。
山村地域は、これまで、国土と自然環境の保全、水源の涵養、地球の温暖化防

止等、多面的で公益的な役割を果たしてきたところであり、今日、地方創生が叫
ばれているが、地方創生は山村地域の活性化なしには達成することが困難である。
そのような中で、「山村振興法」が平成２７年３月末で期限を迎えることから、

国においては、山村地域の現状及びその果たす役割を踏まえ、法の期限を延長す
るとともに、次の事項の実現を図られるよう強く要望する。

１ 「山村振興法」の内容の充実を図り、「山村振興交付金」を創設するとともに、
「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」等山村地域の活性化を図るための助
成制度の一層の充実・強化を図ること。

２ 木質バイオマスの利用、再生可能エネルギー対策の強化、６次産業化の推進
等の産業振興施策の充実・強化を図ること。

３ 川上から川下にいたる一貫した林業・木材産業の振興、木材利用の促進を図
るための森林・林業対策の充実・強化を図ること。

４ 鳥獣被害の深刻化に鑑み、被害防止に関する対策の充実・強化を図ること。

５ 道路整備のための財源を十分に確保し、特に、地方における道路財政の充実
を図ること。

６ 森林吸収源対策を強力に推進するため、地球温暖化対策のための税等に係る
所要の税制措置を講ずるとともに地方税財源を確保・充実する制度を創設する
こと。

７ 税財源の乏しい山村地域の実情に即した地方交付税制度の充実・強化を図り、
所要の額を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 殿
参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
農林水産大臣 西 川 公 也 殿
環 境 大 臣 望 月 義 夫 殿
内閣官房長官 菅 義 偉 殿
林 野 庁 長 官 今 井 敏 殿
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登記の事務、権限等の地方への移譲に反対する意見書

平成２２年６月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」では、国の出先機関の

原則廃止の姿勢の下、地方自治体への事務・権限等の移譲など抜本的な改革が進

められることが定められた。

こうした中、国の地域主権戦略会議において、出先機関改革の一環として、法

務局が担う登記制度も地方に移譲すべき対象として検討されている。

しかし、登記制度は、国民の重要な財産を守り、不動産取引の安全に寄与する

制度であり、高い中立性・公正性が求められ、また、国民の権利擁護に係るもの

であることから、全国統一した法解釈や運用を要し、統一した事務処理基準を堅

持し、国の機関である法務局が直接実施する必要がある。

また、登記事務を遂行するに当たっては、民法・不動産登記法・会社法等の高

度な法律的専門知識・能力に基づく判断が求められていることから、地方に移譲

された場合、地方自治体及びその職員の業務に著しい負担が生じるとともに、事

務処理能力の格差が生じることも懸念される。登記事務に従事する専門職員の教

育及び研修は、国が一元的・体系的に行う必要がある。

よって、法務局が担う登記の事務及び権限等を地方への移譲対象としないよう

強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２６年１２月２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 殿

参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

法 務 大 臣 上 川 陽 子 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿

行政改革担当大臣 有 村 治 子 殿



請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 ３ １ ４

厚 生 １ １ ２

商 工 建 設 １ － １

環 境農 林水 産 ３ － ３

文 教警 察企 業 ５ － ５

計 １３ ２ １５
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 57-1 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月５日

請 願 者 宮崎市広島１丁目１３－１０

住所・氏名 一般社団法人 宮崎県獣医師会 会長 足利 忠敬

勤務獣医師の人材確保対策等についての請願

【要旨】

勤務獣医師の人材確保対策等についての請願

【理由】

動物は、我々の生活を様々なかたちで豊かにしてくれるかけが

えのない存在である。人の命が大切であるように動物の命に対し

ても感謝と畏敬の念を忘れず、その尊厳を守らなければならない。

このような動物愛護の精神が、多くの先人の長年の努力にもか

かわらず、未だに国民共通の理解として定着するまでには至って

いない中、動物愛護管理法の一部を改正する法律が昨年９月１日

請願の件名 施行された。動物をさらに大切にするため、新たに、人と動物の

共生社会の実現を図ること、所有者の終生飼養の責務等が明記さ

れるとともに、動物取扱業者に係わる規制強化などが行われたも

のである。これにより、都道府県等の役割はさらに拡大し、改正

法の的確な実施業務を担う獣医師の職責と業務量が増大してい

る。

一方、今日、高病原性鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとす

る人と動物の共通感染症や口蹄疫などの伝染病が国内外で発生

し、その流行制御や食品の安全性確保を求める国民の声が格段の

高まりを見せている。このような国民の期待に応えるべく、先般、

日本医師会と日本獣医師会が人と動物、さらには環境の健康は深

くひとつに繋がっており、連携・協働してその一体的増進に取り

組むとする包括的協定が締結されたところであるが、家畜衛生及

び公衆衛生の現場において、まさに水際の防疫措置や食品衛生行

政の中核を担う獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判断力

が要求され、困難性を増している。
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このような中、獣医師はそれぞれの分野で高い専門性を駆使し

て職務を遂行しているが特に産業動物に従事する獣医師及び勤務

獣医師は休日や夜間業務など不規則な勤務対応を余儀なくされる

ことも多く就業希望者は少なく安定的な確保が困難となってお

り、獣医師が関与すべき業務に支障を来している。

よって、国会及び政府に対して下記の事項について早急に意見

書を提出されるよう要望する。

記

・ 勤務獣医師の処遇を改善し人材確保を推進するため、国が率

先して国家公務員獣医師の職責及び業務実態等を反映した俸給

表の適用、初任給調整手当のさらなる改善を行うこと。

紹 介 議 員 山下 博三 宮原 義久 渡辺 創

摘 要

－309－



新 規 請 願

環境農林水産常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 57-2 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月５日

請 願 者 宮崎市広島１丁目１３－１０

住所・氏名 一般社団法人 宮崎県獣医師会 会長 足利 忠敬

勤務獣医師の人材確保対策等についての請願

【要旨】

勤務獣医師の人材確保対策等についての請願

【理由】

動物は、我々の生活を様々なかたちで豊かにしてくれるかけが

えのない存在である。人の命が大切であるように動物の命に対し

ても感謝と畏敬の念を忘れず、その尊厳を守らなければならない。

このような動物愛護の精神が、多くの先人の長年の努力にもか

かわらず、未だに国民共通の理解として定着するまでには至って

いない中、動物愛護管理法の一部を改正する法律が昨年９月１日

請願の件名 施行された。動物をさらに大切にするため、新たに、人と動物の

共生社会の実現を図ること、所有者の終生飼養の責務等が明記さ

れるとともに、動物取扱業者に係わる規制強化などが行われたも

のである。これにより、都道府県等の役割はさらに拡大し、改正

法の的確な実施業務を担う獣医師の職責と業務量が増大してい

る。

一方、今日、高病原性鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとす

る人と動物の共通感染症や口蹄疫などの伝染病が国内外で発生

し、その流行制御や食品の安全性確保を求める国民の声が格段の

高まりを見せている。このような国民の期待に応えるべく、先般、

日本医師会と日本獣医師会が人と動物、さらには環境の健康は深

くひとつに繋がっており、連携・協働してその一体的増進に取り

組むとする包括的協定が締結されたところであるが、家畜衛生及

び公衆衛生の現場において、まさに水際の防疫措置や食品衛生行

政の中核を担う獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判断力

が要求され、困難性を増している。
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このような中、獣医師はそれぞれの分野で高い専門性を駆使し

て職務を遂行しているが特に産業動物に従事する獣医師及び勤務

獣医師は休日や夜間業務など不規則な勤務対応を余儀なくされる

ことも多く就業希望者は少なく安定的な確保が困難となってお

り、獣医師が関与すべき業務に支障を来している。

よって、国会及び政府に対して下記の事項について早急に意見

書を提出されるよう要望する。

記

・ 産業動物診療獣医師の基盤となる家畜共済制度については、

魅力ある診療体制の確立に向け、共済制度及び運営基盤の充実

･強化を図ること。

・ 都道府県等が、動物愛護の推進、家畜衛生、公衆衛生等の責

務を果たすため、独自に地方公務員獣医師の処遇改善に取り組

むことができるよう、国は具体的な支援措置を講じること。

紹 介 議 員 山下 博三 宮原 義久 渡辺 創

摘 要
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 58 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 7日

請 願 者

カジノに反対する宮崎県民の会

住所・氏名

共同代表 成見 幸子 宮崎市桜ヶ丘町２２－８
共同代表 佐藤 誠 児湯郡川南町大字川南２３２３１
共同代表 平野 千恵子 宮崎市希望ヶ丘４－３－９

カジノ合法化に反対し宮崎県に誘致しない決議を求める請願

【請願の趣旨】

国会では、賭博行為としてこれまで刑法で禁止されてきたカジ

ノを合法化しようとする動きが強められています。また、県内で

もカジノをシーガイア跡に誘致する運動が始められています。

カジノとは、賭博・ギャンブル場のことで、金銭欲から一攫千

金を夢見て勤労意欲をなくし、家庭崩壊、人格破壊につながり、

犯罪や暴力団に結びつく危険が潜んでいます。だからこそ、歴史

的経験から日本では刑法で禁止し処罰されるのです。今でも日本

請願の件名 はギャンブル依存症の疑いのある人が536万人という厚生労働省

研究班の調査結果もあります。

合法化をめざして用意されているカジノ法案（特定複合観光施

設区域の整備の推進に関する法律案）は、カジノだけでなく巨大

な「統合型リゾート（ＩＲ）」をめざすから経済効果があるとし

ていますが、カジノが含まれる限り賭博・ギャンブルの害悪性は

貫かれ、社会に大きな負の遺産をもたらすことは明らかです。

とくに宮崎県では、かつて、国のリゾート法にもとづいて進め

たシーガイアが10年のうちに破産し、県民に莫大な負担を与えた

という歴史をもっています。そのシーガイア跡にカジノを誘致す

るなどということは、二重三重に県民をないがしろにするものと

言わなければなりません。

私たちは、豊かな自然を生かした、宮崎の地域にふさわしい、

文化・教育・スポーツ・観光の宮崎としての発展を望みます。

以上の立場から、わたし達はカジノ合法化に反対し、宮崎にカ

ジノを誘致しない決議をされるよう請願します。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 59 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者

宮崎市旭２丁目２番２号

住所・氏名

宮崎県土地家屋調査士会 会長 鎌田 隆光

宮崎市旭２丁目２番２号

宮崎県土地家屋調査士政治連盟 会長 湯地 達也

登記の事務、権限等の地方への移譲に反対する意見書提出につい

ての請願

【要旨】

法務局が担う登記の事務及び権限を地方に移譲することに反対

する意見書を国会並びに関係行政機関に提出されるよう請願しま

す。

【理由】

平成22年６月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」では、国

請願の件名 の出先機関の原則廃止の姿勢の下、地方自治体への事務・権限等

の移譲など抜本的な改革が進められることが定められました。

私どもは、「国と地方の役割分担の見直しを行い、国の事務・

権限を地方自治体に移譲することにより抜本的な改革を進め、地

域における行政を地方自治体が自主的かつ総合的に実施できるよ

うにする」という同大綱に定める国の出先機関改革の理念につい

て反対するものではありません。

しかし、「法務局等が行う事務・権限を地方に移譲すること」

につきましては、私ども土地家屋調査士の業務は法務局等が行う

事務と密接に関係する見地から、下記理由により、その理念の実

現を懸念するところです。

よって、地方自治法第99条の規定に基づき、「法務局が担う登

記の事務及び権限を地方に移譲することについて反対する」旨の

意見書を、国会並びに関係行政機関に提出されるよう請願します。

記

１ 法務局等が担う登記制度は、国民の重要な財産を守り、不動

産取引の安全に寄与する制度であり、中立性・公正性の高い機

能を有している。また、国民の権利擁護に係るものであり、全
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国統一した法解釈や運用を要し、統一した事務処理基準を堅持

する必要がある。従って、登記制度は国の機関である法務局等

が全国的に統一した基準により直接実施することが望ましいこ

と。

２ 法務局等の登記官が職務を遂行するに当たっては、民法・不

動産登記法・会社法等の高度な法律的専門知識・能力に基づく

判断が求められている。地方に移譲された場合、地方自治体及

びその職員の業務に著しい負担が生じるとともに、地域によっ

て事務処理の格差が生じることも懸念される。従って、登記事

務に従事する専門職員の教育及び研修は、国が一元的・体系的

に行う必要があること。

紹 介 議 員 中村 幸一 十屋 幸平

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 60 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者
宮崎市希望ケ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委
員会 代表 河内 進策 （署名 1,429筆）

高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の増額を求める請願

（請願項目と趣旨）
私学助成を増額して学費と教育条件の公私格差を解消してくだ

さい。

公立高校の授業料が無償となり私立高校にも平成22年度より月
額9,900円の就学支援金が給付されるようになって喜んだのも束
の間、今年度からは条件に所得制限が設けられ、高校現場は混乱
しています。
そもそも、県立高校に比べて私立高校は授業料以外の学校納付

金が格段に高く、保護者の大きな負担となっています。
請願の件名 例えば、県立高校の入学金が5,650円であるのに対し、私立高

校は約10～14万円です。さらに私立高校の場合、入学時に払う「特
別施設費」が２～７万円にも上ります。制服・カバン等にかかる
費用も高く、公立が６～７万円代であるのに対し、私立は７～９
万円代です。父母が入学時に一度に支払わなければならない金額
は、ゆうに３０万円を超えるのです。（公立は約14万円）
さらに、スクールバスや寮費などの必要なケースも多く、経済

的理由で進路の選択肢から外されてしまうのです。
調理科や看護科等、私立高校には、県立にはない特色をもった

学科があり、子どもたちは将来の職業選択に向けて真剣に進路を
考えます。そのときに、家庭の経済状況次第で初めから門が閉ざ
されるということがあってよいのでしょうか。
子どもたちがお金の心配なく学べるように、私学助成をせめて

県立高校並みに近づけていくための、保護者の負担軽減につなが
る措置を毎年少しずつでも講じてください。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 61 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

宮崎県宮崎市和知川原１丁目101

公益社団法人宮崎県医師会会長 河野 雅行

宮崎県宮崎市新別府町船戸738－1

公益社団法人宮崎市郡医師会会長

請 願 者 宮崎市郡医師会病院院長 川名 隆司

住所・氏名 宮崎県都城市大岩田町5822－３

一般社団法人都城市北諸県郡医師会会長

都城市郡医師会病院総病院長 飯田 正幸

宮崎県延岡市出北６丁目1621番

一般社団法人延岡市医師会会長 吉田 建世

延岡市医師会病院院長 落合 隆志

宮崎県内の医師会病院における医師確保に関する請願

【要旨】

本県の地域医療に於いて公的医療機関と同様に重要な役割を担

っている県内三医師会病院の医師確保は、平成16年４月からの新

医師臨床研修制度等の影響を大きく受け大変厳しい状況にありま

す。このような中、県内三医師会病院の運営には安定的な医師の

確保が必須であるため、県行政を中心として医師確保と医師派遣

システムの整備に取り組み、全県一枚岩での医療体制を構築され

るよう請願します。

【理由】

請願の件名 県内の三つの医師会病院は時間外救急医療を中心とした急性期

医療を担っており、二次医療圏をまたがる広域的な範囲で地域医

療へ大いに貢献しています。しかしながら新医師臨床研修制度の

開始に伴い、医師の偏在、大学より都会の大病院への研修医の集

中が生じ、結果的に医師会病院を始めとする地元の医療機関で勤

務する若手医師が少なくなりました。

このような状況の中、大学は優秀な指導医の確保や研修プログ
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ラムの充実に努めており、県においては寄附講座の設置や医師修

学資金貸与条例の整備等を行っております。しかし、大学におい

ては予算の制約を受け十分な若手医師の確保及び、各医師会病院

への派遣を行う余裕はなく、また県の医師修学資金貸与条例施行

規則においても、必要勤務期間短縮の要件を一医療機関での研修

に限定する形としており、その効果と研修医の研修機会の選択に

対して過度に規制をかけたものとなっております。

よって依然として県内各地の医師会病院における医師不足は深

刻な状況にあり、将来にわたって地域住民の時間外救急医療、急

性期医療、開業医の後方支援に支障を来しかねない懸念が続いて

おります。

こうした状況を背景に、平成26年２月８日に開催した「第26回

県内医師会病院連絡協議会」において、

１．医師会病院医師の確保と、大学からの医師会病院への医師

派遣につき財政措置も含めた県の十分な支援体制

２．宮崎県医師修学資金貸与条例施行規則に定める必要勤務期

間短縮の要件につき、研修医の研修医療機関の拡充、および

第２条に定める公的医療機関等へ医師会病院も含めることの

検討

の２点を宮崎県知事及び宮崎県議会議長へ要望することを決議し

ました。

ついては、これらの要望事項実現に向けて取り組まれるよう強

く要望します。

山下 博三 清山 知憲 外山 三博 横田 照夫

紹 介 議 員 十屋 幸平 井本 英雄 後藤 哲朗 内村 仁子

中村 幸一 新見 昌安

摘 要
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新 規 請 願

環境農林水産常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 62 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者
宮崎市霧島１丁目１番地１

住所・氏名
宮崎県農業協同組合中央会

（ＪＡグループ宮崎代表） 会長 森永 利幸

「農協改革」に関する請願

【請願の趣旨】

ＪＡグループ宮崎は、農家組合員の所得向上、農業の振興、地

域社会の活性化に、行政と連携しながら取り組むとともに、協同

組合として、農家組合員、地域住民の助け合い活動などにも取り

組んでいます。

また、第21回及び第22回のＪＡ宮崎県大会において「所得アッ

プＧＯ！ＧＯ！テン運動」を決議し、ＪＡの使命は農家所得向上

であると、組合員・役職員一体となって実践しているところであ

ります。

政府は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」を農業の成長

産業化、農業所得の向上を目指すために決定し、その実現のため

請願の件名 に、「農協改革」を推進することとし、自己改革を強く要請して

います。

農協改革は、自己改革が基本であるとともに、地域の実情、現

場の声を踏まえ、今までのＪＡグループの取り組みの正当な評価

に基づくべきであると考えます。

つきましては、農協改革について、下記事項を政府・与党に対

して働きかけて頂きますよう要請します。

記

１．農協改革については、農家・組合員の所得向上に向けたＪＡ

グループの 自己改革を尊重すること。

２．中央会制度は、組合員・ＪＡの意思結集と行政との連携によ

る農政を推 進する代表機能、ＪＡ経営の健全性を確保する機
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能等を発揮するために、農協法に位置付けた制度とすること。

３．今後進展する高齢化、過疎化の中で、地域社会において果た

しているＪＡの役割を継続できるよう措置すること。

紹 介 議 員
中野 一則 横田 照夫 新見 昌安 鳥飼 謙二

西村 賢 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

環境農林水産常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 63 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者
宮崎市港２丁目６番地

住所・氏名
宮崎県漁業協同組合連合会
代表理事会長 宇戸田 定信

漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置の堅持に関する国への

意見書提出を求める請願

【請願の趣旨】

燃油や資材価格の高騰、漁獲量の減少や魚価の低迷など、我が

県の漁業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。

加えて、東日本大震災により我が国漁業は壊滅的な被害を受け、

復興に向けて全国の漁業者と一丸となって取り組んでいるところ

であるが、原発事故の風評被害等によって、水産物の消費の減退

請願の件名 と魚価の低迷については一層深刻の度を増している。

燃油は操業において不可欠なエネルギーであるが、漁業におい

てはコストに占める燃油費の割合が極めて大きく、燃油価格の上

昇は直ちに漁業経営を圧迫する。漁業者は省エネ操業に取り組む

など、日々努力を重ねているものの、事態は我々漁業者の努力の

範疇を超えている。

農林漁業の用途に供する軽油については、時限的に免税措置が

講じられているが、燃油価格の上昇も含め、これ以上の負担の増

加となることは、漁業者を更に廃業へ追い込むこととなる。

このような中、県民に対する水産物の安定供給とともに、これ

に不可欠の前提となる漁業者の経営安定を維持するために、下記

のとおり燃油税制にかかる措置の堅持を国に対して求める旨、貴

議会において採択いただき、意見書を国へ提出されるよう請願す

る。

記

・ 漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置を堅持すること

紹 介 議 員 新見 昌安 図師 博規 前屋敷 恵美 徳重 忠夫

坂口 博美 鳥飼 謙二

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 64 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者
宮崎市希望ケ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委

員会 代表 河内 進策 （署名 1,429筆）

義務教育費国庫負担制度の拡充・復元について、国に意見書の提

出を求める請願

請願項目と趣旨

義務教育費国庫負担制度を維持・拡充し、負担率を２分の１に

戻すよう、国に意見書を出してください。

請願の件名

2006（平成18）年度より、義務教育費の国庫負担割合が２分の

１から３分の１へと引き下げられました。そのため、教職員給与

費の県の負担が２分の１から３分の２となり、従来の33％も増え

てしまいました。そのためか、最近特に臨時的任用の教職員が増

えています。また、非常勤講師も増えています。教職員の身分は、

安定したものでなければ教育の質の向上は実現できません。仮に、

国が30人以下学級制度に踏み出すとしても、国庫負担割合が３分

の１の現状では、その財政的な負担は都道府県に重くのしかかり、

教職員の増員は困難です。教育条件の低下が懸念されます。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 65 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者
宮崎市希望ケ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委

員会 代表 河内 進策 （署名 1,429筆）

全国一斉学力調査の廃止について、国に意見書の提出を求める請

願

請願項目と趣旨

全国一斉学力調査を廃止するよう、国に意見書を出してくださ

い。

請願の件名

もともと児童生徒の学力傾向を把握する趣旨から始められた制

度ですが、その当初から目的遂行にあたっては抽出調査だけで十

分と言われてきたものでした。問題点は、以下の３点です。

第１に、これまで以上に、地方自治体間および児童・生徒間の

過度の競争を引き起こす要因となることです。過去、日本政府は

国連の子ども権利委員会から「日本の過度な競争教育が子どもた

ちの人格発達にゆがみを生じさせている」と２度にわたり勧告を

受けてきました。全国一斉学力調査の継続は、こうした勧告に反

するばかりか、勧告が指摘している「子どもたちの人格発達のゆ

がみ」をいっそう深め広げる懸念があります。

そもそも、日本ではすでに1961年から64年までの４年間、全国

一斉学力テストがおこなわれたことがありました。しかし、成績

が悪い子をテスト当日休ませたり、教師が子どもに答えを教えた

りするなどの、教育とは無縁の事態が引き起こされ、国民的な批

判が高まるなかで、とうとう中止に追い込まれたものです。それ

に近い事実が、現在も繰り返されています。

第２に、予算のむだ遣いの問題です。これを実施することによ

り、年間で約60億円もの巨額の予算が投じられています。調査は

抽出校のみの実施とするなどして、その分の税金を教育現場の施
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設整備費や備品費、少人数学級の実施等に振り向けてほしいとい

うのが多くの保護者・教職員の声です。

第３に、調査結果が児童・生徒の「学力」であるかのようなゆ

がんだ利用に向けられるという点です。調査結果の数値のうち、

国語・算数（数学）・理科の平均点等だけが取りざたされ、学校

現場では結果分析や改善案作りなどが、年度も半分過ぎた頃から

にわかに押し付けられ、通常の授業準備や児童生徒の指導に支障

をきたしています。その反面、同時に実施される「生活習慣や学

校環境に対する質問」への回答について、実施者が分析し、その

問題点を国を挙げて改善しようとする姿勢はありません。何のた

めの調査であるのかがあいまいです。

このように、全国一斉学力調査の実施は、数々の問題点を含ん

でいます。全国一斉学力調査を廃止するよう、国に意見書を提出

してください。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 66 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者
宮崎市希望ケ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委

員会 代表 河内 進策 （署名 1,429筆）

教員免許更新制度の廃止について、国に意見書の提出を求める請

願

請願項目と趣旨

教員免許更新制を廃止するよう、国に意見書を出してください。

請願の件名 2009年度から本格実施となった教員免許更新制度ですが、もと

もと、本制度の導入にあたっては、「不適格教員の排除」と「教

員の質の向上」が挙げられていました。しかし、教員免許状とは、

個人が何を学んだかを公証する制度であり、問題教員への対処に

ついては「分限処分」という制度がすでに存在します。

本制度のための法改正にあたり、全国都道府県教育長協議会も

「都道府県教育委員会は、教員に対する分限処分等の権限を持っ

ており、そのうえに講習の修了認定等を行う権限を持つことは、

好ましくない。」といった懸念を表明していました。

全国都道府県教育長協議会が懸念した問題は、上記にとどまり

ません。

○ 大学等が行う免許更新講習の内容、方法は、それぞれの大

学の規模や特色によって異なることが予想され、修了認定に

関して公平性を欠くおそれがある。

○ （講習免除者に対する）曖昧な基準では認定について判断

が難しく、公平性を欠くおそれがある。

○ 学校における教育活動の現状において、講師等の臨時的な

教員を一定数任用することは不可欠であり、講師が任用でき

ない場合は、教育活動に大きな支障をきたす。

○ 講習の受講にかかる交通費、宿泊費等は、特に、大学が少
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ない地域及び遠隔地等の受講者にとって大きな負担となる。

○ 毎年10％程度の教員が更新講習の対象に該当するため、多

くの学校において同一年度に複数の教員が更新講習を受講す

ることになり、受講機会が限られると、受講時期が集中し、

学校運営や授業等に支障をきたすことが予想される。また、

土・日、長期休業中等であっても、部活動指導、補充授業等

が行われている現状から、学校における教育活動に支障が出

るおそれがある。

等々です。

そして、これらの懸念がいまや現実の問題となって、教育現場

や関連する機関等の混乱と多忙化を招いています。そして、何よ

り夢やロマンを持って教員をめざし、また勤務している教員を10

年という期限付きの不安定な身分に処することによって、教員の

生活に対する不安を招き、勤務意欲を減退させ、延いては教育の

土台そのものを切り崩してしまうのではないかとも言われていま

す。

数ある免許の中で、教員の免許を取り立てて更新制にすること

は、その他の免許との整合性を欠きます。また特に、公務員制度

との整合性を欠くものです。

ぜひ、県議会の中でもご議論いただき、国に対して廃止の意見

書を採択していただきたいと考えます。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 67 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 8日

請 願 者
宮崎市希望ケ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委

員会 代表 河内 進策 （署名 1,429筆）

公立高等学校授業料不徴収制度の復活を求める請願

請願項目と趣旨

「高校無償化」を復活し、公立・私立ともに、学費の無償化を

実現してください。

請願の件名 ４年前から実施されてきた県立高校授業料の無償化は、経済的

に困窮している家庭だけでなく、すべての保護者・生徒たちに希

望を与えました。私学においては、平成25年度に経済的理由での

中途退学者・３か月以上の授業料滞納者が過去最少になるなどの

効果を上げました。これらは、「高校無償化」が定着したことに

よるものだと報道されています。宮崎県のホームページにも「家

庭の状況にかかわらず、全ての意思ある高校生等が安心して勉学

に打ち込める社会をつくるため、公立高校の授業料を無償化する

とともに、私立高校等についても、高等学校等就学支援金を創設

して、家庭の教育費負担を軽減する制度」と謳われていたように、

これから高校に上がる子をもつ親たちにとっては、なくてはなら

ない制度です。

今年度からこれに所得制限が設けられたため、高校現場は混乱

しています。何としてもこの制度を復活させてください。

調べてみると、授業料の無償化によって、どの高校も毎月の納入額は

4,000円代となりましたが、入学する際には制服・教科書・模試・実習費

等、学科により費目は違うものの、平均14万円もの額を支払って

いるようです。この負担を軽減するため、校納金の軽減をさらに

進めることも求められます。
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ここ数年、貧困と格差がますます拡大し、経済的に厳しい家庭

が目に見えて増えてきています。小・中学校の段階で例を挙げれ

ば、お金がかかるという理由で部活動に入らない、修学旅行の費

用が出せない、親が昼間と夜間と２つの仕事をしていて子どもと

関われない、朝や夜を子どもだけで過ごすためまともな食事をし

ていない、…等々、生活保護も学用品補助も受けていない家庭に

まで、日常の暮らしに困窮しているようすが見られるようになっ

てきています。

今の時代、高校まで卒業していることは社会に出て働くための

最低条件となっており、高校を出ていなければ仕事に就くことは

困難です。貧困が貧困を再生産しているという指摘もあります。

すべての子どもがお金の心配なく学ぶことができるようにする

ため、高校授業料不徴収の制度を復活し、教育にかかる父母負担

が少しでも軽減されるよう働きかけてください。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要
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新 規 請 願

文教警察企業常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 68 号 受理年月日 平成2 6年 1 1月 1 9日

請 願 者
宮崎市希望ケ丘４－１８－７

住所・氏名
ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委

員会 代表 河内 進策 （署名 1,429筆）

小・中・高の30人以下学級等の実現について国に意見書の提出を

求める請願

請願項目と趣旨

小中高の30人以下学級を早急に実現するよう、国に意見書を出

してください。

請願の件名

宮崎県では、現在小学校１年生と２年生については30人以下学

級（35人以下の学年は除外）が実施され、ゆとりある教育条件が

実現されています。「これまで少人数学級で過ごしてきた児童た

ちが、３年生に上がって急に落ち着かなくなった」という実態が

聞かれます。また、中学校においても１年生で推進事業による35

人学級が実施されていますが、２年生に上がるときに40人学級に

もどるため、授業中にざわつく、指導が行き届かないなど、さま

ざまな困難な状況が生まれています。

今年度から、えびの市が独自に「30人学級」を実現しました。

学力向上や落ち着いた楽しい学校生活のために少人数学級が有効

であることは今や保護者・教職員の常識です。

しかし、国庫負担が付かないもとで、宮崎県独自の財政措置を

行なわず、特別な増員なしで実施されているため、小学校高学年

では専科教員が配置できなくなるなど、逆に教育条件が低下して

いる面もあります。えびの市の場合も、大学を出たばかりで経験

のない講師を一斉に雇い、現場が混乱するといった事態が起きて

います。地方自治体任せでの実施には限界があるのです。

教育の機会均等という立場からも、国の責任で「30人学級」を

実現していくべきです。2011（平成23）年度から、「小学１年生
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についてのみ『35人以下』」と法改正が行われました。引き続き、

国の制度として学年の拡大が実施されるよう、国に意見書を提出

していただくよう求めます。

今年、財務省から、小学校１年生の35人学級を40人学級にもど

すという方針が示されましたが、財政事情の悪化を子どもの教育

条件切り下げで解消しようとすることには、現在の教育困難をさ

らに厳しいものとすることになり、反対です。

なお、高校の職業科については高度な実験学習を伴うために「2

5人以下学級」を、また、様々な困難をかかえている定時制につ

いては「20人以下学級」が必要です。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 38 号 受理年月日 平成2 5年 1 1月 2 8日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮商連婦人部協議会 会長 森 孝子

所得税法第５６条の廃止を求める旨の意見書を国に提出すること

を求める請願

（請願趣旨）

私たち宮商連婦人部協議会は、県内の自営商工業の女性事業主

や家族従業者で構成する団体です。業者婦人の社会的・経済的な

地位向上を求め、「所得税法第５６条を廃止し、１人の人間とし

ての働き分（給料）を正当に認めて」と運動を続けています。

所得税法第５６条は、事業主と共に働く配偶者やその家族（主

に妻や息子、娘）がどんなに長時間働いても、税法上その働き分

請願の件名 を経費に算入することができず、事業主の所得から年間で最高８

６万円のみ（配偶者以外は５０万円）控除される制度で、１人の

人間として人格を認めない差別的な法規です。中小業者の多くが

加入する国民健康保険には休業補償や出産手当もありません。

世界の主要国では、「家族従業者の働き分は経費に算入する」

ことが常識です。

これまでの私たちの運動で、「働いた事実に対して対価を支払

うのは当然」という世論が広がり、「５６条を廃止し、家族従業

者の働き分を認めよ」と、全国で３７０の自治体がその旨の意見

書を国に対し提出しています（今年８月末時点）。

第１７６国会では、当時の財務副大臣が「家族従業者の対価を

どう保障するか考えたい」、経産相は「５６条は見直す意義があ

る」と答弁しています。

つきましては、別紙の意見書案にも深くご理解をいただき、宮

崎県議会で意見書を採択していただきますようお願い申し上げま

す。

紹 介 議 員 田口 雄二 太田 清海 前屋敷 恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 56 号 受理年月日 平成2 6年９月 1 1日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目55番地

住所・氏名 新日本婦人の会宮崎県本部 会長 新村 初代 （署名 6,472筆）

子どもの医療費無料化を小学校卒業まで引き上げることを求める

請願

【要旨】

子どもの医療費無料制度拡大を求める件

【理由】

いま、女性が生涯に産む子どもの数は、１．３９人（２０１０

年）で、少子化が大きな社会問題となっています。少子化の背景

にはさまざまな要因がありますが、なかでも「子育てにお金がか

かる」ことがあげられています。とくに子育ての大きな不安の一

つに、子どもの病気があります。子どもが病気にかかったとき、

お金の心配なく病院に行ける事は、早期発見・早期治療につなが

り、重症化を防ぎ、さらには医療費の軽減にもなります。

県内でもすでに、入院では中学校卒業までが１２自治体、小学

請願の件名 校卒業までが５自治体で、通院でも、中学校卒業までが８自治体、

小学校卒業までが３自治体で実施されています。新たにえびの市

では今年７月から入院・通院ともに中学校卒業まで実施されるこ

とが決まるなど、県内でも無料化の動きが広がっています。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。子どもの医療費

を保障することは、大きな子育て支援となります。宮崎県におい

ても、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるために、小

学校卒業までの医療費を無料にしていただきたく、請願します。

紹 介 議 員 前屋敷恵美 図師 博規

摘 要
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議 事 経 過



- 335 -

月 日 曜 区 分 議 事 内 容

議長挨拶

開 会

会議録署名議員指名（中野 明議員、徳重忠夫議員）

11月13日 木 本 会 議 議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第33号上程

知事提案理由説明

11月14日 金 （議案調査）

11月15日 土
休 会 （閉庁日）

11月16日 日

11月17日 月 （議案調査）

議案第34号～第41号追加上程

11月18日 火
知事提案理由説明

一般質問（重松幸次郎議員、河野哲也議員、西村 賢議員、

中村幸一議員）

11月19日 水
本 会 議 一般質問（山下博三議員、田口雄二議員、丸山裕次郎議員、

坂口博美議員）

11月20日 木
一般質問（前屋敷恵美議員、内村仁子議員、松村悟郎議員、

清山知憲議員）

11月21日 金 一般質問（右松隆央議員、二見康之議員、 鳥飼謙二議員）

11月22日 土

11月23日 日 休 会 （閉庁日）

11月24日 月

議案第42号追加上程

知事提案理由説明

一般質問（渡辺 創議員、井本英雄議員、図師博規議員)

11月25日 火 本 会 議 議案第30号～第33号採決（同意）

議案・請願委員会付託

総務政策常任委員長審査結果報告

議案第42号採決（可決）

11月26日 水

11月27日 木 休 会
常任委員会

11月28日 金 特別委員会



- 336 -

月 日 曜 区 分 議 事 内 容

11月29日 土
（閉庁日）

11月30日 日 休 会

12月１日 月 （議事整理）

常任委員長審査結果報告

質疑（前屋敷恵美議員）

討論（議案第１号、第３号、第26号に反対、請願第58号、

第60号、第65号～第68号の不採択に反対)（前屋敷恵美議員）

採決（議案第１号、第３号、第26号）（可決）

採決（議案第２号、第４号～第25号、第27号～第29号、第34

号～第41号）（可決）

採決（請願第58号）（不採択）

12月２日 火 本 会 議
採決（請願第59号）（採択）

採決（請願第60号、第65号～第68号）(不採択)

採決（請願第57－１号、第57－２号、第61号～第63号）（採

択）

採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第５号追加上程

採決（議員発議案第５号）(可決)

採決（議員発議案第１号～第４号）（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 福 田 作 弥

宮 崎 県 議 会 副 議 長 押 川 修一郎

宮 崎 県 議 会 議 員 中 野 明

宮 崎 県 議 会 議 員 徳 重 忠 夫


